
平成２６年度 第１２回理事会 

 

 

日 時  平成２７年３月２５日（水） １５:３０～ 

 

場 所  森林総合研究所 特別会議室 

 

Ⅰ．議 題 

１．平成２７年度計画(案)について 

２．平成２７年４月１日における組織改編(案)について 

３．(独)森林総合研究所の規程等の改正について 

４．運営費交付金債務(繰越金)の使途について 

５．森林農地整備センター職員の募集について(案) 

６．監事監査報告について 

７．役職員給与等の規程の一部改正について(案) 

 

 

Ⅱ．報 告 

１. (独)森林総合研究所における不適正な経理処理事案について 

２．業務方法書及び中期計画の変更について 

３．平成２６年度水源林造成事業の実施状況について 

４．水源林造成事業リスク管理委員会の設置について 

５．森林農地整備センターのコンプライアンス推進への取組について 

６．その他  

 

 

 

 

 

 



 

資 料 

Ⅰ－１．平成２７年度計画(案)について 

Ⅰ－２．平成２７年４月１日における組織改編(案)について 

Ⅰ－３．(独)森林総合研究所の規程等の改正について 

Ⅰ－４．運営費交付金債務(繰越金)の使途について 

Ⅰ－５．森林農地整備センター職員の募集について(案) 

Ⅰ－６．監事監査報告について 

Ⅰ－７．役職員給与等の規程の一部改正について(案) 

Ⅱ－１．業務方法書及び中期計画の変更について 

Ⅱ－２．平成２６年度水源林造成事業の実施状況について 

Ⅱ－３．水源林造成事業リスク管理委員会の設置について 

Ⅱ－４．森林農地整備センターのコンプライアンス推進への取組について 

Ⅱ－５．主要行事（平成２７年２月１０日～平成２７年３月２４日） 
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中
期

計
画

（
案

）
・

２
６

年
度

計
画

・
２

７
年

度
計

画
（

案
）

対
照

表

中
期

計
画

（
案

）
平

成
２

６
年

度
計

画
平

成
２

７
年

度
計

画
（

案
）

農
林

水
産

省
指

令
２

６
林

整
研

第
号

２
６

森
林

総
研

第
１

４
５

４
号

２
６

森
林

総
研

第
号

平
成

２
７

年
月

日
平

成
２

７
年

２
月

３
日

変
更

平
成

２
７

年
月

日

独
立

行
政

法
人

森
林

総
合

研
究

所
（

以
下

「
研

究
所

」
と

い
う

。
）

は
、

独
立

行
政

法
人

通
則

法
（

平
成

１
１

年
法

律
第

１
０

３
号

）
第

３
０

条
第

独
立

行
政

法
人

通
則

法
（

平
成

１
１

年
法

律
第

１
０

３
号

）
第

３
０

条
第

１
森

林
・

林
業

・
木

材
産

業
と

林
木

育
種

に
関

す
る

研
究

開
発

を
一

体
的

に
実

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
、
平

成
２

３
年

３
月

３
１

日
付

け
を

も
っ

て
認

可
（

平
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

平
成

２
３

年
３

月
３

１
日

付
け

を
も

っ
て

認
可

（
平

成
施

す
る

我
が

国
最

大
の

研
究

機
関

で
あ

り
、

こ
れ

ま
で

森
林

・
林

業
及

び
木

成
２

３
年

６
月

３
０

日
変

更
認

可
）

さ
れ

た
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
２

７
年

○
月

○
○

日
変

更
認

可
）
さ

れ
た

独
立

行
政

法
人

森
林

総
合

研
究

所
（

以
材

利
用

の
分

野
に

お
け

る
総

合
的

な
研

究
開

発
を

通
じ

て
中

核
的

な
役

割
を

所
（

以
下

「
研

究
所

」
と

い
う

。
）

中
期

計
画

を
達

成
す

る
た

め
、

同
法

第
下

「
研

究
所

」
と

い
う

。
）

中
期

計
画

を
達

成
す

る
た

め
、

同
法

第
３

１
条

の
担

っ
て

き
た

。
３

１
条

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

平
成

２
６

年
度

の
業

務
運

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
平

成
２

７
年

度
の

業
務

運
営

に
関

す
る

営
に

関
す

る
計

画
を

定
め

る
。

計
画

を
定

め
る

。

今
後

に
向

け
て

は
、

我
が

国
の

成
長

戦
略

の
一

環
を

な
す

「
森

林
・

林
業

再
生

プ
ラ

ン
～

コ
ン

ク
リ

ー
ト

社
会

か
ら

木
の

社
会

へ
～

」
（

平
成

２
１

年
１

２
月

農
林

水
産

省
決

定
。

以
下

「
森

林
・

林
業

再
生

プ
ラ

ン
」

と
い

う
。
）

を
指

針
と

し
て

、
森

林
の

多
面

的
機

能
を

確
保

し
つ

つ
林

業
・

木
材

産
業

の
再

生
と

木
材

利
用

を
通

じ
た

低
炭

素
社

会
の

構
築

を
目

指
し

、
森

林
資

源
を

最
大

限
に

活
用

す
る

こ
と

に
よ

り
雇

用
・

環
境

に
も

貢
献

し
て

い
く

政
策

の
推

進
が

期
待

さ
れ

て
い

る
。

新
た

に
制

定
さ

れ
た

「
公

共
建

築
物

等
に

お
け

る
木

材
の

利
用

の
促

進
に

関
す

る
法

律
」
（

平
成

２
２

年
法

律
第

３
６

号
。

以
下

「
公

共
建

築
物

等
木

材
利

用
促

進
法

」
と

い
う

。
）

の
下

で
は

、
国

内
で

生
産

さ
れ

た
木

材
等

の
利

用
促

進
を

通
じ

た
林

業
の

持
続

的
か

つ
健

全
な

発
展

、
森

林
の

適
正

な
整

備
及

び
木

材
の

自
給

率
向

上
に

向
け

た
取

組
が

一
層

求
め

ら
れ

て
い

る
。

さ
ら

に
、
グ

リ
ー

ン
・

イ
ノ

ベ
ー

シ
ョ

ン
（

環
境

エ
ネ

ル
ギ

ー
分

野
革

新
）

を
通

じ
て

「
低

炭
素

社
会

」
を

実
現

し
て

い
く

上
で

も
、

森
林

の
整

備
と

そ
こ

か
ら

生
産

さ
れ

る
木

材
を

余
す

と
こ

ろ
な

く
利

用
す

る
こ

と
を

繰
り

返
す

「
森

林
資

源
の

循
環

利
用

」
の

取
組

が
地

球
温

暖
化

防
止

、
持

続
可

能
な

社
会

の
構

築
に

と
っ

て
益

々
重

要
と

な
っ

て
い

る
。

こ
の

よ
う

な
森

林
・

林
業

政
策

上
の

優
先

事
項

を
十

分
踏

ま
え

る
と

と
も

に
、「

森
林

・
林

業
基

本
計

画
」（

平
成

２
３

年
７

月
２

６
日

閣
議

決
定

）
、「

生
物

多
様

性
国

家
戦

略
２

０
１

２
－

２
０

２
０

」
（

平
成

２
４

年
９

月
２

８
日

閣
議

決
定

）
、
「

第
四

期
科

学
技

術
基

本
計

画
」
（

平
成

２
３

年
８

月
１

９
日

閣
議

決
定

）
等

の
我

が
国

の
最

新
の

国
家

的
な

戦
略

、
総

合
的

な
施

策
の

推
進

に
貢

献
す

る
た

め
、

研
究

所
は

、
中

期
目

標
に

従
い

そ
の

達
成

に
向

け
た

研
究

開
発

の
重

点
的

な
実

施
に

更
な

る
努

力
を

傾
け

る
。

こ
れ

ら
の

取
組

に
よ

り
独

立
行

政
法

人
に

求
め

ら
れ

る
ミ

ッ
シ

ョ
ン

を
有

効
か

つ
効

率
的

に
果

た
し

、
成

果
の

社
会

還
元

を
通

じ
て

産
業

と
科

学
技

術
の

発
展

に
最

大
限

の
貢

献
を

す
る

。

ま
た

、
水

源
林

造
成

事
業

に
つ

い
て

は
、
「

森
林

・
林

業
再

生
プ

ラ
ン

」
の

下
、

森
林

所
有

者
の

自
助

努
力

等
の

み
に

よ
っ

て
は

適
切

な
整

備
が

図
ら

れ
な

い
森

林
に

つ
い

て
公

益
的

機
能

の
発

揮
を

確
保

す
る

観
点

か
ら

、
長

伐
期

化
等

を
図

り
つ

つ
広

葉
樹

等
の

現
地

植
生

を
活

か
し

た
針

広
混

交
林

の
造

成
等

を
行

う
と

と
も

に
、

特
定

中
山

間
保

全
整

備
事

業
、

農
用

地
総

合
整

備
事

業
並

び
に

緑
資

源
幹

線
林

道
に

係
る

債
権

債
務

管
理

及
び

保
全

管
理

業
務

を
含

め
、

関
係

地
方

公
共

団
体

と
の

連
携

の
下

、
独

立
行

政
法

人
緑

資
源

機
構

（
以

下
「

機
構

」
と

い
う

。
）

解
散

に
伴

い
承

継
し

た
事

業
等

の
適

切
か

つ
着

実
な

実
施

を
図

る
。

さ
ら

に
、

平
成

２
７

年
４

月
１

日
か

ら
研

究
所

の
新

た
な

業
務

と
な

る
森

林
保

険
は

、
火

災
、

気
象

災
及

び
噴

火
災

に
よ

る
損

害
を

補
償

す
る

総
合

的
な

保
険

で
あ

り
、

森
林

所
有

者
自

ら
が

災
害

に
備

え
る

唯
一

の
セ

ー
フ

テ
ィ

調整係
テキストボックス
　　　 　　　 Ⅰ－1理　事　会　資　料平成27年 3月25日　



-
2

-

ネ
ッ

ト
手

段
で

あ
る

と
と

も
に

、
林

業
経

営
の

安
定

と
被

災
後

の
再

造
林

の
促

進
に

よ
る

森
林

の
多

面
的

機
能

の
発

揮
の

た
め

に
必

要
不

可
欠

な
も

の
で

あ
る

。
移

管
後

最
初

の
中

期
計

画
の

期
間

（
１

年
間

）
に

お
い

て
は

、
円

滑
な

承
継

を
確

実
に

行
う

と
と

も
に

、
被

保
険

者
へ

の
サ

ー
ビ

ス
の

向
上

、
業

務
の

効
率

化
の

た
め

に
必

要
な

業
務

運
営

の
見

直
し

及
び

改
善

の
着

実
な

実
施

を
図

る
。

第
１

国
民

に
対

し
て

提
供

す
る

サ
ー

ビ
ス

そ
の

他
の

業
務

の
質

の
向

上
に

第
１

国
民

に
対

し
て

提
供

す
る

サ
ー

ビ
ス

そ
の

他
の

業
務

の
質

の
向

上
に

第
１

国
民

に
対

し
て

提
供

す
る

サ
ー

ビ
ス

そ
の

他
の

業
務

の
質

の
向

上
に

関
関

す
る

目
標

を
達

成
す

る
た

め
と

る
べ

き
措

置
関

す
る

目
標

を
達

成
す

る
た

め
と

る
べ

き
措

置
す

る
目

標
を

達
成

す
る

た
め

と
る

べ
き

措
置

１
研

究
開

発
の

推
進

１
研

究
開

発
の

推
進

１
研

究
開

発
の

推
進

「
森

林
・

林
業

再
生

プ
ラ

ン
」
や
「

公
共

建
築

物
等

木
材

利
用

促
進

法
」

「
森

林
・

林
業

・
木

材
産

業
分

野
の

研
究

・
技

術
開

発
戦

略
」
（

平
成

「
森

林
・

林
業

・
木

材
産

業
分

野
の

研
究

・
技

術
開

発
戦

略
」
（

平
成

２
な

ど
森

林
・

林
業

政
策

上
の

優
先

事
項

を
踏

ま
え

、
多

様
な

社
会

ニ
ー

ズ
２

４
年

９
月

林
野

庁
策

定
）

に
示

さ
れ

た
、

森
林

・
林

業
政

策
上

の
優

先
４

年
９

月
林

野
庁

策
定

）
に

示
さ

れ
た

、
森

林
・

林
業

政
策

上
の

優
先

事
項

に
対

応
し

た
研

究
開

発
を

推
進

す
る

た
め

、
「

森
林

・
林

業
の

再
生

に
向

事
項

を
踏

ま
え

る
と

と
も

に
、
「

農
林

水
産

業
・

地
域

の
活

力
創

造
プ

ラ
を

踏
ま

え
る

と
と

も
に

、
「

農
林

水
産

業
・

地
域

の
活

力
創

造
プ

ラ
ン

」
で

け
た

森
林

管
理

技
術

・
作

業
体

系
と

林
業

経
営

シ
ス

テ
ム

の
開

発
」

及
び

ン
」
（

平
成

2
5
年

1
2
月

農
林

水
産

業
・

地
域

の
活

力
創

造
本

部
決

定
）

で
方

向
付

け
ら

れ
た

「
林

業
の

成
長

産
業

化
」

を
実

現
す

る
た

め
、

以
下

の
Ａ

「
林

業
の

再
生

に
対

応
し

た
木

材
及

び
木

質
資

源
の

利
用

促
進

技
術

の
開

方
向

付
け

ら
れ

た
「

林
業

の
成

長
産

業
化

」
を

実
現

す
る

た
め

、
以

下
の

か
ら

Ｉ
に

掲
げ

る
９

課
題

を
重

点
的

に
推

進
す

る
。

特
に

、
豊

富
な

森
林

資
発

」
に

関
す

る
研

究
を

行
う

と
と

も
に

、
地

球
温

暖
化

対
策

や
森

林
の

有
Ａ

か
ら

Ｉ
に

掲
げ

る
９

課
題

を
重

点
的

に
推

進
す

る
。

特
に

、
豊

富
な

森
源

の
循

環
利

用
を

促
進

す
る

た
め

、
国

産
材

の
安

定
的

・
効

率
的

な
供

給
体

す
る

多
面

的
機

能
の

発
揮

等
に

つ
い

て
は

「
地

球
温

暖
化

の
防

止
、

水
源

林
資

源
の

循
環

利
用

を
促

進
す

る
た

め
、

国
産

材
の

安
定

的
・

効
率

的
な

制
の

構
築

、
新

た
な

木
材

需
要

の
創

出
に

向
け

た
技

術
開

発
等

に
積

極
的

に
の

涵
養

、
国

土
の

保
全

、
生

物
多

様
性

の
保

全
等

の
森

林
の

機
能

発
揮

に
供

給
体

制
の

構
築

、
新

た
な

木
材

需
要

の
創

出
に

向
け

た
技

術
開

発
等

に
取

り
組

む
。

か
ん

向
け

た
研

究
」

及
び

「
林

木
の

新
品

種
の

開
発

と
森

林
の

生
物

機
能

の
高

積
極

的
に

取
り

組
む

。
ま

た
、

こ
う

し
た

研
究

開
発

を
支

え
る

基
盤

的
な

知
見

を
収

集
・

蓄
積

す
度

利
用

に
向

け
た

研
究

」
を

行
う

。
ま

た
、

こ
う

し
た

研
究

開
発

を
支

え
る

基
盤

的
な

知
見

を
収

集
・

蓄
積

る
と

と
も

に
、

特
定

母
樹

の
指

定
等

に
向

け
て

林
木

育
種

を
積

極
的

に
推

進
こ

れ
ら

の
研

究
を

効
率

的
、

効
果

的
に

遂
行

す
る

た
め

に
、
「

地
域

に
す

る
と

と
も

に
、

昨
年

５
月

に
成

立
し

た
「

森
林

の
間

伐
等

の
実

施
の

促
す

る
な

ど
、

林
木

等
の

遺
伝

資
源

の
収

集
、

保
存

及
び

配
布

並
び

に
種

苗
等

対
応

し
た

多
様

な
森

林
管

理
技

術
の

開
発

」
を

は
じ

め
、

以
下

の
Ａ

か
ら

進
に

関
す

る
特

別
措

置
法

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

」
に

基
づ

く
特

定
母

の
生

産
及

び
配

布
を

行
う

。
Ｉ

ま
で

に
掲

げ
る

９
課

題
を

重
点

的
に

進
め

る
。

樹
の

指
定

等
に

向
け

て
、

林
木

育
種

を
積

極
的

に
推

進
す

る
な

ど
の

観
点

ま
た

、
研

究
開

発
を

支
え

る
基

盤
的

な
知

識
集

積
が

必
要

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

林
木

等
の

遺
伝

資
源

の
収

集
、

保
存

及
び

配
布

並
び

に
種

苗
等

の
か

ら
、

研
究

基
盤

と
な

る
情

報
の

収
集

と
整

備
を

推
進

す
る

と
と

も
に

、
生

産
及

び
配

布
を

行
う

。
林

木
育

種
を

積
極

的
に

推
進

す
る

な
ど

の
観

点
か

ら
林

木
等

の
遺

伝
資

源
の

収
集

、
保

存
及

び
配

布
並

び
に

種
苗

等
の

生
産

及
び

配
布

を
行

う
。

(
1
)

森
林

・
林

業
の

再
生

に
向

け
た

森
林

管
理

技
術

・
作

業
体

系
と

林
業

(
1
)

森
林

・
林

業
の

再
生

に
向

け
た

森
林

管
理

技
術

・
作

業
体

系
と

林
業

(
1
)

森
林

・
林

業
の

再
生

に
向

け
た

森
林

管
理

技
術

・
作

業
体

系
と

林
業

経
経

営
シ

ス
テ

ム
の

開
発

経
営

シ
ス

テ
ム

の
開

発
営

シ
ス

テ
ム

の
開

発

Ａ
地

域
に

対
応

し
た

多
様

な
森

林
管

理
技

術
の

開
発

Ａ
地

域
に

対
応

し
た

多
様

な
森

林
管

理
技

術
の

開
発

Ａ
地

域
に

対
応

し
た

多
様

な
森

林
管

理
技

術
の

開
発

国
産

材
の

供
給

拡
大

と
環

境
に

調
和

し
た

施
業

の
推

進
に

向
け

て
、

国
産

材
の

持
続

的
生

産
の

た
め

、
低

コ
ス

ト
再

造
林

シ
ス

テ
ム

の
国

産
材

の
持

続
的

生
産

の
た

め
、

低
コ

ス
ト

再
造

林
シ

ス
テ

ム
の

提
地

域
の

特
性

に
対

応
し

皆
伐

や
更

新
と

公
益

的
機

能
の

関
係

を
踏

ま
提

案
に

向
け

て
、

多
雪

地
及

び
少

雪
地

に
お

い
て

コ
ン

テ
ナ

苗
と

普
案

に
向

け
て

、
異

な
る

地
域

や
環

境
で

の
コ

ン
テ

ナ
苗

の
活

着
・

生
育

え
つ

つ
、

多
様

な
施

業
シ

ス
テ

ム
に

対
応

し
た

森
林

管
理

技
術

の
開

通
苗

の
比

較
試

験
を

行
い

、
地

域
環

境
や

樹
種

ご
と

の
コ

ン
テ

ナ
苗

特
性

や
植

栽
効

率
等

を
踏

ま
え

て
、

地
域

に
応

じ
た

苗
木

植
栽

オ
プ

シ
発

及
び

森
林

の
機

能
発

揮
の

た
め

の
森

林
資

源
情

報
の

活
用

技
術

の
の

成
長

特
性

を
明

ら
か

に
す

る
。

地
域

資
源

を
活

用
し

た
多

様
な

森
ョ

ン
を

提
示

す
る

。
地

域
資

源
を

活
用

し
た

多
様

な
森

林
管

理
技

術
の

開
発

を
行

う
。

林
管

理
技

術
の

開
発

に
向

け
て

、
土

壌
の

理
化

学
性

に
及

ぼ
す

降
雨

開
発

に
向

け
て

、
土

壌
の

理
化

学
性

と
樹

木
の

養
分

特
性

に
基

づ
い

て
、

や
火

山
灰

等
の

影
響

を
評

価
し

、
森

林
の

物
質

循
環

を
維

持
す

る
た

森
林

の
物

質
循

環
を

維
持

す
る

た
め

の
診

断
指

標
を

策
定

す
る

。
め

の
診

断
指

標
を

策
定

す
る

。
地

域
の

特
性

を
考

慮
し

た
多

様
な

施
業

シ
ス

テ
ム

構
築

の
た

め
、

北
天

然
更

新
試

験
地

に
お

け
る

現
在

の
更

新
状

況
を

明
ら

か
に

し
、

方
林

の
天

然
更

新
可

能
性

の
予

測
と

天
然

更
新

補
助

作
業

の
コ

ス
ト

評
更

新
初

期
に

お
け

る
経

過
と

成
林

状
況

と
の

関
係

を
解

明
す

る
。

在
価

か
ら

地
域

レ
ベ

ル
で

天
然

林
施

業
の

適
否

を
判

断
す

る
手

法
を

開
発

来
生

物
の

変
化

や
外

来
種

の
増

加
な

ど
の

生
物

相
の

変
化

や
市

民
に

す
る

。
ス

ギ
の

天
然

更
新

に
つ

い
て

、
ス

ギ
実

生
の

発
生

動
態

か
ら

更
よ

る
管

理
作

業
の

内
容

や
規

模
の

実
態

を
明

ら
か

に
し

、
生

物
相

保
新

機
会

が
制

限
さ

れ
る

メ
カ

ニ
ズ

ム
を

解
明

す
る

。
全

と
市

民
参

加
を

考
慮

し
た

都
市

近
郊

林
管

理
作

業
の

適
用

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

を
作

成
す

る
。

Ｂ
国

産
材

の
安

定
供

給
の

た
め

の
新

た
な

素
材

生
産

技
術

及
び

林
業

Ｂ
国

産
材

の
安

定
供

給
の

た
め

の
新

た
な

素
材

生
産

技
術

及
び

林
業

Ｂ
国

産
材

の
安

定
供

給
の

た
め

の
新

た
な

素
材

生
産

技
術

及
び

林
業

経
経

営
シ

ス
テ

ム
の

開
発

経
営

シ
ス

テ
ム

の
開

発
営

シ
ス

テ
ム

の
開

発
素

材
生

産
と

流
通

の
低

コ
ス

ト
・

高
効

率
化

に
よ

り
国

産
材

の
安

路
網

整
備

と
機

械
化

等
に

よ
る

素
材

生
産

の
低

コ
ス

ト
化

に
向

け
北

方
林

業
に

お
け

る
低

コ
ス

ト
造

林
シ

ス
テ

ム
と

全
機

械
化

伐
出

シ
定

供
給

体
制

を
構

築
す

る
た

め
、

路
網

整
備

と
機

械
化

等
に

よ
る

素
て

、
中

距
離

対
応

型
架

線
集

材
シ

ス
テ

ム
の

適
用

条
件

を
明

ら
か

に
ス

テ
ム

を
組

み
合

わ
せ

た
伐

採
・

造
林

一
貫

シ
ス

テ
ム

を
構

築
し

て
、

材
生

産
の

低
コ

ス
ト

化
技

術
の

開
発

及
び

国
産

材
の

効
率

的
な

供
給

し
て

、
急

傾
斜

地
に

お
け

る
低

コ
ス

ト
機

械
作

業
シ

ス
テ

ム
を

提
示

そ
の

適
用

条
件

及
コ

ス
ト

の
評

価
を

行
う

。
の

た
め

の
林

業
経

営
・

流
通

シ
ス

テ
ム

の
開

発
を

行
う

。
す

る
。

施
業

シ
ミ

ュ
レ

ー
シ

ョ
ン

シ
ス

テ
ム

を
用

い
て

さ
ま

ざ
ま

な
川

上
・

川
下

連
携

の
た

め
の

効
率

的
な

流
通

シ
ス

テ
ム

開
発

の
た

立
地

・
施

業
条

件
に

つ
い

て
林

業
採

算
性

を
比

較
し

て
最

適
条

件
を

め
、

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

ト
組

織
の

需
給

調
整

機
能

を
解

明
す

る
。

森
林

経
示

す
。

営
の

経
済

分
析

手
法

を
開

発
し

、
林

業
所

得
拡

大
方

策
を

提
案

す
る

。
国

産
材

の
効

率
的

な
供

給
の

た
め

、
地

域
の

森
林

資
源

量
、

成
長

量
を

予
測

す
る

地
域

森
林

資
源

管
理

シ
ス

テ
ム

を
構

築
し

、
林

業
シ

ナ
リ

オ
を

評
価

す
る

手
法

を
試

作
す

る
。



-
3

-

(
2
)

林
業

の
再

生
に

対
応

し
た

木
材

及
び

木
質

資
源

の
利

用
促

進
技

術
の

(
2
)

林
業

の
再

生
に

対
応

し
た

木
材

及
び

木
質

資
源

の
利

用
促

進
技

術
の

(
2
)

林
業

の
再

生
に

対
応

し
た

木
材

及
び

木
質

資
源

の
利

用
促

進
技

術
の

開
開

発
開

発
発

Ｃ
木

材
の

需
要

拡
大

に
向

け
た

利
用

促
進

に
係

る
技

術
の

開
発

Ｃ
木

材
の

需
要

拡
大

に
向

け
た

利
用

促
進

に
係

る
技

術
の

開
発

Ｃ
木

材
の

需
要

拡
大

に
向

け
た

利
用

促
進

に
係

る
技

術
の

開
発

住
宅

・
公

共
建

築
物

等
へ

の
木

材
利

用
を

促
進

し
、

国
産

材
自

給
品

質
・

樹
種

・
産

地
等

の
判

別
技

術
を

高
度

化
す

る
た

め
に

、
解

国
産

材
加

工
技

術
の

効
率

化
の

た
め

に
、
作

業
時

間
分

析
に

基
づ

き
、

率
の

向
上

に
資

す
る

た
め

、
木

材
利

用
促

進
の

た
め

の
加

工
シ

ス
テ

剖
学

的
に

識
別

が
困

難
な

樹
種

を
非

破
壊

で
識

別
す

る
技

術
及

び
産

ス
ギ

大
径

木
か

ら
心

去
り

角
製

品
を

生
産

す
る

製
材

コ
ス

ト
を

明
ら

か
ム

の
高

度
化

及
び

住
宅

・
公

共
建

築
物

等
の

木
造

・
木

質
化

に
向

け
地

判
別

を
効

率
化

す
る

技
術

を
開

発
す

る
。

木
材

自
給

率
5
0
％

の
達

に
す

る
。

木
材

製
品

の
品

質
管

理
の

た
め

に
、

重
量

測
定

が
不

要
な

強
た

高
信

頼
・

高
快

適
化

技
術

の
開

発
を

行
う

。
成

に
向

け
て

、
未

利
用

木
材

を
有

効
利

用
す

る
た

め
に

、
国

産
広

葉
度

性
能

の
非

破
壊

的
な

評
価

技
術

を
開

発
す

る
。

樹
チ

ッ
プ

の
用

途
適

性
を

解
明

す
る

。
木

材
需

要
の

拡
大

の
た

め
、

構
造

用
パ

ー
テ

ィ
ク

ル
ボ

ー
ド

を
開

発
木

質
ボ

ー
ド

の
長

期
耐

久
性

を
適

切
に

評
価

す
る

た
め

、
様

々
な

し
、

そ
の

品
質

管
理

手
法

を
確

立
す

る
。

木
造

住
宅

の
信

頼
性

向
上

の
劣

化
条

件
と

木
質

ボ
ー

ド
の

強
度

性
能

の
関

係
を

解
明

す
る

試
験

方
た

め
、

シ
ロ

ア
リ

の
野

外
に

お
け

る
生

息
状

況
と

気
象

環
境

等
と

の
関

法
を

開
発

す
る

。
住

宅
に

お
け

る
シ

ロ
ア

リ
食

害
を

迅
速

に
診

断
す

係
を

解
明

す
る

。
る

た
め

に
、

木
材

内
部

の
シ

ロ
ア

リ
を

非
接

触
で

検
出

す
る

技
術

を
開

発
す

る
。

Ｄ
新

規
需

要
の

獲
得

に
向

け
た

木
質

バ
イ

オ
マ

ス
の

総
合

利
用

技
術

Ｄ
新

規
需

要
の

獲
得

に
向

け
た

木
質

バ
イ

オ
マ

ス
の

総
合

利
用

技
術

Ｄ
新

規
需

要
の

獲
得

に
向

け
た

木
質

バ
イ

オ
マ

ス
の

総
合

利
用

技
術

の
の

開
発

の
開

発
開

発
再

生
可

能
な

未
利

用
木

質
バ

イ
オ

マ
ス

を
活

用
し

、
低

炭
素

型
社

木
質

バ
イ

オ
マ

ス
利

用
に

よ
り

地
域

全
体

と
し

て
経

済
性

の
あ

る
木

質
バ

イ
オ

マ
ス

の
経

済
性

の
あ

る
利

用
シ

ス
テ

ム
を

構
築

す
る

た
会

の
構

築
や

地
域

の
活

性
化

に
寄

与
す

る
た

め
、

木
質

バ
イ

オ
マ

ス
利

用
シ

ス
テ

ム
を

構
築

す
る

た
め

、
木

質
バ

イ
オ

マ
ス

エ
ネ

ル
ギ

ー
め

、
今

中
期

計
画

中
に

行
っ

た
研

究
の

成
果

を
整

理
し

、
経

済
的

に
成

の
安

定
供

給
と

地
域

利
用

シ
ス

テ
ム

の
構

築
及

び
木

質
バ

イ
オ

マ
ス

事
業

支
援

シ
ス

テ
ム

を
開

発
す

る
。

り
立

ち
う

る
木

質
バ

イ
オ

マ
ス

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

利
用

ビ
ジ

ネ
ス

モ
デ

ル
の

変
換

・
総

合
利

用
技

術
の

開
発

を
行

う
。

抽
出

成
分

の
健

康
増

進
機

能
を

明
ら

か
に

す
る

と
と

も
に

、
枝

葉
の

提
案

を
行

う
。

か
ら

有
用

成
分

を
抽

出
し

た
残

渣
を

利
用

し
た

空
気

浄
化

資
材

を
開

ト
レ

フ
ァ

ク
シ

ョ
ン

燃
料

の
連

続
生

産
、

小
規

模
利

用
技

術
の

実
用

発
す

る
。

化
に

向
け

た
装

置
運

転
デ

ー
タ

の
収

集
及

び
ペ

レ
ッ

ト
燃

料
利

用
実

証
新

し
い

リ
グ

ニ
ン

系
コ

ン
ク

リ
ー

ト
化

学
混

和
剤

の
分

散
性

及
び

を
行

う
。

保
持

性
能

等
を

評
価

し
、

市
販

品
同

等
以

上
の

性
能

を
持

つ
多

機
能

改
質

リ
グ

ニ
ン

を
ベ

ン
チ

プ
ラ

ン
ト

に
お

い
て

キ
ロ

グ
ラ

ム
レ

ベ
ル

の
コ

ン
ク

リ
ー

ト
化

学
混

和
剤

を
開

発
す

る
。

で
製

造
し

、
各

ア
プ

リ
ケ

ー
シ

ョ
ン

技
術

開
発

に
供

給
で

き
る

体
制

を
ナ

ノ
セ

ル
ロ

ー
ス

の
特

徴
で

あ
る

増
粘

性
や

分
散

安
定

性
と

い
う

確
立

す
る

。
性

質
を

生
か

し
た

新
素

材
を

開
発

す
る

た
め

に
、

必
要

な
機

能
の

発
ウ

ッ
ド

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

（
W

PC
）

の
耐

久
性

能
向

上
に

寄
与

す
る

現
に

適
し

た
生

産
条

件
を

決
定

す
る

。
ヤ

ナ
ギ

葉
の

添
加

剤
と

し
て

の
機

能
を

明
ら

か
に

す
る

。

(
3
)

地
球

温
暖

化
の

防
止

、
水

源
の

涵
養

、
国

土
の

保
全

、
生

物
多

様
性

(
3
)

地
球

温
暖

化
の

防
止

、
水

源
の

涵
養

、
国

土
の

保
全

、
生

物
多

様
性

(
3
)

地
球

温
暖

化
の

防
止

、
水

源
の

涵
養

、
国

土
の

保
全

、
生

物
多

様
性

の
か

ん
か

ん
か

ん

の
保

全
等

の
森

林
の

機
能

発
揮

に
向

け
た

研
究

の
保

全
等

の
森

林
の

機
能

発
揮

に
向

け
た

研
究

保
全

等
の

森
林

の
機

能
発

揮
に

向
け

た
研

究

Ｅ
森

林
へ

の
温

暖
化

影
響

評
価

の
高

度
化

と
適

応
及

び
緩

和
技

術
の

Ｅ
森

林
へ

の
温

暖
化

影
響

評
価

の
高

度
化

と
適

応
及

び
緩

和
技

術
の

Ｅ
森

林
へ

の
温

暖
化

影
響

評
価

の
高

度
化

と
適

応
及

び
緩

和
技

術
の

開
開

発
開

発
発

森
林

、
林

業
、

木
材

利
用

等
に

よ
る

総
合

的
な

温
暖

化
対

策
の

た
我

が
国

の
森

林
・

林
業

・
木

材
生

産
に

よ
る

炭
素

量
変

化
の

将
来

森
林

炭
素

蓄
積

量
調

査
デ

ー
タ

の
分

析
に

よ
り

炭
素

蓄
積

量
の

時
空

め
、

炭
素

動
態

観
測

手
法

の
精

緻
化

と
温

暖
化

適
応

及
び

緩
和

技
術

予
測

を
行

う
統

合
モ

デ
ル

を
完

成
し

、
そ

れ
を

用
い

て
適

切
な

施
策

間
変

動
の

特
徴

や
要

因
を

明
ら

か
に

し
、

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

手
法

の
精

緻
の

開
発

並
び

に
森

林
減

少
・

森
林

劣
化

の
評

価
手

法
と

対
策

技
術

の
を

評
価

・
提

案
す

る
手

法
を

開
発

す
る

。
主

要
な

天
然

林
の

優
占

樹
化

を
図

る
。

タ
ワ

ー
観

測
に

よ
り

構
築

し
た

パ
ラ

メ
ー

タ
セ

ッ
ト

を
活

開
発

を
行

う
。

種
に

つ
い

て
温

暖
化

影
響

予
測

に
よ

り
脆

弱
性

を
評

価
す

る
と

と
も

用
し

、
炭

素
動

態
に

関
し

て
光

環
境

観
測

手
法

を
精

緻
化

す
る

。
枯

死
に

適
応

策
を

提
示

す
る

。
木

の
枯

死
後

年
数

と
分

解
率

の
デ

ー
タ

を
利

用
し

、
枯

死
木

の
炭

素
動

こ
れ

ま
で

に
開

発
し

た
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
手

法
、

時
系

列
の

土
地

被
態

の
予

測
手

法
を

精
緻

化
す

る
。

覆
分

類
等

を
活

用
し

て
森

林
炭

素
蓄

積
量

の
変

化
を

算
定

す
る

と
と

熱
帯

森
林

劣
化

地
域

で
実

施
さ

れ
る

森
林

修
復

事
業

に
お

い
て

、
修

も
に

、
R

ED
D

プ
ラ

ス
に

関
わ

る
対

象
国

の
制

度
・

政
策

に
関

わ
る

復
後

の
森

林
に

期
待

す
る

生
態

系
サ

ー
ビ

ス
に

応
じ

た
修

復
戦

略
を

明
ポ

イ
ン

ト
を

分
析

し
、

そ
れ

ら
の

成
果

を
踏

ま
え

て
R

ED
D

プ
ラ

ら
か

に
す

る
。

1
0
0
種

以
上

の
熱

帯
林

樹
種

の
樹

高
に

応
じ

た
光

合
成

ス
C

oo
kb

oo
k
と

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

を
改

訂
す

る
。

時
系

列
高

分
解

能
特

性
を

明
ら

か
に

す
る

。
衛

星
画

像
よ

り
樹

冠
消

失
を

検
出

し
、

森
林

劣
化

を
観

測
す

る
技

術
を

開
発

す
る

。

Ｆ
気

候
変

動
に

対
応

し
た

水
資

源
保

全
と

山
地

災
害

防
止

技
術

の
開

Ｆ
気

候
変

動
に

対
応

し
た

水
資

源
保

全
と

山
地

災
害

防
止

技
術

の
開

Ｆ
気

候
変

動
に

対
応

し
た

水
資

源
保

全
と

山
地

災
害

防
止

技
術

の
開

発
発

発
水

文
観

測
に

基
づ

き
、

地
球

温
暖

化
の

進
行

が
水

資
源

賦
存

量
や

流
気

候
変

動
に

よ
る

極
端

気
象

現
象

の
増

加
に

伴
い

激
化

す
る

山
地

ア
ジ

ア
モ

ン
ス

ー
ン

地
域

の
熱

帯
林

に
お

け
る

人
間

活
動

に
と

も
況

等
に

与
え

る
影

響
を

総
合

的
に

評
価

す
る

。
こ

れ
ま

で
の

研
究

成
果

災
害

を
軽

減
し

、
森

林
の

整
備

・
保

全
に

資
す

る
治

山
技

術
を

高
度

な
う

森
林

劣
化

等
、

蒸
発

散
量

に
及

ぼ
す

影
響

を
観

測
と

モ
デ

ル
に

に
加

え
て

、
風

化
に

関
わ

る
水

質
成

分
の

流
域

内
の

移
動

過
程

を
解

明
化

す
る

た
め

、
環

境
変

動
・

施
業

方
法

等
が

水
資

源
・

水
質

に
与

え
よ

っ
て

明
ら

か
に

す
る

。
森

林
に

お
け

る
放

射
能

汚
染

の
調

査
・

研
す

る
こ

と
で

、
渓

流
水

の
水

質
形

成
過

程
の

変
動

予
測

手
法

の
精

度
向

る
影

響
評

価
技

術
の

開
発

及
び

多
様

な
手

法
に

よ
る

森
林

の
山

地
災

究
を

継
続

し
て

、
森

林
生

態
系

の
放

射
性

セ
シ

ウ
ム

動
態

を
明

ら
か

上
を

さ
せ

る
。

害
防

止
機

能
強

化
技

術
の

開
発

を
行

う
。

に
す

る
。

近
年

発
生

し
た

山
地

災
害

に
つ

い
て

、
現

地
調

査
も

と
に

地
形

、
地

災
害

現
地

調
査

、
土

質
せ

ん
断

試
験

に
よ

り
、

斜
面

表
層

部
に

お
質

、
植

生
、

気
象

・
積

雪
条

件
等

の
発

生
環

境
か

ら
発

生
メ

カ
ニ

ズ
ム

け
る

水
平

根
の

崩
壊

抑
止

効
果

を
定

量
化

す
る

。
津

波
軽

減
効

果
の

を
推

定
し

、
長

期
的

な
気

候
変

動
と

の
関

係
を

解
析

す
る

。
高

い
海

岸
防

災
林

造
成

技
術

を
開

発
す

る
た

め
、

数
値

シ
ミ

ュ
レ

ー
シ

ョ
ン

に
基

づ
い

て
、

林
型

ご
と

に
津

波
力

減
衰

予
測

図
と

樹
木

の



-
4

-

津
波

耐
性

予
測

図
を

作
成

す
る

。

Ｇ
森

林
の

生
物

多
様

性
の

保
全

と
評

価
・

管
理

・
利

用
技

術
の

開
発

Ｇ
森

林
の

生
物

多
様

性
の

保
全

と
評

価
・

管
理

・
利

用
技

術
の

開
発

Ｇ
森

林
の

生
物

多
様

性
の

保
全

と
評

価
・

管
理

・
利

用
技

術
の

開
発

病
虫

獣
害

に
よ

る
森

林
被

害
を

防
ぎ

、
生

物
多

様
性

保
全

に
配

慮
森

林
に

対
す

る
シ

カ
の

強
い

イ
ン

パ
ク

ト
を

緩
和

す
る

た
め

、
特

シ
カ

個
体

数
管

理
の

た
め

の
捕

獲
シ

ス
テ

ム
を

開
発

し
、

適
用

条
件

し
た

持
続

可
能

な
森

林
管

理
を

行
う

た
め

、
シ

カ
等

に
よ

る
生

物
害

定
の

地
域

に
繰

り
返

し
強

い
捕

獲
圧

を
か

け
る

こ
と

に
よ

り
シ

カ
個

を
明

ら
か

に
す

る
。

亜
熱

帯
域

島
嶼

に
お

け
る

南
根

腐
病

の
被

害
現

状
に

対
す

る
環

境
低

負
荷

型
の

被
害

軽
減

・
共

存
技

術
の

開
発

及
び

生
体

数
が

低
減

さ
れ

る
こ

と
を

実
証

す
る

。
ま

た
、

ナ
ラ

枯
れ

被
害

を
と

伝
播

様
式

を
明

ら
か

に
し

、
そ

の
発

生
や

拡
大

に
関

わ
る

要
因

を
評

物
多

様
性

を
保

全
す

る
た

め
の

森
林

管
理

・
利

用
技

術
の

開
発

を
行

軽
減

す
る

た
め

、
木

材
利

用
と

森
林

再
生

を
目

的
と

す
る

効
率

的
な

価
す

る
。

う
。

ナ
ラ

枯
れ

管
理

手
法

を
開

発
す

る
。

日
本

の
冷

温
帯

林
に

お
け

る
主

R
ED

D
プ

ラ
ス

環
境

セ
ー

フ
ガ

ー
ド

に
つ

い
て

国
際

的
枠

組
み

に
沿

要
樹

種
の

ブ
ナ

の
堅

果
豊

凶
メ

カ
ニ

ズ
ム

解
明

の
た

め
に

、
貯

蔵
資

っ
た

参
画

の
促

進
に

つ
な

が
る

あ
り

方
を

明
ら

か
に

す
る

。
シ

カ
の

採
源

が
結

実
の

豊
凶

作
に

及
ぼ

す
影

響
に

つ
い

て
解

明
す

る
。
さ

ら
に

、
食

圧
に

よ
る

森
林

の
下

層
植

生
衰

退
が

鳥
類

群
集

に
与

え
る

影
響

を
評

エ
ゾ

ヤ
チ

ネ
ズ

ミ
を

モ
デ

ル
と

し
て

、
野

生
動

物
個

体
群

の
遺

伝
的

価
す

る
。

多
様

性
の

維
持

に
雌

雄
の

移
動

・
分

散
行

動
が

果
た

す
役

割
を

明
ら

か
に

す
る

。

(
4
)

林
木

の
新

品
種

の
開

発
と

森
林

の
生

物
機

能
の

高
度

利
用

に
向

け
た

(
4
)

林
木

の
新

品
種

の
開

発
と

森
林

の
生

物
機

能
の

高
度

利
用

に
向

け
た

(
4
)

林
木

の
新

品
種

の
開

発
と

森
林

の
生

物
機

能
の

高
度

利
用

に
向

け
た

研
研

究
研

究
究

Ｈ
高

速
育

種
等

に
よ

る
林

木
の

新
品

種
の

開
発

Ｈ
高

速
育

種
等

に
よ

る
林

木
の

新
品

種
の

開
発

Ｈ
高

速
育

種
等

に
よ

る
林

木
の

新
品

種
の

開
発

林
木

の
優

良
種

苗
の

早
期

確
保

に
向

け
て

、
林

業
の

再
生

と
国

土
検

定
の

進
捗

状
況

を
踏

ま
え

、
概

ね
５

５
品

種
を

目
標

と
し

て
幹

検
定

の
進

捗
状

況
を

踏
ま

え
、

概
ね

６
０

品
種

を
目

標
と

し
て

初
期

・
環

境
保

全
に

資
す

る
２

５
０

品
種

の
開

発
を

行
う

。
ま

た
、

長
期

重
量

の
大

き
い

ヒ
ノ

キ
品

種
等

の
新

品
種

を
開

発
す

る
と

と
も

に
、

成
長

の
早

い
ス

ギ
品

種
等

の
新

品
種

を
開

発
す

る
と

と
も

に
、

エ
リ

ー
間

を
要

す
る

林
木

育
種

の
高

速
化

を
図

る
と

と
も

に
、

多
様

な
ニ

ー
エ

リ
ー

ト
ツ

リ
ー

の
開

発
を

推
進

す
る

た
め

、
検

定
林

デ
ー

タ
の

収
ト

ツ
リ

ー
の

開
発

を
推

進
す

る
た

め
、

検
定

林
デ

ー
タ

の
収

集
、

候
補

ズ
に

対
応

す
る

た
め

の
育

種
技

術
を

開
発

す
る

。
集

、
候

補
木

の
選

抜
、

適
時

に
人

工
交

配
等

を
進

め
る

。
ま

た
、

開
木

の
選

抜
、

適
時

に
人

工
交

配
等

を
進

め
る

。
ま

た
、

開
発

し
た

エ
リ

発
し

た
エ

リ
ー

ト
ツ

リ
ー

等
を

特
定

母
樹

に
申

請
す

る
。

ー
ト

ツ
リ

ー
等

を
特

定
母

樹
に

申
請

す
る

。

林
木

育
種

の
高

速
化

を
図

る
た

め
、

早
期

選
抜

に
用

い
る

Ｄ
Ｎ

Ａ
林

木
育

種
の

高
速

化
を

図
る

た
め

、
早

期
選

抜
に

用
い

る
D

N
A

マ
マ

ー
カ

ー
開

発
に

必
要

な
ス

ギ
の

Ｄ
Ｎ

Ａ
情

報
及

び
形

質
デ

ー
タ

の
ー

カ
ー

開
発

に
必

要
な

ス
ギ

の
D

N
A

情
報

及
び

形
質

デ
ー

タ
の

取
得

取
得

を
進

め
る

と
と

も
に

、
ス

ギ
の

材
質

等
の

有
用

形
質

と
連

鎖
し

を
進

め
、

ス
ギ

の
材

質
等

の
有

用
形

質
と

連
鎖

し
た

マ
ー

カ
ー

の
と

り
た

マ
ー

カ
ー

の
解

析
を

進
め

る
。

ま
と

め
を

行
う

と
と

も
に

、
ゲ

ノ
ム

情
報

を
利

用
し

た
育

種
高

速
化

の
ま

た
、

生
育

環
境

へ
の

適
応

性
を

解
明

す
る

た
め

、
ス

ギ
の

広
域

技
術

を
体

系
化

す
る

。
で

の
産

地
試

験
を

進
め

る
と

と
も

に
、

G
IS

を
用

い
た

ス
ギ

の
次

代
ま

た
、

関
係

機
関

と
連

携
し

て
、

海
岸

林
再

生
に

必
要

な
マ

ツ
ノ

ザ
検

定
林

デ
ー

タ
の

解
析

を
行

い
、

成
長

と
生

育
環

境
と

の
関

係
性

の
イ

セ
ン

チ
ュ

ウ
抵

抗
性

ク
ロ

マ
ツ

苗
木

の
大

量
増

殖
技

術
を

開
発

す
解

析
を

進
め

る
。

さ
ら

に
、

温
暖

化
適

応
策

に
資

す
る

耐
風

性
に

優
る

。
さ

ら
に

、
温

暖
化

に
伴

う
気

候
変

動
へ

の
適

応
策

に
資

す
る

た
め

、
れ

た
テ

リ
ハ

ボ
ク

及
び

耐
乾

燥
性

に
優

れ
た

メ
リ

ア
の

品
種

開
発

に
耐

風
性

に
優

れ
た

テ
リ

ハ
ボ

ク
の

品
種

開
発

に
向

け
、

台
湾

、
太

平
洋

向
け

、
台

湾
、

太
平

洋
共

同
体

事
務

局
（

SP
C
）
、

ケ
ニ

ア
と

の
共

共
同

体
事

務
局

（
SP

C
）

と
の

共
同

研
究

に
基

づ
き

、
日

本
産

・
台

湾
同

研
究

に
基

づ
き

、
テ

リ
ハ

ボ
ク

の
海

外
で

の
産

地
試

験
に

着
手

す
産

・
フ

ィ
ジ

ー
産

テ
リ

ハ
ボ

ク
家

系
の

評
価

を
進

め
る

。
耐

乾
燥

性
に

る
と

と
も

に
、

メ
リ

ア
の

Ｄ
Ｎ

Ａ
マ

ー
カ

ー
を

開
発

す
る

。
優

れ
た

メ
リ

ア
に

つ
い

て
は

、
ケ

ニ
ア

と
の

共
同

研
究

で
、

こ
れ

ま
で

に
開

発
し

て
き

た
D

N
A

マ
ー

カ
ー

を
用

い
た

メ
リ

ア
天

然
林

等
の

遺
伝

構
造

解
析

を
進

め
る

。

Ｉ
森

林
遺

伝
資

源
を

活
用

し
た

生
物

機
能

の
解

明
と

利
用

技
術

の
開

Ｉ
森

林
遺

伝
資

源
を

活
用

し
た

生
物

機
能

の
解

明
と

利
用

技
術

の
開

Ｉ
森

林
遺

伝
資

源
を

活
用

し
た

生
物

機
能

の
解

明
と

利
用

技
術

の
開

発
発

発
効

果
的

な
遺

伝
資

源
の

保
存

の
た

め
、

マ
ツ

材
線

虫
病

の
拡

大
で

消
森

林
資

源
の

有
効

利
用

、
新

需
要

の
創

出
及

び
林

木
育

種
の

高
度

効
果

的
な

遺
伝

資
源

の
収

集
・

保
存

を
行

う
た

め
に

、
有

用
性

等
滅

が
懸

念
さ

れ
る

ア
カ

マ
ツ

天
然

林
の

林
分

構
造

の
変

化
と

遺
伝

的
多

化
の

た
め

、
林

木
遺

伝
資

源
の

収
集

、
保

存
・

評
価

技
術

の
開

発
、

か
ら

重
点

的
に

収
集

す
る

樹
種

を
選

択
す

る
と

と
も

に
、

各
樹

種
の

様
性

に
及

ぼ
す

影
響

を
解

明
し

、
生

息
域

内
保

存
の

遺
伝

資
源

の
適

切
ゲ

ノ
ム

情
報

を
活

用
し

た
森

林
植

物
の

遺
伝

的
多

様
性

の
解

明
と

保
保

存
状

況
、

天
然

分
布

情
報

、
遺

伝
情

報
を

集
積

し
、

実
効

性
の

高
な

管
理

方
策

を
提

示
す

る
。

全
・

評
価

技
術

の
開

発
、

樹
木

及
び

き
の

こ
等

微
生

物
の

生
物

機
能

い
収

集
・

保
存

手
法

を
開

発
す

る
。

の
解

明
と

利
用

技
術

の
開

発
並

び
に

バ
イ

オ
テ

ク
ノ

ロ
ジ

ー
の

育
種

へ
の

利
用

技
術

の
開

発
を

行
う

。
森

林
植

物
の

遺
伝

的
多

様
性

保
全

の
た

め
、

全
国

の
サ

ク
ラ

遺
伝

3
0
年

生
ア

カ
マ

ツ
相

互
移

植
試

験
地

を
用

い
て

、
生

存
と

成
長

及
び

資
源

を
D

N
A

で
解

析
し

て
サ

ク
ラ

品
種

の
管

理
体

制
を

構
築

す
形

質
に

与
え

る
効

果
を

解
析

し
、

ア
カ

マ
ツ

の
環

境
適

応
性

を
明

ら
か

る
。

ま
た

、
熱

帯
林

の
フ

タ
バ

ガ
キ

科
の

複
数

樹
種

で
遺

伝
子

流
動

に
す

る
。

ま
た

、
短

い
D

N
A

配
列

情
報

で
分

類
群

の
同

定
を

行
う

を
明

ら
か

に
し

、
フ

タ
バ

ガ
キ

科
保

全
の

た
め

の
遺

伝
的

ガ
イ

ド
ラ

D
N

A
バ

ー
コ

ー
ド

を
用

い
て

、
日

本
産

樹
木

は
ま

だ
約

7
7
%
の

種
で

イ
ン

を
作

成
す

る
。

し
か

種
同

定
が

で
き

な
い

。
そ

こ
で

、
新

た
な

バ
ー

コ
ー

ド
領

域
を

開
発

し
て

種
同

定
の

精
度

を
高

め
、

さ
く

葉
標

本
な

ど
多

様
な

サ
ン

プ
ル

か
ら

抽
出

し
た

D
N

A
か

ら
バ

ー
コ

ー
ド

配
列

を
解

読
す

る
手

法
を

開
発

し
て

汎
用

性
を

高
め

る
こ

と
で

、
D

N
A

バ
ー

コ
ー

ド
シ

ス
テ

ム
の

充
実

を
図

る
。

樹
木

及
び

有
用

微
生

物
の

ゲ
ノ

ム
情

報
の

充
実

を
図

る
た

め
、

収
高

ス
ト

レ
ス

耐
性

を
付

与
し

た
組

換
え

樹
木

の
開

発
に

向
け

、
G

ol
S

集
し

た
マ

ツ
タ

ケ
ゲ

ノ
ム

の
塩

基
配

列
情

報
を

公
開

す
る

と
と

も
過

剰
発

現
ポ

プ
ラ

に
つ

い
て

、
水

分
生

理
的

な
視

点
か

ら
耐

塩
性

の
評

に
、

ス
ー

パ
ー

樹
木

の
開

発
に

向
け

て
、

低
温

等
の

環
境

ス
ト

レ
ス

価
を

行
う

。
ま

た
、

樹
木

の
生

物
機

能
の

解
明

と
利

用
技

術
の

開
発

の



-
5

-

に
応

じ
た

遺
伝

子
の

発
現

調
節

に
関

与
す

る
D

N
A

領
域

を
解

明
す

た
め

オ
オ

シ
マ

ザ
ク

ラ
の

シ
ュ

ー
ト

再
生

系
の

開
発

を
行

う
。

菌
根

性
る

。
ま

た
、

耐
塩

性
を

付
与

し
た

遺
伝

子
組

換
え

ポ
プ

ラ
の

特
性

を
食

用
き

の
こ

の
人

工
栽

培
化

に
向

け
、

ア
カ

マ
ツ

の
菌

根
菌

を
広

葉
樹

評
価

す
る

。
さ

ら
に

、
マ

ツ
タ

ケ
な

ど
菌

根
性

き
の

こ
の

人
工

栽
培

に
感

染
さ

せ
る

技
術

を
開

発
す

る
。

化
に

向
け

て
、

宿
主

植
物

と
の

相
互

作
用

を
解

明
す

る
。

バ
イ

オ
テ

ク
ノ

ロ
ジ

ー
の

育
種

へ
の

利
用

技
術

を
開

発
す

る
た

機
能

性
成

分
の

ア
ル

カ
ロ

イ
ド

類
を

効
率

的
に

生
産

す
る

た
め

、
機

め
、

遺
伝

子
組

換
え

無
花

粉
ス

ギ
の

ア
レ

ロ
パ

シ
ー

活
性

を
調

べ
、

能
性

樹
木

で
あ

る
カ

ギ
カ

ズ
ラ

の
根

の
液

体
培

養
条

件
を

解
明

す
る

。
生

物
多

様
性

影
響

を
評

価
す

る
。

高
血

圧
や

認
知

症
改

善
の

成
分

を
含

有
す

る
カ

ギ
カ

ズ
ラ

の
組

織
培

養
条

件
を

解
明

す
る

。

(
5
)

研
究

基
盤

と
な

る
情

報
の

収
集

・
整

備
・

活
用

の
推

進
(
5
)

研
究

基
盤

と
な

る
情

報
の

収
集

・
整

備
・

活
用

の
推

進
(
5
)

研
究

基
盤

と
な

る
情

報
の

収
集

・
整

備
・

活
用

の
推

進

研
究

の
基

盤
と

な
る

情
報

を
収

集
す

る
た

め
、

全
国

に
配

置
さ

れ
た

研
究

開
発

を
支

え
る

基
盤

デ
ー

タ
及

び
情

報
を

収
集

す
る

た
め

、
各

研
究

開
発

を
支

え
る

基
盤

デ
ー

タ
及

び
情

報
を

収
集

す
る

た
め

、
各

地
収

穫
試

験
地

等
に

お
け

る
森

林
の

成
長

・
動

態
調

査
、

森
林

水
文

モ
ニ

地
の

収
穫

試
験

地
や

固
定

試
験

地
に

お
け

る
森

林
の

成
長

や
動

態
の

モ
の

収
穫

試
験

地
や

固
定

試
験

地
に

お
け

る
森

林
の

成
長

や
動

態
の

モ
ニ

タ
タ

リ
ン

グ
、

積
雪

観
測

等
の

各
種

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

を
実

施
す

る
と

と
も

ニ
タ

リ
ン

グ
、

森
林

理
水

試
験

施
設

等
に

お
け

る
水

文
及

び
水

質
や

積
リ

ン
グ

、
森

林
理

水
試

験
施

設
等

に
お

け
る

水
文

及
び

水
質

や
積

雪
等

の
に

、
木

材
の

識
別

等
の

有
用

な
情

報
を

整
備

し
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
（

ホ
ー

雪
等

の
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
、

木
本

植
物

標
本

の
収

集
を

継
続

す
る

。
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
、

木
本

植
物

標
本

の
収

集
を

継
続

す
る

。
ム

ペ
ー

ジ
）

等
を

用
い

て
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
と

し
て

公
開

す
る

。
ま

た
、

収
集

さ
れ

た
各

種
標

本
や

デ
ー

タ
等

は
適

切
に

分
析

・
保

管
ま

た
、

収
集

さ
れ

た
各

種
標

本
や

デ
ー

タ
等

は
適

切
に

分
析

・
保

管
す

す
る

と
と

も
に

、
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
と

し
て

整
備

・
公

開
す

る
。

る
と

と
も

に
、

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

と
し

て
整

備
・

公
開

す
る

。

(
6
)

林
木

等
の

遺
伝

資
源

の
収

集
、

保
存

及
び

配
布

並
び

に
種

苗
等

の
生

(
6
)

林
木

等
の

遺
伝

資
源

の
収

集
、

保
存

及
び

配
布

並
び

に
種

苗
等

の
生

(
6
)

林
木

等
の

遺
伝

資
源

の
収

集
、

保
存

及
び

配
布

並
び

に
種

苗
等

の
生

産
産

及
び

配
布

産
及

び
配

布
及

び
配

布

ア
林

木
遺

伝
資

源
の

収
集

、
保

存
及

び
配

布
ア

林
木

遺
伝

資
源

の
収

集
、

保
存

及
び

配
布

ア
林

木
遺

伝
資

源
の

収
集

、
保

存
及

び
配

布
貴

重
な

林
木

遺
伝

資
源

及
び

育
種

素
材

の
確

保
の

た
め

、
育

種
素

貴
重

な
林

木
遺

伝
資

源
及

び
育

種
素

材
の

確
保

の
た

め
、

ス
ギ

等
貴

重
な

林
木

遺
伝

資
源

及
び

育
種

素
材

の
確

保
の

た
め

、
ス

ギ
等

の
材

と
し

て
利

用
価

値
の

高
い

も
の

、
絶

滅
危

惧
種

・
天

然
記

念
物

等
の

育
種

素
材

と
し

て
利

用
価

値
の

高
い

も
の

、
イ

ラ
モ

ミ
等

の
絶

滅
育

種
素

材
と

し
て

利
用

価
値

の
高

い
も

の
、

ク
ロ

ビ
イ

タ
ヤ

等
の

絶
滅

で
枯

損
の

危
機

に
瀕

し
て

い
る

も
の

、
そ

の
他

森
林

を
構

成
す

る
多

危
惧

種
・

天
然

記
念

物
等

で
枯

損
の

危
機

に
瀕

し
て

い
る

も
の

、
そ

危
惧

種
・

天
然

記
念

物
等

で
枯

損
の

危
機

に
瀕

し
て

い
る

も
の

、
そ

の
様

な
樹

種
に

つ
い

て
、

概
ね

６
，

０
０

０
点

を
探

索
・

収
集

す
る

。
の

他
森

林
を

構
成

す
る

多
様

な
樹

種
に

つ
い

て
、

概
ね

１
，

２
０

０
他

森
林

を
構

成
す

る
多

様
な

樹
種

に
つ

い
て

、
概

ね
１

，
２

０
０

点
を

ま
た

、
生

息
域

内
外

に
お

け
る

林
木

遺
伝

資
源

の
適

切
か

つ
効

率
的

点
を

探
索

・
収

集
す

る
。

ま
た

、
生

息
域

内
外

に
お

け
る

林
木

遺
伝

探
索

・
収

集
す

る
。

ま
た

、
生

息
域

内
外

に
お

け
る

林
木

遺
伝

資
源

の
な

保
存

に
努

め
、

増
殖

・
保

存
し

た
遺

伝
資

源
に

つ
い

て
は

、
特

性
資

源
の

適
切

か
つ

効
率

的
な

保
存

に
努

め
、

増
殖

・
保

存
し

た
遺

伝
適

切
か

つ
効

率
的

な
保

存
に

努
め

、
増

殖
・

保
存

し
た

遺
伝

資
源

に
つ

評
価

を
行

う
と

と
も

に
、

配
布

に
活

用
す

る
。

資
源

に
つ

い
て

は
、

そ
の

特
性

の
評

価
を

行
う

と
と

も
に

、
配

布
に

い
て

は
、

そ
の

特
性

の
評

価
を

行
う

と
と

も
に

、
配

布
に

活
用

す
る

。
活

用
す

る
。

イ
き

の
こ

類
等

の
遺

伝
資

源
の

収
集

、
保

存
及

び
配

布
イ

き
の

こ
類

等
の

遺
伝

資
源

の
収

集
、

保
存

及
び

配
布

イ
き

の
こ

類
等

の
遺

伝
資

源
の

収
集

、
保

存
及

び
配

布
き

の
こ

類
等

の
遺

伝
資

源
に

つ
い

て
、

対
象

を
適

切
に

選
択

し
つ

き
の

こ
類

等
微

生
物

の
遺

伝
資

源
に

つ
い

て
、

概
ね

１
０

０
点

を
き

の
こ

類
等

微
生

物
の

遺
伝

資
源

に
つ

い
て

、
概

ね
１

０
０

点
を

探
つ

概
ね

５
０

０
点

を
探

索
・

収
集

し
、

増
殖

・
保

存
及

び
そ

の
特

性
探

索
・

収
集

し
、

増
殖

・
保

存
及

び
配

布
を

行
う

。
索

・
収

集
し

、
増

殖
・

保
存

及
び

配
布

を
行

う
。

の
評

価
を

行
う

と
と

も
に

、
配

布
に

活
用

す
る

。

ウ
種

苗
等

の
生

産
及

び
配

布
ウ

種
苗

等
の

生
産

及
び

配
布

ウ
種

苗
等

の
生

産
及

び
配

布
都

道
府

県
等

に
よ

る
第

２
世

代
精

英
樹

採
種

（
穂

）
園

の
整

備
に

都
道

府
県

等
に

よ
る

第
２

世
代

精
英

樹
採

種
（

穂
）

園
の

整
備

に
都

道
府

県
等

に
よ

る
第

２
世

代
精

英
樹

採
種

（
穂

）
園

の
整

備
に

資
資

す
る

た
め

、
精

英
樹

特
性

情
報

を
提

供
す

る
。

資
す

る
た

め
、

精
英

樹
特

性
情

報
を

提
供

す
る

。
す

る
た

め
、

精
英

樹
特

性
情

報
を

提
供

す
る

。
新

品
種

等
の

種
苗

に
つ

い
て

、
都

道
府

県
等

の
要

望
す

る
期

間
内

ま
た

、
新

品
種

等
の

種
苗

に
つ

い
て

、
都

道
府

県
等

の
要

望
す

る
ま

た
、

特
定

母
樹

及
び

新
品

種
等

の
種

苗
に

つ
い

て
、

都
道

府
県

等
に

全
件

数
の

９
０

％
以

上
を

配
布

す
る

こ
と

を
目

標
に

、
計

画
的

な
期

間
内

に
全

件
数

の
９

０
％

以
上

を
配

布
す

る
こ

と
を

目
標

に
、

計
の

要
望

す
る

期
間

内
に

全
件

数
の

９
０

％
以

上
を

配
布

す
る

こ
と

を
目

生
産

と
適

期
配

布
に

努
め

る
。

画
的

な
生

産
と

適
期

配
布

に
努

め
る

。
標

に
、

計
画

的
な

生
産

と
適

期
配

布
に

努
め

る
。

こ
の

ほ
か

、
要

請
に

応
じ

て
木

材
等

の
標

本
の

生
産

及
び

配
布

を
こ

の
ほ

か
、

要
請

に
応

じ
て

木
材

等
の

標
本

の
生

産
及

び
配

布
を

こ
の

ほ
か

、
要

請
に

応
じ

て
木

材
等

の
標

本
の

生
産

及
び

配
布

を
行

行
う

。
行

う
。

う
。

２
森

林
保

険
業

務
の

推
進

２
森

林
保

険
業

務
の

推
進

(
1
)

被
保

険
者

の
利

便
性

の
確

保
(
1
)

被
保

険
者

の
利

便
性

の
確

保
森

林
保

険
契

約
の

引
受

け
や

保
険

金
の

支
払

等
に

つ
い

て
、

被
保

険
森

林
保

険
契

約
の

引
受

け
や

保
険

金
の

支
払

等
に

つ
い

て
、

被
保

険
者

者
の

利
便

性
を

低
下

さ
せ

な
い

よ
う

、
必

要
な

人
材

の
確

保
、

業
務

委
の

利
便

性
を

低
下

さ
せ

な
い

よ
う

、
必

要
な

人
材

の
確

保
、

業
務

委
託

等
託

等
の

業
務

実
施

体
制

の
整

備
を

図
る

。
の

業
務

実
施

体
制

の
整

備
を

図
る

。
(
2
)

加
入

促
進

(
2
)

加
入

促
進

災
害

に
よ

っ
て

林
業

の
再

生
産

が
阻

害
さ

れ
る

こ
と

を
防

止
す

る
と

災
害

に
よ

っ
て

林
業

の
再

生
産

が
阻

害
さ

れ
る

こ
と

を
防

止
す

る
と

と
と

も
に

林
業

経
営

の
安

定
を

図
る

た
め

、
森

林
所

有
者

に
対

す
る

働
き

も
に

林
業

経
営

の
安

定
を

図
る

た
め

、
森

林
所

有
者

に
対

す
る

働
き

か
け

か
け

や
林

業
関

係
団

体
を

通
じ

た
広

報
活

動
、

民
間

企
業

へ
の

働
き

か
や

林
業

関
係

団
体

を
通

じ
た

広
報

活
動

、
民

間
企

業
へ

の
働

き
か

け
等

に
け

等
に

よ
り

、
森

林
保

険
の

加
入

促
進

を
図

る
。

よ
り

、
森

林
保

険
の

加
入

促
進

を
図

る
。

(
3
)

金
融

業
務

の
特

性
を

踏
ま

え
た

財
務

の
健

全
性

及
び

適
正

な
業

務
運

(
3
)

金
融

業
務

の
特

性
を

踏
ま

え
た

財
務

の
健

全
性

及
び

適
正

な
業

務
運

営



-
6

-

営
の

確
保

の
た

め
の

内
部

ガ
バ

ナ
ン

ス
の

高
度

化
の

確
保

の
た

め
の

内
部

ガ
バ

ナ
ン

ス
の

高
度

化
ア

リ
ス

ク
管

理
体

制
の

整
備

ア
リ

ス
ク

管
理

体
制

の
整

備
適

切
に

森
林

保
険

業
務

を
実

施
で

き
る

よ
う

、
リ

ス
ク

を
的

確
に

適
切

に
森

林
保

険
業

務
を

実
施

で
き

る
よ

う
、

リ
ス

ク
を

的
確

に
管

管
理

す
る

た
め

の
内

部
規

程
を

整
備

す
る

と
と

も
に

、
外

部
有

識
者

理
す

る
た

め
の

内
部

規
程

を
整

備
す

る
と

と
も

に
、

外
部

有
識

者
等

に
等

に
よ

り
構

成
さ

れ
る

統
合

的
な

リ
ス

ク
管

理
の

た
め

の
委

員
会

を
よ

り
構

成
さ

れ
る

統
合

的
な

リ
ス

ク
管

理
の

た
め

の
委

員
会

を
設

置
設

置
し

、
森

林
保

険
業

務
の

財
務

状
況

や
リ

ス
ク

管
理

状
況

を
専

門
し

、
森

林
保

険
業

務
の

財
務

状
況

や
リ

ス
ク

管
理

状
況

を
専

門
的

に
点

的
に

点
検

す
る

。
検

す
る

。
イ

内
部

監
査

体
制

の
整

備
イ

内
部

監
査

体
制

の
整

備
適

切
に

森
林

保
険

業
務

を
実

施
で

き
る

よ
う

、
業

務
執

行
や

リ
ス

適
切

に
森

林
保

険
業

務
を

実
施

で
き

る
よ

う
、

業
務

執
行

や
リ

ス
ク

ク
管

理
を

監
視

す
る

内
部

組
織

を
設

置
す

る
。

管
理

を
監

視
す

る
内

部
組

織
を

設
置

す
る

。
ウ

職
員

の
能

力
向

上
ウ

職
員

の
能

力
向

上
適

切
に

森
林

保
険

業
務

を
実

施
が

で
き

る
よ

う
、

職
員

研
修

の
実

適
切

に
森

林
保

険
業

務
を

実
施

で
き

る
よ

う
、

職
員

研
修

の
実

施
方

施
方

針
を

整
備

す
る

と
と

も
に

、
実

施
方

針
に

基
づ

き
適

切
に

実
施

針
を

整
備

す
る

と
と

も
に

、
実

施
方

針
に

基
づ

き
適

切
に

実
施

す
る

。
す

る
。

エ
情

報
開

示
エ

情
報

開
示

独
立

行
政

法
人

通
則

法
（

平
成

１
１

年
法

律
第

１
０

３
号

）
に

基
づ

独
立

行
政

法
人

通
則

法
（

平
成

１
１

年
法

律
第

１
０

３
号

）
に

基
き

、
平

成
２

７
年

度
以

降
、

森
林

保
険

勘
定

の
収

支
情

報
等

を
情

報
開

づ
き

、
平

成
２

７
年

度
以

降
、

森
林

保
険

勘
定

の
収

支
情

報
等

を
情

示
す

る
。

報
開

示
す

る
。

(
4
)

研
究

開
発

と
の

連
携

(
4
)

研
究

開
発

と
の

連
携

研
究

開
発

と
の

連
携

を
図

り
、

森
林

の
自

然
災

害
に

関
す

る
専

門
的

知
研

究
開

発
と

の
連

携
を

図
り

、
森

林
の

自
然

災
害

に
関

す
る

専
門

的
見

を
活

用
し

て
、

森
林

保
険

業
務

の
高

度
化

等
の

取
組

を
推

進
す

る
。

知
見

を
活

用
し

て
、

森
林

保
険

業
務

の
高

度
化

等
の

取
組

を
推

進
す

る

３
水

源
林

造
成

事
業

等
の

推
進

２
水

源
林

造
成

事
業

等
の

推
進

３
水

源
林

造
成

事
業

等
の

推
進

(
1
)

水
源

林
造

成
事

業
(
1
)

水
源

林
造

成
事

業
(
1
)

水
源

林
造

成
事

業

ア
事

業
の

重
点

化
の

実
施

ア
事

業
の

重
点

化
の

実
施

ア
事

業
の

重
点

化
の

実
施

効
果

的
な

事
業

推
進

の
観

点
か

ら
、

新
規

契
約

に
つ

い
て

は
、

２
効

果
的

な
事

業
推

進
の

観
点

か
ら

、
新

規
契

約
に

つ
い

て
は

、
２

効
果

的
な

事
業

推
進

の
観

点
か

ら
、

新
規

契
約

に
つ

い
て

は
、

２
以

以
上

の
都

府
県

に
わ

た
る

流
域

等
の

重
要

な
流

域
や

ダ
ム

等
の

上
流

以
上

の
都

府
県

に
わ

た
る

流
域

等
の

重
要

な
流

域
や

ダ
ム

等
の

上
流

上
の

都
府

県
に

わ
た

る
流

域
等

の
重

要
な

流
域

や
ダ

ム
等

の
上

流
な

ど
な

ど
特

に
水

源
涵

養
機

能
の

強
化

を
図

る
重

要
性

が
高

い
流

域
内

の
な

ど
特

に
水

源
涵

養
機

能
の

強
化

を
図

る
重

要
性

が
高

い
流

域
内

の
特

に
水

源
涵

養
機

能
の

強
化

を
図

る
重

要
性

が
高

い
流

域
内

の
箇

所
に

か
ん

か
ん

か
ん

箇
所

に
限

定
す

る
。

箇
所

に
限

定
す

る
。

限
定

す
る

。

イ
事

業
の

実
施

手
法

の
高

度
化

の
た

め
の

措
置

イ
事

業
の

実
施

手
法

の
高

度
化

の
た

め
の

措
置

イ
事

業
の

実
施

手
法

の
高

度
化

の
た

め
の

措
置

ａ
公

益
的

機
能

の
高

度
発

揮
ａ

公
益

的
機

能
の

高
度

発
揮

ａ
公

益
的

機
能

の
高

度
発

揮
水

源
涵

養
機

能
等

の
森

林
の

有
す

る
公

益
的

機
能

を
持

続
的

か
水

源
涵

養
機

能
等

の
森

林
の

有
す

る
公

益
的

機
能

を
持

続
的

か
水

源
涵

養
機

能
等

の
森

林
の

有
す

る
公

益
的

機
能

を
持

続
的

か
つ

か
ん

か
ん

か
ん

つ
高

度
に

発
揮

さ
せ

る
観

点
か

ら
、

新
規

契
約

に
つ

い
て

は
、

広
つ

高
度

に
発

揮
さ

せ
る

観
点

か
ら

、
新

規
契

約
に

つ
い

て
は

、
広

高
度

に
発

揮
さ

せ
る

観
点

か
ら

、
新

規
契

約
に

つ
い

て
は

、
広

葉
樹

葉
樹

等
の

現
地

植
生

を
活

か
し

た
長

伐
期

で
、

か
つ

主
伐

時
の

伐
葉

樹
等

の
現

地
植

生
を

活
か

し
た

長
伐

期
で

、
か

つ
主

伐
時

の
伐

等
の

現
地

植
生

を
活

か
し

た
長

伐
期

で
、

か
つ

主
伐

時
の

伐
採

面
積

採
面

積
を

縮
小

、
分

散
化

す
る

施
業

方
法

に
限

定
し

た
契

約
と

す
採

面
積

を
縮

小
、

分
散

化
す

る
施

業
方

法
に

限
定

し
た

契
約

と
す

を
縮

小
、

分
散

化
す

る
施

業
方

法
に

限
定

し
た

契
約

と
す

る
。

る
。

る
。

ま
た

、
既

契
約

分
に

つ
い

て
は

、
現

況
等

を
踏

ま
え

つ
つ

、
長

伐
ま

た
、

既
契

約
分

に
つ

い
て

は
、

現
況

等
を

踏
ま

え
つ

つ
、

長
ま

た
、

既
契

約
分

に
つ

い
て

は
、

現
況

等
を

踏
ま

え
つ

つ
、

長
期

施
業

、
複

数
の

樹
冠

層
へ

誘
導

す
る

複
層

林
施

業
等

に
施

業
方

法
伐

期
施

業
、

複
数

の
樹

冠
層

へ
誘

導
す

る
複

層
林

施
業

等
に

施
業

伐
期

施
業

、
複

数
の

樹
冠

層
へ

誘
導

す
る

複
層

林
施

業
等

に
施

業
を

見
直

す
。

方
法

を
見

直
す

。
方

法
を

見
直

す
。

ｂ
期

中
評

価
の

反
映

ｂ
期

中
評

価
の

反
映

ｂ
期

中
評

価
の

反
映

期
中

評
価

結
果

を
確

実
か

つ
早

期
に

事
業

実
施

に
反

映
さ

せ
る

期
中

評
価

結
果

を
確

実
か

つ
早

期
に

事
業

実
施

に
反

映
さ

せ
る

期
中

評
価

結
果

を
確

実
か

つ
早

期
に

事
業

実
施

に
反

映
さ

せ
る

た
た

め
、

評
価

を
踏

ま
え

作
成

し
た

チ
ェ

ッ
ク

シ
ー

ト
を

活
用

し
事

た
め

、
評

価
を

踏
ま

え
作

成
し

た
チ

ェ
ッ

ク
シ

ー
ト

を
活

用
し

事
め

、
評

価
を

踏
ま

え
作

成
し

た
チ

ェ
ッ

ク
シ

ー
ト

を
活

用
し

事
業

を
業

を
実

施
す

る
。

業
を

実
施

す
る

。
実

施
す

る
。

ｃ
搬

出
間

伐
と

木
材

利
用

の
推

進
ｃ

搬
出

間
伐

と
木

材
利

用
の

推
進

ｃ
搬

出
間

伐
と

木
材

利
用

の
推

進
①

二
酸

化
炭

素
の

固
定

・
貯

蔵
の

促
進

等
地

球
温

暖
化

防
止

や
①

二
酸

化
炭

素
の

固
定

・
貯

蔵
の

促
進

等
地

球
温

暖
化

防
止

や
①

二
酸

化
炭

素
の

固
定

・
貯

蔵
の

促
進

等
地

球
温

暖
化

防
止

や
循

循
環

型
社

会
の

形
成

等
に

資
す

る
観

点
か

ら
、

搬
出

間
伐

を
推

循
環

型
社

会
の

形
成

等
に

資
す

る
観

点
か

ら
、

搬
出

間
伐

を
推

環
型

社
会

の
形

成
等

に
資

す
る

観
点

か
ら

、
搬

出
間

伐
を

推
進

す
進

す
る

。
進

す
る

。
る

。
ま

た
、

保
安

林
の

指
定

施
業

要
件

や
契

約
相

手
方

の
同

意
な

ま
た

、
保

安
林

の
指

定
施

業
要

件
や

契
約

相
手

方
の

同
意

な
ま

た
、
保

安
林

の
指

定
施

業
要

件
や

契
約

相
手

方
の

同
意

な
ど

、
ど

、
列

状
間

伐
の

実
施

に
係

る
条

件
整

備
を

推
進

し
、

条
件

が
ど

、
列

状
間

伐
の

実
施

に
係

る
条

件
整

備
を

推
進

し
、

条
件

が
列

状
間

伐
の

実
施

に
係

る
条

件
整

備
を

推
進

し
、

条
件

が
整

っ
た

整
っ

た
箇

所
に

つ
い

て
は

、
原

則
と

し
て

、
列

状
間

伐
を

実
施

整
っ

た
箇

所
に

つ
い

て
は

、
原

則
と

し
て

、
列

状
間

伐
を

実
施

箇
所

に
つ

い
て

は
、

原
則

と
し

て
、

列
状

間
伐

を
実

施
す

る
。

す
る

。
す

る
。

②
現

場
の

地
形

や
土

質
等

の
条

件
を

踏
ま

え
て

、
急

傾
斜

地
に

お
②

現
場

の
地

形
や

土
質

等
の

条
件

を
踏

ま
え

て
、

急
傾

斜
地

に
②

現
場

の
地

形
や

土
質

等
の

条
件

を
踏

ま
え

て
、

急
傾

斜
地

に
け

る
丸

太
組

工
法

の
法

留
め

工
を

含
め

、
工

法
等

を
柔

軟
に

選
択

お
け

る
丸

太
組

工
法

の
法

留
め

工
を

含
め

、
工

法
等

を
柔

軟
に

お
け

る
丸

太
組

工
法

の
法

留
め

工
を

含
め

、
工

法
等

を
柔

軟
に

し
つ

つ
、

丈
夫

で
簡

易
な

路
網

の
適

切
な

整
備

を
推

進
す

る
。

選
択

し
つ

つ
、

丈
夫

で
簡

易
な

路
網

の
適

切
な

整
備

を
推

進
す

選
択

し
つ

つ
、

丈
夫

で
簡

易
な

路
網

の
適

切
な

整
備

を
推

進
す

な
お

、
そ

の
施

工
に

当
た

っ
て

は
間

伐
材

の
活

用
に

努
め

る
。
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-

る
。

る
。

な
お

、
そ

の
施

工
に

当
た

っ
て

は
間

伐
材

の
活

用
に

努
め

る
。

な
お

、
そ

の
施

工
に

当
た

っ
て

は
間

伐
材

の
活

用
に

努
め

る
。

ｄ
森

林
整

備
技

術
の

高
度

化
ｄ

森
林

整
備

技
術

の
高

度
化

ｄ
森

林
整

備
技

術
の

高
度

化
①

森
林

施
業

の
コ

ス
ト

削
減

、
列

状
間

伐
、

複
層

林
施

業
及

び
①

森
林

施
業

の
コ

ス
ト

削
減

、
列

状
間

伐
、

複
層

林
施

業
及

び
①

森
林

施
業

の
コ

ス
ト

削
減

、
列

状
間

伐
、

複
層

林
施

業
及

び
丈

丈
夫

で
簡

易
な

路
網

整
備

等
の

技
術

に
つ

い
て

、
職

員
及

び
造

丈
夫

で
簡

易
な

路
網

整
備

等
の

技
術

に
つ

い
て

、
職

員
及

び
造

夫
で

簡
易

な
路

網
整

備
等

の
技

術
に

つ
い

て
、

職
員

及
び

造
林

者
林

者
等

を
対

象
と

し
た

整
備

局
毎

の
検

討
会

を
通

じ
て

高
度

化
林

者
等

を
対

象
と

し
た

整
備

局
毎

の
各

検
討

会
を

年
１

回
以

上
等

を
対

象
と

し
た

整
備

局
毎

の
各

検
討

会
を

年
１

回
以

上
開

催
す

を
推

進
す

る
。

開
催

す
る

。
る

。
②

事
業

に
対

す
る

研
究

者
等

の
指

導
・

助
言

や
事

業
地

の
フ

ィ
②

事
業

に
対

す
る

研
究

者
等

の
指

導
・

助
言

や
事

業
地

の
フ

ィ
②

事
業

に
対

す
る

研
究

者
等

の
指

導
・

助
言

や
事

業
地

の
フ

ィ
ー

ー
ル

ド
活

用
な

ど
に

よ
り

、
研

究
開

発
と

連
携

し
た

取
組

を
推

ー
ル

ド
活

用
な

ど
に

よ
り

、
研

究
開

発
と

連
携

し
た

取
組

を
推

ル
ド

活
用

な
ど

に
よ

り
、

研
究

開
発

と
連

携
し

た
取

組
を

推
進

す
進

す
る

。
進

す
る

。
る

。
③

森
林

農
地

整
備

セ
ン

タ
ー

の
有

す
る

技
術

や
施

業
を

通
じ

て
③

森
林

農
地

整
備

セ
ン

タ
ー

の
有

す
る

技
術

や
施

業
を

通
じ

て
③

森
林

整
備

セ
ン

タ
ー

の
有

す
る

技
術

や
施

業
を

通
じ

て
地

域
の

地
域

の
森

林
整

備
に

貢
献

す
る

た
め

、
水

源
林

造
成

事
業

の
契

地
域

の
森

林
整

備
に

貢
献

す
る

た
め

、
水

源
林

造
成

事
業

の
契

森
林

整
備

に
貢

献
す

る
た

め
、

水
源

林
造

成
事

業
の

契
約

地
の

周
約

地
の

周
辺

森
林

と
一

体
的

な
路

網
整

備
や

間
伐

等
の

推
進

に
約

地
の

周
辺

森
林

と
一

体
的

な
路

網
整

備
や

間
伐

等
の

推
進

に
辺

森
林

と
一

体
的

な
路

網
整

備
や

間
伐

等
の

推
進

に
努

め
る

。
努

め
る

。
努

め
る

。

ウ
事

業
内

容
等

の
広

報
推

進
ウ

事
業

内
容

等
の

広
報

推
進

ウ
事

業
内

容
等

の
広

報
推

進
森

林
整

備
技

術
の

普
及

・
啓

発
に

向
け

、
各

種
の

研
究

発
表

会
等

森
林

整
備

技
術

の
普

及
・

啓
発

に
向

け
、

各
種

の
研

究
発

表
会

等
森

林
整

備
技

術
の

普
及

・
啓

発
に

向
け

、
各

種
の

研
究

発
表

会
等

に
に

お
け

る
対

外
発

表
活

動
を

奨
励

し
推

進
す

る
。

に
お

い
て

２
件

以
上

発
表

す
る

。
お

い
て

２
件

以
上

発
表

す
る

。
ま

た
、

水
源

林
造

成
事

業
に

対
す

る
国

民
各

層
の

理
解

の
醸

成
の

ま
た

、
水

源
林

造
成

事
業

に
対

す
る

国
民

各
層

の
理

解
の

醸
成

の
ま

た
、

水
源

林
造

成
事

業
に

対
す

る
国

民
各

層
の

理
解

の
醸

成
の

た
た

め
、

対
外

発
表

内
容

や
事

業
効

果
、

効
果

事
例

、
地

域
に

貢
献

す
た

め
、

対
外

発
表

内
容

や
事

業
効

果
、

効
果

事
例

、
地

域
に

貢
献

す
め

、
対

外
発

表
内

容
や

事
業

効
果

、
効

果
事

例
、

地
域

に
貢

献
す

る
活

る
活

動
等

を
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
、

広
報

誌
等

に
よ

り
広

報
す

る
と

と
も

る
活

動
等

を
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
(
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
）
、

広
報

誌
等

に
よ

動
等

を
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
(
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
）
、

広
報

誌
等

に
よ

り
広

報
に

、
分

収
造

林
契

約
実

績
の

公
表

等
事

業
実

施
の

透
明

性
を

高
め

る
り

広
報

す
る

と
と

も
に

、
平

成
２

５
年

度
分

収
造

林
契

約
実

績
の

ウ
す

る
と

と
も

に
、

平
成

２
６

年
度

分
収

造
林

契
約

実
績

の
ウ

ェ
ブ

サ
イ

た
め

情
報

公
開

を
推

進
す

る
。

ェ
ブ

サ
イ

ト
へ

の
掲

載
等

事
業

実
施

の
透

明
性

を
高

め
る

た
め

情
報

ト
へ

の
掲

載
等

事
業

実
施

の
透

明
性

を
高

め
る

た
め

情
報

公
開

を
推

進
さ

ら
に

、
事

業
効

果
の

情
報

提
供

を
推

進
す

る
観

点
か

ら
、

引
き

公
開

を
推

進
す

る
。

す
る

。
続

き
モ

デ
ル

水
源

林
に

お
け

る
デ

ー
タ

の
蓄

積
を

実
施

す
る

。
さ

ら
に

、
事

業
効

果
の

情
報

提
供

を
推

進
す

る
観

点
か

ら
、

モ
デ

さ
ら

に
、

事
業

効
果

の
情

報
提

供
を

推
進

す
る

観
点

か
ら

、
引

き
続

ル
水

源
林

に
お

け
る

こ
れ

ま
で

の
調

査
結

果
の

中
間

と
り

ま
と

め
を

き
モ

デ
ル

水
源

林
に

お
け

る
デ

ー
タ

の
蓄

積
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
行

い
、
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
(
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
）
に

公
表

す
る

と
と

も
に

、
中

間
取

り
ま

と
め

結
果

を
研

究
発

表
会

等
を

活
用

し
広

報
す

る
。

引
き

続
き

デ
ー

タ
の

蓄
積

を
実

施
す

る
。

エ
事

業
実

施
コ

ス
ト

の
構

造
改

善
エ

事
業

実
施

コ
ス

ト
の

構
造

改
善

エ
事

業
実

施
コ

ス
ト

の
構

造
改

善
水

源
林

造
成

事
業

に
つ

い
て

は
、
「

独
立

行
政

法
人

森
林

総
合

研
（

削
除

）
究

所
森

林
農

地
整

備
セ

ン
タ

ー
コ

ス
ト

構
造

改
善

プ
ロ

グ
ラ

ム
」

に
基

づ
き

、
施

業
方

法
の

見
直

し
等

に
よ

り
更

な
る

徹
底

し
た

造
林

コ
ス

ト
の

縮
減

に
取

り
組

み
、

平
成

２
４

年
度

に
お

い
て

平
成

１
９

年
度

と
比

較
し

て
１

５
％

の
総

合
的

な
コ

ス
ト

構
造

改
善

を
達

成
す

る
。

ま
た

、
森

林
整

備
事

業
全

体
の

動
向

を
踏

ま
え

つ
つ

作
業

工
程

を
森

林
整

備
事

業
全

体
の

動
向

を
踏

ま
え

つ
つ

作
業

工
程

を
見

直
す

森
林

整
備

事
業

全
体

の
動

向
を

踏
ま

え
つ

つ
作

業
工

程
を

見
直

す
な

見
直

す
な

ど
公

益
的

機
能

発
揮

の
確

保
に

必
要

な
森

林
施

業
の

コ
ス

な
ど

公
益

的
機

能
発

揮
の

確
保

に
必

要
な

森
林

施
業

の
コ

ス
ト

の
削

ど
公

益
的

機
能

発
揮

の
確

保
に

必
要

な
森

林
施

業
の

コ
ス

ト
の

削
減

に
ト

の
削

減
に

向
け

た
取

組
を

徹
底

す
る

。
減

に
向

け
た

取
組

を
徹

底
す

る
。

向
け

た
取

組
を

徹
底

す
る

。

(
2
)

特
定

中
山

間
保

全
整

備
事

業
及

び
農

用
地

総
合

整
備

事
業

(
2
)

特
定

中
山

間
保

全
整

備
事

業
及

び
農

用
地

総
合

整
備

事
業

(
2
)

特
定

中
山

間
保

全
整

備
事

業
及

び
農

用
地

総
合

整
備

事
業

ア
計

画
的

で
的

確
な

事
業

の
実

施
計

画
的

で
的

確
な

事
業

の
実

施
ア

計
画

的
で

的
確

な
事

業
の

実
施

ａ
事

業
の

計
画

的
な

実
施

特
定

中
山

間
保

全
整

備
事

業
等

の
完

了
後

の
評

価
に

係
る

業
務

特
定

中
山

間
保

全
整

備
事

業
等

の
完

了
後

の
評

価
に

係
る

業
務

（
社

①
特

定
中

山
間

保
全

整
備

事
業

に
つ

い
て

は
、

や
む

を
得

な
い

（
社

会
経

済
情

勢
の

変
化

等
に

関
す

る
基

礎
的

資
料

の
作

成
を

含
会

経
済

情
勢

の
変

化
等

に
関

す
る

基
礎

的
資

料
の

作
成

を
含

む
。
）

を
理

由
が

な
い

限
り

平
成

２
５

年
度

中
に

、
事

業
実

施
中

の
２

区
む

。
）

を
確

実
に

行
う

。
確

実
に

行
う

。
域

を
完

了
す

る
。

②
農

用
地

総
合

整
備

事
業

に
つ

い
て

は
、

や
む

を
得

な
い

理
由

が
な

い
限

り
平

成
２

４
年

度
中

に
、

事
業

実
施

中
の

１
区

域
を

完
了

す
る

。
③

事
業

を
計

画
的

に
実

施
す

る
観

点
か

ら
、

関
係

地
方

公
共

団
体

等
と

の
連

携
を

図
る

た
め

、
適

時
適

切
な

事
業

実
施

状
況

の
説

明
等

を
実

施
す

る
。

ｂ
期

中
評

価
の

反
映

（
削

除
）

期
中

評
価

結
果

を
計

画
に

確
実

に
反

映
さ

せ
る

た
め

、
事

業
関

係
者

の
意

向
把

握
に

努
め

つ
つ

、
必

要
な

事
業

計
画

の
見

直
し

を
行

う
。
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イ
事

業
の

実
施

手
法

の
高

度
化

の
た

め
の

措
置

(
削

除
)

全
区

域
の

完
了

に
向

け
た

事
業

規
模

の
縮

小
に

対
応

し
つ

つ
、

残
事

業
に

お
い

て
以

下
の

取
組

を
実

施
す

る
。

ａ
環

境
の

保
全

及
び

地
域

資
源

の
活

用
に

配
慮

し
た

事
業

の
実

施
①

必
要

に
応

じ
有

識
者

等
の

助
言

を
受

け
る

機
会

を
設

け
、

環
境

調
査

や
地

域
の

環
境

特
性

に
対

応
し

た
保

全
対

策
を

実
施

す
る

。
②

二
酸

化
炭

素
の

固
定

・
貯

蔵
の

促
進

等
地

球
温

暖
化

防
止

に
資

す
る

観
点

か
ら

、
木

材
利

用
に

努
め

る
。

③
資

源
の

有
効

利
用

の
観

点
か

ら
、

建
設

副
産

物
等

の
再

生
材

の
利

用
を

行
う

な
ど

の
取

組
を

実
施

す
る

。

ｂ
新

技
術

・
新

工
法

の
採

用
(
削

除
)

①
事

業
の

高
度

化
を

一
層

推
進

す
る

手
段

と
し

て
、

農
林

水
産

省
新

技
術

導
入

推
進

農
業

農
村

整
備

事
業

（
以

下
「

新
技

術
導

入
事

業
」

と
い

う
。
）

等
に

登
録

さ
れ

て
い

る
新

技
術

・
新

工
法

の
導

入
に

努
め

る
。

②
施

設
に

対
す

る
愛

着
心

の
醸

成
と

良
好

な
維

持
管

理
に

資
す

る
観

点
か

ら
地

元
説

明
会

を
実

施
す

る
と

と
も

に
、

農
家

・
地

域
住

民
等

参
加

型
直

営
施

工
工

事
の

推
進

に
努

め
る

。

ウ
事

業
実

施
コ

ス
ト

の
構

造
改

善
(
削

除
)

特
定

中
山

間
保

全
整

備
事

業
及

び
農

用
地

総
合

整
備

事
業

に
つ

い
て

は
、
「

独
立

行
政

法
人

森
林

総
合

研
究

所
森

林
農

地
整

備
セ

ン
タ

ー
コ

ス
ト

構
造

改
善

プ
ロ

グ
ラ

ム
」

に
基

づ
き

、
計

画
・

設
計

・
施

工
・

調
達

の
最

適
化

等
に

よ
る

コ
ス

ト
の

縮
減

に
取

り
組

み
、

平
成

２
４

年
度

に
お

い
て

平
成

１
９

年
度

と
比

較
し

て
１

５
％

の
総

合
的

な
コ

ス
ト

構
造

改
善

を
達

成
す

る
。

(
3
)

廃
止

・
完

了
後

の
事

業
に

係
る

債
権

債
務

管
理

､
そ

の
他

の
債

権
債

務
(
3
)

廃
止

・
完

了
後

の
事

業
に

係
る

債
権

債
務

管
理

､
そ

の
他

の
債

権
債

(
3
)

廃
止

・
完

了
後

の
事

業
に

係
る

債
権

債
務

管
理

､
そ

の
他

の
債

権
債

務
及

び
緑

資
源

幹
線

林
道

の
保

全
管

理
業

務
の

実
施

務
及

び
緑

資
源

幹
線

林
道

の
保

全
管

理
業

務
の

実
施

及
び

緑
資

源
幹

線
林

道
の

保
全

管
理

業
務

の
実

施

ア
債

権
債

務
管

理
業

務
等

の
実

施
ア

債
権

債
務

管
理

業
務

等
の

実
施

ア
債

権
債

務
管

理
業

務
等

の
実

施
平

成
１

９
年

度
末

ま
で

に
機

構
が

行
っ

た
林

道
の

開
設

又
は

改
良

平
成

１
９

年
度

末
ま

で
に

独
立

行
政

法
人

緑
資

源
機

構
が

行
っ

た
平

成
１

９
年

度
末

ま
で

に
独

立
行

政
法

人
緑

資
源

機
構

が
行

っ
た

林
事

業
の

賦
課

金
及

び
負

担
金

に
係

る
債

権
債

務
、

特
定

中
山

間
保

全
林

道
の

開
設

又
は

改
良

事
業

の
賦

課
金

及
び

負
担

金
に

係
る

債
権

債
道

の
開

設
又

は
改

良
事

業
の

賦
課

金
及

び
負

担
金

に
係

る
債

権
債

務
、

整
備

事
業

等
の

負
担

金
等

に
係

る
債

権
債

務
及

び
Ｎ

Ｔ
Ｔ

－
Ａ

資
金

務
、

特
定

中
山

間
保

全
整

備
事

業
等

の
負

担
金

等
に

係
る

債
権

債
務

特
定

中
山

間
保

全
整

備
事

業
等

の
負

担
金

等
に

係
る

債
権

債
務

及
び

Ｎ
に

係
る

債
権

債
務

に
つ

い
て

、
徴

収
及

び
償

還
等

の
業

務
を

確
実

に
及

び
Ｎ

Ｔ
Ｔ

－
Ａ

資
金

に
係

る
債

権
債

務
に

つ
い

て
、

徴
収

及
び

償
Ｔ

Ｔ
－

Ａ
資

金
に

係
る

債
権

債
務

に
つ

い
て

、
徴

収
及

び
償

還
等

の
業

行
う

。
還

等
の

業
務

を
確

実
に

行
う

。
務

を
確

実
に

行
う

。

イ
保

全
管

理
業

務
の

実
施

機
構

の
廃

止
前

に
着

手
さ

れ
た

林
道

で
移

管
が

終
了

し
て

い
な

い
（

削
除

）
箇

所
に

つ
い

て
、

地
方

公
共

団
体

へ
の

移
管

等
を

円
滑

に
推

進
す

る
た

め
、

関
係

地
方

公
共

団
体

と
の

連
絡

調
整

を
図

り
つ

つ
、

必
要

な
維

持
、

修
繕

そ
の

他
の

管
理

を
着

実
に

実
施

す
る

。

４
行

政
機

関
、

他
の

研
究

機
関

等
と

の
連

携
及

び
産

学
官

連
携

・
協

力
の

３
行

政
機

関
、

他
の

研
究

機
関

等
と

の
連

携
及

び
産

学
官

連
携

・
協

力
の

４
行

政
機

関
、

他
の

研
究

機
関

等
と

の
連

携
及

び
産

学
官

連
携

・
協

力
の

強
強

化
強

化
化

研
究

所
は

、
我

が
国

の
森

林
・

林
業

・
木

材
産

業
に

関
す

る
総

合
的

な
研

究
所

は
、

国
、

他
の

研
究

機
関

、
都

道
府

県
、

大
学

等
と

の
連

携
強

研
究

所
は

、
国

、
他

の
研

究
機

関
、

都
道

府
県

、
大

学
等

と
の

連
携

強
化

研
究

開
発

を
推

進
す

る
中

核
機

関
と

し
て

、
今

後
と

も
他

の
研

究
機

関
の

化
を

図
り

つ
つ

効
率

的
な

研
究

開
発

を
実

施
す

る
と

と
も

に
、

研
究

情
報

を
図

り
つ

つ
効

率
的

な
研

究
開

発
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
研

究
情

報
の

発
研

究
課

題
と

の
重

複
の

排
除

を
図

り
、
国

、
他

の
研

究
機

関
、
都

道
府

県
、

の
発

信
と

成
果

の
利

活
用

を
促

進
す

る
。

信
と

成
果

の
利

活
用

を
促

進
す

る
。

大
学

、
民

間
企

業
等

と
の

適
切

な
連

携
・

協
力

を
進

め
、

産
学

官
連

携
を

ま
た

、
東

日
本

大
震

災
に

伴
う

海
岸

林
等

被
害

や
放

射
能

汚
染

被
害

へ
ま

た
、

東
日

本
大

震
災

後
の

海
岸

林
の

再
生

や
放

射
能

汚
染

被
害

へ
の

対
強

化
し

つ
つ

効
率

的
な

研
究

開
発

の
実

施
及

び
成

果
の

利
活

用
の

促
進

に
の

対
応

に
関

し
て

は
、

国
や

都
道

府
県

等
を

は
じ

め
と

す
る

国
内

外
の

関
応

に
関

し
て

は
、

国
や

都
道

府
県

を
は

じ
め

と
す

る
国

内
外

の
関

係
機

関
と

努
め

る
。

特
に

、
森

林
・

林
業

分
野

の
温

室
効

果
ガ

ス
の

影
響

効
果

、
温

係
機

関
と

の
連

携
を

強
化

し
て

調
査

分
析

を
実

施
し

て
、

成
果

と
り

ま
と

の
連

携
を

強
化

し
て

、
調

査
研

究
を

継
続

す
る

と
と

も
に

、
成

果
と

り
ま

と
室

効
果

ガ
ス

削
減

効
果

等
の

地
球

温
暖

化
対

策
に

向
け

た
研

究
に

つ
い

て
め

等
、

適
時

適
切

な
情

報
発

信
を

継
続

す
る

。
め

を
進

め
、

関
係

者
へ

の
適

時
適

切
な

情
報

発
信

に
努

め
る

。
は

、
今

後
と

も
他

の
研

究
機

関
の

研
究

課
題

と
の

重
複

の
排

除
を

図
り

つ
さ

ら
に

「
林

業
の

成
長

産
業

化
」

へ
の

取
組

と
し

て
、

国
、

関
係

研
究

さ
ら

に
「

林
業

の
成

長
産

業
化

」
に

関
す

る
研

究
開

発
の

取
組

を
一

層
推

つ
、

連
携

を
強

化
す

る
。

機
関

、
民

間
団

体
等

と
の

連
携

協
力

に
よ

る
適

切
な

実
施

体
制

を
整

備
し

進
す

る
た

め
、
国

、
関

係
研

究
機

関
、
民

間
団

体
等

と
の

調
整

機
能

を
高

め
、

て
、

適
時

適
切

な
情

報
発

信
と

迅
速

な
成

果
と

り
ま

と
め

を
推

進
す

る
。

連
携

協
力

体
制

を
強

化
し

、
迅

速
な

成
果

と
り

ま
と

め
と

情
報

発
信

に
努

め
る

。
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自
然

災
害

や
森

林
被

害
等

へ
の

緊
急

対
応

の
ほ

か
、

喫
緊

の
課

題
と

な
自

然
災

害
や

森
林

被
害

、
放

射
性

物
質

の
森

林
へ

の
影

響
調

査
等

へ
の

自
然

災
害

や
森

林
被

害
、

放
射

性
物

質
の

森
林

へ
の

影
響

調
査

等
へ

の
緊

っ
て

い
る

森
林

・
林

業
の

再
生

を
は

じ
め

と
す

る
重

要
な

森
林

・
林

業
政

緊
急

対
応

の
ほ

か
、

喫
緊

の
課

題
と

な
っ

て
い

る
森

林
・

林
業

の
再

生
や

急
対

応
の

ほ
か

、
喫

緊
の

課
題

と
な

っ
て

い
る

森
林

・
林

業
の

再
生

や
活

性
策

に
対

応
す

る
た

め
、

行
政

機
関

等
へ

の
技

術
情

報
の

提
供

を
行

う
と

と
活

性
化

に
資

す
る

重
要

な
森

林
・

林
業

政
策

に
対

応
す

る
た

め
、

行
政

機
化

に
資

す
る

重
要

な
森

林
・

林
業

政
策

に
対

応
す

る
た

め
、

行
政

機
関

等
へ

も
に

、
行

政
機

関
が

主
催

す
る

各
種

委
員

会
等

へ
専

門
家

の
派

遣
を

行
う

。
関

等
へ

の
情

報
の

提
供

や
行

政
機

関
が

主
催

す
る

各
種

委
員

会
等

へ
専

門
の

情
報

の
提

供
や

行
政

機
関

が
主

催
す

る
各

種
委

員
会

等
へ

専
門

家
の

派
遣

家
の

派
遣

を
行

う
。

を
行

う
。

国
等

の
策

定
す

る
規

格
、

基
準

等
に

つ
い

て
、

関
係

す
る

委
員

会
等

へ
ま

た
、

国
等

が
規

格
、

基
準

等
を

定
め

る
に

当
た

っ
て

は
、

関
係

す
る

ま
た

、
国

等
が

規
格

、
基

準
等

を
定

め
る

に
当

た
っ

て
は

、
関

係
す

る
委

の
参

加
及

び
デ

ー
タ

の
積

極
的

な
提

供
に

よ
り

研
究

開
発

の
成

果
の

活
用

委
員

会
等

へ
の

参
加

及
び

デ
ー

タ
の

積
極

的
な

提
供

に
よ

り
研

究
開

発
の

員
会

等
へ

の
参

加
及

び
デ

ー
タ

の
積

極
的

な
提

供
に

よ
り

研
究

開
発

の
成

果
に

努
め

る
。

成
果

の
活

用
に

努
め

る
。

の
活

用
に

努
め

る
。

産
学

官
の

連
携

・
強

化
に

つ
い

て
は

、
国

、
他

の
独

立
行

政
法

人
、

都
受

託
研

究
、

共
同

研
究

、
客

員
研

究
員

制
度

等
に

よ
り

、
国

、
他

の
独

受
託

研
究

、
共

同
研

究
、

客
員

研
究

員
制

度
等

に
よ

り
、

国
、

他
の

独
立

道
府

県
、

大
学

、
民

間
企

業
等

と
の

連
携

・
協

力
を

進
め

、
効

率
的

な
研

立
行

政
法

人
、

都
道

府
県

、
大

学
、

民
間

企
業

等
と

の
連

携
・

協
力

を
進

行
政

法
人

、
都

道
府

県
、

大
学

、
民

間
企

業
等

と
の

連
携

・
協

力
を

進
め

、
究

開
発

の
実

施
及

び
成

果
の

利
活

用
の

促
進

に
努

め
る

。
め

、
効

率
的

な
研

究
開

発
の

実
施

及
び

成
果

の
利

活
用

の
促

進
に

努
め

る
。

効
率

的
な

研
究

開
発

の
実

施
及

び
成

果
の

利
活

用
の

促
進

に
努

め
る

。

産
学

官
連

携
の

取
組

と
し

て
、

引
き

続
き

ウ
ェ

ブ
サ

イ
ト

を
通

じ
た

最
産

学
官

連
携

の
取

組
と

し
て

、
引

き
続

き
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
を

通
じ

た
最

新
新

情
報

の
提

供
に

取
り

組
む

と
と

も
に

、
関

係
者

・
関

係
団

体
に

、
よ

り
情

報
の

提
供

に
取

り
組

む
と

と
も

に
、

関
係

者
・

関
係

団
体

に
、

よ
り

分
か

分
か

り
や

す
い

実
践

的
な

情
報

の
発

信
に

努
め

る
。

り
や

す
い

実
践

的
な

情
報

の
発

信
に

努
め

る
。

国
有

林
野

を
活

用
し

た
研

究
開

発
、

検
定

林
の

設
定

、
森

林
管

理
局

が
森

林
管

理
局

・
署

が
主

催
す

る
会

議
や

現
地

検
討

会
へ

の
出

席
の

ほ
森

林
管

理
局

・
署

が
主

催
す

る
会

議
や

現
地

検
討

会
へ

の
出

席
の

ほ
か

、
行

う
技

術
開

発
へ

の
協

力
等

を
通

じ
て

国
有

林
野

事
業

と
の

連
携

を
強

化
か

、
意

見
・

情
報

交
換

会
の

実
施

、
国

有
林

野
内

に
設

置
さ

れ
た

試
験

地
意

見
・

情
報

交
換

会
の

実
施

、
国

有
林

野
内

に
設

置
さ

れ
た

試
験

地
・

検
定

す
る

。
・

検
定

林
等

に
お

け
る

試
験

調
査

、
森

林
管

理
局

が
行

う
技

術
開

発
へ

の
林

等
に

お
け

る
試

験
調

査
、

森
林

管
理

局
が

行
う

技
術

開
発

へ
の

協
力

等
を

林
野

庁
が

主
催

し
、

都
道

府
県

等
が

参
画

す
る

林
業

研
究

開
発

推
進

ブ
協

力
等

を
通

じ
て

国
有

林
野

事
業

と
の

連
携

を
強

化
す

る
。

通
じ

て
国

有
林

野
事

業
と

の
連

携
を

強
化

す
る

。
ロ

ッ
ク

会
議

、
林

木
育

種
推

進
地

区
協

議
会

等
を

通
じ

て
、

地
域

又
は

全
ま

た
、

林
業

研
究

・
技

術
開

発
推

進
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
等

を
通

じ
て

、
地

ま
た

、
林

業
研

究
・

技
術

開
発

推
進

ブ
ロ

ッ
ク

会
議

等
を

通
じ

て
、

地
域

国
的

に
取

り
組

む
べ

き
課

題
に

つ
い

て
協

議
し

、
各

々
の

役
割

分
担

等
を

域
又

は
全

国
的

に
取

り
組

む
べ

き
課

題
に

つ
い

て
協

議
し

、
各

々
の

役
割

又
は

全
国

的
に

取
り

組
む

べ
き

課
題

に
つ

い
て

協
議

し
、

各
々

の
役

割
分

担
図

る
と

と
も

に
、

公
立

林
業

試
験

研
究

機
関

等
に

対
し

必
要

な
技

術
指

導
分

担
等

を
図

る
と

と
も

に
、

公
立

林
業

試
験

研
究

機
関

等
に

対
し

必
要

な
等

を
図

る
と

と
も

に
、

公
立

林
業

試
験

研
究

機
関

等
に

対
し

必
要

な
技

術
指

を
行

う
こ

と
な

ど
に

よ
り

、
連

携
・

協
力

関
係

を
強

化
す

る
。

技
術

指
導

を
行

う
こ

と
な

ど
に

よ
り

、
連

携
・

協
力

関
係

を
強

化
す

る
と

導
を

行
う

こ
と

な
ど

に
よ

り
、

連
携

・
協

力
関

係
を

強
化

す
る

と
と

も
に

、
と

も
に

、
共

同
し

て
競

争
的

資
金

に
よ

る
研

究
の

獲
得

を
目

指
す

。
共

同
し

て
競

争
的

資
金

に
よ

る
研

究
の

獲
得

を
目

指
す

。

ま
た

、
森

林
国

営
保

険
法

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
が

可
決

・
成

立
（

削
除

）
し

た
こ

と
を

受
け

、
森

林
保

険
業

務
の

受
け

入
れ

に
つ

い
て

行
政

部
局

と
連

携
し

適
切

に
対

応
す

る
。
。

５
成

果
の

公
表

及
び

普
及

の
促

進
４

成
果

の
公

表
及

び
普

及
の

促
進

５
成

果
の

公
表

及
び

普
及

の
促

進

(
1
)

成
果

の
公

表
及

び
広

報
(
1
)

成
果

の
公

表
及

び
広

報
(
1
)

成
果

の
公

表
及

び
広

報

研
究

開
発

の
成

果
等

に
つ

い
て

は
、

研
究

報
告

、
広

報
誌

等
の

印
刷

研
究

開
発

の
成

果
等

に
つ

い
て

は
研

究
報

告
、
広

報
誌

等
の

印
刷

物
、

研
究

開
発

の
成

果
等

に
つ

い
て

は
研

究
報

告
、

広
報

誌
等

の
印

刷
物

、
物

、
研

究
所

の
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
、

マ
ス

コ
ミ

等
の

様
々

な
広

報
手

段
を

研
究

所
の

ウ
ェ

ブ
サ

イ
ト

、
マ

ス
コ

ミ
等

の
様

々
な

広
報

手
段

を
活

用
研

究
所

の
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
、
マ

ス
コ

ミ
等

の
様

々
な

広
報

手
段

を
活

用
し

、
活

用
し

、
効

率
的

か
つ

効
果

的
な

広
報

活
動

を
推

進
す

る
。

ま
た

、
一

し
、

効
率

的
か

つ
効

果
的

な
広

報
活

動
を

推
進

す
る

。
ま

た
、

社
会

的
効

率
的

か
つ

効
果

的
な

広
報

活
動

を
推

進
す

る
。

ま
た

、
社

会
的

に
関

心
般

市
民

、
自

治
体

、
各

種
団

体
等

と
の

連
携

や
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
作

り
を

に
関

心
の

高
い

テ
ー

マ
を

取
り

上
げ

た
公

開
講

演
会

や
、

プ
ロ

ジ
ェ

ク
の

高
い

テ
ー

マ
を

取
り

上
げ

た
公

開
講

演
会

や
、

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

成
果

の
通

じ
て

、
国

民
と

の
双

方
向

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
に

努
め

る
。

ト
成

果
の

公
開

シ
ン

ポ
ジ

ウ
ム

を
開

催
し

、
一

般
市

民
、

自
治

体
、

各
公

開
シ

ン
ポ

ジ
ウ

ム
を

開
催

し
、

一
般

市
民

、
自

治
体

、
各

種
団

体
等

と
種

団
体

等
と

の
連

携
や

地
域

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

作
り

を
通

じ
て

、
国

民
と

の
連

携
や

地
域

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

作
り

を
通

じ
て

、
国

民
と

の
双

方
向

コ
ミ

の
双

方
向

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
の

向
上

に
努

め
る

。
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

の
向

上
に

努
め

る
。

国
内

学
会

、
国

際
学

会
、

シ
ン

ポ
ジ

ウ
ム

等
に

参
加

し
て

研
究

開
発

国
内

学
会

、
国

際
学

会
、

シ
ン

ポ
ジ

ウ
ム

等
に

参
加

し
て

研
究

開
発

国
内

学
会

、
国

際
学

会
、

シ
ン

ポ
ジ

ウ
ム

等
に

参
加

し
て

研
究

開
発

の
の

成
果

の
発

表
を

積
極

的
に

行
う

。
の

成
果

の
発

表
を

積
極

的
に

行
う

こ
と

と
し

、
研

究
者

一
人

当
た

り
の

成
果

の
発

表
を

積
極

的
に

行
う

こ
と

と
し

、
研

究
者

一
人

当
た

り
の

論
文

研
究

者
一

人
当

た
り

の
論

文
発

表
数

は
年

平
均

１
．

０
報

を
上

回
る

論
文

発
表

数
は

年
平

均
１

．
０

報
を

上
回

る
よ

う
努

め
る

。
発

表
数

は
年

平
均

１
．

０
報

を
上

回
る

よ
う

努
め

る
。

よ
う

努
め

る
。

(
2
)

成
果

の
利

活
用

の
促

進
(
2
)

成
果

の
利

活
用

の
促

進
(
2
)

成
果

の
利

活
用

の
促

進

普
及

可
能

な
技

術
情

報
は

、
マ

ニ
ュ

ア
ル

、
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
等

に
よ

普
及

可
能

な
技

術
情

報
は

、
分

か
り

や
す

い
マ

ニ
ュ

ア
ル

や
デ

ー
タ

普
及

可
能

な
技

術
情

報
は

、
分

か
り

や
す

い
マ

ニ
ュ

ア
ル

や
デ

ー
タ

ベ
り

公
表

し
、

積
極

的
に

森
林

所
有

者
、

関
係

業
界

等
へ

の
利

活
用

の
促

ベ
ー

ス
等

と
し

て
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
に

掲
載

す
る

な
ど

の
方

法
に

よ
り

公
ー

ス
等

と
し

て
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
に

掲
載

す
る

な
ど

の
方

法
に

よ
り

公
表

進
を

図
る

。
表

し
、

積
極

的
に

森
林

所
有

者
、

関
係

業
界

等
へ

の
利

活
用

の
促

進
を

し
、
積

極
的

に
森

林
所

有
者

、
関

係
業

界
等

へ
の

利
活

用
の

促
進

を
図

る
。

図
る

。
自

治
体

、
各

種
団

体
主

催
の

イ
ベ

ン
ト

や
展

示
施

設
等

を
活

用
し

て
、

ま
た

、
自

治
体

、
各

種
団

体
主

催
の

イ
ベ

ン
ト

や
展

示
施

設
等

を
活

自
治

体
、
各

種
団

体
主

催
の

イ
ベ

ン
ト

や
展

示
施

設
等

を
活

用
し

て
、

成
果

の
紹

介
や

利
活

用
を

促
進

す
る

。
用

し
て

、
成

果
の

紹
介

や
利

活
用

を
促

進
す

る
。

成
果

の
紹

介
や

利
活

用
を

促
進

す
る

。

知
的

所
有

権
の

取
得

に
努

め
、

効
率

的
な

維
持

管
理

を
図

る
と

と
も

知
的

所
有

権
に

つ
い

て
は

、
目

的
に

応
じ

た
取

得
に

努
め

、
効

率
的

知
的

所
有

権
に

つ
い

て
は

、
目

的
に

応
じ

た
取

得
に

努
め

、
効

率
的

な
に

、
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
、

各
種

展
示

会
等

を
通

じ
て

情
報

提
供

し
、

そ
の

な
維

持
管

理
を

図
る

と
と

も
に

、
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
、

各
種

展
示

会
等

を
維

持
管

理
を

図
る

と
と

も
に

、
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
、

各
種

展
示

会
等

を
通

じ



-
1
0

-

利
活

用
の

促
進

に
努

め
る

。
通

じ
て

情
報

提
供

し
、

そ
の

利
活

用
の

促
進

に
努

め
る

。
て

情
報

提
供

し
、

そ
の

利
活

用
の

促
進

に
努

め
る

。

６
専

門
分

野
を

活
か

し
た

そ
の

他
の

社
会

貢
献

５
専

門
分

野
を

活
か

し
た

そ
の

他
の

社
会

貢
献

６
専

門
分

野
を

活
か

し
た

そ
の

他
の

社
会

貢
献

(
1
)

分
析

及
び

鑑
定

(
1
)

分
析

及
び

鑑
定

(
1
)

分
析

及
び

鑑
定

民
間

、
行

政
機

関
等

か
ら

の
依

頼
に

応
じ

、
研

究
所

の
有

す
る

専
門

民
間

、
行

政
機

関
等

か
ら

の
依

頼
に

応
じ

、
研

究
所

の
有

す
る

専
門

民
間

、
行

政
機

関
等

か
ら

の
依

頼
に

応
じ

、
研

究
所

の
有

す
る

専
門

的
的

知
識

が
必

要
と

さ
れ

る
林

業
用

種
子

の
発

芽
鑑

定
、

木
質

材
料

の
耐

的
知

識
が

必
要

と
さ

れ
る

林
業

用
種

子
の

発
芽

鑑
定

、
木

質
材

料
の

耐
知

識
が

必
要

と
さ

れ
る

林
業

用
種

子
の

発
芽

鑑
定

、
木

質
材

料
の

耐
久

性
久

性
試

験
、

木
材

の
鑑

定
等

を
行

う
。

久
性

試
験

、
木

材
の

鑑
定

等
を

行
う

。
試

験
、

木
材

の
鑑

定
等

を
行

う
。

(
2
)

講
習

及
び

指
導

(
2
)

講
習

及
び

指
導

(
2
)

講
習

及
び

指
導

研
究

成
果

を
活

用
し

た
講

習
の

実
施

、
国

、
都

道
府

県
、

団
体

等
が

研
究

成
果

を
活

用
し

た
講

習
の

実
施

、
国

、
都

道
府

県
、

団
体

等
が

研
究

成
果

を
活

用
し

た
講

習
の

実
施

、
国

、
都

道
府

県
、

団
体

等
が

主
主

催
す

る
講

習
会

等
へ

の
講

師
の

派
遣

、
情

報
の

提
供

等
を

積
極

的
に

主
催

す
る

講
習

会
等

へ
の

講
師

の
派

遣
、

情
報

の
提

供
等

を
積

極
的

に
催

す
る

講
習

会
等

へ
の

講
師

の
派

遣
、

情
報

の
提

供
等

を
積

極
的

に
行

う
行

う
と

と
も

に
、

こ
れ

ら
の

機
関

か
ら

若
手

研
究

者
等

を
研

修
生

と
し

行
う

と
と

も
に

、
こ

れ
ら

の
機

関
か

ら
若

手
研

究
者

等
を

研
修

生
と

し
と

と
も

に
、

こ
れ

ら
の

機
関

か
ら

若
手

研
究

者
等

を
研

修
生

と
し

て
受

入
て

受
入

れ
、

研
究

者
と

し
て

の
人

材
育

成
・

資
質

向
上

に
寄

与
す

る
。

て
受

入
れ

、
研

究
者

と
し

て
の

人
材

育
成

・
資

質
向

上
に

寄
与

す
る

。
れ

、
研

究
者

と
し

て
の

人
材

育
成

・
資

質
向

上
に

寄
与

す
る

。

海
外

研
究

機
関

等
か

ら
の

研
究

者
を

研
修

生
と

し
て

受
け

入
れ

る
こ

ま
た

、
海

外
研

究
機

関
等

か
ら

の
研

究
者

を
研

修
生

と
し

て
受

け
入

ま
た

、
海

外
研

究
機

関
等

か
ら

の
研

究
者

を
研

修
生

と
し

て
受

け
入

れ
と

に
よ

り
、

人
材

育
成

に
寄

与
す

る
。

れ
る

こ
と

に
よ

り
、

人
材

育
成

に
寄

与
す

る
。
。

る
こ

と
に

よ
り

、
人

材
育

成
に

寄
与

す
る

。

新
品

種
等

の
利

用
を

促
進

す
る

た
め

、
都

道
府

県
等

に
対

し
、

採
種

さ
ら

に
、

新
品

種
等

の
利

用
を

促
進

す
る

た
め

、
都

道
府

県
等

に
対

さ
ら

に
新

品
種

等
の

利
用

を
促

進
す

る
た

め
、

都
道

府
県

等
に

対
し

、
（

穂
）

園
の

造
成

・
改

良
技

術
等

の
林

木
育

種
技

術
に

つ
い

て
、

各
種

し
、

採
種

（
穂

）
園

の
造

成
・

改
良

技
術

等
の

林
木

育
種

技
術

に
つ

い
採

種
（

穂
）

園
の

造
成

・
改

良
技

術
等

の
林

木
育

種
技

術
に

つ
い

て
、

各
協

議
会

等
に

お
け

る
指

導
を

行
う

と
と

も
に

、
講

習
会

を
合

計
１

０
０

て
、

各
種

協
議

会
等

に
お

け
る

指
導

を
行

う
と

と
も

に
、

講
習

会
を

合
種

協
議

会
等

に
お

け
る

指
導

を
行

う
と

と
も

に
、

講
習

会
を

合
計

２
０

回
回

を
目

標
に

開
催

す
る

。
計

２
０

回
を

目
標

に
開

催
す

る
。

を
目

標
に

開
催

す
る

。

(
3
)

国
際

機
関

、
学

会
等

へ
の

協
力

(
3
)

国
際

機
関

、
学

会
等

へ
の

協
力

(
3
)

国
際

機
関

、
学

会
等

へ
の

協
力

我
が

国
を

代
表

す
る

森
林

に
関

す
る

総
合

的
研

究
を

行
う

機
関

と
し

我
が

国
を

代
表

す
る

森
林

に
関

す
る

総
合

的
研

究
を

行
う

機
関

と
し

我
が

国
を

代
表

す
る

森
林

に
関

す
る

総
合

的
研

究
を

行
う

機
関

と
し

て
、

国
際

機
関

の
専

門
家

会
合

及
び

国
内

外
の

学
会

等
に

専
門

家
を

派
て

、
国

際
機

関
の

専
門

家
会

合
及

び
国

内
外

の
学

会
等

に
専

門
家

を
派

て
、

国
際

機
関

の
専

門
家

会
合

及
び

国
内

外
の

学
会

等
に

専
門

家
を

派
遣

遣
す

る
。

遣
す

る
。

す
る

。

政
府

の
行

う
科

学
技

術
に

関
す

る
国

際
協

力
・

交
流

に
協

力
す

る
｡

ま
た

、
政

府
の

行
う

科
学

技
術

に
関

す
る

国
際

協
力

・
交

流
に

協
力

ま
た

、
政

府
の

行
う

科
学

技
術

に
関

す
る

国
際

協
力

・
交

流
に

協
力

す
す

る
｡

る
｡

第
２

業
務

運
営

の
効

率
化

に
関

す
る

目
標

を
達

成
す

る
た

め
と

る
べ

き
措

第
２

業
務

運
営

の
効

率
化

に
関

す
る

目
標

を
達

成
す

る
た

め
と

る
べ

き
措

第
２

業
務

運
営

の
効

率
化

に
関

す
る

目
標

を
達

成
す

る
た

め
と

る
べ

き
措

置
置

置

１
効

率
化

目
標

の
設

定
等

１
効

率
化

目
標

の
設

定
等

１
効

率
化

目
標

の
設

定
等

(
1
)

効
率

化
目

標
(
1
)

効
率

化
目

標
(
1
)

効
率

化
目

標

ア
研

究
開

発
ア

研
究

開
発

ア
研

究
開

発
人

件
費

を
除

く
運

営
費

交
付

金
予

算
で

行
う

業
務

（
新

規
に

追
加

人
件

費
を

除
く

運
営

費
交

付
金

予
算

で
行

う
業

務
（

新
規

に
追

加
人

件
費

を
除

く
運

営
費

交
付

金
予

算
で

行
う

業
務

（
新

規
に

追
加

さ
さ

れ
る

も
の

、
拡

充
分

等
を

除
く

。
）

に
つ

い
て

は
、

業
務

の
見

直
さ

れ
る

も
の

、
拡

充
分

・
消

費
税

増
税

分
等

を
除

く
。
）

に
つ

い
て

れ
る

も
の

、
拡

充
分

等
を

除
く

。
）

に
つ

い
て

は
、

業
務

の
見

直
し

及
し

及
び

効
率

化
を

進
め

、
中

期
目

標
期

間
中

、
毎

年
度

平
均

で
少

な
は

、
業

務
の

見
直

し
及

び
効

率
化

を
進

め
、

平
成

２
５

年
度

予
算

比
び

効
率

化
を

進
め

、
平

成
２

６
年

度
予

算
比

で
、

一
般

管
理

費
の

３
％

く
と

も
対

前
年

度
比

一
般

管
理

費
の

３
％

及
び

業
務

経
費

の
１

％
の

で
、

一
般

管
理

費
の

３
％

及
び

業
務

経
費

の
１

％
の

合
計

に
相

当
す

及
び

業
務

経
費

の
１

％
の

合
計

に
相

当
す

る
額

以
上

の
削

減
を

行
う

。
合

計
に

相
当

す
る

額
を

抑
制

す
る

こ
と

を
目

標
と

し
て

、
削

減
を

行
る

額
以

上
の

削
減

を
行

う
。

う
。

イ
森

林
保

険
業

務
イ

森
林

保
険

業
務

森
林

保
険

業
務

は
、

政
府

が
運

営
費

交
付

金
を

充
当

す
る

こ
と

な
森

林
保

険
業

務
は

、
政

府
が

運
営

費
交

付
金

を
充

当
す

る
こ

と
な

く
、

く
、

保
険

契
約

者
か

ら
支

払
わ

れ
る

保
険

料
の

み
を

原
資

と
し

て
運

保
険

契
約

者
か

ら
支

払
わ

れ
る

保
険

料
の

み
を

原
資

と
し

て
運

営
す

る
営

す
る

も
の

で
あ

り
、

事
務

費
の

支
出

の
大

き
さ

が
保

険
料

に
直

接
も

の
で

あ
り

、
事

務
費

の
支

出
の

大
き

さ
が

保
険

料
に

直
接

的
に

影
響

的
に

影
響

す
る

こ
と

を
踏

ま
え

、
支

出
に

当
た

っ
て

は
、

費
用

対
効

す
る

こ
と

を
踏

ま
え

、
支

出
に

当
た

っ
て

は
、

費
用

対
効

果
を

十
分

検
果

を
十

分
検

討
す

る
な

ど
に

よ
り

コ
ス

ト
意

識
の

徹
底

を
図

り
、

国
討

す
る

な
ど

に
よ

り
コ

ス
ト

意
識

の
徹

底
を

図
り

、
国

と
都

道
府

県
が

と
都

道
府

県
が

行
っ

て
き

た
業

務
の

一
元

化
な

ど
に

よ
り

効
率

的
な

行
っ

て
き

た
業

務
の

一
元

化
な

ど
に

よ
り

効
率

的
な

業
務

運
営

に
努

業
務

運
営

に
努

め
、

将
来

的
な

事
務

費
の

ス
リ

ム
化

に
繋

げ
る

。
め

、
将

来
的

な
事

務
費

の
ス

リ
ム

化
に

繋
げ

る
。
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そ
の

際
、

業
務

量
及

び
そ

れ
に

伴
う

事
務

費
は

、
保

険
料

収
入

の
そ

の
際

、
業

務
量

及
び

そ
れ

に
伴

う
事

務
費

は
、

保
険

料
収

入
の

変
変

化
や

災
害

の
発

生
状

況
等

に
よ

り
影

響
を

受
け

る
こ

と
に

留
意

す
化

や
災

害
の

発
生

状
況

等
に

よ
り

影
響

を
受

け
る

こ
と

に
留

意
す

る
。

る
。

ウ
水

源
林

造
成

事
業

等
イ

水
源

林
造

成
事

業
等

ウ
水

源
林

造
成

事
業

等
事

務
及

び
事

業
の

見
直

し
、

組
織

の
見

直
し

並
び

に
運

営
の

効
率

業
務

運
営

の
効

率
化

を
図

り
、
平

成
２

２
年

度
経

費
と

比
較

し
て

、
業

務
運

営
の

効
率

化
を

図
り

、
平

成
２

２
年

度
経

費
と

比
較

し
て

、
化

を
図

る
と

と
も

に
、

引
き

続
き

事
業

の
廃

止
に

伴
う

雇
用

確
保

対
補

正
予

算
の

影
響

額
を

除
き

、
一

般
管

理
費

に
つ

い
て

は
３

９
％

、
一

般
管

理
費

に
つ

い
て

は
４

０
％

、
人

件
費

に
つ

い
て

は
２

２
％

、
事

策
等

を
進

め
る

こ
と

を
前

提
に

、
中

期
目

標
期

間
の

最
終

事
業

年
度

人
件

費
に

つ
い

て
は

２
３

％
、

事
業

費
に

つ
い

て
は

２
０

％
削

減
す

業
費

に
つ

い
て

は
２

２
％

削
減

す
る

。
に

平
成

２
２

年
度

経
費

と
比

較
し

て
、

①
一

般
管

理
費

に
つ

い
て

は
る

。
３

０
％

、
②

常
勤

役
職

員
の

人
件

費
（

退
職

金
、

退
職

給
付

引
当

金
繰

入
及

び
福

利
厚

生
費

（
法

定
福

利
費

及
び

法
定

外
福

利
費

）
、

人
事

院
勧

告
を

踏
ま

え
た

給
与

改
定

部
分

を
除

く
。
）

に
つ

い
て

は
２

０
％

、
③

事
業

費
に

つ
い

て
は

３
０

％
削

減
す

る
。

(
2
)

給
与

水
準

(
2
)

給
与

水
準

(
2
)

給
与

水
準

給
与

水
準

に
つ

い
て

は
、
国

家
公

務
員

の
給

与
水

準
を

十
分

考
慮

し
、

給
与

水
準

に
つ

い
て

は
、

国
家

公
務

員
の

水
準

と
な

る
よ

う
取

り
組

給
与

水
準

に
つ

い
て

は
、

国
家

公
務

員
の

水
準

と
な

る
よ

う
取

り
組

む
手

当
を

含
め

役
職

員
給

与
の

在
り

方
に

つ
い

て
、

厳
し

く
検

証
し

た
上

む
と

と
も

に
、

検
証

結
果

や
取

組
状

況
を

公
表

す
る

。
と

と
も

に
、

検
証

結
果

や
取

組
状

況
を

公
表

す
る

。
で

、
平

成
２

１
年

度
の

対
国

家
公

務
員

指
数

が
１

０
２

．
０

（
事

務
・

技
術

職
員

（
年

齢
勘

案
）
）

で
あ

る
こ

と
を

踏
ま

え
、

引
き

続
き

、
給

与
水

準
の

見
直

し
を

行
い

、
平

成
２

３
年

度
ま

で
に

国
家

公
務

員
と

同
程

度
と

す
る

と
と

も
に

、
平

成
２

４
年

度
以

降
に

お
い

て
も

、
国

家
公

務
員

に
準

拠
し

た
給

与
規

定
に

基
づ

き
支

給
す

る
こ

と
と

し
、

検
証

結
果

や
取

組
状

況
を

公
表

す
る

。

(
3
)

総
人

件
費

(
3
)

総
人

件
費

(
3
)

総
人

件
費

総
人

件
費

に
つ

い
て

は
、
「

簡
素

で
効

率
的

な
政

府
を

実
現

す
る

た
総

人
件

費
に

つ
い

て
は

、
「

公
務

員
の

給
与

改
定

に
関

す
る

取
扱

い
総

人
件

費
に

つ
い

て
は

、
「

公
務

員
の

給
与

改
定

に
関

す
る

取
扱

い
に

め
の

行
政

改
革

の
推

進
に

関
す

る
法

律
」
（

平
成

１
８

年
法

律
第

４
７

に
つ

い
て

」
（

平
成

２
３

年
１

０
月

２
８

日
閣

議
決

定
）

に
基

づ
き

、
つ

い
て

」
（

平
成

２
３

年
１

０
月

２
８

日
閣

議
決

定
）

に
基

づ
き

、
政

府
号

）
に

基
づ

く
平

成
１

８
年

度
か

ら
５

年
間

で
５

％
以

上
を

基
本

と
す

政
府

に
お

け
る

総
人

件
費

削
減

の
取

組
を

踏
ま

え
、

必
要

な
措

置
を

講
に

お
け

る
総

人
件

費
削

減
の

取
組

を
踏

ま
え

、
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

こ
る

削
減

等
の

人
件

費
に

係
る

取
組

を
平

成
２

３
年

度
も

引
き

続
き

着
実

ず
る

こ
と

と
す

る
。

と
と

す
る

。
に

実
施

し
、
平

成
２

３
年

度
に

お
い

て
、
平

成
１

７
年

度
と

比
較

し
て

、
研

究
所

の
人

件
費

（
退

職
金

及
び

福
利

厚
生

費
（

法
定

福
利

費
及

び
法

定
外

福
利

費
）

並
び

に
非

常
勤

役
職

員
給

与
及

び
人

事
院

勧
告

を
踏

ま
え

た
給

与
改

定
部

分
等

を
除

く
。
）

に
つ

い
て

６
％

以
上

の
削

減
を

行
う

と
と

も
に

、「
公

務
員

の
給

与
改

定
に

関
す

る
取

扱
い

に
つ

い
て

」（
平

成 ２
２

年
１

１
月

１
日

閣
議

決
定

）
に

基
づ

き
、

政
府

に
お

け
る

総
人

件
費

削
減

の
取

組
及

び
今

後
進

め
ら

れ
る

独
立

行
政

法
人

制
度

の
抜

本
見

直
し

の
一

環
と

し
て

、
厳

し
く

見
直

し
を

行
う

。
ま

た
、

人
件

費
の

５
％

以
上

の
削

減
を

達
成

し
た

機
構

か
ら

承
継

し
た

職
員

に
係

る
人

件
費

に
つ

い
て

は
、
「

廃
止

等
を

行
う

独
立

行
政

法
人

の
職

員
の

受
入

に
協

力 す
る

独
立

行
政

法
人

等
に

係
る

人
件

費
一

律
削

減
措

置
の

取
扱

い
」
（

平
成

２
０

年
６

月
９

日
付

け
行

政
改

革
推

進
本

部
事

務
局

他
か

ら
各

府
省

担
当

官
あ

て
通

知
文

書
）

に
基

づ
き

、
総

人
件

費
改

革
の

対
象

外
と

す
る

。 な
お

、
以

下
の

常
勤

の
職

員
に

係
る

人
件

費
は

、
総

人
件

費
改

革
の

削
減

対
象

か
ら

除
く

。
①

競
争

的
資

金
、

受
託

研
究

資
金

又
は

共
同

研
究

の
た

め
の

民
間

か
ら

の
外

部
資

金
に

よ
り

雇
用

さ
れ

る
任

期
付

職
員

②
任

期
付

研
究

者
の

う
ち

、
国

か
ら

の
委

託
費

及
び

補
助

金
に

よ
り

雇
用

さ
れ

る
者

及
び

運
営

費
交

付
金

に
よ

り
雇

用
さ

れ
る

国
策

上
重

要
な

研
究

課
題

（
第

三
期

科
学

技
術

基
本

計
画

（
平

成
１

８
年

３
月

２
８

日
閣

議
決

定
）

に
お

い
て

指
定

さ
れ

て
い

る
戦

略
重

点
科

学
技

術
を

い
う

。
）

に
従

事
す

る
者

並
び

に
若

手
研

究
者

（
平

成
１

７
年

度
末

に
お

い
て

３
７

歳
以

下
の

研
究

者
を

い
う

。
）

③
森

林
保

険
業

務
に

従
事

す
る

職
員

２
資

源
の

効
率

的
利

用
及

び
充

実
・

高
度

化
２

資
源

の
効

率
的

利
用

及
び

充
実

・
高

度
化

２
資

源
の

効
率

的
利

用
及

び
充

実
・

高
度

化



-
1
2

-

(
1
)

組
織

等
(
1
)

組
織

等
(
1
)

組
織

等

成
果

に
対

す
る

評
価

結
果

及
び

政
策

・
社

会
的

ニ
ー

ズ
に

適
切

に
対

応
す

る
た

め
、

機
動

的
な

組
織

の
点

検
・

見
直

し
を

行
う

。

調
査

の
フ

ィ
ー

ル
ド

と
し

て
い

る
試

験
林

に
つ

い
て

は
、

研
究

課
題

試
験

林
に

つ
い

て
は

、
研

究
課

題
の

変
更

や
完

了
に

際
し

、
継

続
し

試
験

林
に

つ
い

て
は

、
研

究
課

題
の

変
更

や
完

了
に

際
し

、
継

続
し

て
の

変
更

や
完

了
に

際
し

、
継

続
し

て
存

置
す

る
必

要
性

を
検

討
し

、
計

て
存

置
す

る
必

要
性

を
検

討
し

、
計

画
的

に
設

置
箇

所
の

見
直

し
を

行
存

置
す

る
必

要
性

を
検

討
し

、
計

画
的

に
設

置
箇

所
の

見
直

し
を

行
う

と
画

的
に

設
置

箇
所

の
見

直
し

を
行

う
。

う
と

と
も

に
、

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

の
整

備
を

図
る

。
と

も
に

、
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
の

整
備

を
図

る
。

森
林

保
険

業
務

を
円

滑
に

承
継

し
、

安
定

的
・

効
率

的
に

運
営

す
る

森
林

保
険

業
務

を
円

滑
に

承
継

し
、

安
定

的
・

効
率

的
に

運
営

す
る

た
た

め
の

組
織

と
し

て
「

森
林

保
険

セ
ン

タ
ー

」
を

設
置

す
る

。
め

の
組

織
と

し
て

「
森

林
保

険
セ

ン
タ

ー
」

を
設

置
す

る
。

森
林

農
地

整
備

セ
ン

タ
ー

の
現

場
組

織
に

つ
い

て
は

、
特

定
中

山
間

（
削

除
）

保
全

整
備

事
業

及
び

農
用

地
総

合
整

備
事

業
の

各
区

域
の

事
業

完
了

に
併

せ
て

、
縮

減
・

廃
止

す
る

。
ま

た
、

事
務

・
事

業
の

効
率

化
及

び
経

費
の

削
減

の
観

点
か

ら
、

森
林

農
地

整
備

セ
ン

タ
ー

本
部

及
び

関
東

整
備

局
に

つ
い

て
は

、
本

所
と

統
合

し
た

場
合

と
他

へ
移

転
し

た
場

合
と

を
比

較
検

討
し

、
移

転
・

共
有

化
を

早
期

に
実

施
す

る
。

さ
ら

に
、

水
源

林
整

備
事

務
所

に
つ

い
て

は
、

整
備

局
へ

の
統

合
・

水
源

林
整

備
事

務
所

に
つ

い
て

は
、

事
務

・
事

業
の

効
率

化
及

び
（

削
除

）
集

約
化

に
よ

る
縮

減
を

行
う

と
と

も
に

、
支

所
等

の
施

設
と

の
共

用
化

経
費

の
削

減
の

観
点

か
ら

、
整

備
局

へ
の

統
合

・
集

約
化

に
よ

る
縮

を
検

討
す

る
。

減
及

び
支

所
等

の
施

設
と

の
共

用
化

を
検

討
す

る
。

(
2
)

保
有

資
産

(
2
)

保
有

資
産

(
2
)

保
有

資
産

保
有

資
産

に
つ

い
て

は
、
「

独
立

行
政

法
人

の
事

務
・

事
業

の
見

直
保

有
資

産
に

つ
い

て
は

、
「

独
立

行
政

法
人

の
事

務
・

事
業

の
見

直
保

有
資

産
に

つ
い

て
は

、
「

独
立

行
政

法
人

の
事

務
・

事
業

の
見

直
し

し
の

基
本

方
針

」
（

平
成

２
２

年
１

２
月

７
日

閣
議

決
定

）
に

基
づ

き
、

し
の

基
本

方
針

」（
平

成
２

２
年

１
２

月
７

日
閣

議
決

定
）
に

基
づ

き
、

の
基

本
方

針
」
（

平
成

２
２

年
１

２
月

７
日

閣
議

決
定

）
に

基
づ

き
、

引
引

き
続

き
、

そ
の

保
有

の
必

要
性

に
つ

い
て

不
断

に
見

直
し

を
行

い
、

引
き

続
き

、
そ

の
保

有
の

必
要

性
に

つ
い

て
不

断
に

見
直

し
を

行
い

、
き

続
き

、
そ

の
保

有
の

必
要

性
に

つ
い

て
不

断
に

見
直

し
を

行
い

、
法

人
法

人
が

保
有

し
続

け
る

必
要

が
な

い
と

認
め

ら
れ

る
も

の
は

、
支

障
の

法
人

が
保

有
し

続
け

る
必

要
が

な
い

と
認

め
ら

れ
る

も
の

は
、

支
障

の
が

保
有

し
続

け
る

必
要

が
な

い
と

認
め

ら
れ

る
も

の
は

、
支

障
の

な
い

限
な

い
限

り
、

国
へ

の
返

納
等

を
行

う
。

そ
の

際
、

今
後

、
総

務
省

政
策

な
い

限
り

、
国

へ
の

返
納

等
を

行
う

。
り

、
国

へ
の

返
納

等
を

行
う

。
評

価
・

独
立

行
政

法
人

評
価

委
員

会
か

ら
独

立
行

政
法

人
の

業
務

実
績

に
関

す
る

評
価

の
結

果
等

の
意

見
等

と
し

て
各

府
省

独
立

行
政

法
人

評
価

委
員

会
に

通
知

さ
れ

る
事

項
を

参
考

に
す

る
。

連
光

寺
実

験
林

（
東

京
都

多
摩

市
）
、

島
津

実
験

林
（

京
都

市
伏

見
連

光
寺

実
験

林
（

東
京

都
多

摩
市

）
、

島
津

実
験

林
（

京
都

市
伏

見
島

津
実

験
林

（
京

都
市

伏
見

区
）

及
び

宇
治

見
実

験
林

（
京

都
市

伏
見

区
）

及
び

宇
治

見
実

験
林

（
京

都
市

伏
見

区
）

に
つ

い
て

は
、

当
該

実
区

）
及

び
宇

治
見

実
験

林
（

京
都

市
伏

見
区

）
に

つ
い

て
は

、
平

成
２

区
）

は
、

独
立

行
政

法
人

通
則

法
第

4
6
条

の
2
に

基
づ

き
、

国
庫

に
納

付
験

林
に

お
け

る
試

験
調

査
等

の
早

期
終

了
、

別
の

試
験

地
の

確
保

並
び

３
年

度
に

設
置

し
た

保
有

資
産

検
討

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

チ
ー

ム
に

お
い

す
る

。
連

光
寺

実
験

林
（

東
京

都
多

摩
市

）
に

つ
い

て
は

、
平

成
２

７
に

隣
接

所
有

者
と

の
調

整
等

、
所

要
の

措
置

を
講

じ
た

上
で

、
島

津
・

て
、

研
究

終
了

又
は

継
続

す
る

場
合

の
代

替
と

な
る

フ
ィ

ー
ル

ド
の

確
年

度
か

ら
保

有
資

産
検

討
委

員
会

を
立

ち
上

げ
、

作
成

し
た

不
要

財
産

調
宇

治
見

実
験

林
は

国
へ

の
返

納
措

置
又

は
売

却
を

行
い

、
連

光
寺

実
験

保
、

境
界

確
定

等
の

所
要

の
措

置
を

取
り

ま
と

め
る

と
と

も
に

、
不

要
査

票
を

も
と

に
、

引
き

続
き

、
研

究
終

了
又

は
継

続
す

る
場

合
の

代
替

と
林

は
国

へ
の

返
納

措
置

又
は

売
却

を
検

討
す

る
。

財
産

調
査

票
の

作
成

（
連

光
寺

実
験

林
）

を
進

め
る

。
な

る
フ

ィ
ー

ル
ド

の
確

保
、

境
界

確
定

等
の

所
要

の
措

置
を

取
り

ま
と

め
る

。

共
同

研
究

等
に

よ
る

連
携

・
協

力
を

進
め

、
研

究
施

設
・

設
備

の
効

共
同

研
究

等
に

よ
る

連
携

・
協

力
を

進
め

、
研

究
施

設
・

設
備

の
効

共
同

研
究

等
に

よ
る

連
携

・
協

力
を

進
め

、
研

究
施

設
・

設
備

の
効

率
率

的
な

活
用

を
図

る
。

率
的

な
活

用
を

図
る

。
的

な
活

用
を

図
る

。

施
設

及
び

設
備

、
機

械
の

保
守

管
理

に
つ

い
て

は
、

業
務

の
性

格
に

施
設

及
び

設
備

・
機

械
の

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

に
つ

い
て

は
、

ア
ウ

ト
ソ

施
設

及
び

設
備

・
機

械
の

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

に
つ

い
て

は
、

ア
ウ

ト
ソ

ー
応

じ
て

計
画

的
に

外
部

委
託

を
行

う
。

ー
シ

ン
グ

を
行

う
。

シ
ン

グ
を

行
う

。

奈
良

水
源

林
整

備
事

務
所

（
奈

良
市

）
に

つ
い

て
は

、
(
1
)
の

水
源

林
整

備
事

務
所

に
係

る
見

直
し

を
行

い
、

ま
た

、
建

物
の

老
朽

化
を

も
考

慮
し

つ
つ

国
へ

の
返

納
措

置
又

は
売

却
を

検
討

す
る

。
保

有
す

る
職

員
宿

舎
の

う
ち

、
成

宗
分

室
（

杉
並

区
）

及
び

職
員

共
同

住
宅

（
盛

岡
市

）
に

つ
い

て
は

、
国

へ
の

返
納

措
置

を
行

う
。

書
類

倉
庫

と
し

て
活

用
し

て
い

る
い

ず
み

倉
庫

（
福

島
市

）
に

つ
い

書
類

倉
庫

と
し

て
活

用
し

て
い

る
い

ず
み

倉
庫

（
福

島
市

）
に

つ
い

書
類

倉
庫

と
し

て
活

用
し

て
い

る
い

ず
み

倉
庫

（
福

島
市

）
に

つ
い

て
て

は
、

地
価

及
び

賃
貸

料
の

動
向

等
の

費
用

対
効

果
を

踏
ま

え
、

国
へ

て
は

、
地

価
及

び
賃

貸
料

の
動

向
等

の
費

用
対

効
果

を
踏

ま
え

、
引

き
は

、
除

染
の

実
施

状
況

等
を

踏
ま

え
、

引
き

続
き

国
へ

の
返

納
措

置
又

は
の

返
納

措
置

又
は

売
却

を
検

討
す

る
。

続
き

国
へ

の
返

納
措

置
又

は
売

却
を

検
討

す
る

。
売

却
を

検
討

す
る



-
1
3

-

(
3
)

職
員

の
資

質
向

上
(
3
)

職
員

の
資

質
向

上
(
3
)

職
員

の
資

質
向

上
研

究
職

員
に

つ
い

て
は

、
社

会
の

要
請

に
応

え
様

々
な

課
題

の
解

決
研

究
職

員
に

つ
い

て
は

、
各

種
研

修
へ

の
参

加
等

に
よ

っ
て

意
欲

・
研

究
職

員
に

つ
い

て
は

、
各

種
研

修
へ

の
参

加
等

に
よ

っ
て

意
欲

・
資

に
寄

与
し

て
い

く
と

い
う

観
点

か
ら

、
学

位
の

取
得

に
配

慮
し

な
が

ら
資

質
の

向
上

を
図

る
と

と
も

に
、

社
会

的
要

請
へ

の
柔

軟
な

対
応

能
力

質
の

向
上

を
図

る
と

と
も

に
、

社
会

的
要

請
へ

の
柔

軟
な

対
応

能
力

を
強

国
内

外
の

大
学

等
へ

の
留

学
及

び
研

究
交

流
、
各

種
研

修
へ

の
参

加
等

、
を

強
化

す
る

た
め

、
実

務
的

取
組

の
機

会
を

活
用

し
た

能
力

啓
発

を
促

化
す

る
た

め
、

実
務

的
取

組
の

機
会

を
活

用
し

た
能

力
啓

発
を

促
す

。
ま

意
欲

向
上

、
能

力
の

啓
発

及
び

資
質

の
向

上
を

図
る

。
す

。
ま

た
、

学
位

の
取

得
に

配
慮

し
つ

つ
、

国
内

外
の

大
学

・
研

究
機

た
、

学
位

の
取

得
に

配
慮

し
つ

つ
、

国
内

外
の

大
学

・
研

究
機

関
等

へ
の

関
等

へ
の

国
内

留
学

や
流

動
研

究
に

よ
る

研
究

交
流

を
促

し
、

研
究

成
国

内
留

学
や

流
動

研
究

に
よ

る
研

究
交

流
を

促
し

、
研

究
成

果
の

発
信

力
果

の
発

信
力

向
上

を
図

る
。

向
上

を
図

る
。

森
林

整
備

セ
ン

タ
ー

に
つ

い
て

は
、
「

人
材

育
成

の
基

本
的

考
え

方
」

（
平

成
2
7
年

1
月

策
定

）
に

基
づ

き
、

職
員

を
各

種
研

修
等

へ
参

加
さ

せ
る

こ
と

に
よ

っ
て

、
職

員
の

能
力

開
発

と
資

質
向

上
を

図
る

。

職
員

の
資

質
の

向
上

を
図

る
た

め
、

業
務

に
必

要
な

各
種

資
格

を
計

さ
ら

に
、

法
令

等
で

資
格

や
特

別
教

育
等

を
必

要
と

す
る

業
務

に
つ

さ
ら

に
、

法
令

等
で

資
格

や
特

別
教

育
等

を
必

要
と

す
る

業
務

に
つ

い
画

的
に

取
得

す
る

こ
と

に
努

め
る

と
と

も
に

、
高

度
な

専
門

知
識

が
必

い
て

は
、

業
務

に
応

じ
て

必
要

な
資

格
や

そ
の

た
め

の
研

修
等

特
別

教
て

は
、

業
務

に
応

じ
て

必
要

な
資

格
や

そ
の

た
め

の
研

修
等

特
別

教
育

の
要

と
さ

れ
る

業
務

に
つ

い
て

は
、

的
確

な
要

員
配

置
を

行
え

る
よ

う
、

育
の

情
報

を
周

知
す

る
な

ど
の

取
組

を
通

じ
、

必
要

な
資

格
取

得
等

に
情

報
を

周
知

す
る

な
ど

の
取

組
を

通
じ

、
必

要
な

資
格

取
得

等
に

努
め

る
。

各
種

研
修

に
職

員
を

参
加

さ
せ

る
こ

と
等

に
よ

り
、

職
員

の
資

質
の

向
努

め
る

。
上

を
図

る
。

職
員

の
法

令
遵

守
に

資
す

る
た

め
外

部
有

識
者

を
含

め
た

コ
ン

プ
ラ

加
え

て
、

職
員

の
法

令
遵

守
に

資
す

る
た

め
外

部
有

識
者

を
含

め
た

加
え

て
、

職
員

の
法

令
遵

守
に

資
す

る
た

め
外

部
有

識
者

を
含

め
た

コ
イ

ア
ン

ス
委

員
会

を
開

催
し

、
法

令
遵

守
等

を
推

進
す

る
。

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

委
員

会
を

開
催

す
る

ほ
か

、
役

職
員

へ
の

周
知

徹
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

委
員

会
を

開
催

す
る

ほ
か

、
研

修
等

を
通

じ
て

役
職

員
底

を
図

る
。

へ
の

周
知

徹
底

を
図

る
。

な
お

、
研

究
開

発
に

お
い

て
は

、
不

適
正

な
経

理
処

理
事

案
の

再
発

防
止

策
の

周
知

徹
底

を
図

る
と

と
も

に
、

法
令

遵
守

を
推

進
す

る
。

こ
の

ほ
か

、
男

女
共

同
参

画
の

推
進

お
よ

び
女

性
研

究
者

の
活

躍
促

こ
の

ほ
か

、
男

女
共

同
参

画
の

推
進

及
お

よ
び

女
性

研
究

者
の

活
躍

促
進

に
向

け
た

両
立

支
援

の
充

実
の

た
め

、
男

女
共

同
参

画
事

業
の

推
進

進
に

向
け

た
両

立
支

援
の

充
実

の
た

め
、

男
女

共
同

参
画

事
業

の
推

進
に

に
努

め
る

。
努

め
る

。

３
契

約
の

点
検

・
見

直
し

３
契

約
の

点
検

・
見

直
し

３
契

約
の

点
検

・
見

直
し

契
約

に
つ

い
て

は
、
「

独
立

行
政

法
人

の
契

約
状

況
の

点
検

・
見

直
し

他
の

独
立

行
政

法
人

の
事

例
等

も
参

考
に

、
随

意
契

約
の

見
直

し
を

他
の

独
立

行
政

法
人

の
事

例
等

も
参

考
に

、
随

意
契

約
の

見
直

し
を

更
に

つ
い

て
」
（

平
成

２
１

年
１

１
月

１
７

日
閣

議
決

定
）

に
基

づ
く

取
組

更
に

行
う

と
と

も
に

、
一

者
応

札
・

応
募

と
な

っ
て

い
る

入
札

に
つ

い
に

行
う

と
と

も
に

、
一

者
応

札
・

応
募

と
な

っ
て

い
る

入
札

に
つ

い
て

も
を

着
実

に
実

施
す

る
こ

と
に

よ
り

、
契

約
の

適
正

化
を

推
進

し
、

業
務

運
て

も
引

き
続

き
原

因
の

分
析

を
行

い
、

更
に

「
独

立
行

政
法

人
の

契
約

引
き

続
き

原
因

の
分

析
を

行
い

、
更

に
「

独
立

行
政

法
人

の
契

約
状

況
の

営
の

状
況

の
点

検
・

見
直

し
に

つ
い

て
」

に
お

け
る

改
善

状
況

の
フ

ォ
ロ

ー
点

検
・

見
直

し
に

つ
い

て
」

に
お

け
る

改
善

状
況

の
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

に
効

率
化

を
図

る
。

ア
ッ

プ
に

つ
い

て
」

(
平

成
２

４
年

９
月

７
日

総
務

省
行

政
管

理
局

長
つ

い
て

」
(
平

成
２

４
年

９
月

７
日

総
務

省
行

政
管

理
局

長
事

務
連

絡
）

こ
の

場
合

の
調

達
に

つ
い

て
は

、
他

の
独

立
行

政
法

人
の

事
例

等
を

も
事

務
連

絡
）

に
基

づ
く

取
組

を
着

実
に

実
施

す
る

こ
と

に
よ

り
、

当
所

に
基

づ
く

取
組

を
着

実
に

実
施

す
る

こ
と

に
よ

り
、

当
所

が
定

め
た

「
随

参
考

に
、

透
明

性
が

高
く

効
果

的
な

契
約

の
在

り
方

を
追

求
す

る
。

が
定

め
た

「
随

意
契

約
等

見
直

し
計

画
」
「

一
者

応
札

、
一

者
応

募
に

意
契

約
等

見
直

し
計

画
」
「

一
者

応
札

、
一

者
応

募
に

係
る

改
善

方
策

に
ま

た
、

密
接

な
関

係
に

あ
る

と
考

え
ら

れ
る

法
人

と
の

契
約

に
当

た
っ

係
る

改
善

方
策

に
つ

い
て

」
の

一
層

の
推

進
を

図
る

。
つ

い
て

」
の

一
層

の
推

進
を

図
る

。
て

は
、

一
層

の
透

明
性

の
確

保
を

追
求

し
、

幅
広

く
業

者
が

応
募

で
き

る
「

随
意

契
約

等
見

直
し

計
画

」
の

実
施

状
況

及
び

契
約

の
実

施
状

況
「

随
意

契
約

等
見

直
し

計
画

」
の

実
施

状
況

及
び

契
約

の
実

施
状

況
に

よ
う

仕
様

等
の

検
討

を
行

う
。

に
つ

い
て

引
き

続
き

公
表

す
る

と
と

も
に

、
「

独
立

行
政

法
人

が
行

う
つ

い
て

引
き

続
き

公
表

す
る

と
と

も
に

、
「

独
立

行
政

法
人

が
行

う
契

約
こ

の
ほ

か
、

外
部

有
識

者
を

含
め

た
契

約
監

視
委

員
会

及
び

入
札

監
視

契
約

に
係

る
情

報
の

公
表

に
つ

い
て

」
（

平
成

２
３

年
６

月
３

日
内

閣
に

係
る

情
報

の
公

表
に

つ
い

て
」
（

平
成

２
３

年
６

月
３

日
内

閣
官

房
行

委
員

会
並

び
に

監
事

及
び

会
計

監
査

人
に

よ
る

チ
ェ

ッ
ク

を
受

け
る

。
官

房
行

政
改

革
推

進
室

長
事

務
連

絡
）

に
基

づ
く

契
約

に
係

る
情

報
の

政
改

革
推

進
室

長
事

務
連

絡
）

に
基

づ
く

契
約

に
係

る
情

報
の

公
表

及
び

監
事

及
び

会
計

監
査

人
と

の
連

携
強

化
、

監
査

従
事

職
員

の
資

質
の

向
公

表
及

び
「

公
益

法
人

に
対

す
る

支
出

の
公

表
・

点
検

の
方

針
に

つ
い

「
公

益
法

人
に

対
す

る
支

出
の

公
表

・
点

検
の

方
針

に
つ

い
て

」
（

平
成

上
の

た
め

の
研

修
を

行
う

な
ど

、
内

部
監

査
体

制
を

整
備

し
、

そ
の

機
能

て
」
（

平
成

２
４

年
６

月
１

日
行

政
改

革
実

行
本

部
決

定
）

に
基

づ
く

２
４

年
６

月
１

日
行

政
改

革
実

行
本

部
決

定
）

に
基

づ
く

情
報

の
公

開
を

の
強

化
を

図
る

。
情

報
の

公
開

を
着

実
に

実
施

す
る

こ
と

に
よ

り
契

約
の

透
明

性
の

向
上

着
実

に
実

施
す

る
こ

と
に

よ
り

契
約

の
透

明
性

の
向

上
に

積
極

的
に

対
応

に
積

極
的

に
対

応
す

る
。

す
る

。
入

札
・

契
約

事
務

の
適

正
な

実
施

に
つ

い
て

、
外

部
有

識
者

を
含

め
入

札
・

契
約

事
務

の
適

正
な

実
施

に
つ

い
て

、
外

部
有

識
者

を
含

め
た

た
契

約
監

視
委

員
会

及
び

入
札

監
視

委
員

会
並

び
に

監
事

及
び

会
計

監
契

約
監

視
委

員
会

及
び

入
札

監
視

委
員

会
並

び
に

監
事

及
び

会
計

監
査

人
査

人
に

よ
る

チ
ェ

ッ
ク

を
受

け
る

。
に

よ
る

チ
ェ

ッ
ク

を
受

け
る

。
監

事
及

び
会

計
監

査
人

と
の

連
携

強
化

、
監

査
従

事
職

員
の

資
質

及
「

監
事

監
査

指
針

」
（

平
成

2
6
年

1
2
月

1
9
日

独
立

行
政

法
人

、
特

殊
法

び
能

力
の

向
上

の
た

め
の

研
修

を
行

う
な

ど
、

内
部

監
査

体
制

を
整

備
人

等
監

事
連

絡
会

作
成

）
を

踏
ま

え
た

監
査

体
制

の
下

で
、

監
事

及
び

会
し

、
そ

の
機

能
の

強
化

を
図

る
。

計
監

査
人

と
の

連
携

強
化

、
監

査
従

事
職

員
の

資
質

及
び

能
力

の
向

上
の

た
め

の
研

修
を

行
う

な
ど

、
内

部
監

査
体

制
を

整
備

し
、

そ
の

機
能

の
強

化
を

図
る

。

４
内

部
統

制
の

充
実

・
強

化
４

内
部

統
制

の
充

実
・

強
化

４
内

部
統

制
の

充
実

・
強

化

「
独

立
行

政
法

人
に

お
け

る
内

部
統

制
と

評
価

に
つ

い
て

」
（

平
成

２
リ

ス
ク

管
理

活
動

な
ど

の
取

組
に

お
い

て
、

Ｐ
Ｄ

Ｃ
Ａ

サ
イ

ク
ル

を
有

国
立

研
究

開
発

法
人

へ
の

移
行

に
伴

い
、

変
更

し
た

業
務

方
法

書
に

規
定

２
年

３
月

、
独

立
行

政
法

人
に

お
け

る
内

部
統

制
と

評
価

に
関

す
る

研
究

効
に

機
能

さ
せ

る
な

ど
、

全
所

的
な

内
部

統
制

の
充

実
・

強
化

を
図

る
。

す
る

内
部

統
制

に
係

る
事

項
に

関
し

整
備

し
た

関
係

規
程

等
を

踏
ま

え
、

業
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会
）

及
び

、
今

後
、

総
務

省
政

策
評

価
・

独
立

行
政

法
人

評
価

委
員

会
か

務
全

般
に

つ
い

て
、

Ｐ
Ｄ

Ｃ
Ａ

サ
イ

ク
ル

を
有

効
に

機
能

さ
せ

る
な

ど
、

研
ら

独
立

行
政

法
人

の
業

務
実

績
に

関
す

る
評

価
の

結
果

等
の

意
見

等
と

し
究

所
内

の
内

部
ガ

バ
ナ

ン
ス

の
充

実
・

強
化

を
図

る
。

て
各

府
省

独
立

行
政

法
人

評
価

委
員

会
に

通
知

さ
れ

る
事

項
を

参
考

に
、

内
部

統
制

の
更

な
る

充
実

・
強

化
を

図
る

。
リ

ス
ク

管
理

活
動

な
ど

の
取

組
に

お
い

て
、

Ｐ
Ｄ

Ｃ
Ａ

サ
イ

ク
ル

を
有

効
に

機
能

さ
せ

る
な

ど
、

全
所

的
な

内
部

統
制

の
充

実
・

強
化

を
図

る
。

５
効

率
的

・
効

果
的

な
評

価
の

実
施

及
び

活
用

５
効

率
的

・
効

果
的

な
評

価
の

実
施

及
び

活
用

５
効

率
的

・
効

果
的

な
評

価
の

実
施

及
び

活
用

研
究

所
が

行
う

業
務

の
質

の
向

上
と

業
務

運
営

の
重

点
化

・
効

率
化

及
外

部
専

門
家

・
有

識
者

に
よ

る
研

究
評

議
会

を
開

催
し

て
、

外
部

か
ら

外
部

専
門

家
・

有
識

者
に

よ
る

研
究

評
議

会
を

開
催

し
て

、
外

部
か

ら
の

び
透

明
性

の
確

保
を

図
る

観
点

か
ら

、
外

部
専

門
家

・
有

識
者

に
よ

る
研

の
意

見
を

聴
取

し
、

そ
れ

ら
を

研
究

所
の

運
営

に
適

切
に

反
映

さ
せ

る
。

意
見

を
聴

取
し

、
そ

れ
ら

を
研

究
所

の
運

営
に

適
切

に
反

映
さ

せ
る

。
究

評
議

会
を

開
催

し
て

評
価

、
助

言
を

受
け

る
な

ど
、

研
究

所
の

活
動

・
業

務
運

営
全

般
に

わ
た

っ
て

外
部

か
ら

の
意

見
を

適
切

な
方

法
で

聴
取

し
、

そ
れ

ら
を

研
究

所
の

運
営

に
適

切
に

反
映

さ
せ

る
。

研
究

開
発

業
務

に
関

す
る

課
題

ご
と

の
自

己
評

価
に

当
た

っ
て

は
、

外
研

究
開

発
業

務
に

関
す

る
課

題
ご

と
の

自
己

評
価

に
当

た
っ

て
は

、
外

研
究

開
発

業
務

に
関

す
る

課
題

ご
と

の
自

己
評

価
に

当
た

っ
て

は
、

外
部

部
専

門
家

を
含

む
公

正
な

評
価

を
行

う
。

部
専

門
家

を
含

む
公

正
な

評
価

を
行

う
。

専
門

家
を

含
む

公
正

な
評

価
を

行
う

。

研
究

職
員

の
意

欲
向

上
及

び
自

己
啓

発
を

目
的

と
し

て
、

研
究

職
員

の
研

究
職

員
の

意
欲

向
上

及
び

自
己

啓
発

を
目

的
と

し
て

、
研

究
職

員
の

研
究

職
員

の
意

欲
向

上
及

び
自

己
啓

発
を

目
的

と
し

て
、

研
究

職
員

の
業

業
績

評
価

を
多

面
的

な
方

向
か

ら
行

う
。

評
価

制
度

は
不

断
の

見
直

し
を

業
績

評
価

を
多

面
的

な
方

向
か

ら
行

う
と

と
も

に
、

評
価

結
果

を
資

源
の

績
評

価
を

多
面

的
な

方
向

か
ら

行
う

と
と

も
に

、
評

価
結

果
を

資
源

の
配

分
、

行
い

、
組

織
内

の
良

好
な

意
思

疎
通

を
図

る
と

と
も

に
、

評
価

結
果

を
資

配
分

、
処

遇
等

へ
適

切
に

反
映

さ
せ

る
。

処
遇

等
へ

適
切

に
反

映
さ

せ
る

。
源

の
配

分
、

処
遇

等
へ

適
切

に
反

映
さ

せ
る

。

一
般

職
員

等
に

つ
い

て
は

、
組

織
の

活
性

化
と

実
績

の
向

上
を

図
る

等
一

般
職

員
等

に
つ

い
て

は
、

組
織

の
活

性
化

と
実

績
の

向
上

を
図

る
等

一
般

職
員

等
に

つ
い

て
は

、
組

織
の

活
性

化
と

実
績

の
向

上
を

図
る

等
の

の
観

点
か

ら
、

国
が

実
施

す
る

評
価

制
度

に
準

じ
た

評
価

を
実

施
す

る
。

の
観

点
か

ら
、

国
が

実
施

す
る

評
価

制
度

に
準

じ
た

評
価

を
実

施
す

る
。

観
点

か
ら

、
国

が
実

施
す

る
評

価
制

度
に

準
じ

た
評

価
を

実
施

す
る

。

第
３

財
務

内
容

の
改

善
に

関
す

る
事

項
第

３
財

務
内

容
の

改
善

に
関

す
る

事
項

第
３

財
務

内
容

の
改

善
に

関
す

る
事

項

１
研

究
開

発
１

研
究

開
発

１
研

究
開

発

(
1
)

業
務

の
効

率
化

を
反

映
し

た
予

算
の

作
成

及
び

運
営

(
1
)

業
務

の
効

率
化

を
反

映
し

た
予

算
の

作
成

及
び

運
営

(
1
)

業
務

の
効

率
化

を
反

映
し

た
予

算
の

作
成

及
び

運
営

運
営

費
交

付
金

に
係

る
予

算
の

計
画

及
び

実
行

に
当

た
っ

て
は

、
業

中
期

計
画

に
基

づ
き

、
業

務
の

効
率

化
を

進
め

、
確

実
な

経
費

の
削

中
期

計
画

に
基

づ
き

、
業

務
の

効
率

化
を

進
め

、
確

実
な

経
費

の
削

減
務

の
効

率
化

に
よ

る
効

果
に

加
え

、
中

期
目

標
に

定
め

ら
れ

た
経

費
節

減
を

図
る

な
ど

、
適

切
な

運
営

に
努

め
る

。
を

図
る

な
ど

、
適

切
な

運
営

に
努

め
る

。
減

目
標

を
踏

ま
え

て
適

切
な

運
営

に
努

め
る

。

(
2
)

自
己

収
入

の
拡

大
に

向
け

た
取

組
(
2
)

自
己

収
入

の
拡

大
に

向
け

た
取

組
(
2
)

自
己

収
入

の
拡

大
に

向
け

た
取

組

研
究

活
動

の
活

性
化

及
び

研
究

成
果

の
質

の
向

上
を

図
る

た
め

、
積

研
究

活
動

の
活

性
化

及
び

研
究

成
果

の
質

の
向

上
を

図
る

た
め

、
積

研
究

活
動

の
活

性
化

及
び

研
究

成
果

の
質

の
向

上
を

図
る

た
め

、
積

極
極

的
に

競
争

的
資

金
、

委
託

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

等
の

獲
得

に
努

め
る

。
業

極
的

に
競

争
的

資
金

、
委

託
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
等

の
獲

得
に

努
め

る
。

業
的

に
競

争
的

資
金

、
委

託
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
等

の
獲

得
に

努
め

る
。

業
務

の
務

の
目

的
を

踏
ま

え
つ

つ
、

受
益

者
負

担
の

適
正

化
、

寄
附

金
等

に
よ

務
の

目
的

を
踏

ま
え

つ
つ

、
受

益
者

負
担

の
適

正
化

、
寄

附
金

等
に

よ
目

的
を

踏
ま

え
つ

つ
、

受
益

者
負

担
の

適
正

化
、

寄
附

金
等

に
よ

る
自

己
る

自
己

収
入

の
確

保
に

努
め

る
。

特
に

、
種

苗
の

配
布

に
つ

い
て

は
、

る
自

己
収

入
の

確
保

に
努

め
る

。
種

苗
の

配
布

に
つ

い
て

も
優

良
種

苗
収

入
の

確
保

に
努

め
る

。
種

苗
の

配
布

に
つ

い
て

も
優

良
種

苗
の

普
及

及
優

良
種

苗
の

普
及

及
び

都
道

府
県

の
ニ

ー
ズ

に
配

慮
し

つ
つ

、
配

布
価

の
普

及
及

び
都

道
府

県
の

ニ
ー

ズ
に

配
慮

し
つ

つ
、

自
己

収
入

の
確

保
び

都
道

府
県

の
ニ

ー
ズ

に
配

慮
し

つ
つ

、
自

己
収

入
の

確
保

に
努

め
る

。
格

を
引

き
上

げ
る

。
に

努
め

る
。

特
許

の
権

利
維

持
に

当
た

っ
て

は
、

権
利

を
保

有
す

る
目

的
を

明
確

特
許

の
権

利
維

持
に

当
た

っ
て

は
、

権
利

を
保

有
す

る
目

的
を

明
確

特
許

の
権

利
維

持
に

当
た

っ
て

は
、

権
利

を
保

有
す

る
目

的
を

明
確

に
に

し
た

上
で

、
当

該
目

的
を

踏
ま

え
つ

つ
、

保
有

コ
ス

ト
の

低
減

を
図

に
し

た
上

で
、

当
該

目
的

を
踏

ま
え

つ
つ

、
権

利
維

持
見

直
し

を
行

い
し

た
上

で
、

当
該

目
的

を
踏

ま
え

つ
つ

、
権

利
維

持
見

直
し

を
行

い
保

有
る

と
と

も
に

、
技

術
移

転
活

動
を

活
性

化
し

更
な

る
特

許
収

入
の

拡
大

保
有

コ
ス

ト
の

低
減

を
図

る
と

と
も

に
、

技
術

移
転

活
動

の
活

性
化

に
コ

ス
ト

の
低

減
を

図
る

と
と

も
に

、
技

術
移

転
活

動
の

活
性

化
に

努
め

る
。

を
図

る
。

努
め

る
。

２
森

林
保

険
業

務
２

森
林

保
険

業
務

(
1
)

積
立

金
の

規
模

の
妥

当
性

の
検

証
と

必
要

な
保

険
料

率
の

見
直

し
(
1
)

積
立

金
の

規
模

の
妥

当
性

の
検

証
と

必
要

な
保

険
料

率
の

見
直

し
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「
独

立
行

政
法

人
改

革
等

に
関

す
る

基
本

的
な

方
針

」
（

平
成

２
５

「
独

立
行

政
法

人
改

革
等

に
関

す
る

基
本

的
な

方
針

」
（

平
成

２
５

年
年

１
２

月
２

４
日

閣
議

決
定

）
も

踏
ま

え
、

リ
ス

ク
管

理
の

た
め

の
委

１
２

月
２

４
日

閣
議

決
定

）
も

踏
ま

え
、

リ
ス

ク
管

理
の

た
め

の
委

員
会

員
会

に
お

い
て

、
毎

年
度

、
積

立
金

の
規

模
の

妥
当

性
の

検
証

を
行

い
、

に
お

い
て

、
毎

年
度

、
積

立
金

の
規

模
の

妥
当

性
の

検
証

を
行

い
、

そ
の

そ
の

結
果

を
農

林
水

産
大

臣
に

報
告

す
る

と
と

も
に

、
必

要
に

応
じ

て
、

結
果

を
農

林
水

産
大

臣
に

報
告

す
る

と
と

も
に

、
必

要
に

応
じ

て
、

保
険

保
険

料
率

の
見

直
し

を
行

う
。

料
率

の
見

直
し

を
行

う
。

そ
の

際
、

①
我

が
国

に
お

い
て

は
、

台
風

や
豪

雪
等

の
自

然
災

害
の

そ
の

際
、

①
我

が
国

に
お

い
て

は
、

台
風

や
豪

雪
等

の
自

然
災

害
の

発
発

生
の

可
能

性
が

広
範

に
存

在
し

、
森

林
の

自
然

災
害

の
発

生
頻

度
が

生
の

可
能

性
が

広
範

に
存

在
し

、
森

林
の

自
然

災
害

の
発

生
頻

度
が

高
く

、
高

く
、

異
常

災
害

時
に

は
巨

額
の

損
害

が
発

生
す

る
お

そ
れ

が
あ

り
、

異
常

災
害

時
に

は
巨

額
の

損
害

が
発

生
す

る
お

そ
れ

が
あ

り
、

こ
う

し
た

こ
う

し
た

特
性

に
応

じ
た

保
険

料
率

の
設

定
及

び
積

立
金

の
確

保
が

必
特

性
に

応
じ

た
保

険
料

率
の

設
定

及
び

積
立

金
の

確
保

が
必

要
で

あ
る

こ
要

で
あ

る
こ

と
、

②
森

林
保

険
の

対
象

と
な

る
自

然
災

害
の

発
生

は
年

と
、

②
森

林
保

険
の

対
象

と
な

る
自

然
災

害
の

発
生

は
年

毎
の

バ
ラ

ツ
キ

毎
の

バ
ラ

ツ
キ

が
非

常
に

大
き

い
こ

と
か

ら
単

年
度

ベ
ー

ス
で

の
収

支
が

非
常

に
大

き
い

こ
と

か
ら

単
年

度
ベ

ー
ス

で
の

収
支

相
償

を
求

め
る

こ
相

償
を

求
め

る
こ

と
は

困
難

で
あ

り
長

期
で

の
収

支
相

償
が

前
提

で
あ

と
は

困
難

で
あ

り
長

期
で

の
収

支
相

償
が

前
提

で
あ

る
こ

と
、

③
森

林
保

る
こ

と
、

③
森

林
保

険
は

植
栽

か
ら

伐
採

ま
で

の
長

期
に

わ
た

る
林

業
険

は
植

栽
か

ら
伐

採
ま

で
の

長
期

に
わ

た
る

林
業

経
営

の
安

定
を

図
る

こ
経

営
の

安
定

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
お

り
、

長
期

的
か

つ
安

定
的

と
を

目
的

と
し

て
お

り
、

長
期

的
か

つ
安

定
的

に
運

営
す

る
こ

と
が

必
要

に
運

営
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
こ

と
、

④
積

立
金

の
規

模
は

保
険

契
で

あ
る

こ
と

、
④

積
立

金
の

規
模

は
保

険
契

約
者

の
負

担
の

観
点

か
ら

適
約

者
の

負
担

の
観

点
か

ら
適

切
な

も
の

と
す

る
必

要
が

あ
る

こ
と

を
踏

切
な

も
の

と
す

る
必

要
が

あ
る

こ
と

を
踏

ま
え

て
取

り
組

む
。

ま
え

て
取

り
組

む
。

(
2
)

保
険

料
収

入
の

増
加

に
向

け
た

取
組

(
2
)

保
険

料
収

入
の

増
加

に
向

け
た

取
組

森
林

保
険

業
務

の
安

定
的

な
運

営
に

資
す

る
た

め
、

保
険

料
収

入
の

森
林

保
険

業
務

の
安

定
的

な
運

営
に

資
す

る
た

め
、

保
険

料
収

入
の

増
増

加
に

向
け

て
、

森
林

所
有

者
に

対
す

る
働

き
か

け
や

林
業

関
係

団
体

加
に

向
け

て
、

森
林

所
有

者
に

対
す

る
働

き
か

け
や

林
業

関
係

団
体

を
通

を
通

じ
た

広
報

活
動

、
民

間
企

業
へ

の
働

き
か

け
等

に
よ

り
、

森
林

保
じ

た
広

報
活

動
、

民
間

企
業

へ
の

働
き

か
け

等
に

よ
り

、
森

林
保

険
の

加
険

の
加

入
促

進
等

に
取

り
組

む
。

入
促

進
等

に
取

り
組

む
。

３
水

源
林

造
成

事
業

等
２

水
源

林
造

成
事

業
等

３
水

源
林

造
成

事
業

等

(
1
)

長
期

借
入

金
等

の
着

実
な

償
還

(
1
)

長
期

借
入

金
等

の
着

実
な

償
還

(
1
)

長
期

借
入

金
等

の
着

実
な

償
還

コ
ス

ト
縮

減
、
資

金
の

有
効

活
用

等
適

切
な

業
務

運
営

を
行

い
つ

つ
、

コ
ス

ト
縮

減
、
資

金
の

有
効

活
用

等
適

切
な

業
務

運
営

を
行

い
つ

つ
、

コ
ス

ト
縮

減
、

資
金

の
有

効
活

用
等

適
切

な
業

務
運

営
を

行
い

つ
つ

、
長

期
借

入
金

等
を

確
実

に
償

還
す

る
。

長
期

借
入

金
等

を
確

実
に

償
還

す
る

。
長

期
借

入
金

等
を

確
実

に
償

還
す

る
。

な
お

、
木

材
価

格
等

に
関

す
る

統
計

資
料

等
を

参
考

に
、

分
収

造
林

な
お

、
木

材
価

格
等

に
関

す
る

統
計

資
料

等
を

参
考

に
、

分
収

造
林

な
お

、
木

材
価

格
等

に
関

す
る

統
計

資
料

等
を

参
考

に
、

分
収

造
林

契
契

約
に

基
づ

く
将

来
の

造
林

木
販

売
収

入
を

見
積

も
る

な
ど

、
長

期
借

契
約

に
基

づ
く

将
来

の
造

林
木

販
売

収
入

を
見

積
も

る
な

ど
、

長
期

借
約

に
基

づ
く

将
来

の
造

林
木

販
売

収
入

を
見

積
も

る
な

ど
、

長
期

借
入

金
入

金
等

に
係

る
事

業
の

収
支

バ
ラ

ン
ス

に
係

る
試

算
を

定
期

的
に

見
直

入
金

等
に

係
る

事
業

の
収

支
バ

ラ
ン

ス
に

係
る

試
算

を
見

直
す

。
等

に
係

る
事

業
の

収
支

バ
ラ

ン
ス

に
係

る
試

算
の

見
直

し
を

行
う

と
と

も
に

、
外

部
有

識
者

を
含

む
水

源
林

造
成

事
業

リ
ス

ク
管

理
委

員
会

を
開

催
す

。
し

、
検

討
を

行
う

。

(
2
)

業
務

の
効

率
化

を
反

映
し

た
予

算
の

作
成

及
び

運
営

(
2
)

業
務

の
効

率
化

を
反

映
し

た
予

算
の

作
成

及
び

運
営

(
2
)

業
務

の
効

率
化

を
反

映
し

た
予

算
の

作
成

及
び

運
営

効
率

化
目

標
を

踏
ま

え
た

、
中

期
計

画
の

予
算

を
作

成
し

、
当

該
予

中
期

計
画

に
基

づ
き

、
業

務
の

効
率

化
を

進
め

確
実

な
経

費
の

削
減

中
期

計
画

に
基

づ
き

、
業

務
の

効
率

化
を

進
め

確
実

な
経

費
の

削
減

を
算

に
よ

る
運

営
を

行
う

。
を

図
る

な
ど

、
適

切
な

運
営

を
行

う
。

図
る

な
ど

、
適

切
な

運
営

を
行

う
。

４
予

算
３

予
算

４
予

算

(
1
)

研
究

開
発

(
1
)

研
究

開
発

(
1
)

研
究

開
発

平
成

２
３

年
度

～
平

成
２

７
年

度
予

算
（

研
究

・
育

種
勘

定
）

(
単

位
：

百
万

円
)

（
研

究
・

育
種

勘
定

）
(
単

位
：

百
万

円
)

（
研

究
・

育
種

勘
定

）
(
単

位
：

百
万

円
)

区
分

金
額

区
分

金
額

区
分

金
額

収
入

収
入

収
入

運
営

費
交

付
金

４
８

，
８

７
５

運
営

費
交

付
金

９
，

５
３

５
運

営
費

交
付

金
９

，
３

５
１

施
設

整
備

費
補

助
金

２
，

７
６

１
施

設
整

備
費

補
助

金
８

１
施

設
整

備
費

補
助

金
１

９
７

受
託

収
入

７
，

５
３

５
受

託
収

入
８

４
６

受
託

収
入

８
９

８
諸

収
入

４
０

０
諸

収
入

８
２

諸
収

入
８

２
前

年
度

よ
り

繰
越

１
９

０
前

年
度

よ
り

繰
越

４
０

８
計

５
９

，
５

７
０

計
１

０
，

７
３

５
計

１
０

，
９

３
６

支
出

支
出

支
出

人
件

費
３

７
，

０
５

１
人

件
費

７
，

４
５

４
人

件
費

７
，

４
７

６
業

務
経

費
７

，
８

８
２

業
務

経
費

１
，

５
４

５
業

務
経

費
１

，
５

６
７

一
般

管
理

費
４

，
３

４
１

一
般

管
理

費
８

０
９

一
般

管
理

費
７

９
９

施
設

整
備

費
２

，
７

６
１

施
設

整
備

費
８

１
施

設
整

備
費

１
９

７
受

託
経

費
７

，
５

３
５

受
託

経
費

８
４

６
受

託
経

費
８

９
８
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計
５

９
，

５
７

０
計

１
０

，
７

３
５

計
１

０
，

９
３

６
（

注
）

百
万

円
未

満
を

四
捨

五
入

し
て

あ
る

の
で

、
合

計
と

は
端

数
に

お
い

（
注

）
百

万
円

未
満

を
四

捨
五

入
し

て
あ

る
の

で
、

合
計

と
は

端
数

に
お

い
（

注
）

百
万

円
未

満
を

四
捨

五
入

し
て

あ
る

の
で

、
合

計
と

は
端

数
に

お
い

て
て

合
致

し
な

い
も

の
が

あ
る

。
て

合
致

し
な

い
も

の
が

あ
る

。
合

致
し

な
い

も
の

が
あ

る
。

［
人

件
費

の
見

積
り

］
期

間
中

総
額

２
８

，
４

７
５

百
万

円
を

支
出

す
る

。
た

だ
し

、
上

記
の

額
は

、
総

人
件

費
改

革
の

削
減

対
象

か
ら

除
く

こ
と

と
す

る
任

期
付

研
究

者
等

に
係

る
人

件
費

を
除

い
た

額
で

あ
る

。
な

お
、

上
記

の
削

減
対

象
と

さ
れ

た
人

件
費

と
総

人
件

費
改

革
の

削
減

対
象

か
ら

除
く

こ
と

と
す

る
任

期
付

研
究

者
等

に
係

る
人

件
費

を
合

わ
せ

た
総

額
は

、
２

９
，

１
１

１
百

万
円

で
あ

る
。
（

競
争

的
資

金
、

受
託

研
究

資
金

又
は

共
同

研
究

の
た

め
の

民
間

か
ら

の
外

部
資

金
並

び
に

国
か

ら
の

委
託

費
、

補
助

金
の

獲
得

状
況

等
に

よ
り

増
減

が
あ

り
得

る
。
）

ま
た

、
上

記
の

額
は

、
役

員
報

酬
並

び
に

職
員

基
本

給
、
職

員
諸

手
当

、
超

過
勤

務
手

当
、

休
職

者
給

与
、

国
際

機
関

派
遣

職
員

給
与

及
び

再
雇

用
職

員
給

与
に

相
当

す
る

範
囲

の
費

用
で

あ
り

、
今

後
の

人
事

院
勧

告
を

踏
ま

え
た

給
与

改
定

分
は

含
ん

で
い

な
い

。

[
運

営
費

交
付

金
の

算
定

方
法

]
１

平
成

２
３

年
度

は
、

次
の

算
定

方
法

を
用

い
る

。
運

営
費

交
付

金
＝

（
前

事
業

年
度

一
般

管
理

費
×

α
＋

前
事

業
年

度
業

務
経

費
×

β
）

×
γ

＋
人

件
費

±
ε

－
自

己
収

入
α

：
効

率
化

係
数

(
0
.
9
7
)

β
：

効
率

化
係

数
(
0
.
9
9
)

γ
：

消
費

者
物

価
指

数
(
0
.
9
8
3
)

ε
：

毎
事

業
年

度
の

業
務

の
状

況
に

応
じ

て
増

減
す

る
経

費
人

件
費

＝
基

本
給

等
＋

非
常

勤
職

員
給

与
＋

退
職

手
当

＋
福

利
厚

生
費

基
本

給
等

＝
総

人
件

費
改

革
対

象
基

本
給

等
＋

総
人

件
費

改
革

対
象

外
基

本
給

等
総

人
件

費
改

革
対

象
基

本
給

等
＝

前
中

期
計

画
総

人
件

費
改

革
対

象
基

準
額

－
（

前
中

期
計

画
総

人
件

費
改

革
対

象
基

準
額

×
（

人
件

費
抑

制
係

数
－

給
与

改
定

率
）
）

総
人

件
費

改
革

対
象

外
基

本
給

等
＝

前
事

業
年

度
総

人
件

費
改

革
対

象
外

基
本

給
等

×
（

１
＋

給
与

改
定

率
）

福
利

厚
生

費
＝

共
済

組
合

負
担

金
、

児
童

手
当

拠
出

金
、

雇
用

保
険

料
、

労
災

保
険

料

[
注

記
]
前

提
条

件
１

総
人

件
費

改
革

対
象

基
本

給
等

の
人

件
費

抑
制

係
数

は
６

．
０

％
、

給
与

改
定

率
は

△
３

．
２

％
に

よ
り

算
定

。
２

総
人

件
費

改
革

対
象

外
基

本
給

等
の

給
与

改
定

率
は

△
１

．
５

％
に

よ
り

算
定

。
３

第
２

期
中

期
目

標
期

間
に

お
け

る
法

人
の

統
合

に
伴

う
減

額
分

は
、

前
事

業
年

度
一

般
管

理
費

に
含

む
。

４
勧

告
の

方
向

性
を

踏
ま

え
て

効
率

化
す

る
額

は
、

１
０

７
，

６
０

７
千

円
と

す
る

。

２
平

成
２

４
年

度
以

降
は

、
次

の
算

定
方

法
を

用
い

る
。

運
営

費
交

付
金

＝
(
前

事
業

年
度

一
般

管
理

費
×

α
＋

前
事

業
年

度
業

務
経

費
×

β
)
×

γ
＋

｛
人

件
費

（
非

常
勤

職
員

給
与

、
退

職
手

当
及

び
福

利
厚

生
費

を
除

く
。
）

×
δ

＋
非

常
勤

職
員

給
与

＋
退

職
手

当
＋

福
利

厚
生

費
｝

±
ε

－
自

己
収

入
α

：
効

率
化

係
数

(
0
.
9
7
)

β
：

効
率

化
係

数
(
0
.
9
9
)

γ
：

消
費

者
物

価
指

数
(
1
.
0
0
)

δ
：

人
件

費
抑

制
係

数
(
1
.
0
0
)

ε
：

毎
事

業
年

度
の

業
務

の
状

況
に

応
じ

て
増

減
す

る
経

費
人

件
費

＝
基

本
給

等
＋

休
職

者
・

派
遣

者
・

再
雇

用
職

員
給

与
基

本
給

等
＝

前
事

業
年

度
（

基
本

給
＋

諸
手

当
＋

超
過

勤
務

手
当

）
×

（
１

＋
給

与
改

定
率

）
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福
利

厚
生

費
＝

共
済

組
合

負
担

金
、

児
童

手
当

拠
出

金
、

雇
用

保
険

料
、

労
災

保
険

料

[
注

記
]
前

提
条

件
１

給
与

改
定

率
及

び
消

費
者

物
価

指
数

に
つ

い
て

の
伸

び
率

を
と

も
に

０
％

と
推

定
。

２
人

件
費

抑
制

係
数

に
つ

い
て

は
、

１
０

０
％

と
推

定
。

(
2
)

森
林

保
険

業
務

(
2
)

森
林

保
険

業
務

平
成

２
７

年
度

予
算

（
森

林
保

険
勘

定
）

（
単

位
：

百
万

円
）

（
森

林
保

険
勘

定
）

（
単

位
：

百
万

円
）

区
分

金
額

区
分

金
額

収
入

収
入

業
務

収
入

２
，

３
１

１
業

務
収

入
２

，
３

１
１

計
２

，
３

１
１

計
２

，
３

１
１

支
出

支
出

人
件

費
２

６
８

人
件

費
２

６
８

保
険

金
１

，
５

４
５

保
険

金
１

，
５

４
５

業
務

経
費

５
７

４
業

務
経

費
５

７
４

一
般

管
理

費
１

７
８

一
般

管
理

費
１

７
８

予
算

差
異

▲
２

５
４

予
算

差
異

▲
２

５
４

計
２

，
３

１
１

計
２

，
３

１
１

（
注

１
)

百
万

円
未

満
を

四
捨

五
入

し
て

あ
る

の
で

、
合

計
と

は
端

数
に

お
（

注
１

)
百

万
円

未
満

を
四

捨
五

入
し

て
あ

る
の

で
、

合
計

と
は

端
数

に
お

い
い

て
合

致
し

な
い

も
の

が
あ

る
。

て
合

致
し

な
い

も
の

が
あ

る
。

(
注

２
)

こ
の

ほ
か

、
国

か
ら

承
継

す
る

一
切

の
権

利
義

務
に

係
る

収
入

支
(
注

２
)

こ
の

ほ
か

、
国

か
ら

承
継

す
る

一
切

の
権

利
義

務
に

係
る

収
入

支
出

出
が

あ
る

。
が

あ
る

。
[
人

件
費

の
見

積
り

]
期

間
中

総
額

２
３

０
百

万
円

を
支

出
す

る
。

た
だ

し
、

上
記

の
額

は
、

役
員

報
酬

、
職

員
基

本
給

、
職

員
諸

手
当

及
び

超
過

勤
務

手
当

に
相

当
す

る
範

囲
の

費
用

で
あ

り
、

今
後

の
人

事
院

勧
告

を
踏

ま
え

た
給

与
改

定
分

は
含

ん
で

い
な

い
。

(
3
)

水
源

林
造

成
事

業
等

(
2
)

水
源

林
造

成
事

業
等

(
3
)

水
源

林
造

成
事

業
等

平
成

２
３

年
度

～
平

成
２

７
年

度
予

算
（

全
体

）
(
単

位
：

百
万

円
)

区
分

金
額

収
入

国
庫

補
助

金
等

１
２

２
，

７
６

３
長

期
借

入
金

３
８

，
８

０
０

業
務

収
入

７
８

，
８

０
８

業
務

外
収

入
１

，
１

０
２

計
２

４
１

，
４

７
２

支
出

業
務

経
費

４
５

，
０

５
０

造
林

事
業

関
係

経
費

３
５

，
９

０
８

特
定

地
域

等
整

備
事

業
関

係
経

費
８

，
０

４
０

林
道

事
業

関
係

経
費

１
，

１
０

２
借

入
金

等
償

還
１

４
５

，
３

５
０

支
払

利
息

２
７

，
７

５
７

一
般

管
理

費
２

，
８

１
９

人
件

費
１

９
，

２
９

８
業

務
外

支
出

３
，

７
３

５
計

２
４

４
，

０
０

９
（

注
）

百
万

円
未

満
を

四
捨

五
入

し
て

あ
る

の
で

、
合

計
と

は
端

数
に

お
い

て
合

致
し

な
い

も
の

が
あ

る
。

［
人

件
費

の
見

積
り

］
期

間
中

総
額

１
５

，
０

５
５

百
万

円
を

支
出

す
る

。
た

だ
し

、
上

記
の

額
は

、
役

員
報

酬
並

び
に

職
員

基
本

給
、
職

員
諸

手
当

、
超

過
勤

務
手

当
に

相
当

す
る

範
囲

の
費

用
で

あ
る

。
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（
水

源
林

勘
定

）
(
単

位
：

百
万

円
)

（
水

源
林

勘
定

）
(
単

位
：

百
万

円
)

（
水

源
林

勘
定

）
(
単

位
：

百
万

円
)

区
分

金
額

区
分

金
額

区
分

金
額

収
入

収
入

収
入

国
庫

補
助

金
等

１
１

２
，

７
８

７
国

庫
補

助
金

１
５

，
７

９
９

国
庫

補
助

金
１

４
，

５
３

１
政

府
補

給
金

２
政

府
出

資
金

１
０

，
７

７
７

政
府

出
資

金
１

０
，

７
７

６
長

期
借

入
金

３
２

，
８

０
０

長
期

借
入

金
６

，
４

０
０

長
期

借
入

金
６

，
３

０
０

業
務

収
入

７
４

７
業

務
収

入
５

０
０

業
務

収
入

４
９

８
業

務
外

収
入

８
７

５
業

務
外

収
入

１
０

９
業

務
外

収
入

１
１

６
計

１
４

７
，

２
１

０
計

３
３

，
５

８
６

計
３

２
，

２
２

１
支

出
支

出
支

出
業

務
経

費
３

６
，

０
８

０
業

務
経

費
１

１
，

７
１

３
業

務
経

費
１

１
，

１
７

１
造

林
事

業
関

係
経

費
３

５
，

９
０

８
造

林
事

業
関

係
経

費
１

１
，

２
５

６
造

林
事

業
関

係
経

費
１

０
，

７
３

４
特

定
地

域
等

整
備

事
業

関
係

経
費

１
７

２
東

日
本

大
震

災
復

旧
・

復
興

水
源

林
業

務
経

４
５

８
東

日
本

大
震

災
復

旧
・

復
興

水
源

林
業

務
経

４
３

７
費

費
借

入
金

等
償

還
７

４
，

１
４

０
借

入
金

等
償

還
１

５
，

３
４

８
借

入
金

等
償

還
１

５
，

０
６

８
支

払
利

息
１

７
，

８
０

５
支

払
利

息
３

，
０

４
１

支
払

利
息

２
，

５
８

９
一

般
管

理
費

１
，

９
４

４
一

般
管

理
費

３
５

１
一

般
管

理
費

３
５

８
人

件
費

１
７

，
０

０
９

人
件

費
３

，
２

３
２

人
件

費
３

，
２

８
３

業
務

外
支

出
１

０
０

業
務

外
支

出
２

０
業

務
外

支
出

４
０

計
１

４
７

，
０

７
８

計
３

３
，

７
０

５
計

３
２

，
５

０
８

［
注

記
］

(
注

1
)

百
万

円
未

満
を

四
捨

五
入

し
て

あ
る

の
で

、
合

計
と

は
端

数
に

お
い

(
注

1
)

百
万

円
未

満
を

四
捨

五
入

し
て

あ
る

の
で

、
合

計
と

は
端

数
に

お
い

１
長

期
借

入
金

は
、

国
庫

補
助

金
等

に
見

合
う

額
を

計
上

し
た

。
て

合
致

し
な

い
も

の
が

あ
る

。
て

合
致

し
な

い
も

の
が

あ
る

。
２

百
万

円
未

満
を

四
捨

五
入

し
て

あ
る

の
で

、
合

計
と

は
端

数
に

お
い

て
(
注

2
)

収
入

の
金

額
が

予
算

に
比

し
て

増
加

す
る

と
き

は
、

そ
の

増
加

す
る

(
注

2
)

収
入

の
金

額
が

予
算

に
比

し
て

増
加

す
る

と
き

は
、

そ
の

増
加

す
る

合
致

し
な

い
も

の
が

あ
る

。
金

額
を

限
度

と
し

て
当

該
収

入
に

対
応

す
る

業
務

に
直

接
必

要
な

経
費

金
額

を
限

度
と

し
て

当
該

収
入

に
対

応
す

る
業

務
に

直
接

必
要

な
経

費
の

支
出

に
充

て
る

こ
と

が
で

き
る

。
の

支
出

に
充

て
る

こ
と

が
で

き
る

。

（
特

定
地

域
整

備
等

勘
定

）
(
単

位
：

百
万

円
)

（
特

定
地

域
整

備
等

勘
定

）
(
単

位
：

百
万

円
)

（
特

定
地

域
整

備
等

勘
定

）
(
単

位
：

百
万

円
)

区
分

金
額

区
分

金
額

区
分

金
額

収
入

収
入

収
入

国
庫

補
助

金
等

９
，

９
７

６
国

庫
補

助
金

１
６

４
政

府
交

付
金

１
８

３
政

府
交

付
金

１
８

２
長

期
借

入
金

６
，

０
０

０
長

期
借

入
金

１
，

３
４

０
長

期
借

入
金

１
，

９
２

０
業

務
収

入
７

８
，

０
６

０
業

務
収

入
１

３
，

６
０

８
業

務
収

入
１

２
，

０
９

５
業

務
外

収
入

２
２

７
業

務
外

収
入

１
３

業
務

外
収

入
２

０
計

９
４

，
２

６
３

計
１

５
，

３
０

８
計

１
４

，
２

１
６

支
出

支
出

支
出

業
務

経
費

８
，

９
６

９
特

定
地

域
等

整
備

事
業

関
係

経
費

７
，

８
６

８
林

道
事

業
関

係
経

費
１

，
１

０
２

借
入

金
等

償
還

７
１

，
２

１
０

借
入

金
等

償
還

１
４

，
９

１
２

借
入

金
等

償
還

１
３

，
９

０
４

支
払

利
息

９
，

９
５

３
支

払
利

息
１

，
５

７
７

支
払

利
息

１
，

２
５

２
一

般
管

理
費

８
７

５
一

般
管

理
費

８
９

一
般

管
理

費
７

８
人

件
費

２
，

２
８

９
人

件
費

２
４

２
人

件
費

２
３

９
業

務
外

支
出

３
，

６
３

５
業

務
外

支
出

６
７

業
務

外
支

出
７

７
計

９
６

，
９

３
１

計
１

６
，

８
８

７
計

１
５

，
５

５
０

［
注

記
］

（
注

1
)

百
万

円
未

満
を

四
捨

五
入

し
て

あ
る

の
で

、
合

計
と

は
端

数
に

お
（

注
1
)

百
万

円
未

満
を

四
捨

五
入

し
て

あ
る

の
で

、
合

計
と

は
端

数
に

お
い

１
長

期
借

入
金

は
、

国
庫

補
助

金
等

に
見

合
う

額
を

計
上

し
た

。
い

て
合

致
し

な
い

も
の

が
あ

る
。

て
合

致
し

な
い

も
の

が
あ

る
。

２
百

万
円

未
満

を
四

捨
五

入
し

て
あ

る
の

で
、

合
計

と
は

端
数

に
お

い
て

（
注

2
)

収
入

の
金

額
が

予
算

に
比

し
て

増
加

す
る

と
き

は
、

そ
の

増
加

す
（

注
2
)

収
入

の
金

額
が

予
算

に
比

し
て

増
加

す
る

と
き

は
、

そ
の

増
加

す
る

合
致

し
な

い
も

の
が

あ
る

。
る

金
額

を
限

度
と

し
て

当
該

収
入

に
対

応
す

る
業

務
に

直
接

必
要

な
経

金
額

を
限

度
と

し
て

当
該

収
入

に
対

応
す

る
業

務
に

直
接

必
要

な
経

費
の

費
の

支
出

に
充

て
る

こ
と

が
で

き
る

。
支

出
に

充
て

る
こ

と
が

で
き

る
。

４
収

支
計

画
４

収
支

計
画

５
収

支
計

画

(
1
)

研
究

開
発

(
1
)

研
究

開
発

(
1
)

研
究

開
発

平
成

２
３

年
度

～
平

成
２

７
年

度
収

支
計

画



-
1
9

-

（
研

究
・

育
種

勘
定

）
(
単

位
：

百
万

円
)

（
研

究
・

育
種

勘
定

）
(
単

位
：

百
万

円
)

（
研

究
・

育
種

勘
定

）
(
単

位
：

百
万

円
)

区
分

金
額

区
分

金
額

区
分

金
額

費
用

の
部

５
６

，
９

１
７

費
用

の
部

１
０

，
７

４
４

費
用

の
部

１
０

，
８

０
２

経
常

費
用

５
６

，
９

１
７

経
常

費
用

１
０

，
７

３
２

経
常

費
用

１
０

，
７

８
４

人
件

費
３

７
，

０
５

１
人

件
費

７
，

４
５

４
人

件
費

７
，

４
７

６
業

務
経

費
７

，
０

６
０

業
務

経
費

１
，

２
９

５
業

務
経

費
１

，
３

５
９

一
般

管
理

費
４

，
０

５
２

一
般

管
理

費
８

２
４

一
般

管
理

費
７

７
４

受
託

経
費

７
，

５
３

５
受

託
経

費
７

５
６

受
託

経
費

８
３

４
減

価
償

却
費

１
，

２
１

９
減

価
償

却
費

４
０

３
減

価
償

却
費

３
４

１
財

務
費

用
０

財
務

費
用

０
財

務
費

用
０

雑
損

１
２

雑
損

１
８

臨
時

損
失

０
臨

時
損

失
０

臨
時

損
失

０
収

益
の

部
５

６
，

９
１

７
収

益
の

部
１

０
，

７
３

７
収

益
の

部
１

０
，

８
０

３

運
営

費
交

付
金

収
益

４
７

，
７

６
４

運
営

費
交

付
金

収
益

９
，

４
８

５
運

営
費

交
付

金
収

益
９

，
５

３
８

受
託

収
入

７
，

５
３

５
受

託
収

入
８

４
６

受
託

収
入

８
９

８
諸

収
入

４
０

０
諸

収
入

８
２

諸
収

入
８

２
資

産
見

返
運

営
費

交
付

金
戻

入
１

，
２

１
９

資
産

見
返

運
営

費
交

付
金

戻
入

３
２

３
資

産
見

返
運

営
費

交
付

金
戻

入
２

８
５

資
産

見
返

物
品

受
贈

額
戻

入
０

臨
時

利
益

０
臨

時
利

益
０

臨
時

利
益

０
純

利
益

０
純

利
益

▲
７

純
利

益
０

前
期

中
期

目
標

期
間

繰
越

積
立

金
取

崩
額

０
前

期
中

期
目

標
期

間
繰

越
積

立
金

取
崩

額
２

６
前

期
中

期
目

標
期

間
繰

越
積

立
金

取
崩

額
１

０
目

的
積

立
金

取
崩

額
０

総
利

益
０

総
利

益
２

０
総

利
益

１
０

[
注

記
］

（
注

）
百

万
円

未
満

を
四

捨
五

入
し

て
あ

る
の

で
、

合
計

と
は

端
数

に
お

い
（

注
）

百
万

円
未

満
を

四
捨

五
入

し
て

あ
る

の
で

、
合

計
と

は
端

数
に

お
い

１
当

勘
定

に
お

け
る

退
職

手
当

に
つ

い
て

は
、

そ
の

金
額

に
つ

い
て

、
運

て
合

致
し

な
い

も
の

が
あ

る
。

て
合

致
し

な
い

も
の

が
あ

る
。

営
費

交
付

金
を

財
源

と
す

る
も

の
と

想
定

し
て

い
る

。
２

前
期

中
期

目
標

期
間

繰
越

積
立

金
取

崩
額

は
、

前
期

ま
で

に
自

己
収

入
財

源
で

購
入

し
、

当
期

へ
繰

り
越

し
た

有
形

固
定

資
産

の
残

存
価

格
相

当
額

を
計

上
。

３
百

万
円

未
満

を
四

捨
五

入
し

て
あ

る
の

で
、

合
計

と
は

端
数

に
お

い
て

合
致

し
な

い
も

の
が

あ
る

。

(
2
)

森
林

保
険

業
務

(
2
)

森
林

保
険

業
務

平
成

２
７

年
度

収
支

計
画

（
森

林
保

険
勘

定
）

（
単

位
：

百
万

円
）

（
森

林
保

険
勘

定
）

（
単

位
：

百
万

円
）

区
分

金
額

区
分

金
額

費
用

の
部

２
，

５
６

５
費

用
の

部
２

，
５

６
５

経
常

費
用

２
，

５
６

５
経

常
費

用
２

，
５

６
５

人
件

費
２

６
８

人
件

費
２

６
８

保
険

金
１

，
５

４
５

保
険

金
１

，
５

４
５

業
務

経
費

５
７

４
業

務
経

費
５

７
４

一
般

管
理

費
１

７
８

一
般

管
理

費
１

７
８

そ
の

他
経

常
経

費
０

そ
の

他
経

常
経

費
０

財
務

費
用

０
財

務
費

用
０

臨
時

損
失

０
臨

時
損

失
０

収
益

の
部

２
，

３
１

１
収

益
の

部
２

，
３

１
１

保
険

料
収

入
２

，
１

９
３

保
険

料
収

入
２

，
１

９
３

そ
の

他
経

常
収

益
１

２
そ

の
他

経
常

収
益

１
２

財
務

収
益

１
０

６
財

務
収

益
１

０
６

臨
時

利
益

０
臨

時
利

益
０

純
利

益
▲

２
５

４
純

利
益

▲
２

５
４

（
注

１
)

百
万

円
未

満
を

四
捨

五
入

し
て

あ
る

の
で

、
合

計
と

は
端

数
に

お
（

注
１

)
百

万
円

未
満

を
四

捨
五

入
し

て
あ

る
の

で
、

合
計

と
は

端
数

に
お

い



-
2
0

-

い
て

合
致

し
な

い
も

の
が

あ
る

。
て

合
致

し
な

い
も

の
が

あ
る

。
（

注
２

)
こ

の
ほ

か
、

国
か

ら
承

継
す

る
一

切
の

権
利

義
務

に
係

る
収

入
支

（
注

２
)

こ
の

ほ
か

、
国

か
ら

承
継

す
る

一
切

の
権

利
義

務
に

係
る

収
入

支
出

出
が

あ
る

。
が

あ
る

。

(
2
)

水
源

林
造

成
事

業
等

(
2
)

水
源

林
造

成
事

業
等

(
3
)

水
源

林
造

成
事

業
等

平
成

２
３

年
度

～
平

成
２

７
年

度
収

支
計

画
（

水
源

林
勘

定
）

(
単

位
：

百
万

円
)

（
水

源
林

勘
定

）
(
単

位
：

百
万

円
)

（
水

源
林

勘
定

）
(
単

位
：

百
万

円
)

区
分

金
額

区
分

金
額

区
分

金
額

費
用

の
部

１
６

，
６

９
３

費
用

の
部

３
，

２
１

９
費

用
の

部
２

，
９

５
８

経
常

費
用

１
６

，
６

９
３

経
常

費
用

３
，

２
１

９
経

常
費

用
２

，
９

５
８

分
収

造
林

原
価

５
０

６
分

収
造

林
原

価
５

０
分

収
造

林
原

価
５

０
販

売
・

解
約

事
務

費
４

０
５

販
売

・
解

約
事

務
費

３
１

３
販

売
・

解
約

事
務

費
３

０
０

復
興

促
進

業
務

費
３

７
復

興
促

進
業

務
費

３
７

一
般

管
理

費
１

，
１

３
３

一
般

管
理

費
１

７
４

一
般

管
理

費
１

９
０

人
件

費
２

，
５

５
４

人
件

費
５

３
４

人
件

費
５

５
７

財
務

費
用

１
２

，
０

９
５

財
務

費
用

２
，

１
１

１
財

務
費

用
１

，
８

２
５

雑
損

０
雑

損
０

収
益

の
部

１
６

，
７

０
１

収
益

の
部

３
，

１
３

７
収

益
の

部
２

，
８

５
１

経
常

収
益

１
６

，
７

０
１

経
常

収
益

３
，

１
３

７
経

常
収

益
２

，
８

５
１

分
収

造
林

収
入

２
６

８
分

収
造

林
収

入
１

２
８

分
収

造
林

収
入

１
４

４
販

売
・

解
約

事
務

費
収

入
４

０
５

販
売

・
解

約
事

務
費

収
入

３
１

３
販

売
・

解
約

事
務

費
収

入
３

０
０

資
産

見
返

補
助

金
等

戻
入

１
３

資
産

見
返

補
助

金
等

戻
入

１
２

資
産

見
返

補
助

金
等

戻
入

１
７

国
庫

補
助

金
等

収
益

１
５

，
０

９
３

国
庫

補
助

金
等

収
益

２
，

５
９

２
国

庫
補

助
金

等
収

益
２

，
２

９
３

財
務

収
益

５
３

財
務

収
益

３
財

務
収

益
３

雑
益

８
７

０
雑

益
９

０
雑

益
９

４

純
利

益
８

純
利

益
▲

８
２

純
利

益
▲

１
０

７
前

期
中

期
目

標
期

間
繰

越
積

立
金

取
崩

額
６

２
９

前
期

中
期

目
標

期
間

繰
越

積
立

金
取

崩
額

２
５

０
前

期
中

期
目

標
期

間
繰

越
積

立
金

取
崩

額
２

９
８

目
的

積
立

金
取

崩
額

０
総

利
益

６
３

７
総

利
益

１
６

８
総

利
益

１
９

１
（

注
）

百
万

円
未

満
を

四
捨

五
入

し
て

あ
る

の
で

、
合

計
と

は
端

数
に

お
い

（
注

）
百

万
円

未
満

を
四

捨
五

入
し

て
あ

る
の

で
、

合
計

と
は

端
数

に
お

い
（

注
）

百
万

円
未

満
を

四
捨

五
入

し
て

あ
る

の
で

、
合

計
と

は
端

数
に

お
い

て
合

致
し

な
い

も
の

が
あ

る
。

て
合

致
し

な
い

も
の

が
あ

る
。

て
合

致
し

な
い

も
の

が
あ

る
。

（
特

定
地

域
整

備
等

勘
定

）
(
単

位
：

百
万

円
)

（
特

定
地

域
整

備
等

勘
定

）
(
単

位
：

百
万

円
)

（
特

定
地

域
整

備
等

勘
定

）
(
単

位
：

百
万

円
)

区
分

金
額

区
分

金
額

区
分

金
額

費
用

の
部

２
３

２
，

６
８

４
費

用
の

部
１

２
，

７
３

４
費

用
の

部
１

，
６

３
６

経
常

費
用

２
３

０
，

６
４

２
経

常
費

用
１

２
，

７
３

０
経

常
費

用
１

，
６

３
１

譲
渡

原
価

２
１

９
，

０
７

０
譲

渡
原

価
１

０
，

７
８

１
一

般
管

理
費

５
９

５
一

般
管

理
費

９
３

一
般

管
理

費
８

２
人

件
費

１
，

０
７

７
人

件
費

２
４

１
人

件
費

２
３

９
財

務
費

用
９

，
７

４
８

財
務

費
用

１
，

５
５

５
財

務
費

用
１

，
２

４
２

雑
損

１
５

２
雑

損
５

９
雑

損
６

８
臨

時
損

失
２

，
０

４
１

臨
時

損
失

５
臨

時
損

失
５

収
益

の
部

２
３

２
，

８
０

６
収

益
の

部
１

２
，

５
８

１
収

益
の

部
１

，
４

６
８

経
常

収
益

２
３

２
，

８
０

６
経

常
収

益
１

２
，

５
８

１
経

常
収

益
１

，
４

６
８

割
賦

譲
渡

収
入

５
６

，
８

４
８

割
賦

譲
渡

収
入

２
，

０
５

８
資

産
見

返
補

助
金

等
戻

入
１

６
２

，
２

２
２

資
産

見
返

補
助

金
等

戻
入

８
，

７
２

４
資

産
見

返
補

助
金

等
戻

入
１

国
庫

補
助

金
等

収
益

２
，

３
２

０
国

庫
補

助
金

等
収

益
２

１
６

国
庫

補
助

金
等

収
益

１
７

５
割

賦
利

息
収

入
１

０
，

２
０

３
割

賦
利

息
収

入
１

，
５

７
２

割
賦

利
息

収
入

１
，

２
７

５
財

務
収

益
１

８
財

務
収

益
６

財
務

収
益

６
雑

益
１

，
１

９
４

雑
益

６
雑

益
１

２
臨

時
利

益
０



-
2
1

-

純
利

益
１

２
２

純
利

益
▲

１
５

３
純

利
益

▲
１

６
７

前
期

中
期

目
標

期
間

繰
越

積
立

金
取

崩
額

８
３

５
前

期
中

期
目

標
期

間
繰

越
積

立
金

取
崩

額
２

８
１

前
期

中
期

目
標

期
間

繰
越

積
立

金
取

崩
額

２
８

６
目

的
積

立
金

取
崩

額
０

総
利

益
９

５
７

総
利

益
１

２
８

総
利

益
１

１
９

（
注

）
百

万
円

未
満

を
四

捨
五

入
し

て
あ

る
の

で
、

合
計

と
は

端
数

に
お

い
（

注
）

百
万

円
未

満
を

四
捨

五
入

し
て

あ
る

の
で

、
合

計
と

は
端

数
に

お
い

（
注

）
百

万
円

未
満

を
四

捨
五

入
し

て
あ

る
の

で
、

合
計

と
は

端
数

に
お

い
て

合
致

し
な

い
も

の
が

あ
る

。
て

合
致

し
な

い
も

の
が

あ
る

。
て

合
致

し
な

い
も

の
が

あ
る

。

６
資

金
計

画
５

資
金

計
画

６
資

金
計

画

(
1
)

研
究

開
発

(
1
)

研
究

開
発

(
1
)

研
究

開
発

平
成

２
３

年
度

～
平

成
２

７
年

度
資

金
計

画
（

研
究

・
育

種
勘

定
）

(
単

位
：

百
万

円
)

（
研

究
・

育
種

勘
定

）
(
単

位
：

百
万

円
)

（
研

究
・

育
種

勘
定

）
(
単

位
：

百
万

円
)

区
分

金
額

区
分

金
額

区
分

金
額

資
金

支
出

５
９

，
５

７
０

資
金

支
出

１
０

，
７

３
５

資
金

支
出

１
０

，
９

３
６

業
務

活
動

に
よ

る
支

出
５

４
，

１
１

７
業

務
活

動
に

よ
る

支
出

１
０

，
２

９
２

業
務

活
動

に
よ

る
支

出
１

０
，

４
４

３
投

資
活

動
に

よ
る

支
出

５
，

４
５

３
投

資
活

動
に

よ
る

支
出

４
３

６
投

資
活

動
に

よ
る

支
出

４
９

２
財

務
活

動
に

よ
る

支
出

０
財

務
活

動
に

よ
る

支
出

７
財

務
活

動
に

よ
る

支
出

１
次

期
中

期
目

標
期

間
へ

の
繰

越
金

０
次

年
度

へ
の

繰
越

０
次

年
度

へ
の

繰
越

０
資

金
収

入
５

９
，

５
７

０
資

金
収

入
１

０
，

７
３

５
資

金
収

入
１

０
，

９
３

６

業
務

活
動

に
よ

る
収

入
５

６
，

８
０

９
業

務
活

動
に

よ
る

収
入

１
０

，
４

６
４

業
務

活
動

に
よ

る
収

入
１

０
，

３
３

１
運

営
費

交
付

金
に

よ
る

収
入

４
８

，
８

７
５

運
営

費
交

付
金

に
よ

る
収

入
９

，
５

３
５

運
営

費
交

付
金

に
よ

る
収

入
９

，
３

５
１

受
託

収
入

７
，

５
３

５
受

託
収

入
８

４
６

受
託

収
入

８
９

８
そ

の
他

の
収

入
４

０
０

そ
の

他
の

収
入

８
２

そ
の

他
の

収
入

８
２

投
資

活
動

に
よ

る
収

入
２

，
７

６
１

投
資

活
動

に
よ

る
収

入
８

１
投

資
活

動
に

よ
る

収
入

１
９

７
施

設
整

備
費

補
助

金
に

よ
る

収
入

２
，

７
６

１
施

設
整

備
費

補
助

金
に

よ
る

収
入

８
１

施
設

整
備

費
補

助
金

に
よ

る
収

入
１

９
７

そ
の

他
の

収
入

０
そ

の
他

の
収

入
０

そ
の

他
の

収
入

０
財

務
活

動
に

よ
る

収
入

０
財

務
活

動
に

よ
る

収
入

０
財

務
活

動
に

よ
る

収
入

０
そ

の
他

の
収

入
０

前
年

度
か

ら
の

繰
越

１
９

０
前

年
度

か
ら

の
繰

越
４

０
８

（
注

）
百

万
円

未
満

を
四

捨
五

入
し

て
あ

る
の

で
、

合
計

と
は

端
数

に
お

い
（

注
）

百
万

円
未

満
を

四
捨

五
入

し
て

あ
る

の
で

、
合

計
と

は
端

数
に

お
い

て
合

致
し

な
い

も
の

が
あ

る
。

て
合

致
し

な
い

も
の

が
あ

る
。

(
2
)

森
林

保
険

業
務

(
2
)

森
林

保
険

業
務

平
成

２
７

年
度

資
金

計
画

（
森

林
保

険
勘

定
）

（
単

位
：

百
万

円
）

（
森

林
保

険
勘

定
）

（
単

位
：

百
万

円
）

区
分

金
額

区
分

金
額

資
金

支
出

８
，

３
３

２
資

金
支

出
８

，
３

３
２

業
務

活
動

に
よ

る
支

出
２

，
５

６
５

業
務

活
動

に
よ

る
支

出
２

，
５

６
５

投
資

活
動

に
よ

る
支

出
０

投
資

活
動

に
よ

る
支

出
０

財
務

活
動

に
よ

る
支

出
０

財
務

活
動

に
よ

る
支

出
０

次
期

中
期

目
標

期
間

へ
の

繰
越

金
５

，
７

６
７

次
期

中
期

目
標

期
間

へ
の

繰
越

金
５

，
７

６
７

資
金

収
入

８
，

３
３

２
資

金
収

入
８

，
３

３
２

業
務

活
動

に
よ

る
収

入
２

，
２

０
４

業
務

活
動

に
よ

る
収

入
２

，
２

０
４

投
資

活
動

に
よ

る
収

入
０

投
資

活
動

に
よ

る
収

入
０

財
務

活
動

に
よ

る
収

入
１

０
６

財
務

活
動

に
よ

る
収

入
１

０
６

前
年

度
繰

越
金

６
，

０
２

１
前

年
度

繰
越

金
６

，
０

２
１

(
注

１
)

百
万

円
未

満
を

四
捨

五
入

し
て

あ
る

の
で

、
合

計
と

は
端

数
に

お
(
注

１
)

百
万

円
未

満
を

四
捨

五
入

し
て

あ
る

の
で

、
合

計
と

は
端

数
に

お
い

て
合

致
し

な
い

も
の

が
あ

る
。

い
て

合
致

し
な

い
も

の
が

あ
る

。
（

注
２

)
前

年
度

繰
越

金
は

、
森

林
保

険
特

別
会

計
か

ら
承

継
す

る
も

の
を

（
注

２
)

前
年

度
繰

越
金

は
、

森
林

保
険

特
別

会
計

か
ら

の
も

の
を

示
す

。
示

す
。

（
注

３
)

こ
の

ほ
か

、
国

か
ら

承
継

す
る

一
切

の
権

利
義

務
に

係
る

収
入

支
（

注
３

)
こ

の
ほ

か
、

国
か

ら
承

継
す

る
一

切
の

権
利

義
務

に
係

る
収

入
支

出
が

あ
る

。
出

が
あ

る
。

(
3
)

水
源

林
造

成
事

業
等

(
2
)

水
源

林
造

成
事

業
等

(
3
)

水
源

林
造

成
事

業
等

平
成

２
３

年
度

～
平

成
２

７
年

度
資

金
計

画



-
2
2

-

（
水

源
林

勘
定

）
(
単

位
：

百
万

円
)

（
水

源
林

勘
定

）
(
単

位
：

百
万

円
)

（
水

源
林

勘
定

）
(
単

位
：

百
万

円
)

区
分

金
額

区
分

金
額

区
分

金
額

資
金

支
出

１
６

７
，

２
５

０
資

金
支

出
３

７
，

２
４

３
資

金
支

出
３

６
，

１
１

７

業
務

活
動

に
よ

る
支

出
７

２
，

７
７

５
業

務
活

動
に

よ
る

支
出

１
８

，
２

３
３

業
務

活
動

に
よ

る
支

出
１

７
，

３
７

６
投

資
活

動
に

よ
る

支
出

１
６

，
０

０
０

投
資

活
動

に
よ

る
支

出
２

，
５

２
０

投
資

活
動

に
よ

る
支

出
２

，
５

４
０

財
務

活
動

に
よ

る
支

出
７

４
，

１
４

０
財

務
活

動
に

よ
る

支
出

１
５

，
３

４
８

財
務

活
動

に
よ

る
支

出
１

５
，

０
６

８
次

期
中

期
目

標
期

間
へ

の
繰

越
金

４
，

３
３

５
次

年
度

へ
の

繰
越

１
，

１
４

３
次

年
度

へ
の

繰
越

１
，

１
３

４
資

金
収

入
１

６
７

，
２

５
０

資
金

収
入

３
７

，
２

４
３

資
金

収
入

３
６

，
１

１
７

業
務

活
動

に
よ

る
収

入
６

０
，

５
２

０
業

務
活

動
に

よ
る

収
入

１
６

，
３

８
９

業
務

活
動

に
よ

る
収

入
１

５
，

１
２

５
補

助
金

収
入

５
８

，
８

５
０

補
助

金
収

入
１

５
，

７
９

９
補

助
金

収
入

１
４

，
５

３
１

政
府

補
給

金
収

入
４

７
政

府
補

給
金

収
入

２
収

穫
等

収
入

６
７

２
収

穫
等

収
入

４
８

５
収

穫
等

収
入

４
８

３
そ

の
他

の
収

入
９

５
０

そ
の

他
の

収
入

１
０

４
そ

の
他

の
収

入
１

１
１

投
資

活
動

に
よ

る
収

入
１

６
，

０
０

０
投

資
活

動
に

よ
る

収
入

２
，

５
２

０
投

資
活

動
に

よ
る

収
入

２
，

５
２

０
財

務
活

動
に

よ
る

収
入

８
６

，
６

９
０

財
務

活
動

に
よ

る
収

入
１

７
，

１
７

７
財

務
活

動
に

よ
る

収
入

１
７

，
０

７
６

前
期

中
期

目
標

期
間

か
ら

の
繰

越
金

４
，

０
４

１
前

年
度

か
ら

の
繰

越
１

,
１

５
７

前
年

度
か

ら
の

繰
越

１
，

３
９

６
（

注
）

百
万

円
未

満
を

四
捨

五
入

し
て

あ
る

の
で

、
合

計
と

は
端

数
に

お
い

（
注

）
百

万
円

未
満

を
四

捨
五

入
し

て
あ

る
の

で
、

合
計

と
は

端
数

に
お

い
（

注
）

百
万

円
未

満
を

四
捨

五
入

し
て

あ
る

の
で

、
合

計
と

は
端

数
に

お
い

て
合

致
し

な
い

も
の

が
あ

る
。

て
合

致
し

な
い

も
の

が
あ

る
。

て
合

致
し

な
い

も
の

が
あ

る
。

（
特

定
地

域
整

備
等

勘
定

）
(
単

位
：

百
万

円
)

（
特

定
地

域
整

備
等

勘
定

）
(
単

位
：

百
万

円
)

（
特

定
地

域
整

備
等

勘
定

）
(
単

位
：

百
万

円
)

区
分

金
額

区
分

金
額

区
分

金
額

資
金

支
出

１
３

９
，

８
９

５
資

金
支

出
２

４
，

５
７

４
資

金
支

出
２

２
，

８
８

６

業
務

活
動

に
よ

る
支

出
２

６
，

８
１

６
業

務
活

動
に

よ
る

支
出

２
，

０
４

０
業

務
活

動
に

よ
る

支
出

１
，

７
５

５
投

資
活

動
に

よ
る

支
出

２
９

，
０

０
０

投
資

活
動

に
よ

る
支

出
２

，
３

０
１

投
資

活
動

に
よ

る
支

出
２

，
３

０
１

財
務

活
動

に
よ

る
支

出
７

８
，

７
１

０
財

務
活

動
に

よ
る

支
出

１
７

，
８

１
２

財
務

活
動

に
よ

る
支

出
１

６
，

３
３

４
次

期
中

期
目

標
期

間
へ

の
繰

越
金

５
，

３
６

９
次

年
度

へ
の

繰
越

２
，

４
２

１
次

年
度

へ
の

繰
越

２
，

４
９

５
資

金
収

入
１

３
９

，
８

９
５

資
金

収
入

２
４

，
５

７
４

資
金

収
入

２
２

，
８

８
６

業
務

活
動

に
よ

る
収

入
８

８
，

２
２

４
業

務
活

動
に

よ
る

収
入

１
３

，
９

６
４

業
務

活
動

に
よ

る
収

入
１

２
，

２
９

２
補

助
金

収
入

８
，

４
５

９
補

助
金

収
入

１
６

４
政

府
交

付
金

収
入

１
，

５
１

７
政

府
交

付
金

収
入

１
８

３
政

府
交

付
金

収
入

１
８

２
負

担
金

・
賦

課
金

収
入

６
７

，
９

６
６

負
担

金
・

賦
課

金
収

入
１

２
，

０
１

８
負

担
金

・
賦

課
金

収
入

１
０

，
８

０
４

そ
の

他
の

収
入

１
０

，
２

８
３

そ
の

他
の

収
入

１
，

６
０

０
そ

の
他

の
収

入
１

，
３

０
６

投
資

活
動

に
よ

る
収

入
３

１
，

６
３

８
投

資
活

動
に

よ
る

収
入

３
，

５
０

４
投

資
活

動
に

よ
る

収
入

３
，

５
０

４
財

務
活

動
に

よ
る

収
入

１
３

，
５

０
０

財
務

活
動

に
よ

る
収

入
４

，
２

４
０

財
務

活
動

に
よ

る
収

入
４

，
３

５
０

前
期

中
期

目
標

期
間

か
ら

の
繰

越
金

６
，

５
３

２
前

年
度

か
ら

の
繰

越
２

，
８

６
６

前
年

度
か

ら
の

繰
越

２
，

７
３

９
（

注
）

百
万

円
未

満
を

四
捨

五
入

し
て

あ
る

の
で

、
合

計
と

は
端

数
に

お
い

（
注

）
百

万
円

未
満

を
四

捨
五

入
し

て
あ

る
の

で
、

合
計

と
は

端
数

に
お

い
（

注
）

百
万

円
未

満
を

四
捨

五
入

し
て

あ
る

の
で

、
合

計
と

は
端

数
に

お
い

て
合

致
し

な
い

も
の

が
あ

る
。

て
合

致
し

な
い

も
の

が
あ

る
。

て
合

致
し

な
い

も
の

が
あ

る
。

第
４

短
期

借
入

金
の

限
度

額
第

４
短

期
借

入
金

の
限

度
額

第
４

短
期

借
入

金
の

限
度

額

(
1
)

研
究

開
発

(
1
)

研
究

開
発

(
1
)

研
究

開
発

１
３

億
円

１
３

億
円

１
３

億
円

（
想

定
さ

れ
る

理
由

）
（

想
定

さ
れ

る
理

由
）

（
想

定
さ

れ
る

理
由

）
運

営
費

交
付

金
の

受
入

の
遅

延
等

に
対

応
す

る
た

め
運

営
費

交
付

金
の

受
入

の
遅

延
等

に
対

応
す

る
た

め
運

営
費

交
付

金
の

受
入

の
遅

延
等

に
対

応
す

る
た

め

(
2
)

森
林

保
険

業
務

(
2
)

森
林

保
険

業
務

１
５

億
円

１
５

億
円

（
想

定
さ

れ
る

理
由

）
（

想
定

さ
れ

る
理

由
）

一
時

的
な

資
金

不
足

一
時

的
な

資
金

不
足



-
2
3

-

(
3
)

水
源

林
造

成
事

業
等

(
2
)

水
源

林
造

成
事

業
等

(
3
)

水
源

林
造

成
事

業
等

５
６

億
円

２
９

億
円

２
５

億
円

（
想

定
さ

れ
る

理
由

）
（

想
定

さ
れ

る
理

由
）

（
想

定
さ

れ
る

理
由

）
・

借
入

金
の

償
還

（
元

金
均

等
半

年
賦

）
と

そ
の

財
源

と
な

る
負

担
・

借
入

金
の

償
還

（
元

金
均

等
半

年
賦

）
と

そ
の

財
源

と
な

る
負

担
一

時
的

な
資

金
不

足
金

等
の

徴
収

（
元

利
均

等
年

賦
）

の
制

度
差

に
起

因
す

る
一

時
的

な
金

等
の

徴
収

（
元

利
均

等
年

賦
）

等
の

制
度

差
に

起
因

す
る

一
時

的
な

資
金

不
足

資
金

不
足

・
そ

の
他

一
時

的
な

資
金

不
足

・
そ

の
他

一
時

的
な

資
金

不
足

第
５

不
要

財
産

の
処

分
及

び
不

要
財

産
以

外
の

重
要

な
財

産
の

譲
渡

に
関

第
５

不
要

財
産

の
処

分
及

び
不

要
財

産
以

外
の

重
要

な
財

産
の

譲
渡

に
関

第
５

不
要

財
産

の
処

分
及

び
不

要
財

産
以

外
の

重
要

な
財

産
の

譲
渡

に
関

す
る

計
画

す
る

計
画

す
る

計
画

１
不

要
財

産
の

処
分

に
関

す
る

計
画

１
不

要
財

産
の

処
分

に
関

す
る

計
画

１
不

要
財

産
の

処
分

に
関

す
る

計
画

水
源

林
造

成
事

業
等

に
係

る
以

下
の

不
要

財
産

に
つ

い
て

は
、

当
該

施
水

源
林

造
成

事
業

等
に

係
る

保
有

資
産

に
つ

い
て

は
、

事
業

の
縮

小
に

水
源

林
造

成
事

業
等

に
係

る
保

有
資

産
に

つ
い

て
は

、
事

業
の

縮
小

に
伴

設
の

廃
止

後
速

や
か

に
、

現
物

納
付

に
よ

り
国

庫
納

付
を

行
う

。
ま

た
、

伴
う

処
分

や
借

り
上

げ
と

の
費

用
対

効
果

等
を

含
め

そ
の

必
要

性
に

つ
い

う
処

分
や

借
り

上
げ

と
の

費
用

対
効

果
等

を
含

め
そ

の
必

要
性

に
つ

い
て

検
そ

の
他

の
保

有
資

産
に

つ
い

て
も

、
事

業
の

縮
小

に
伴

う
処

分
や

借
り

上
て

検
討

す
る

。
討

す
る

。
げ

と
の

費
用

対
効

果
等

を
含

め
そ

の
必

要
性

に
つ

い
て

検
討

す
る

。
成

宗
分

室
（

杉
並

区
）

職
員

共
同

住
宅

（
盛

岡
市

）
青

山
分

室
（

盛
岡

市
）

書
類

倉
庫

（
盛

岡
市

）

２
不

要
財

産
以

外
の

重
要

な
財

産
の

譲
渡

に
関

す
る

計
画

２
不

要
財

産
以

外
の

重
要

な
財

産
の

譲
渡

に
関

す
る

計
画

２
不

要
財

産
以

外
の

重
要

な
財

産
の

譲
渡

に
関

す
る

計
画

水
源

林
造

成
事

業
等

に
お

け
る

分
収

造
林

契
約

等
に

基
づ

く
主

伐
及

び
水

源
林

造
成

事
業

等
に

お
け

る
分

収
造

林
契

約
等

に
基

づ
く

主
伐

及
び

水
源

林
造

成
事

業
等

に
お

け
る

分
収

造
林

契
約

等
に

基
づ

く
主

伐
及

び
間

間
伐

の
た

め
の

立
木

の
販

売
、

公
共

事
業

等
の

実
施

に
伴

い
支

障
と

な
る

間
伐

の
た

め
の

立
木

の
販

売
、

公
共

事
業

等
の

実
施

に
伴

い
支

障
と

な
る

伐
の

た
め

の
立

木
の

販
売

、
公

共
事

業
等

の
実

施
に

伴
い

支
障

と
な

る
立

木
立

木
の

販
売

を
計

画
す

る
。

立
木

の
販

売
を

計
画

す
る

。
の

販
売

を
計

画
す

る
。

（
計

画
対

象
面

積
の

上
限

）
９

０
，

０
０

０
ha

（
計

画
対

象
面

積
の

上
限

）
１

８
，

０
０

０
ha

（
計

画
対

象
面

積
の

上
限

）
１

８
，

０
０

０
ha

第
６

剰
余

金
の

使
途

第
６

剰
余

金
の

使
途

第
６

剰
余

金
の

使
途

１
研

究
・

育
種

勘
定

１
研

究
・

育
種

勘
定

１
研

究
・

育
種

勘
定

剰
余

金
は

、
研

究
等

機
材

及
び

施
設

の
充

実
を

図
る

た
め

の
経

費
に

充
剰

余
金

は
、

研
究

等
機

材
及

び
施

設
の

充
実

を
図

る
た

め
の

経
費

に
充

剰
余

金
は

、
研

究
等

機
材

及
び

施
設

の
充

実
を

図
る

た
め

の
経

費
に

充
て

て
る

。
て

る
。

る
。

２
森

林
保

険
勘

定
２

森
林

保
険

勘
定

剰
余

金
は

、
積

立
金

と
し

て
整

理
す

る
。

剰
余

金
は

、
積

立
金

と
し

て
整

理
す

る
。

３
水

源
林

勘
定

２
水

源
林

勘
定

３
水

源
林

勘
定

剰
余

金
は

、
借

入
金

利
息

及
び

債
券

利
息

に
充

て
る

。
剰

余
金

は
、

借
入

金
利

息
及

び
債

券
利

息
に

充
て

る
。

剰
余

金
は

、
借

入
金

利
息

及
び

債
券

利
息

に
充

て
る

。

４
特

定
地

域
整

備
等

勘
定

３
特

定
地

域
整

備
等

勘
定

４
特

定
地

域
整

備
等

勘
定

剰
余

金
は

、
経

費
節

減
・

負
担

軽
減

を
図

る
業

務
及

び
人

材
育

成
に

係
剰

余
金

は
、

経
費

節
減

・
負

担
軽

減
を

図
る

業
務

及
び

人
材

育
成

に
係

剰
余

金
は

、
経

費
節

減
・

負
担

軽
減

を
図

る
業

務
及

び
人

材
育

成
に

係
る

る
経

費
に

充
て

る
。

る
経

費
に

充
て

る
。

経
費

に
充

て
る

。

第
７

そ
の

他
農

林
水

産
省

令
で

定
め

る
業

務
運

営
に

関
す

る
事

項
第

７
そ

の
他

農
林

水
産

省
令

で
定

め
る

業
務

運
営

に
関

す
る

事
項

第
７

そ
の

他
農

林
水

産
省

令
で

定
め

る
業

務
運

営
に

関
す

る
事

項

１
施

設
及

び
設

備
に

関
す

る
計

画
１

施
設

及
び

設
備

に
関

す
る

計
画

１
施

設
及

び
設

備
に

関
す

る
計

画

業
務

の
適

切
及

び
効

率
的

な
実

施
を

確
保

す
る

た
め

、
以

下
の

と
お

り
、

(
単

位
：

百
万

円
)

(
単

位
：

百
万

円
)

重
点

的
な

研
究

開
発

の
推

進
、

省
エ

ネ
ル

ギ
ー

対
策

等
に

必
要

な
整

備
を

計
画

的
に

行
う

。
施

設
・

設
備

の
内

容
予

定
額

施
設

・
設

備
の

内
容

予
定

額
こ

の
ほ

か
に

、
研

究
開

発
業

務
に

必
要

不
可

欠
で

あ
る

根
幹

的
な

施
設

種
穂

増
殖

温
室

整
備

（
北

海
道

育
種

場
）

排
水

配
管

漏
洩

検
知

装
置

設
置

（
本

所
）

の
老

朽
化

に
伴

う
対

策
に

つ
い

て
、

積
極

的
な

整
備

・
改

修
に

努
め

る
。

種
穂

増
殖

温
室

整
備

（
関

西
育

種
場

）
８

１
排

水
配

管
漏

洩
検

知
装

置
設

置
（

関
西

支
所

）
１

９
７

床
面

改
修

（
関

西
育

種
場

）
研

究
本

館
空

調
設

備
改

修
（

本
所

）

(
単

位
：

百
万

円
)

施
設

・
設

備
の

内
容

予
定

額



-
2
4

-

研
究

開
発

用
施

設
の

整
備

・
改

修
等

１
，

１
６

１
±

ζ
特

別
高

圧
受

変
電

設
備

改
修

１
，

６
０

０
[
注

記
]
「

ζ
」

は
、

各
事

業
年

度
増

減
す

る
施

設
及

び
設

備
の

整
備

等
に

要
す

る
経

費
。

２
人

事
に

関
す

る
計

画
２

人
事

に
関

す
る

計
画

２
人

事
に

関
す

る
計

画

(
1
)

人
員

計
画

(
1
)

人
員

計
画

(
1
)

人
員

計
画

ア
研

究
開

発
ア

研
究

開
発

ア
研

究
開

発
研

究
開

発
業

務
の

効
率

的
か

つ
効

果
的

な
推

進
を

行
う

た
め

、
職

研
究

開
発

業
務

の
効

率
的

か
つ

効
果

的
な

推
進

を
行

う
た

め
、

職
研

究
開

発
業

務
の

効
率

的
か

つ
効

果
的

な
推

進
を

行
う

た
め

、
職

員
員

の
重

点
配

置
等

を
行

う
。

員
の

重
点

配
置

等
を

行
う

。
の

重
点

配
置

等
を

行
う

。
管

理
部

門
の

効
率

化
に

伴
う

適
切

な
要

員
配

置
に

努
め

る
。

管
理

部
門

の
効

率
化

に
伴

う
適

切
な

要
員

配
置

に
努

め
る

。
管

理
部

門
の

効
率

化
に

伴
う

適
切

な
要

員
配

置
に

努
め

る
。

（
参

考
１

）
期

首
の

常
勤

職
員

数
７

８
７

人

イ
森

林
保

険
業

務
イ

森
林

保
険

業
務

森
林

保
険

業
務

の
効

率
的

か
つ

効
果

的
な

推
進

を
行

う
た

め
、

職
員

森
林

保
険

業
務

の
効

率
的

か
つ

効
果

的
な

推
進

を
行

う
た

め
、

職
員

の
適

切
な

配
置

等
を

行
う

。
の

適
切

な
配

置
等

を
行

う
。

（
参

考
２

）
平

成
２

７
年

度
当

初
の

常
勤

職
員

数
３

６
人

ウ
水

源
林

造
成

事
業

等
イ

水
源

林
造

成
事

業
等

ウ
水

源
林

造
成

事
業

等
事

業
の

見
直

し
、

組
織

の
再

編
・

統
廃

合
、

雇
用

確
保

対
策

及
び

事
業

の
見

直
し

、
組

織
の

再
編

・
統

廃
合

及
び

業
務

運
営

の
簡

素
事

業
の

見
直

し
及

び
業

務
運

営
の

簡
素

化
・

効
率

化
に

よ
る

職
員

の
業

務
運

営
の

簡
素

化
・

効
率

化
に

よ
る

職
員

の
適

切
な

人
事

等
を

推
化

・
効

率
化

に
よ

る
職

員
の

適
切

な
人

事
等

を
推

進
す

る
。

適
切

な
人

事
等

を
推

進
す

る
。

進
す

る
。

（
参

考
３

）
期

首
の

常
勤

職
員

数
４

３
７

人

(
2
)

人
材

の
確

保
(
2
)

人
材

の
確

保
(
2
)

人
材

の
確

保

研
究

職
員

の
採

用
に

つ
い

て
は

任
期

付
採

用
制

度
の

活
用

並
び

に
若

研
究

職
員

の
採

用
に

つ
い

て
は

、
広

く
公

募
等

に
よ

り
研

究
開

発
の

研
究

職
員

の
採

用
に

つ
い

て
は

、
広

く
公

募
等

に
よ

り
研

究
開

発
の

推
手

研
究

者
及

び
女

性
研

究
者

の
積

極
的

な
採

用
に

留
意

し
つ

つ
、

広
く

推
進

に
必

要
な

優
れ

た
人

材
を

確
保

す
る

よ
う

努
め

る
。

進
に

必
要

な
優

れ
た

人
材

を
確

保
す

る
よ

う
努

め
る

。
公

募
等

に
よ

り
研

究
開

発
の

推
進

に
必

要
な

優
れ

た
人

材
を

確
保

す
る

。

森
林

保
険

業
務

の
確

実
な

実
施

、
専

門
性

の
向

上
等

の
た

め
、

林
野

森
林

保
険

業
務

の
確

実
な

実
施

、
専

門
性

の
向

上
等

の
た

め
、
林

野
庁

、
庁

、
損

害
保

険
会

社
及

び
森

林
組

合
系

統
か

ら
の

出
向

等
に

よ
り

必
要

損
害

保
険

会
社

及
び

森
林

組
合

系
統

か
ら

の
出

向
等

に
よ

り
必

要
な

人
材

な
人

材
を

確
保

す
る

。
を

確
保

す
る

。

３
環

境
対

策
・

安
全

管
理

の
推

進
３

環
境

対
策

・
安

全
管

理
の

推
進

３
環

境
対

策
・

安
全

管
理

の
推

進

事
故

及
び

災
害

を
未

然
に

防
止

す
る

た
め

、
研

究
所

に
設

置
し

て
い

る
「

放
射

線
障

害
予

防
規

程
」
、
「

森
林

総
合

研
究

所
環

境
配

慮
基

本
方

「
放

射
線

障
害

予
防

規
程

」
、
「

森
林

総
合

研
究

所
環

境
配

慮
基

本
方

針
」

関
係

委
員

会
に

よ
る

点
検

、
管

理
、
施

設
整

備
等

に
取

り
組

む
と

と
も

に
、

針
」

及
び

「
エ

ネ
ル

ギ
ー

の
使

用
の

合
理

化
に

関
す

る
法

律
」

等
に

基
づ

及
び

「
エ

ネ
ル

ギ
ー

の
使

用
の

合
理

化
に

関
す

る
法

律
」

等
に

基
づ

き
、

教
育

・
訓

練
を

実
施

す
る

。
き

、
環

境
対

策
、

省
エ

ネ
対

策
及

び
安

全
管

理
を

推
進

す
る

。
環

境
対

策
、

省
エ

ネ
対

策
及

び
安

全
管

理
を

推
進

す
る

。
環

境
負

荷
の

低
減

の
観

点
か

ら
、

施
設

の
整

備
及

び
維

持
管

理
に

取
り

省
エ

ネ
ル

ギ
ー

・
省

資
源

・
廃

棄
物

削
減

に
係

る
年

度
目

標
（

数
値

目
省

エ
ネ

ル
ギ

ー
・

省
資

源
・

廃
棄

物
削

減
に

係
る

年
度

目
標

（
数

値
目

組
む

と
と

も
に

、
資

源
・

エ
ネ

ル
ギ

ー
利

用
の

節
約

、
廃

棄
物

の
減

量
化

標
）

を
設

定
し

、
Ｐ

Ｄ
Ｃ

Ａ
サ

イ
ク

ル
を

活
か

し
た

、
評

価
、

改
善

策
の

標
）

を
設

定
し

、
Ｐ

Ｄ
Ｃ

Ａ
サ

イ
ク

ル
を

活
か

し
た

、
評

価
、

改
善

策
の

循
環

資
源

の
リ

ユ
ー

ス
及

び
リ

サ
イ

ク
ル

の
徹

底
、

化
学

物
質

の
管

理
強

検
討

等
を

行
う

こ
と

に
よ

り
、

更
な

る
環

境
負

荷
の

低
減

に
努

め
る

。
検

討
等

を
行

う
こ

と
に

よ
り

、
更

な
る

環
境

負
荷

の
低

減
に

努
め

る
。

化
等

を
推

進
し

、
こ

れ
ら

の
実

施
状

況
に

つ
い

て
環

境
報

告
書

と
し

て
公

環
境

配
慮

等
に

関
す

る
国

民
の

理
解

を
深

め
る

た
め

に
、

研
究

及
び

事
環

境
配

慮
等

に
関

す
る

国
民

の
理

解
を

深
め

る
た

め
に

、
研

究
及

び
事

表
す

る
。

業
活

動
に

係
る

環
境

報
告

書
を

作
成

・
公

表
す

る
。

業
活

動
に

係
る

環
境

報
告

書
を

作
成

・
公

表
す

る
。

老
朽

設
備

を
省

エ
ネ

型
の

機
器

に
改

修
し

、
効

果
的

な
運

転
を

行
う

と
老

朽
設

備
を

省
エ

ネ
型

の
機

器
に

改
修

し
、

効
果

的
な

運
転

を
行

う
と

と
も

に
省

エ
ネ

を
図

る
。

と
も

に
省

エ
ネ

を
図

る
。

薬
品

等
の

適
正

使
用

・
適

正
管

理
を

推
進

す
る

た
め

、
薬

品
等

の
化

学
薬

品
等

の
適

正
使

用
・

適
正

管
理

を
推

進
す

る
た

め
、

薬
品

等
の

化
学

物
質

の
取

り
扱

い
に

つ
い

て
、

職
場

点
検

や
所

内
掲

示
版

等
の

注
意

喚
起

物
質

の
取

り
扱

い
に

つ
い

て
、

職
場

点
検

や
所

内
掲

示
版

等
の

注
意

喚
起

を
通

じ
て

、
事

故
・

災
害

・
環

境
汚

染
の

未
然

防
止

に
努

め
る

。
ま

た
、

を
通

じ
て

、
事

故
・

災
害

・
環

境
汚

染
の

未
然

防
止

に
努

め
る

。
ま

た
、

不
用

薬
品

、
不

用
物

品
等

を
計

画
的

に
適

正
処

分
す

る
。

不
用

薬
品

、
不

用
物

品
等

を
計

画
的

に
適

正
処

分
す

る
。



-
2
5

-

森
林

農
地

整
備

セ
ン

タ
ー

に
お

け
る

安
全

衛
生

に
係

る
取

組
を

実
施

す
森

林
整

備
セ

ン
タ

ー
に

お
け

る
職

員
等

の
安

全
衛

生
に

係
る

取
組

を
実

施
る

。
す

る
と

と
も

に
、

造
林

者
等

に
対

し
て

安
全

管
理

に
関

す
る

指
導

等
を

実
施

す
る

。

４
情

報
の

公
開

と
保

護
４

情
報

の
公

開
と

保
護

４
情

報
の

公
開

と
保

護

研
究

所
の

諸
活

動
の

社
会

へ
の

説
明

責
任

を
的

確
に

果
た

す
た

め
、

情
研

究
所

の
諸

活
動

の
社

会
へ

の
説

明
責

任
を

的
確

に
果

た
す

た
め

、
文

研
究

所
の

諸
活

動
の

社
会

へ
の

説
明

責
任

を
的

確
に

果
た

す
た

め
、

文
書

報
公

開
業

務
の

充
実

を
図

り
、

適
正

か
つ

迅
速

な
対

応
に

努
め

る
。

書
資

料
の

電
子

管
理

の
充

実
を

図
り

、
情

報
公

開
業

務
の

適
正

か
つ

迅
速

資
料

の
電

子
管

理
の

充
実

を
図

り
、

情
報

公
開

業
務

の
適

正
か

つ
迅

速
な

対
な

対
応

に
努

め
る

。
応

に
努

め
る

。
な

お
、

研
究

開
発

に
お

い
て

は
、

文
書

決
裁

の
電

子
化

を
進

め
る

。

個
人

の
権

利
及

び
利

益
を

保
護

す
る

た
め

、
研

究
所

に
お

け
る

個
人

情
個

人
情

報
の

保
護

に
関

し
て

、
職

員
へ

更
な

る
周

知
・

啓
発

を
図

り
、

個
人

情
報

の
保

護
に

関
し

て
、

職
員

へ
更

な
る

周
知

・
啓

発
を

図
り

、
情

報
の

適
正

な
取

扱
い

を
よ

り
一

層
推

進
す

る
。

情
報

管
理

を
行

い
、

情
報

の
公

表
と

保
護

に
つ

い
て

、
適

切
な

処
理

に
努

報
管

理
を

行
い

、
情

報
の

公
表

と
保

護
に

つ
い

て
、
適

切
な

処
理

に
努

め
る

。
め

る
。

ま
た

、
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
ポ

リ
シ

ー
に

沿
っ

た
対

策
を

推
進

す
る

た
ま

た
、
「

政
府

機
関

の
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
対

策
の

た
め

の
統

一
基

準
ま

た
、「

政
府

機
関

の
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
対

策
の

た
め

の
統

一
基

準
（

平
め

、
実

施
基

準
、

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

等
を

整
備

す
る

と
と

も
に

、
役

職
員

へ
群

」
（

平
成

２
４

年
４

月
１

８
日

及
び

２
６

日
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
対

策
成

2
6
年

度
版

）
」
に

基
づ

き
、
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
ポ

リ
シ

ー
を

改
正

す
る

。
の

教
育

、
研

修
を

実
施

す
る

。
推

進
会

議
等

決
定

）
に

沿
っ

た
対

策
を

推
進

す
る

た
め

、
作

成
し

た
役

職
併

せ
て

、
役

職
員

向
け

の
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
ハ

ン
ド

ブ
ッ

ク
（

解
説

資
料

）
員

向
け

の
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
ハ

ン
ド

ブ
ッ

ク
（

解
説

資
料

）
を

適
宜

改
を

改
訂

す
る

と
と

も
に

、
全

役
職

員
を

対
象

と
し

た
自

己
点

検
の

実
施

、
e

訂
す

る
と

と
も

に
、

昨
年

８
月

に
発

生
し

た
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
に

係
る

ラ
ー

ニ
ン

グ
シ

ス
テ

ム
を

用
い

た
定

期
的

な
教

育
及

び
研

修
の

実
施

、
「

標
事

案
の

発
生

を
踏

ま
え

て
、
全

役
職

員
を

対
象

と
し

た
自

己
点

検
の

実
施

、
的

型
メ

ー
ル

攻
撃

」
に

対
す

る
教

育
訓

練
の

実
施

、
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
対

e
ラ

ー
ニ

ン
グ

シ
ス

テ
ム

を
用

い
た

定
期

的
な

教
育

及
び

研
修

の
実

施
、

策
に

係
る

監
査

の
充

実
や

内
部

統
制

の
充

実
・

強
化

を
図

る
。

「
標

的
型

メ
ー

ル
攻

撃
」

に
対

す
る

教
育

訓
練

の
実

施
、

情
報

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

対
策

に
係

る
監

査
の

充
実

や
内

部
統

制
の

充
実

・
強

化
を

図
る

。

５
積

立
金

の
処

分
５

積
立

金
の

処
分

５
積

立
金

の
処

分

(
1
)

研
究

・
育

種
勘

定
(
1
)

研
究

・
育

種
勘

定
(
1
)

研
究

・
育

種
勘

定
前

期
中

期
目

標
期

間
繰

越
積

立
金

は
、

前
期

中
期

目
標

期
間

中
に

自
前

期
中

期
目

標
期

間
繰

越
積

立
金

は
、

前
期

中
期

目
標

期
間

中
に

自
前

期
中

期
目

標
期

間
繰

越
積

立
金

は
、

前
期

中
期

目
標

期
間

中
に

自
己

己
収

入
財

源
で

取
得

し
、

当
期

中
期

目
標

期
間

へ
繰

り
越

し
た

有
形

固
己

収
入

財
源

で
取

得
し

、
当

期
中

期
目

標
期

間
へ

繰
り

越
し

た
有

形
固

収
入

財
源

で
取

得
し

、
当

期
中

期
目

標
期

間
へ

繰
り

越
し

た
有

形
固

定
資

定
資

産
の

減
価

償
却

に
要

す
る

費
用

等
及

び
東

日
本

大
震

災
の

影
響

に
定

資
産

の
減

価
償

却
に

要
す

る
費

用
等

に
充

当
す

る
。

産
の

減
価

償
却

に
要

す
る

費
用

等
に

充
当

す
る

。
よ

り
前

期
中

期
目

標
期

間
に

お
い

て
費

用
化

で
き

ず
当

期
中

期
目

標
期

間
に

繰
り

越
さ

ざ
る

を
得

な
い

契
約

費
用

に
充

当
す

る
。

(
2
)

水
源

林
勘

定
(
2
)

水
源

林
勘

定
(
2
)

水
源

林
勘

定
前

期
中

期
目

標
期

間
繰

越
積

立
金

は
、

借
入

金
利

息
及

び
債

券
利

息
前

期
中

期
目
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企画部の再編強化

１．研究協力科の業務を研究企画科とい研究管理科に移すことにより、国内外の

研究支援業務の一体的・効率的な実施、研究成果の知財としての一層の適正な

管理に資する。

２．情報セキュリティの強化のため、研究情報科を研究情報科と広報普及科に分

け、それぞれに責任者を置き体制の強化を図る。
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平成２７年４月１日における組織改正案 270325 現在

改 正 案 現 行

森林総合研究所 森林総合研究所

（役員） （役員）

（職員） （職員）

総括審議役 総括審議役

審議役 審議役

監査室 監査室

監査第１係（監査係長から振替） 監査係（監査第１係長へ振替）

監査第２係（専門職から振替増）

コンプライアンス推進室（新設、総括審議役が兼務）

コンプライアンス専門職（専門職から振替増）

検収専門職（専門職から振替増）

検収係（用度課から振替）

総合調整室 総合調整室

企画部 企画部

庶務係 庶務係

研究企画科 研究企画科

企画室 企画室

海外研修専門職（研究協力科から振替）

渉外連絡専門職（研究協力科から振替）

調整係 調整係

研修係 研修係

調査係 調査係

海外調整係（研究協力科から振替）

研究企画官 研究企画官

研究調査官 研究調査官

専門職 専門職

研究管理科 研究管理科

研究安全管理室（研究管理室長から振替） 研究管理室（研究安全管理室へ振替）

地域林業室 地域林業室

（別添）
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実験林室 実験林室

連絡調整役 連絡調整役

知財管理専門職（研究協力科から振替）

業務係 業務係

連絡係 連絡係

専門職 専門職

研究評価科 研究評価科

研究評価室 研究評価室

評価情報係 評価情報係

研究情報科 研究情報科

研究情報室 研究情報室

情報セキュリティ管理室 情報管理室（情報セキュリティ管理室へ）

（情報管理室長から振替） 広報専門職（新設の広報普及科へ）

情報係 情報係

広報係（新設の広報普及科へ）

編集刊行係（新設の広報普及科へ）

専門職（新設の広報普及科へ）

広報普及科（新設 研究協力科長から振替）

広報専門職（研究情報科から振替）

広報係（研究情報科から振替）

編集刊行係（研究情報科から振替）

専門職（研究情報科から振替）

研究協力科

海外研修専門職（研究企画科へ）

渉外連絡専門職（研究企画科へ）

知財管理専門職（研究管理科へ）

海外調整係（研究企画科へ）

資料課 資料課

育種企画課 育種企画課

男女共同参画室 男女共同参画室

産学官連携推進調整監 産学官連携推進調整監

産学官連携推進室 産学官連携推進室

放射性物質影響評価監 放射性物質影響評価監

チーム長 チーム長

上席研究員（５） 上席研究員（５）

小笠原試験地 小笠原試験地

（別添）
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（別添）

総務部 総務部

労務調整室 労務調整室

契約適正化推進室（用度課長から振替）

契約適正係（用度課から振替）

総務課 総務課

職員課 職員課

経理課 経理課

（用度課廃止） 用度課（契約適正化推進室長へ振替）

課長補佐（管財課へ振替）

契約専門職（管財課へ振替）

調達積算専門職（管財課へ振替）

用度係（契約適正化推進室へ振替）

物品管理係（管財課へ振替）

契約係（管財課へ振替）

検収係（コンプライアンス推進室へ

振替）

管財課 管財課

課長補佐（契約担当）

（用度課補佐から振替）

契約専門職(用度課から振替)

調達積算専門職(用度課から振替)

管財総務係

物品管理係（用度課から振替）

契約係(用度課から振替)

課長補佐（施設・営繕担当） 課長補佐

施設管理専門職 施設管理専門職

環境管理専門職 環境管理専門職

建築営繕係 施設係

設備営繕係 建築営繕係

設備管理係 設備営繕係

不動産管理係 設備管理係

不動産管理係

管財課 管財課

管理課 管理課

管理主幹 管理主幹





Ⅰ－３

理 事 会 資 料

平成２７年３月２５日

(独)森林総合研究所の規程等の改正について

１ 規程の改正等の背景

平成２７年４月１日付けで以下の理由等により、当所の内部規程について改正等

することが必要。

① 独立行政法人通則法の一部を改正する法律等の施行に伴い、「独立行政法人森

林総合研究所」から「国立研究開発法人森林総合研究所」へと名称を変更。

② 森林国営保険法等の一部を改正する法律の施行による森林保険業務の国から

の移管に伴う、研究所全体に係る規程への森林保険業務に係る記載追加による変

更及び森林保険業務に係る規程の制定。

③ 「森林農地整備センター」の名称を「森林整備センター」に変更。

④ 独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う内部統制システムの整

備に係る規程の変更及び制定。

２ 改正の概要

① 名称変更に係る改正は、ほぼ全ての規程に該当

② 森林保険業務に係る記載の追加による変更 ６９

森林保険業務等に関係する規程の制定 ３２

③ 森林整備センターへの名称変更

共通の規程での名称変更 ６９

森林整備センター関係規程の改正 １９２

④ 内部統制システムの整備に係る改正

リスク管理規程の制定ほか５

監事監査規程の改正ほか５

なお、改正の理由は上記以外の所要の変更もあること、理由が複数のものがある。

平成２７年４月１日施行予定の内部規程

規程の区分 制 定 改 正

共通的な規程 ２ １５０

本所・育種センター関係規程 １ １２０

森林保険センター関係規程 ３２ －

森林農地整備センター関係規程 ３ １９２
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第

1
6
6
0
号

○
○

0
2
-
0
1

研
究

管
理

科
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

放
射

線
障

害
予

防
規

程
1
3
森

林
総

研
第

2
2
号

○

0
2
-
0
2

研
究

管
理

科
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

計
量

管
理

規
程

1
3
森

林
総

研
第

2
3
号

○

0
2
-
0
3

研
究

管
理

科
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

 遺
伝

子
組

換
え

実
験

安
全

規
則

1
6
森

林
総

研
第

1
3
0
6
号

○
○

文
部

科
学

大
臣

へ
の

組
換

え
生

物
の

申
請

漏
れ

再
発

防
止

の
徹

底
の

た
め

の
改

正

0
2
-
0
4

研
究

管
理

科
共

同
利

用
研

究
施

設
・
機

械
運

営
規

則
1
3
森

林
総

研
第

6
5
号

○
○

語
句

修
正

0
2
-
0
5

研
究

管
理

科
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

依
頼

試
験

規
則

1
4
森

林
総

研
第

1
3
5
2
号

○
○

語
句

修
正

0
2
-
0
6

研
究

管
理

科
苗

畑
・
実

験
林

・
樹

木
園

運
営

規
則

1
3
森

林
総

研
第

7
0
号

○
○

語
句

修
正

0
2
-
0
7

研
究

管
理

科
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

受
託

出
張

規
程

1
8
森

林
総

研
第

1
5
2
2
号

○
○

語
句

修
正

0
2

0
7

研
究

管
理

科
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

受
託

出
張

規
程

1
8
森

林
総

研
第

1
5
2
2
号

○
○

語
句

修
正

0
2
-
0
8

研
究

管
理

科
委

託
研

究
規

則
1
3
森

林
総

研
第

5
8
号

○
○

語
句

修
正

0
2
-
0
9

研
究

管
理

科
病

原
微

生
物

等
取

扱
規

則
1
4
森

林
総

研
第

1
0
9
9
号

○
○

語
句

修
正

1



①
②

③
④

⑤
そ

の
他

⑤
及

び
そ

の
他

の
場

合
の

主
た

る
改

正
理

由
（
内

容
）
等

N
o
.

所
管

部
署

現
行

規
程

等
名

文
書

番
号

改
正

理
由

（
該

当
す

る
番

号
に

○
）

0
2
-
1
0

研
究

管
理

科
疫

学
研

究
倫

理
審

査
規

則
1
6
森

林
総

研
第

3
9
5
号

○
○

疫
学

研
究

に
お

け
る

研
究

対
象

者
へ

の
補

償
関

係
を

追
加

0
2
-
1
1

研
究

管
理

科
森

林
総

合
研

究
所

に
お

け
る

動
物

実
験

等
の

実
施

に
関

す
る

指
針

1
8
森

林
総

研
第

3
5
7
号

○
○

語
句

修
正

0
2
-
1
2

研
究

管
理

科
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

に
お

け
る

公
的

研
究

費
等

の
管

理
・
監

査
の

実
施

要
領

1
9
森

林
総

研
第

1
0
0
9
号

○

0
2
-
1
3

研
究

管
理

科
二

酸
化

炭
素

動
態

観
測

施
設

等
利

用
要

領
1
4
森

林
総

研
第

2
2
3
0
号

○
○

語
句

修
正

0
2
-
1
3

研
究

管
理

科
二

酸
化

炭
素

動
態

観
測

施
設

等
利

用
要

領
1
4
森

林
総

研
第

2
2
3
0
号

○
○

語
句

修
正

0
3
-
0
1

研
究

評
価

科
研

究
評

議
会

規
程

1
3
森

林
総

研
第

1
9
9
8
号

○

0
3
-
0
2

研
究

評
価

科
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

研
究

職
員

業
績

評
価

実
施

規
程

1
4
森

林
総

研
第

4
1
0
号

○
○

0
3
-
0
3

研
究

評
価

科
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

研
究

職
員

業
績

評
価

実
施

要
領

1
9
森

林
総

研
第

1
4
7
2
号

○
○

0
3
-
0
4

研
究

評
価

科
運

営
評

価
規

程
1
5
森

林
総

研
第

1
5
5
9
号

○
○

○
農

林
水

産
省

所
管

独
立

行
政

法
人

の
評

価
実

施
要

領
の

施
行

の
後

改
正

予
定

0
3
-
0
5

研
究

評
価

科
研

究
課

題
評

価
要

領
1
8
森

林
総

研
第

1
4
8
6
号

○
○

農
林

水
産

省
所

管
独

立
行

政
法

人
の

評
価

実
施

要
領

の
施

行
の

後
改

正
予

定

研
究

評
価

科
国

立
研

究
開

発
法

人
森

林
総

合
研

究
所

リ
ス

ク
管

理
規

程
2
6
森

林
総

研
第

　
 　

　
号

○
新

規
制

定

0
3
-
0
6

研
究

評
価

科
業

務
運

営
シ

ス
テ

ム
運

用
規

程
1
6
森

林
総

研
第

1
3
4
2
号

○
「
リ

ス
ク

管
理

規
程

」
の

制
定

に
伴

い
廃

止

0
4
-
0
1

研
究

情
報

科
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

研
究

報
告

編
集

刊
行

規
程

1
3
森

林
総

研
第

7
3
号

○
○

語
句

修
正

0
4
-
0
2

研
究

情
報

科
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

制
作

、
運

用
管

理
規

程
1
8
森

林
総

研
第

1
5
2
4
号

○
○

○

0
4
-
0
3

研
究

情
報

科
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

出
版

規
程

1
6
森

林
総

研
第

6
6
4
号

○
○

○
記

載
事

項
（
予

定
経

費
等

）
の

追
加

0
4
-
0
4

研
究

情
報

科
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

グ
ル

ー
プ

ウ
ェ

ア
運

営
規

程
1
8
森

林
総

研
第

1
5
2
6
号

○
○

「
情

報
共

有
運

営
規

程
」
に

改
正

0
4

0
4

研
究

情
報

科
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

グ
ル

プ
ウ

ェ
ア

運
営

規
程

1
8
森

林
総

研
第

1
5
2
6
号

○
○

「
情

報
共

有
運

営
規

程
」
に

改
正

0
4
-
0
5

研
究

情
報

科
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

情
報

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

ポ
リ

シ
ー

2
2
森

林
総

研
第

4
5
7
号

○
○

政
府

統
一

基
準

の
改

訂
に

よ
る

改
正

0
4
-
0
6

研
究

情
報

科
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

所
外

モ
ニ

タ
ー

規
程

2
2
森

林
総

研
第

1
6
3
0
号

○
○

○
語

句
修

正
、

様
式

の
修

正

0
4
-
0
7

研
究

情
報

科
情

報
の

格
付

け
及

び
取

扱
制

限
に

関
す

る
実

施
規

準
2
3
森

林
総

研
第

5
9
0
号

○

0
4
-
0
8

研
究

情
報

科
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

パ
ー

ソ
ナ

ル
コ

ン
ピ

ュ
ー

タ
及

び
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
管

理
要

領
2
5
森

林
総

研
第

4
7
2
号

○
○

○
情

報
機

器
の

管
理

強
化

、
様

式
の

変
更

0
4
-
0
9

研
究

情
報

科
Ｕ

Ｓ
Ｂ

機
器

類
の

取
扱

い
に

関
す

る
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
2
5
森

林
総

研
第

1
2
7
2
号

○
○

登
録

・
管

理
す

る
対

象
を

情
報

機
器

全
般

に
拡

大

0
4
-
0
1

研
究

情
報

科
森

林
総

合
研

究
所

研
究

報
告

編
集

刊
行

要
領

2
6
森

林
総

研
第

6
2
2
号

○
○

○
執

筆
要

領
等

に
つ

い
て

の
改

正

0
5
-
0
1

研
究

協
力

科
外

国
人

研
究

者
受

入
規

則
1
3
森

林
総

研
第

2
6
号

○
○

英
文

修
正

：
代

表
者

（
「
E
xe

c
u
ti
ve

 D
ir
e
c
to

r」
→

「
P

re
si

de
n
t」

)、
英

文
修

正
：
住

所
（
「
P

.O
.B

o
x 

1
6
, 
T
su

ku
ba

N
o
ri
n
 K

e
n
ky

u
 D

an
c
h
i-

n
ai

」
→

「
M

at
su

n
o
sa

to
 1

」
）

0
5
-
0
2

研
究

協
力

科
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

海
外

技
術

研
修

員
受

入
規

程
1
3
森

林
総

研
第

2
7
号

○
英

文
修

正
：
法

人
名

（
「
an

 I
n
c
o
rp

o
ra

te
d 

A
dm

in
is

tr
at

iv
e
 A

ge
n
c
y」

（
独

立
行

政
法

人
）
→

「
次

期
法

人
名

英
文

」
（
国

立
研

究
開

発
法

人
）
）

0
5
-
0
3

研
究

協
力

科
独

立
行

政
法

人
国

際
協

力
機

構
集

団
研

修
員

受
入

規
程

1
3
森

林
総

研
第

2
8
号

○
英

文
修

正
：
法

人
名

（
「
an

 I
n
c
o
rp

o
ra

te
d 

A
dm

in
is

tr
at

iv
e
 A

ge
n
c
y」

（
独

立
行

政
法

人
）
→

「
次

期
法

人
名

英
文

」
（
国

立
研

究
開

発
法

人
）
）

0
5
-
0
4

研
究

協
力

科
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

海
外

研
究

者
等

招
へ

い
規

程
1
3
森

林
総

研
第

1
4
6
9
号

○

0
5
-
0
5

研
究

協
力

科
職

務
発

明
規

程
1
3
森

林
総

研
第

7
1
号

○
0
5
-
0
5

研
究

協
力

科
職

務
発

明
規

程
1
3
森

林
総

研
第

7
1
号

○

0
5
-
0
6

研
究

協
力

科
知

的
財

産
権

実
施

規
程

1
3
森

林
総

研
第

7
2
号

○

0
5
-
1
1

研
究

協
力

科
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

職
務

育
成

品
種

規
程

1
9
森

林
総

研
第

7
号

○

0
5
-
1
2

研
究

協
力

科
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

職
務

育
成

品
種

検
討

会
開

催
要

領
1
9
森

林
総

研
第

8
号

○

0
5
-
1
3

研
究

協
力

科
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

の
職

務
育

成
品

種
に

関
す

る
利

用
権

設
定

運
営

要
領

1
9
森

林
総

研
第

9
号

○

0
5
-
1
4

研
究

協
力

科
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

の
職

務
育

成
品

種
に

関
す

る
補

償
金

支
払

要
領

1
9
森

林
総

研
第

1
0
号

○

0
5
-
1
5

研
究

協
力

科
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

職
務

育
成

品
種

規
程

の
実

施
に

つ
い

て
1
9
森

林
総

研
第

1
1
号

○

0
5
-
1
8

研
究

協
力

科
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

外
国

機
関

等
の

経
費

保
証

に
よ

る
研

究
員

の
海

外
派

遣
規

程
1
3
森

林
総

研
第

4
2
号

○

0
5
-
1
9

研
究

協
力

科
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

外
国

旅
行

傷
害

保
険

等
に

関
す

る
取

扱
要

領
2
3
森

林
総

研
第

1
5
8
2
号

○

0
6
-
0
1

資
料

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

図
書

館
利

用
規

則
1
3
森

林
総

研
第

1
7
8
7
号

○
○

語
句

の
修

正
等

0
6
-
0
2

資
料

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

文
献

複
写

規
則

1
5
森

林
総

研
第

1
6
1
5
号

○

1
4
-
0
1

男
女

共
同

参
画

室
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

エ
ン

カ
レ

ッ
ジ

推
進

本
部

設
置

要
領

1
9
森

林
総

研
第

5
2
9
号

○
1
4

0
1

男
女

共
同

参
画

室
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

エ
ン

カ
レ

ッ
ジ

推
進

本
部

設
置

要
領

1
9
森

林
総

研
第

5
2
9
号

○

1
7
-
0
1

産
学

官
連

携
推

進
室

共
同

研
究

規
程

1
3
森

林
総

研
第

2
4
号

○
○

1
7
-
0
2

産
学

官
連

携
推

進
室

独
立

行
政

法
人

森
林

総
合

研
究

所
受

託
研

究
規

程
1
3
森

林
総

研
第

2
5
号

○

2



①
②

③
④

⑤
そ

の
他

⑤
及

び
そ

の
他

の
場

合
の

主
た

る
改

正
理

由
（
内

容
）
等

N
o
.

所
管

部
署

現
行

規
程

等
名

文
書

番
号

改
正

理
由

（
該

当
す

る
番

号
に

○
）

1
7
-
0
3

産
学

官
連

携
推

進
室

助
成

研
究

規
程

1
3
森

林
総

研
第

6
7
号

○
○

1
7
-
0
4

産
学

官
連

携
推

進
室

標
本

生
産

配
布

規
程

1
3
森

林
総

研
第

6
9
号

○
○

語
句

修
正

1
7
-
0
5

産
学

官
連

携
推

進
室

独
立

行
政

法
人

森
林

総
合

研
究

所
微

生
物

遺
伝

資
源

管
理

規
程

1
9
森

林
総

研
第

1
7
6
4
号

○
○

語
句

修
正

1
7
-
0
6

産
学

官
連

携
推

進
室

独
立

行
政

法
人

森
林

総
合

研
究

所
微

生
物

遺
伝

資
源

配
布

規
則

2
0
森

林
総

研
第

3
6
9
号

○
1
7

0
6

産
学

官
連

携
推

進
室

独
立

行
政

法
人

森
林

総
合

研
究

所
微

生
物

遺
伝

資
源

配
布

規
則

2
0
森

林
総

研
第

3
6
9
号

○

1
7
-
0
7

産
学

官
連

携
推

進
室

日
本

学
術

振
興

会
特

別
研

究
員

受
入

規
程

2
6
森

林
総

研
第

1
5
9
号

○
○

学
振

名
称

変
更

1
3
-
0
1

労
務

調
整

室
管

理
職

員
等

の
範

囲
及

び
通

知
に

関
す

る
規

程
1
3
森

林
総

研
第

1
2
2
号

○
○

○
○

0
7
-
0
1

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

職
員

の
任

免
に

関
す

る
規

程
1
7
森

林
総

研
第

1
5
3
8
号

○
○

○
○

保
険

セ
ン

タ
ー

追
加

等
（
第

1
0
条

、
2
4
条

、
5
6
～

5
8
条

、
別

表
）

0
7
-
0
2

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

職
員

の
任

免
に

関
す

る
細

則
1
7
森

林
総

研
第

1
5
3
8
号

○
○

保
険

セ
ン

タ
ー

追
加

等
（
第

6
条

）

0
7
-
0
3

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

に
お

け
る

定
年

退
職

者
等

の
再

雇
用

・
契

約
職

員
の

取
扱

い
に

つ
い

て
1
8
森

林
総

研
第

2
2
0
号

○

0
7
-
0
4

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

の
理

事
の

職
務

に
関

す
る

規
程

1
8
森

林
総

研
第

1
5
3
0
号

○
○

○
○

理
事

の
担

当
業

務
変

更

0
7
-
0
5

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

理
事

長
の

職
務

代
理

等
を

行
う

役
員

に
関

す
る

規
程

1
3
森

林
総

研
第

1
2
1
号

○

0
7
-
0
6

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

役
職

員
の

人
事

記
録

に
関

す
る

規
程

1
3
森

林
総

研
第

3
4
号

○

0
7
-
0
7

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

職
員

の
旧

姓
使

用
取

扱
要

領
1
3
森

林
総

研
第

1
4
2
5
号

○
○

保
険

セ
ン

タ
ー

追
加

等
（
別

表
）

0
7
-
0
8

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

次
世

代
育

成
支

援
対

策
行

動
計

画
策

定
委

員
会

設
置

要
領

1
6
森

林
総

研
第

8
4
2
号

○

0
7
-
0
9

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

職
員

の
在

籍
派

遣
実

施
規

程
1
7
森

林
総

研
第

1
5
4
1
号

○
0
7

0
9

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

職
員

の
在

籍
派

遣
実

施
規

程
1
7
森

林
総

研
第

1
5
4
1
号

○

0
7
-
1
0

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

非
常

勤
職

員
就

業
規

則
1
3
森

林
総

研
第

3
7
号

○
○

○
保

険
セ

ン
タ

ー
追

加
等

0
7
-
1
1

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

非
常

勤
職

員
規

程
2
0
森

林
総

研
第

1
2
6
8
号

○
○

○
保

険
セ

ン
タ

ー
追

加
等

0
7
-
1
2

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

非
常

勤
職

員
就

業
規

則
及

び
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

非
常

勤
職

員
規

程
の

運
用

に
つ

い
て

1
6
森

林
総

研
第

2
0
号

○
○

○
保

険
セ

ン
タ

ー
追

加
等

0
7
-
1
3

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

組
織

及
び

事
務

分
掌

規
程

1
3
森

林
総

研
第

4
7
号

○
○

○
○

保
険

セ
ン

タ
ー

追
加

等

0
7
-
1
4

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

組
織

及
び

事
務

分
掌

に
関

す
る

細
則

1
7
森

林
総

研
第

1
5
3
5
号

○
○

○

0
7
-
1
5

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

理
事

会
運

営
要

領
1
4森

林
総

研
第

3
0
9
号

○

0
7
-
1
6

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

事
務

引
継

規
程

1
4
森

林
総

研
第

2
2
5
8
号

○
○

○
保

険
セ

ン
タ

ー
追

加
等

0
7
-
1
7

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

防
災

業
務

計
画

1
3
森

林
総

研
第

7
5
号

○

0
7
-
1
8

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

国
民

の
保

護
に

関
す

る
業

務
計

画
1
7
森

林
総

研
第

8
9
2
号

○

0
7
-
1
9

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

慶
弔

事
務

処
理

要
領

1
6
森

林
総

研
第

1
9
6
号

○
○

○
保

険
セ

ン
タ

ー
追

加
等

0
7
-
2
0

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

財
産

形
成

の
実

施
要

領
1
7
森

林
総

研
第

1
5
5
9
号

○
○

○
保

険
セ

ン
タ

ー
追

加
等

別
表

見
直

し
0
7

2
0

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

財
産

形
成

の
実

施
要

領
1
7
森

林
総

研
第

1
5
5
9
号

○
○

○
保

険
セ

ン
タ

追
加

等
、

別
表

見
直

し

0
7
-
2
1

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

多
摩

森
林

科
学

園
入

園
規

程
1
3
森

林
総

研
第

5
0
号

○

0
7
-
2
2

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

職
員

就
業

規
則

1
3
森

林
総

研
第

7
号

○
○

保
険

セ
ン

タ
ー

追
加

等

0
7
-
2
3

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

職
員

の
勤

務
時

間
、

休
憩

、
休

日
、

休
暇

等
に

関
す

る
規

程
1
3
森

林
総

研
第

1
0
8
号

○
○

対
象

者
検

討
（
第

８
条

）
、

別
表

見
直

し

0
7
-
2
4

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

本
所

（
つ

く
ば

市
に

勤
務

す
る

職
員

）
に

係
る

外
勤

の
取

扱
要

領
1
3
森

林
総

研
第

1
2
9
号

○

0
7
-
2
5

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

職
員

の
勤

務
時

間
等

に
関

す
る

取
扱

要
領

1
3
森

林
総

研
第

1
2
7
号

○
○

○
○

別
表

見
直

し

0
7
-
2
6

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

フ
レ

ッ
ク

ス
タ

イ
ム

制
勤

務
実

施
要

領
1
3
森

林
総

研
第

1
2
6
号

○
○

対
象

者
検

討
（
第

５
条

）

0
7
-
2
7

総
務

課
研

究
集

会
参

加
の

た
め

の
職

務
専

念
義

務
免

除
に

関
す

る
取

扱
要

領
1
3
森

林
総

研
第

1
2
8
号

○

0
7
-
2
8

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

役
員

退
職

金
に

関
わ

る
業

績
勘

案
率

の
申

請
要

領
1
7
森

林
総

研
第

8
0
3
号

○

0
7
-
2
9

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

私
費

に
よ

る
海

外
渡

航
に

関
す

る
規

程
1
3
森

林
総

研
第

3
6
号

○
○

○
○

保
険

セ
ン

タ
ー

追
加

等
（
第

２
条

）

0
7
-
3
0

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

多
摩

森
林

科
学

園
に

勤
務

す
る

職
員

の
勤

務
時

間
の

特
例

に
つ

い
て

1
3
森

林
総

研
第

1
3
1
号

○

0
7
-
3
1

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

職
員

の
兼

業
取

扱
規

程
1
7
森

林
総

研
第

1
5
4
2
号

○
○

○
保

険
セ

ン
タ

ー
追

加
等

（
第

１
７

条
、

２
１

条
）

0
3

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

職
員

の
兼

業
取

扱
規

程
森

林
総

研
第

5
号

○
○

○
保

険
セ

ン
タ

追
加

等
（
第

１
７

条
、

２
１

条
）

0
7
-
3
2

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

職
員

の
介

護
休

業
等

に
関

す
る

規
程

1
7
森

林
総

研
第

1
5
5
1
号

○
○

○
保

険
セ

ン
タ

ー
追

加
等

（
第

１
４

条
）

0
7
-
3
3

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

職
員

の
育

児
休

業
等

に
関

す
る

規
程

1
7
森

林
総

研
第

1
5
5
0
号

○
○

○
保

険
セ

ン
タ

ー
追

加
等

（
第

２
８

条
）

3



①
②

③
④

⑤
そ

の
他

⑤
及

び
そ

の
他

の
場

合
の

主
た

る
改

正
理

由
（
内

容
）
等

N
o
.

所
管

部
署

現
行

規
程

等
名

文
書

番
号

改
正

理
由

（
該

当
す

る
番

号
に

○
）

0
7
-
3
4

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

表
彰

規
程

1
3
森

林
総

研
第

3
3
号

○
○

○
保

険
セ

ン
タ

ー
追

加
等

（
第

１
４

条
）

0
7
-
3
5

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

表
彰

規
程

に
関

す
る

取
扱

要
領

1
3
森

林
総

研
第

3
3
号

○
○

○
○

保
険

セ
ン

タ
ー

追
加

等
（
第

２
条

）

0
7
-
3
6

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

職
員

倫
理

規
程

1
7
森

林
総

研
第

1
5
4
3
号

○
○

○
保

険
セ

ン
タ

ー
追

加
等

（
第

５
条

）

0
7
-
3
7

総
務

課
職

員
倫

理
規

程
事

務
取

扱
要

領
1
7
森

林
総

研
第

1
5
4
3
号

○
○

保
険

セ
ン

タ
ー

追
加

等
（
第

8
条

）
0
7
-
3
7

総
務

課
職

員
倫

理
規

程
事

務
取

扱
要

領
1
7
森

林
総

研
第

1
5
4
3
号

○
○

保
険

セ
ン

タ
ー

追
加

等
（
第

8
条

）

0
7
-
3
8

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

に
お

け
る

職
員

の
懲

戒
等

に
関

す
る

規
程

1
7
森

林
総

研
第

1
5
5
5
号

○
○

○
保

険
セ

ン
タ

ー
追

加
等

（
第

１
２

条
）

0
7
-
3
9

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

職
員

の
懲

戒
等

に
関

す
る

運
用

に
つ

い
て

1
7
森

林
総

研
第

1
5
5
5
号

○
○

○
保

険
セ

ン
タ

ー
追

加
等

（
第

３
条

）

0
7
-
4
0

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

法
人

文
書

管
理

規
則

2
2
森

林
総

研
第

1
7
6
9
号

○
○

○
○

○
保

険
セ

ン
タ

ー
追

加
等

0
7
-
4
0

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

法
人

文
書

管
理

要
領

2
2
森

林
総

研
第

1
8
1
2
号

○
○

○
○

○
保

険
セ

ン
タ

ー
追

加
等

0
7
-
4
1

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

法
人

文
書

決
裁

規
程

1
3
森

林
総

研
第

7
6
号

○
○

○
○

保
険

セ
ン

タ
ー

追
加

等

0
7
-
4
2

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

法
人

印
取

扱
規

程
1
7
森

林
総

研
第

1
5
5
6
号

○
○

○
○

保
険

セ
ン

タ
ー

追
加

等

0
7
-
4
3

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

の
規

程
等

の
制

定
改

廃
に

関
す

る
規

程
1
7
森

林
総

研
第

1
5
3
3
号

○
○

○
保

険
セ

ン
タ

ー
追

加
等

（
第

６
条

）

0
7
-
4
4

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

情
報

公
開

実
施

規
程

1
4
森

林
総

研
第

1
2
4
4
号

○
○

○
保

険
セ

ン
タ

ー
追

加
等

0
7
-
4
5

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

法
人

文
書

開
示

決
定

等
審

査
基

準
1
4
森

林
総

研
第

1
2
4
5
号

○

0
7
-
4
6

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

情
報

公
開

・
個

人
情

報
保

護
調

整
委

員
会

設
置

要
領

1
4
森

林
総

研
第

1
2
4
6
号

○

0
7
-
4
7

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

情
報

公
開

・
個

人
情

報
保

護
苦

情
処

理
委

員
会

設
置

要
領

1
4
森

林
総

研
第

1
2
6
9
号

○
○

理
事

担
当

業
務

変
更

（
第

３
条

）
0
7

4
7

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

情
報

公
開

個
人

情
報

保
護

苦
情

処
理

委
員

会
設

置
要

領
1
4
森

林
総

研
第

1
2
6
9
号

○
○

理
事

担
当

業
務

変
更

（
第

３
条

）

0
7
-
4
8

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

に
お

け
る

個
人

情
報

の
適

正
な

取
扱

い
の

た
め

の
措

置
に

関
す

る
規

程
1
6
森

林
総

研
第

1
5
6
5
号

○
○

○
保

険
セ

ン
タ

ー
追

加
等

0
7
-
4
9

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

個
人

情
報

開
示

請
求

等
実

施
規

程
1
6
森

林
総

研
第

1
5
6
6
号

○
○

○
保

険
セ

ン
タ

ー
追

加
等

0
7
-
5
0

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

の
保

有
す

る
個

人
情

報
の

開
示

・
訂

正
・
利

用
停

止
決

定
等

に
係

る
審

査
基

準
1
6
森

林
総

研
第

1
5
6
7
号

○

0
7
-
5
1

総
務

課
職

員
の

苦
情

相
談

窓
口

及
び

相
談

員
の

設
置

に
関

す
る

規
程

1
3
森

林
総

研
第

1
2
3
号

○
○

○
保

険
セ

ン
タ

ー
追

加
等

（
第

２
条

）

0
7
-
5
2

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

に
お

け
る

セ
ク

シ
ュ

ア
ル

・
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
及

び
パ

ワ
ー

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

の
防

止
等

に
関

す
る

規
程

1
3
森

林
総

研
第

1
2
5
号

○
○

保
険

セ
ン

タ
ー

追
加

等
（
第

4
条

）
防

止
等

に
関

す
る

規
程

0
7
-
5
3

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

理
事

長
副

印
の

使
用

範
囲

に
つ

い
て

1
9
森

林
総

研
第

1
8
号

○
○

○
保

険
セ

ン
タ

ー
追

加
等

（
第

１
）

0
7
-
5
4

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

職
員

の
自

己
啓

発
等

休
業

に
関

す
る

規
程

1
9
森

林
総

研
第

8
3
3
号

○

0
7
-
5
5

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

非
常

勤
特

別
研

究
員

雇
用

の
取

扱
い

に
つ

い
て

2
2
森

林
総

研
第

1
8
2
8
号

○
○

選
考

委
員

会
メ

ン
バ

ー
見

直
し

（
第

６
条

）

0
7
-
5
6

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

非
常

勤
職

員
事

業
専

門
員

就
業

規
則

1
9
森

林
総

研
第

1
6
7
2
号

○
○

○
保

険
セ

ン
タ

ー
追

加
等

0
7
-
5
7

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

非
常

勤
職

員
事

業
専

門
員

就
業

規
則

の
運

用
に

つ
い

て
1
9
森

林
総

研
第

1
6
7
3
号

○
○

○
保

険
セ

ン
タ

ー
追

加
等

0
7

6
1

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

森
林

農
地

整
備

セ
ン

タ
所

長
事

務
委

任
要

領
1
9
森

林
総

研
第

1
7
0
8
号

○
○

0
7
-
6
1

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

森
林

農
地

整
備

セ
ン

タ
ー

所
長

事
務

委
任

要
領

1
9
森

林
総

研
第

1
7
0
8
号

○
○

0
7
-
6
2

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

推
進

規
程

2
0
森

林
総

研
第

3
9
1
号

○
○

○
保

険
セ

ン
タ

ー
追

加
等

（
第

２
条

）

0
7
-
6
3

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

本
所

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

推
進

委
員

会
運

営
要

領
2
0
森

林
総

研
第

3
9
2
号

○
○

0
7
-
6
4

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

公
益

通
報

処
理

規
程

2
0
森

林
総

研
第

3
9
3
号

○
○

○
○

保
険

セ
ン

タ
ー

追
加

等
（
第

３
条

）
、

外
部

通
報

追
加

0
7
-
6
5

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

に
お

け
る

タ
ク

シ
ー

使
用

規
程

2
0
森

林
総

研
第

1
1
7
6
号

○

0
7
-
6
6

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

フ
ェ

ロ
ー

規
程

2
0
森

林
総

研
第

1
6
9
5
号

○
○

別
表

見
直

し

0
7
-
6
7

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

寄
附

金
等

受
入

規
程

2
1
森

林
総

研
第

1
2
4
5
号

○

0
7
-
6
8

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

寄
附

金
等

取
扱

要
領

2
1
森

林
総

研
第

1
2
4
5
号

○

0
7
-
6
9

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

国
家

資
格

等
の

取
得

に
関

す
る

取
扱

要
領

2
1
森

林
総

研
第

1
2
5
3
号

○

0
7
-
7
0

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

非
常

勤
医

員
の

委
嘱

要
領

2
0
森

林
総

研
第

1
7
5
7
号

○

0
7
-
7
1

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

非
常

勤
医

員
の

委
嘱

要
領

に
関

す
る

事
務

処
理

細
則

2
0
森

林
総

研
第

1
7
5
7
号

○

0
7

7
3

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

般
職

員
等

人
事

評
価

実
施

規
程

2
2
森

林
総

研
第

8
6
7
号

○
○

○
○

保
険

セ
ン

タ
追

加
等

（
第

５
条

）
別

表
見

直
し

0
7
-
7
3

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

一
般

職
員

等
人

事
評

価
実

施
規

程
2
2
森

林
総

研
第

8
6
7
号

○
○

○
○

保
険

セ
ン

タ
ー

追
加

等
（
第

５
条

）
、

別
表

見
直

し

0
7
-
7
4

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

一
般

職
員

等
人

事
評

価
実

施
規

則
2
2
森

林
総

研
第

8
6
8
号

○
○

○
別

表
見

直
し

0
7
-
7
5

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

の
標

準
的

な
役

職
を

定
め

る
規

則
2
2
森

林
総

研
第

8
6
9
号

○
○

○
○

保
険

セ
ン

タ
ー

追
加

等
（
第

２
条

）
、

別
表

見
直

し

4



①
②

③
④

⑤
そ

の
他

⑤
及

び
そ

の
他

の
場

合
の

主
た

る
改

正
理

由
（
内

容
）
等

N
o
.

所
管

部
署

現
行

規
程

等
名

文
書

番
号

改
正

理
由

（
該

当
す

る
番

号
に

○
）

0
7
-
7
6

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

に
お

け
る

標
準

的
な

役
職

に
係

る
標

準
職

務
遂

行
能

力
を

定
め

る
規

則
2
2
森

林
総

研
第

8
7
0
号

○
○

○
○

保
険

セ
ン

タ
ー

追
加

等
（
第

２
条

）
、

別
表

見
直

し

0
7
-
7
7

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

本
所

等
意

見
処

理
委

員
会

運
営

要
領

2
2
森

林
総

研
第

9
1
8
号

○
○

保
険

セ
ン

タ
ー

追
加

等
（
第

1
条

、
第

2
条

）

0
7
-
7
8

総
務

課
「
勤

務
実

績
不

良
」
、

「
適

格
性

の
欠

如
」
、

「
心

身
の

故
障

」
を

理
由

と
す

る
職

員
の

意
に

反
す

る
人

事
上

の
措

置
を

行
う

に
当

た
っ

て
の

留
意

点
等

に
つ

い
て

2
3
森

林
総

研
第

8
4
3
号

○

0
7

7
9

総
務

課
能

力
実

績
主

義
に

基
づ

く
人

事
管

理
原

則
を

踏
ま

え
た

給
与

制
度

等
の

当
面

の
運

営
に

い
て

2
5
森

林
総

研
第

7
9
5
号

○
0
7
-
7
9

総
務

課
能

力
・
実

績
主

義
に

基
づ

く
人

事
管

理
原

則
を

踏
ま

え
た

給
与

制
度

等
の

当
面

の
運

営
に

つ
い

て
2
5
森

林
総

研
第

7
9
5
号

○

0
7
-
8
0

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

法
人

文
書

フ
ァ

イ
ル

保
存

要
領

2
3
森

林
総

研
第

1
5
0
9
号

○

0
7
-
8
1

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

法
人

文
書

管
理

状
況

点
検

実
施

要
領

2
3
森

林
総

研
第

1
5
1
0
号

○
○

○

0
7
-
8
2

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

内
国

旅
行

傷
害

保
険

に
関

す
る

取
扱

要
領

2
3
森

林
総

研
第

1
4
9
2
号

○

0
7
-
8
3

総
務

課
本

所
緊

急
時

連
絡

網
及

び
家

族
等

連
絡

先
の

作
成

及
び

運
用

要
領

2
4
森

林
総

研
第

7
2
7
号

○
○

連
絡

責
任

者
の

見
直

し
（
第

４
条

）

0
7
-
8
4

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

テ
ニ

ュ
ア

・
ト

ラ
ッ

ク
制

に
関

す
る

規
程

2
4
森

林
総

研
第

1
5
1
6
号

○
○

委
員

会
構

成
員

（
第

５
条

）

0
7
-
8
5

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

テ
ニ

ュ
ア

・
ト

ラ
ッ

ク
制

に
関

す
る

規
程

実
施

細
則

2
4
森

林
総

研
第

1
5
1
6
号

○

0
7
-
8
6

総
務

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

職
員

の
配

偶
者

同
行

休
業

に
関

す
る

規
程

2
6
森

林
総

研
第

4
2
2
号

○

0
8
-
0
1

職
員

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

役
員

給
与

規
程

1
3
森

林
総

研
第

2
9
号

○
○

○
国

家
公

務
員

の
給

与
制

度
の

総
合

的
見

直
し

に
準

じ
た

改
正

0
8
-
0
2

職
員

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

役
員

給
与

規
程

実
施

細
則

1
3
森

林
総

研
第

1
3
5
号

○

0
8
-
0
3

職
員

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

職
員

給
与

規
程

1
3
森

林
総

研
第

3
1
号

○

0
8

0
4

職
員

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

職
員

給
与

規
程

実
施

細
則

1
3
森

林
総

研
第

1
0
7
号

○
○

○
○

0
8
-
0
4

職
員

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

職
員

給
与

規
程

実
施

細
則

1
3
森

林
総

研
第

1
0
7
号

○
○

○
○

0
8
-
0
5

職
員

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

職
員

の
給

与
及

び
諸

手
当

等
関

係
規

定
の

運
用

に
つ

い
て

1
7
森

林
総

研
第

1
6
1
9
号

○
○

○

0
8
-
0
7

職
員

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

研
究

職
員

第
４

５
条

昇
給

実
施

規
則

1
7
森

林
総

研
第

1
6
2
1
号

○

0
8
-
0
8

職
員

課
賃

金
台

帳
の

取
扱

い
に

つ
い

て
1
8
森

林
総

研
第

1
5
8
6
号

○

0
8
-
0
9

職
員

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

役
員

退
職

手
当

規
程

1
3
森

林
総

研
第

3
0
号

○

0
8
-
1
0

職
員

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

役
員

退
職

手
当

規
程

実
施

細
則

1
5
森

林
総

研
第

1
7
6
4
号

○

0
8
-
1
1

職
員

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

職
員

退
職

手
当

支
給

規
程

1
7
森

林
総

研
第

1
5
6
1
号

○
○

0
8
-
1
2

職
員

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

職
員

退
職

手
当

支
給

規
程

実
施

細
則

1
7
森

林
総

研
第

1
5
6
2
号

○

0
8
-
1
3

職
員

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

職
員

の
退

職
手

当
の

支
給

に
関

す
る

取
扱

い
に

つ
い

て
1
7
森

林
総

研
第

1
6
1
6
号

○

0
8
-
1
4

職
員

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

役
員

災
害

補
償

規
程

1
7
森

林
総

研
第

1
5
6
3
号

○

0
8
-
1
5

職
員

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

職
員

災
害

補
償

規
程

1
7
森

林
総

研
第

1
5
6
4
号

○

0
8
-
1
6

職
員

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

職
員

災
害

補
償

規
程

実
施

細
則

1
7
森

林
総

研
第

1
5
6
5
号

○
0
8

1
6

職
員

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

職
員

災
害

補
償

規
程

実
施

細
則

1
7
森

林
総

研
第

1
5
6
5
号

○

0
8
-
1
7

職
員

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

被
服

貸
与

規
程

1
3
森

林
総

研
第

8
0
号

○
○

○
保

険
セ

ン
タ

ー
追

加
等

0
8
-
1
8

職
員

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

職
員

の
レ

ク
リ

エ
ー

シ
ョ

ン
に

関
す

る
規

程
1
7
森

林
総

研
第

1
5
6
6
号

○

0
8
-
1
9

職
員

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

職
員

の
レ

ク
リ

エ
ー

シ
ョ

ン
に

関
す

る
規

程
実

施
要

領
1
7
森

林
総

研
第

1
5
6
7
号

○

0
8
-
2
0

職
員

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

毒
物

劇
物

取
扱

規
程

1
3
森

林
総

研
第

7
8
号

○

0
8
-
2
2

職
員

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

安
全

衛
生

管
理

規
程

1
8
森

林
総

研
第

1
5
9
6
号

○
○

○
保

険
セ

ン
タ

ー
追

加
等

（
附

則
）
、

別
表

見
直

し

0
8
-
2
3

職
員

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

安
全

衛
生

管
理

規
程

の
運

用
に

つ
い

て
1
8
森

林
総

研
第

1
5
9
7
号

○

0
8
-
2
4

職
員

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

（
本

所
）
安

全
衛

生
委

員
会

運
営

要
領

1
3
森

林
総

研
第

2
5
3
号

○

0
8
-
2
6

職
員

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

健
康

診
断

実
施

要
領

1
3
森

林
総

研
第

5
8
0
号

○

0
8
-
2
7

職
員

課
林

野
庁

共
済

組
合

筑
波

支
部

運
営

委
員

会
実

施
要

領
3
9
試

総
第

1
3
4
号

○
保

険
セ

ン
タ

ー
追

加
等

0
8
-
2
9

職
員

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

森
林

農
地

整
備

セ
ン

タ
ー

職
員

宿
舎

貸
与

規
程

1
9
森

林
総

研
第

1
7
1
0
号

○
○

森
林

農
地

整
備

セ
ン

タ
ー

対
応

0
8
-
3
0

職
員

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

森
林

農
地

整
備

セ
ン

タ
ー

職
員

宿
舎

貸
与

規
程

細
則

1
9
森

林
総

研
第

1
7
1
1
号

○
○

森
林

農
地

整
備

セ
ン

タ
ー

対
応

0
8

3
0

職
員

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

森
林

農
地

整
備

セ
ン

タ
職

員
宿

舎
貸

与
規

程
細

則
1
9
森

林
総

研
第

1
7
1
1
号

○
○

森
林

農
地

整
備

セ
ン

タ
対

応

0
8
-
3
1

職
員

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

一
時

預
り

保
育

支
援

規
程

2
0
森

林
総

研
第

1
2
7
6
号

○

0
8
-
3
2

職
員

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

退
職

手
当

審
査

委
員

会
要

領
2
1
森

林
総

研
第

4
9
6
号

○
○

○

5



①
②

③
④

⑤
そ

の
他

⑤
及

び
そ

の
他

の
場

合
の

主
た

る
改

正
理

由
（
内

容
）
等

N
o
.

所
管

部
署

現
行

規
程

等
名

文
書

番
号

改
正

理
由

（
該

当
す

る
番

号
に

○
）

0
8
-
3
3

職
員

課
勤

勉
手

当
の

成
績

率
決

定
要

綱
2
1
森

林
総

研
第

1
8
6
9
号

○
○

○

0
8
-
3
5

職
員

課
昇

格
及

び
昇

給
へ

の
人

事
評

価
の

結
果

の
活

用
に

関
す

る
留

意
事

項
等

に
つ

い
て

2
3
森

林
総

研
第

8
4
1
号

○
○

国
の

取
扱

い
に

準
じ

た
改

正

0
8
-
3
7

職
員

課
東

京
電

力
福

島
第

一
原

子
力

発
電

所
の

事
故

に
よ

り
、

空
間

線
量

率
が

高
い

地
域

等
で

調
査

研
究

等
に

従
事

す
る

職
員

に
係

る
安

全
管

理
要

領
2
3
森

林
総

研
第

1
5
9
2
号

○

0
9

0
1

経
理

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

会
計

規
程

1
3
森

林
総

研
第

5
6
号

○
○

0
9
-
0
1

経
理

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

会
計

規
程

1
3
森

林
総

研
第

5
6
号

○
○

0
9
-
0
2

経
理

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

会
計

事
務

取
扱

要
領

1
3
森

林
総

研
第

5
7
号

○
○

○
○

○

0
9
-
0
3

経
理

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

旅
費

規
程

1
3
森

林
総

研
第

5
9
号

○

0
9
-
0
4

経
理

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

旅
費

事
務

取
扱

要
領

1
3
森

林
総

研
第

6
0
号

○
○

○

0
9
-
0
5

経
理

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

出
納

員
事

務
取

扱
要

領
1
3
森

林
総

研
第

6
1
号

○

0
9
-
0
6

経
理

課
諸

謝
金

支
給

単
価

基
準

2
5
森

林
総

研
第

1
5
1
6
号

○

0
9
-
0
7

経
理

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

食
糧

費
支

出
基

準
2
1
森

林
総

研
第

4
1
2
号

○

0
9
-
0
8

経
理

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

賃
金

の
口

座
振

込
実

施
要

領
1
3
森

林
総

研
第

6
2
号

○

0
9
-
0
9

経
理

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

旅
費

等
の

口
座

振
込

実
施

要
領

1
3
森

林
総

研
第

2
8
8
号

○

0
9
-
1
0

経
理

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

会
計

規
程

に
関

す
る

細
則

1
9
森

林
総

研
第

1
3
7
0
号

○

0
9
-
1
1

経
理

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

旅
費

事
務

処
理

細
則

1
9
森

林
総

研
第

1
7
2
0
号

○

用
度

課
国

立
研

究
開

発
法

人
森

林
総

合
研

究
所

談
合

情
報

対
応

要
領

2
6
森

林
総

研
第

号
○

新
規

制
定

用
度

課
国

立
研

究
開

発
法

人
森

林
総

合
研

究
所

談
合

情
報

対
応

要
領

2
6
森

林
総

研
第

　
 　

　
号

○
新

規
制

定

1
0
-
0
1

用
度

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

本
所

自
動

車
等

管
理

運
行

規
程

1
3
森

林
総

研
第

4
0
号

○
○

1
0
-
0
2

用
度

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

物
品

管
理

規
程

1
3
森

林
総

研
第

8
3
号

○
○

1
0
-
0
3

用
度

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

契
約

事
務

取
扱

規
程

1
3
森

林
総

研
第

8
6
号

○
○

○
○

1
0
-
0
4

用
度

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

契
約

事
務

取
扱

要
領

1
3
森

林
総

研
第

8
7
号

○
○

○

1
0
-
0
5

用
度

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

契
約

事
務

取
扱

規
程

の
特

例
を

定
め

る
規

程
1
3
森

林
総

研
第

8
8
号

○
○

○

1
0
-
0
6

用
度

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

競
争

参
加

資
格

審
査

要
領

1
3
森

林
総

研
第

8
9
号

○
○

○

1
0
-
0
7

用
度

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

請
負

、
買

入
等

の
監

督
・
検

査
実

施
要

領
1
3
森

林
総

研
第

9
0
号

○
○

○

1
0
-
0
8

用
度

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

公
募

型
指

名
競

争
入

札
方

式
の

実
施

要
領

1
4
森

林
総

研
第

3
0
5
号

○

1
0
-
0
9

用
度

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

工
事

希
望

型
指

名
競

争
入

札
方

式
の

実
施

要
領

1
4
森

林
総

研
第

3
0
7
号

○

1
0
-
1
0

用
度

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

物
品

の
製

造
契

約
、

物
品

の
購

入
契

約
及

び
役

務
等

契
約

指
名

停
止

等
措

置
要

領
1
4
森

林
総

研
第

1
9
4
1
号

○

1
0

1
1

用
度

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

建
設

工
事

等
請

負
契

約
指

名
停

止
等

措
置

要
領

1
4
森

林
総

研
第

1
8
3
3
号

○
1
0
-
1
1

用
度

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

建
設

工
事

等
請

負
契

約
指

名
停

止
等

措
置

要
領

1
4
森

林
総

研
第

1
8
3
3
号

○

1
0
-
1
2

用
度

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

契
約

事
務

取
扱

規
程

第
１

７
条

の
基

準
及

び
取

扱
い

等
に

つ
い

て
1
6
森

林
総

研
第

9
9
4
号

○
○

○

1
0
-
1
3

用
度

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

固
定

資
産

等
実

査
要

領
1
5
森

林
総

研
第

1
6
2
2
号

○

1
0
-
1
4

用
度

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

に
お

け
る

私
有

車
使

用
に

関
す

る
規

程
1
9
森

林
総

研
第

1
5
6
5
号

○

1
0
-
1
5

用
度

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

物
品

役
務

等
に

係
る

総
合

評
価

落
札

方
式

に
関

す
る

契
約

事
務

取
扱

要
領

2
1
森

林
総

研
第

9
0
8
号

○
○

○

1
0
-
1
6

用
度

課
総

合
評

価
落

札
方

式
マ

ニ
ュ

ア
ル

  
－

研
究

開
発

、
調

査
、

広
報

－
2
1
森

林
総

研
第

9
3
3
号

○

1
0
-
1
7

用
度

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

工
事

に
係

る
総

合
評

価
落

札
方

式
に

関
す

る
契

約
事

務
取

扱
要

領
2
1
森

林
総

研
第

1
1
3
8
号

○
○

1
0
-
1
8

用
度

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

公
募

型
企

画
競

争
に

関
す

る
契

約
事

務
取

扱
要

領
2
1
森

林
総

研
第

1
1
7
7
号

○
○

○
○

1
0
-
1
9

用
度

課
入

札
審

査
委

員
会

運
営

要
領

2
2
森

林
総

研
第

1
8
4
号

○
第

３
条

（
委

員
会

の
開

催
）
修

正

1
0
-
2
0

用
度

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

に
お

け
る

携
帯

電
話

の
使

用
・
管

理
に

関
す

る
取

扱
要

領
2
2
森

林
総

研
第

1
8
3
1
号

○

1
0
-
2
1

用
度

課
公

益
法

人
に

対
す

る
支

出
に

係
る

公
表

要
領

2
4
森

林
総

研
第

4
3
3
号

○

1
1

0
1

管
財

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

施
設

管
理

規
程

1
3
森

林
総

研
第

4
8
号

○
○

1
1
-
0
1

管
財

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

施
設

管
理

規
程

1
3
森

林
総

研
第

4
8
号

○
○

1
1
-
0
3

管
財

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

不
動

産
等

管
理

規
程

1
3
森

林
総

研
第

8
4
号

○
○

不
要

条
文

削
除

　
（
貸

付
）
第

１
６

条
。

引
用

条
文

変
更

　
（
処

分
の

手
続

き
）
第

１
８

条
。

1
1
-
0
4

管
財

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

不
動

産
分

掌
事

務
取

扱
要

領
1
3
森

林
総

研
第

8
5
号

○
○

引
用

条
文

変
更

　
（
不

動
産

管
理

事
務

の
分

掌
の

範
囲

）
第

２
条

二
。

6



①
②

③
④

⑤
そ

の
他

⑤
及

び
そ

の
他

の
場

合
の

主
た

る
改

正
理

由
（
内

容
）
等

N
o
.

所
管

部
署

現
行

規
程

等
名

文
書

番
号

改
正

理
由

（
該

当
す

る
番

号
に

○
）

1
1
-
0
5

管
財

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

本
所

自
家

用
電

気
工

作
物

保
安

規
程

1
3
森

林
総

研
第

2
2
4
号

○
　

　

1
1
-
0
6

管
財

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

営
繕

工
事

監
督

実
施

要
領

1
3
森

林
総

研
第

9
1
号

○

1
1
-
0
7

管
財

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

営
繕

工
事

検
査

実
施

要
領

1
3
森

林
総

研
第

9
2
号

○

1
1
-
0
8

管
財

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

本
所

水
質

汚
濁

防
止

規
程

1
3
森

林
総

研
第

9
1
4
号

○
○

○
不

要
条

文
削

除
　

（
分

別
貯

留
の

処
理

）
第

１
２

条
1
1
-
0
8

管
財

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

本
所

水
質

汚
濁

防
止

規
程

1
3
森

林
総

研
第

9
1
4
号

○
○

○
貯

内
部

組
織

名
称

の
変

更
に

よ
る

改
正

。

1
1
-
0
9

管
財

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

本
所

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

室
使

用
規

程
1
3
森

林
総

研
第

2
0
6
6
号

○
　

1
1
-
1
0

管
財

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

本
所

防
火

・
防

災
計

画
2
6
森

林
総

研
第

1
0
8
8
号

○
○

内
部

組
織

名
称

の
変

更
に

よ
る

改
正

、
別

表
２

　
　

防
火

防
災

管
理

委
員

会
構

成
表

、
別

表
５

予
防

活
動

組
織

、
別

表
１

２
自

衛
消

防
隊

組
織

1
6
-
0
1

育
種

企
画

課
（
企

画
調

査
役

）
林

木
育

種
セ

ン
タ

ー
競

争
的

資
金

関
係

事
務

処
理

要
領

1
5
林

育
第

3
5
2
号

○

1
6
-
0
2

育
種

企
画

課
（
企

画
調

査
役

）
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

遺
伝

子
組

換
え

生
物

等
の

第
一

種
使

用
等

に
関

す
る

業
務

安
全

管
理

規
則

1
9
森

林
総

研
第

4
9
7
号

○

1
6
-
0
3

管
理

主
幹

独
立

行
政

法
人

森
林

総
合

研
究

所
林

木
育

種
セ

ン
タ

ー
等

施
設

等
管

理
細

則
1
9
森

林
総

研
第

2
2
号

○

1
6
-
0
4

管
理

課
（
課

長
補

佐
）

独
立

行
政

法
人

森
林

総
合

研
究

所
林

木
育

種
セ

ン
タ

ー
就

業
体

験
実

習
実

施
要

領
に

つ
い

て
1
9
森

林
総

研
第

2
4
号

○

1
6
-
0
5

管
理

課
（
課

長
補

佐
）

独
立

行
政

法
人

森
林

総
合

研
究

所
林

木
育

種
セ

ン
タ

ー
就

業
体

験
実

習
実

施
要

領
の

運
用

に
つ

い
て

1
9
森

林
総

研
第

2
5
号

○

1
6
-
0
6

管
理

課
（
課

長
補

佐
）

独
立

行
政

法
人

森
林

総
合

研
究

所
林

木
育

種
セ

ン
タ

ー
に

お
け

る
外

勤
に

関
す

る
取

扱
い

要
領

2
0
森

林
林

育
第

8
号

○

1
6
-
0
7

育
種

第
一

課
（
育

種
調

査
役

）
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

林
木

育
種

セ
ン

タ
ー

優
良

品
種

・
技

術
評

価
委

員
会

設
置

要
領

2
1
森

林
林

育
第

3
7
号

○

1
6
-
0
8

育
種

第
一

課
（
育

種
調

査
役

）
優

良
育

種
技

術
に

関
す

る
認

定
基

準
2
3
森

林
林

育
第

2
1
9
号

○

1
6

0
9

育
種

第
課

（
育

種
調

査
役

）
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

林
木

育
種

セ
ン

タ
品

種
開

発
実

施
要

領
花

粉
症

対
策

品
種

2
1
森

林
林

育
第

8
3
号

○
1
6
-
0
9

育
種

第
一

課
（
育

種
調

査
役

）
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

林
木

育
種

セ
ン

タ
ー

品
種

開
発

実
施

要
領

  
−

花
粉

症
対

策
品

種
−

2
1
森

林
林

育
第

8
3
号

○

1
6
-
1
0

育
種

第
一

課
（
育

種
調

査
役

）
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

林
木

育
種

セ
ン

タ
ー

優
良

品
種

評
価

委
員

会
品

種
評

価
基

準
  
−

花
粉

症
対

策
品

種
−

平
成

2
1
年

7
月

1
日

　
制

定
○

1
6
-
1
1

育
種

第
一

課
（
育

種
調

査
役

）
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

林
木

育
種

セ
ン

タ
ー

品
種

開
発

実
施

要
領

  
−

マ
ツ

ノ
ザ

イ
セ

ン
チ

ュ
ウ

抵
抗

性
品

種
−

2
1
森

林
林

育
第

8
4
号

○

1
6
-
1
2

育
種

第
一

課
（
育

種
調

査
役

）
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

林
木

育
種

セ
ン

タ
ー

優
良

品
種

評
価

委
員

会
品

種
評

価
基

準
  
−

マ
ツ

ノ
ザ

イ
セ

ン
チ

ュ
ウ

抵
抗

性
品

種
−

平
成

2
3
年

1
月

2
4
日

　
制

定
○

1
6
-
1
3

指
導

課
（
原

種
係

）
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

林
木

育
種

セ
ン

タ
ー

種
苗

配
布

規
程

1
9
森

林
総

研
第

1
号

○
〇

別
記

様
式

の
内

容
修

正

1
6
-
1
4

指
導

課
（
技

術
指

導
役

）
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

林
木

育
種

セ
ン

タ
ー

講
習

指
導

要
領

1
9
森

林
林

育
第

2
4
号

○
1
6
-
1
4

指
導

課
（
技

術
指

導
役

）
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

林
木

育
種

セ
ン

タ
ー

講
習

指
導

要
領

1
9
森

林
林

育
第

2
4
号

○

1
6
-
1
5

指
導

課
（
原

種
係

）
独

立
行

政
法

人
林

木
育

種
セ

ン
タ

ー
事

業
用

地
活

用
規

程
1
9
森

林
林

育
第

1
2
号

○

1
6
-
1
6

指
導

課
（
原

種
係

）
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

林
木

育
種

セ
ン

タ
ー

事
業

用
地

活
用

検
討

会
開

催
要

領
1
9
森

林
林

育
第

3
6
3
号

○

1
6
-
1
7

保
存

評
価

課
　

林
木

遺
伝

資
源

特
性

評
価

要
領

1
9
森

林
総

研
第

1
6
号

○

1
6
-
1
8

遺
伝

資
源

管
理

主
幹

独
立

行
政

法
人

森
林

総
合

研
究

所
林

木
遺

伝
資

源
管

理
規

程
2
0
森

林
林

育
第

2
4
1
号

○
○

1
6
-
1
9

遺
伝

資
源

管
理

主
幹

試
験

研
究

用
林

木
遺

伝
資

源
配

布
要

領
2
0
森

林
林

育
第

2
4
2
号

○
○

1
6
-
2
0

遺
伝

資
源

管
理

主
幹

独
立

行
政

法
人

森
林

総
合

研
究

所
林

木
遺

伝
子

銀
行

１
１

０
番

取
扱

要
領

2
0
森

林
林

育
第

2
4
3
号

○
○

1
6
-
2
1

海
外

協
力

課
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

林
木

育
種

セ
ン

タ
ー

海
外

技
術

研
修

員
受

入
細

則
1
9
森

林
林

育
第

2
5
0
号

○

1
6
-
2
2

育
種

第
一

課
　

育
種

調
査

役
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

林
木

育
種

セ
ン

タ
ー

品
種

開
発

実
施

要
領

  
−

成
長

の
優

れ
た

ア
カ

エ
ゾ

マ
ツ

品
種

−
2
1
森

林
林

育
第

2
9
7
号

○

1
6
-
2
3

育
種

第
一

課
　

育
種

調
査

役
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

林
木

育
種

セ
ン

タ
ー

優
良

品
種

評
価

委
員

会
品

種
評

価
基

準
  
−

成
長

の
優

れ
た

ア
カ

エ
ゾ

マ
ツ

品
種

−
平

成
２

２
年

２
月

８
日

　
制

定
○

1
6
-
2
4

育
種

第
一

課
　

育
種

調
査

役
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

林
木

育
種

セ
ン

タ
ー

品
種

開
発

実
施

要
領

  
−

雪
害

抵
抗

性
品

種
−

2
1
森

林
林

育
第

2
9
8
号

○

1
6
-
2
5

育
種

第
一

課
　

育
種

調
査

役
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

林
木

育
種

セ
ン

タ
ー

優
良

品
種

評
価

委
員

会
品

種
評

価
基

準
  
−

雪
害

抵
抗

性
品

種
−

平
成

2
2
年

2
月

8
日

　
制

定
○

1
6
-
2
6

育
種

第
一

課
　

育
種

調
査

役
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

林
木

育
種

セ
ン

タ
ー

品
種

開
発

実
施

要
領

  
－

幹
重

量
（
二

酸
化

炭
素

吸
収

・
固

定
能

力
）
の

大
き

い
品

種
－

2
1
森

林
林

育
第

2
9
9
号

○

1
6
-
2
7

育
種

第
一

課
（
育

種
調

査
役

）
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

林
木

育
種

セ
ン

タ
ー

優
良

品
種

技
術

評
価

委
員

会
品

種
評

価
基

準
－

幹
重

量
（
二

酸
化

炭
素

吸
収

・
固

定
能

力
）
の

大
き

い
品

種
－

平
成

２
２

年
２

月
８

日
優

良
品

種
評

価
委

員
会

○

1
6
-
2
8

育
種

第
一

課
（
育

種
調

査
役

）
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

林
木

育
種

セ
ン

タ
ー

品
種

開
発

実
施

要
領

  
−

ス
ギ

カ
ミ

キ
リ

抵
抗

性
品

種
−

2
2
森

林
林

育
第

2
4
2
号

○

1
6
-
2
9

育
種

第
一

課
（
育

種
調

査
役

）
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

林
木

育
種

セ
ン

タ
ー

優
良

品
種

評
価

委
員

会
品

種
評

価
基

準
  
−

ス
ギ

カ
ミ

キ
リ

抵
抗

性
品

種
−

平
成

2
2
年

1
1
月

9
日

　
制

定
○

カ
ミ

キ
リ

抵
抗

性
品

種
−

1
6
-
3
0

育
種

第
一

課
（
育

種
調

査
役

）
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

林
木

育
種

セ
ン

タ
ー

品
種

開
発

実
施

要
領

  
 −

材
質

優
良

ス
ギ

品
種

−
2
2
森

林
林

育
第

2
4
1
号

○

1
6
-
3
1

育
種

第
一

課
（
育

種
調

査
役

）
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

林
木

育
種

セ
ン

タ
ー

優
良

品
種

評
価

委
員

会
品

種
評

価
基

準
  
 −

材
質

優
良

ス
ギ

品
種

−
平

成
2
2
年

1
1
月

9
日

　
制

定
○

7



①
②

③
④

⑤
そ

の
他

⑤
及

び
そ

の
他

の
場

合
の

主
た

る
改

正
理

由
（
内

容
）
等

N
o
.

所
管

部
署

現
行

規
程

等
名

文
書

番
号

改
正

理
由

（
該

当
す

る
番

号
に

○
）

1
6
-
3
2

育
種

第
一

課
（
育

種
調

査
役

）
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

林
木

育
種

セ
ン

タ
ー

品
種

開
発

実
施

要
領

  
 －

初
期

成
長

に
優

れ
た

品
種

－
2
4
森

林
林

育
第

2
4
0
号

○

1
6
-
3
3

育
種

第
一

課
（
育

種
調

査
役

）
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

林
木

育
種

セ
ン

タ
ー

優
良

品
種

・
技

術
評

価
委

員
会

品
種

評
価

基
準

－
初

期
成

長
に

優
れ

た
品

種
－

平
成

2
4
年

1
2
月

2
7
日

 制
定

○

1
6
-
3
4

育
種

第
一

課
（
育

種
調

査
役

）
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

林
木

育
種

セ
ン

タ
ー

品
種

開
発

実
施

要
領

  
 −

耐
陰

性
品

種
−

2
2
森

林
林

育
第

2
4
0
号

○

1
6

3
5

独
立

行
政

法
人

森
林

総
合

研
究

所
林

木
育

種
セ

ン
タ

ー
優

良
品

種
評

価
委

員
会

品
種

評
価

基
準

−
耐

平
成

2
2
年

1
1
月

9
日

制
定

○
1
6
-
3
5

育
種

第
一

課
（
育

種
調

査
役

）
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

林
木

育
種

セ
ン

タ
優

良
品

種
評

価
委

員
会

品
種

評
価

基
準

  
 

耐
陰

性
品

種
−

平
成

2
2
年

1
1
月

9
日

 制
定

○

1
6
-
3
9

育
種

第
二

課
（
育

種
技

術
係

）
エ

リ
ー

ト
ツ

リ
ー

選
抜

実
施

要
領

2
3
森

林
林

育
第

3
5
0
号

○

1
6
-
4
0

管
理

主
幹

独
立

行
政

法
人

森
林

総
合

研
究

所
林

木
育

種
セ

ン
タ

ー
省

エ
ネ

ル
ギ

ー
推

進
委

員
会

設
置

要
領

2
4
森

林
林

育
第

1
9
3
号

○

1
6
-
4
1

管
理

課
（
課

長
補

佐
）

林
木

育
種

セ
ン

タ
ー

所
長

の
権

限
に

属
す

る
事

項
に

係
る

文
書

決
裁

委
任

規
程

1
9
森

林
林

育
第

1
6
1
号

○

1
6
-
4
2

管
理

主
幹

独
立

行
政

法
人

森
林

総
合

研
究

所
林

木
育

種
セ

ン
タ

ー
自

動
車

等
管

理
運

行
規

程
2
4
森

林
林

育
第

3
0
5
号

○

1
6
-
4
3

指
導

課
（
原

種
係

）
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

林
木

育
種

セ
ン

タ
ー

種
苗

配
布

調
整

手
続

要
領

2
5
森

林
林

育
第

1
3
1
号

○

1
6
-
4
4

育
種

第
一

課
（
課

長
）

林
木

育
種

セ
ン

タ
ー

優
良

品
種

・
技

術
評

価
委

員
会

品
種

評
価

基
準

－
材

質
優

良
ト

ド
マ

ツ
品

種
－

平
成

2
7
年

1
月

8
日

　
制

定
○

1
6
-
4
5

育
種

第
一

課
（
課

長
）

林
木

育
種

セ
ン

タ
ー

品
種

開
発

実
施

要
領

－
材

質
優

良
ト

ド
マ

ツ
品

種
－

2
6
森

林
林

育
第

1
2
6
号

○

掲
載

無
し

指
導

課
（
原

種
係

）
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

林
木

育
種

セ
ン

タ
ー

に
お

け
る

育
種

樹
木

育
成

管
理

業
務

の
委

託
契

約
実

施
要

領
2
4
森

林
林

育
第

2
6
9
号

○

8



規
　

程
　

等
　

名
備

考

保
険

総
務

部
保

険
企

画
課

森
林

保
険

セ
ン

タ
ー

に
お

け
る

情
報

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

対
策

の
組

織
体

制
の

取
扱

い
に

つ
い

て

森
林

保
険

セ
ン

タ
ー

所
長

事
務

委
任

要
領

森
林

保
険

セ
ン

タ
ー

に
お

け
る

外
勤

に
関

す
る

取
扱

要
領

森
林

保
険

セ
ン

タ
ー

国
家

資
格

等
の

取
得

に
関

す
る

取
扱

要
領

森
林

保
険

セ
ン

タ
ー

蜂
災

害
対

策
に

係
る

自
動

注
射

器
取

扱
要

領

保
険

経
理

課
森

林
保

険
セ

ン
タ

ー
発

注
者

綱
紀

保
持

規
程

森
林

保
険

セ
ン

タ
ー

に
お

け
る

会
計

事
務

の
取

扱
基

準
に

つ
い

て

森
林

保
険

セ
ン

タ
ー

に
お

け
る

証
拠

書
類

の
編

集
に

つ
い

て

森
林

保
険

セ
ン

タ
ー

資
金

調
達

及
び

運
用

業
務

検
討

委
員

会
の

設
置

に
つ

い
て

森
林

保
険

セ
ン

タ
ー

競
争

参
加

資
格

審
査

要
領

森
林

保
険

セ
ン

タ
ー

業
者

等
選

定
要

領
の

運
用

に
つ

い
て

森
林

保
険

セ
ン

タ
ー

競
争

参
加

資
格

の
等

級
の

格
付

基
準

に
つ

い
て

森
林

保
険

セ
ン

タ
ー

契
約

事
務

取
扱

要
領

森
林

保
険

セ
ン

タ
ー

契
約

事
務

取
扱

要
領

の
特

例
を

定
め

る
要

領

森
林

保
険

セ
ン

タ
ー

入
札

審
査

委
員

会
運

営
要

領

森
林

保
険

セ
ン

タ
ー

物
品

の
製

造
契

約
、

物
品

の
購

入
契

約
及

び
役

務
等

契
約

指
名

停
止

措
置

要
領

森
林

保
険

セ
ン

タ
ー

物
品

の
製

造
契

約
、

物
品

の
購

入
契

約
及

び
役

務
等

契
約

指
名

停
止

等
措

置
要

領
の

運
用

基
準

森
林

保
険

セ
ン

タ
ー

談
合

情
報

対
応

要
領

森
林

保
険

セ
ン

タ
ー

請
負

、
買

入
等

の
監

督
・
検

査
実

施
要

領

森
林

保
険

セ
ン

タ
ー

物
品

役
務

等
契

約
に

関
す

る
様

式
に

つ
い

て

森
林

保
険

セ
ン

タ
ー

パ
ー

ソ
ナ

ル
コ

ン
ピ

ュ
ー

タ
ー

及
び

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

管
理

要
領

森
林

保
険

セ
ン

タ
ー

情
報

公
開

に
伴

う
開

示
請

求
等

手
数

料
の

受
領

印
に

つ
い

て

保
険

業
務

部
保

険
引

受
課

森
林

保
険

セ
ン

タ
ー

森
林

保
険

業
務

の
委

託
に

関
す

る
規

程

森
林

保
険

セ
ン

タ
ー

森
林

保
険

の
引

受
条

件
に

関
す

る
規

程

森
林

保
険

セ
ン

タ
ー

森
林

保
険

の
引

受
及

び
契

約
管

理
事

務
に

関
す

る
規

程

森
林

保
険

セ
ン

タ
ー

森
林

保
険

普
及

事
務

等
委

嘱
規

程

森
林

保
険

セ
ン

タ
ー

森
林

保
険

業
務

の
委

託
先

職
員

研
修

に
関

す
る

規
程

森
林

保
険

セ
ン

タ
ー

森
林

保
険

事
業

功
労

者
に

係
る

農
林

水
産

大
臣

及
び

林
野

庁
長

官
の

感
謝

状
授

与
者

推
薦

要
領

保
険

審
査

課
森

林
保

険
セ

ン
タ

ー
森

林
保

険
の

損
害

塡
補

事
務

に
関

す
る

規
程

森
林

保
険

セ
ン

タ
ー

損
害

評
価

事
務

の
第

三
者

委
員

会
に

よ
る

審
査

実
施

要
領

リ
ス

ク
管

理
室

森
林

保
険

セ
ン

タ
ー

統
合

リ
ス

ク
管

理
要

領

森
林

保
険

セ
ン

タ
ー

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

推
進

委
員

会
運

営
要

領

  
  

 森
林

保
険

セ
ン

タ
ー

内
部

規
程

類
一

覧

担
当

部
署
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森
林
整
備
セ
ン
タ
ー
改
正
規
程
等
一
覧

所
管
課

所
管
係

(1
)名

称
読
替

の
み

(2
)改

正
(3
)新

規
そ
の
他

備
考

管
理
部

企
画
管
理
課

法
規
・
情
報
公
開

係
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
組
織
規
程
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
た

係
の
事
務
分
掌
の
細
目
に
関
す
る
取
扱
要
領

2
0
森
林
整
管
1
第

2
7
6
号

○

管
理
部

企
画
管
理
課

法
規
・
情
報
公
開

係
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
－
の
駐
在
等

の
設
置
等
に
関
す
る
要
領

2
0
森
林
整
管
1
第

2
7
7
号

○

管
理
部

企
画
管
理
課

企
画
係

水
源
林
造
成
事
業
等
評
価
要
領

2
1
森
林
整
管
1
第

7
5
号

○

管
理
部

企
画
管
理
課

法
規
・
情
報
公
開

係
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
事
務
・
業

務
改
善
推
進
委
員
会
設
置
要
領

2
2
森
林
整
管
1
第

2
5
7
号

○

管
理
部

企
画
管
理
課

法
規
・
情
報
公
開

係
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
業
務
運
営

委
員
会
設
置
要
領

2
2
森
林
整
管
1
第

3
0
8
号

業
務
運
営
シ
ス
テ
ム
運
用
規
程

廃
止
に
伴
う
廃
止

管
理
部

企
画
管
理
課

企
画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
ＩＴ

委
員
会

の
設
置
要
領

2
1
森
林
整
管
1
第

2
2
1
号

○

管
理
部

企
画
管
理
課

企
画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
情
報
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
の
組
織
体
制
の
取
扱
い
に
つ
い
て

2
4
森
林
整
管
1
第

5
1
3
号

○

管
理
部

企
画
管
理
課

企
画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
運
用
要
領

2
2
森
林
整
管
1
第

2
0
3
号

○

管
理
部

企
画
管
理
課

文
書
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
所
長
事
務

委
任
要
領
に
係
る
整
備
セ
ン
タ
ー
所
長
の
指
示
事
項
に
つ
い
て

（
分
収
造
林
事
業
等
）

2
0
森
林
整
管
1
第

2
7
1
号

○

管
理
部

企
画
管
理
課

文
書
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
分
収
造
林

事
業
実
施
要
領
等
に
定
め
る
実
施
計
画
書
等
法
人
文
書
の
取
扱
い
に
つ

い
て

2
0
森
林
整
管
1
第

8
9
2
号

○

管
理
部

現
行
規
程
の
名
称

文
書
番
号

（
制
定
）

整
備
方
法

管
理
部

企
画
管
理
課

文
書
係

不
動
産
登
記
の
嘱
託
職
員
の
指
定
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
管
1
第

4
1
3
号

○

管
理
部

企
画
管
理
課

総
務
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
防
災
管
理

要
領

2
0
森
林
整
管
1
第

2
6
5
号

○

管
理
部

企
画
管
理
課

総
務
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
発
注
者
綱

紀
保
持
規
程

2
0
森
林
整
管
1
第

2
6
3
号

○

管
理
部

企
画
管
理
課

総
務
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
自
動
車
運

行
管
理
要
領

2
0
森
林
整
管
1
第

2
6
7
号

○

管
理
部

企
画
管
理
課

総
務
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
－
に
お
け
る

私
有
車
使
用
の
特
例
的
取
扱
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
管
1
第

7
0
4
号

○

管
理
部

企
画
管
理
課

総
務
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
特
別
経
費

の
支
出
基
準

2
0
森
林
整
管
1
第

2
6
6
号

○

管
理
部

企
画
管
理
課

総
務
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
表
彰
要
領

2
0
森
林
整
管
1
第

2
6
9
号

○

管
理
部

企
画
管
理
課

総
務
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
農
林
水
産

大
臣
及
び
林
野
庁
長
官
感
謝
状
推
薦
要
領

2
0
森
林
整
管
1
第

2
6
4
号

○

管
理
部

企
画
管
理
課

法
規
・
情
報
公
開

係
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
の
名
称
変

更
に
伴
う
関
係
規
程
等
の
整
備
に
関
す
る
規
程

○

管
理
部

企
画
管
理
課

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
リ
ス
ク
管
理

要
領

○

管
理
部

労
務
課

人
事
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る

外
勤
に
関
す
る
取
扱
要
領

2
4
森
林
整
管
1
第

3
1
5
号

○

1
0



所
管
課

所
管
係

(1
)名

称
読
替

の
み

(2
)改

正
(3
)新

規
そ
の
他

備
考

現
行
規
程
の
名
称

文
書
番
号

（
制
定
）

整
備
方
法

管
理
部

労
務
課

企
画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
安
全
衛
生

委
員
会
運
営
要
領

2
0
森
林
整
管
1
第

5
0
0
号

○

管
理
部

労
務
課

厚
生
係

宿
舎
を
移
転
す
る
場
合
に
お
け
る
経
費
の
支
給
に
関
す
る
取
扱
い
に
つ
い

て
2
0
森
林
整
管
1
第

7
4
9
号

○

管
理
部

労
務
課

企
画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
蜂
災
害
対

策
に
係
る
自
動
注
射
器
取
扱
要
領

2
3
森
林
整
管
1
第

4
1
4
号

○

管
理
部

労
務
課

企
画
係

独
立
行
政
法
人
職
員
等
の
放
射
線
に
よ
る
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
の

基
本
的
な
考
え
方
と
対
応
方
法
等
に
つ
い
て

2
4
森
林
整
管
1
第

1
4
4
号

○

管
理
部

労
務
課

企
画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
国
家
資
格

等
の
取
得
に
関
す
る
取
扱
要
領

2
0
森
林
整
管
1
第

7
0
2
号

○

管
理
部

財
務
課

企
画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
会
計
事
務
の
取
扱

基
準
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
管
1
第

3
号

○

管
理
部

資
金
会
計
課
課

出
納
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
資
金
前
渡

出
納
責
任
者
経
理
事
務
取
扱
要
領

2
0
森
林
整
管
1
第

4
号

○

管
理
部

資
金
会
計
課
課

賦
課
徴
収
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
賦
課
調
整

事
務
処
理
要
領

2
0
森
林
整
森
第

1
0
0
号

整
備
方
法
は
未
定

管
理
部

資
金
会
計
課
課

賦
課
徴
収
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
徴
収
金
滞

納
処
分
要
領

2
0
森
林
整
管
1
第

1
号

整
備
方
法
は
未
定

管
理
部

財
務
課

森
林
計
理
係

分
収
造
林
契
約
及
び
分
収
育
林
契
約
に
基
づ
く
損
害
賠
償
金
及
び
損
失

補
償
金
に
係
る
収
入
金
の
経
理
手
続
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
管
1
第

6
号

○

管
理
部

財
務
課

森
林
計
理
係

分
収
造
林
契
約
に
基
づ
く
森
林
国
営
保
険
金
等
の
経
理
手
続
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
管
1
第

7
号

○

管
理
部

財
務
課

森
林
計
理
係

水
源
林
に
属
す
る
資
産
が
減
少
し
た
場
合
の
経
理
手
続
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
管
1
第

8
号

○

管
理
部

資
金
会
計
課
課

賦
課
徴
収
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
分
収
造
林
地
に
対
す
る
賦
課
金
の
取

扱
い
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
管
1
第

1
3
号

整
備
方
法
は
未
定

管
理
部

資
金
会
計
課
課

賦
課
徴
収
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
附
則
第
7
条
第
3
項
及
び
第
9
条
第
3

項
に
定
め
る
賦
課
金
徴
収
事
務
取
扱
要
領

2
0
森
林
整
管
1
第

1
4
号

整
備
方
法
は
未
定

管
理
部

資
金
会
計
課
課

賦
課
徴
収
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
附
則
第
7
条
第
3
項
及
び
第
9
条
第
3

項
に
規
定
す
る
賦
課
金
の
受
益
者
団
体
か
ら
の
徴
収
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
管
1
第

1
5
号

整
備
方
法
は
未
定

管
理
部

資
金
会
計
課
課

賦
課
徴
収
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
分
収
造
林
地
に
係
る
賦
課
金
の
算
定

資
料
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
管
1
第

1
6
号

整
備
方
法
は
未
定

管
理
部

資
金
会
計
課
課

賦
課
徴
収
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
附
則
第
７
条
第
３
項
及
び
第
９
条
第

３
項
に
規
定
す
る
賦
課
処
分
に
係
る
様
式
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
管
1
第

1
7
号

○

管
理
部

資
金
会
計
課
課

賦
課
徴
収
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
附
則
第
7
条
第
3
項
及
び
第
9
条
第
3

項
に
規
定
す
る
賦
課
金
の
受
益
者
団
体
か
ら
の
納
付
に
係
る
手
数
料
の

負
担
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
管
1
第

1
8
号

整
備
方
法
は
未
定

1
1



所
管
課

所
管
係

(1
)名

称
読
替

の
み

(2
)改

正
(3
)新

規
そ
の
他

備
考

現
行
規
程
の
名
称

文
書
番
号

（
制
定
）

整
備
方
法

管
理
部

資
金
会
計
課
課

賦
課
徴
収
係

賦
課
再
調
整
に
伴
う
賦
課
金
の
再
計
算
処
理
要
領

2
0
森
林
整
管
1
第

1
9
号

整
備
方
法
は
未
定

管
理
部

資
金
会
計
課
課

農
用
地
債
権
管

理
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
無
利
子
貸
付
債
権
の
管
理
及
び
回
収

に
関
す
る
細
則
（
農
用
地
業
務
部
門
）

2
0
森
林
整
管
1
第

2
号

○

管
理
部

資
金
会
計
課
課

賦
課
徴
収
係

負
担
金
・
賦
課
金
の
徴
収
に
係
る
少
額
債
権
の
取
扱
い
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
管
1
第

2
1
号

整
備
方
法
は
未
定

管
理
部

資
金
会
計
課
課

資
金
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
資
金
調
達

業
務
等
検
討
委
員
会
の
設
置
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
管
1
第

3
1
号

○

管
理
部

資
金
会
計
課
課

資
金
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る

勘
定
間
等
の
資
金
の
融
通
に
関
す
る
取
扱
い
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
管
1
第

3
2
号

○

管
理
部

資
金
会
計
課
課

資
産
管
理
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
に
係
る
証

拠
書
類
の
編
集
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
管
1
第

3
3
号

○

管
理
部

企
画
管
理
課

法
規
・
情
報
公
開

係
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る

情
報
公
開
に
伴
う
開
示
請
求
等
手
数
料
の
受
領
印
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
管
1
第

3
4
号

○

管
理
部

資
金
会
計
課
課

資
産
管
理
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
パ
ー
ソ
ナ

ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
及
び
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
管
理
要
領

2
4
森
林
整
管
1
第

3
0
0
号

○

管
理
部

企
画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
契
約
事
務

2
0
森
林
整
管
1
第

3
5
号

○
管
理
部

財
務
課

企
画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ

契
約
事
務

取
扱
要
領

2
0
森
林
整
管
1
第

3
5
号

○

管
理
部

財
務
課

企
画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
契
約
事
務
処
理
要
領
(森

林
業
務
部

門
)

2
0
森
林
整
管
1
第

3
6
号

○

管
理
部

財
務
課

企
画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
契
約
事
務

取
扱
規
程
の
特
例
を
定
め
る
要
領

2
0
森
林
整
管
1
第

8
9
号

○

管
理
部

財
務
課

企
画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
造
林
木
等

販
売
契
約
事
務
取
扱
要
領

2
0
森
林
整
管
1
第

3
8
号

○

管
理
部

財
務
課

企
画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
造
林
木
等

販
売
に
係
る
契
約
事
務
及
び
経
理
事
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
管
1
第

3
9
号

○

管
理
部

財
務
課

企
画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
－
業
者
等
の

等
級
の
格
付
基
準
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
管
1
第

4
2
号

○

管
理
部

財
務
課

企
画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
請
負
工
事

に
お
け
る
共
同
企
業
体
の
取
扱
い
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
管
1
第

4
8
号

○

管
理
部

財
務
課

企
画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
経
常
建
設

共
同
企
業
体
及
び
協
業
組
合
の
一
般
競
争
参
加
資
格
の
審
査
の
取
扱
い

に
つ
い
て

2
0
森
林
整
管
1
第

4
9
号

○

1
2



所
管
課

所
管
係

(1
)名

称
読
替

の
み

(2
)改

正
(3
)新

規
そ
の
他

備
考

現
行
規
程
の
名
称

文
書
番
号

（
制
定
）

整
備
方
法

管
理
部

財
務
課

企
画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
業
者
等
選

定
要
領

2
0
森
林
整
管
1
第

5
4
号

○

管
理
部

財
務
課

企
画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
業
者
等
選

定
要
領
の
運
用
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
管
1
第

5
5
号

○

管
理
部

財
務
課

企
画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
工
事
請
負

契
約
に
係
る
指
名
停
止
等
の
措
置
要
領

2
0
森
林
整
管
1
第

6
0
号

○

管
理
部

財
務
課

企
画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
工
事
請
負

契
約
に
係
る
指
名
停
止
等
の
措
置
要
領
の
運
用
基
準

2
0
森
林
整
管
1
第

6
1
号

○

管
理
部

財
務
課

企
画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
測
量
・
建

設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等
業
務
請
負
契
約
に
係
る
指
名
停
止
等
の
措
置
に
つ

い
て

2
0
森
林
整
管
1
第

6
2
号

○

管
理
部

財
務
課

企
画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
造
林
木
等

販
売
契
約
に
係
る
指
名
停
止
等
の
措
置
要
領

2
6
森
林
整
管
第

1
6
4
号

○

管
理
部

財
務
課

企
画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
造
林
木
等

販
売
契
約
に
係
る
指
名
停
止
等
の
措
置
要
領
の
運
用
基
準

2
6
森
林
整
管
第

1
6
6
号

○

管
理
部

財
務
課

企
画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
物
品
の
製

造
契
約
、
物
品
の
購
入
契
約
及
び
役
務
等
契
約
指
名
停
止
等
措
置
要
領

2
6
森
林
整
管
第

1
6
7
号

○

管
理
部

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
物
品
の
製

管
理
部

財
務
課

企
画
係

造
契
約
、
物
品
の
購
入
契
約
及
び
役
務
等
契
約
指
名
停
止
等
措
置
要
領

の
運
用
基
準

2
6
森
林
整
管
第

1
6
9
号

○

管
理
部

財
務
課

企
画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
工
事
代
価

の
中
間
前
金
払
に
関
す
る
実
施
要
領

2
0
森
林
整
管
1
第

6
7
号

○

管
理
部

財
務
課

企
画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
工
事
代
価

の
中
間
前
金
払
に
係
る
認
定
等
の
取
扱
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
管
1
第

6
8
号

○

管
理
部

財
務
課

企
画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
入
札
手
続

等
改
善
検
討
委
員
会
の
設
置
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
管
1
第

9
1
号

○

管
理
部

財
務
課

企
画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
電
子
入
札

運
用
基
準
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
管
1
第

7
0
号

○

管
理
部

財
務
課

企
画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
建
設
工
事

に
係
る
一
般
競
争
入
札
方
式
の
実
施
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
管
1
第

7
1
号

○

管
理
部

財
務
課

企
画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
工
事
に
関

す
る
総
合
評
価
方
式
の
実
施
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
管
1
第

7
7
号

○

管
理
部

財
務
課

企
画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
工
事
に
関

す
る
入
札
に
係
る
総
合
評
価
方
式
の
性
能
等
の
評
価
方
法
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
管
1
第

7
8
号

○

1
3



所
管
課

所
管
係

(1
)名

称
読
替

の
み

(2
)改

正
(3
)新

規
そ
の
他

備
考

現
行
規
程
の
名
称

文
書
番
号

（
制
定
）

整
備
方
法

管
理
部

財
務
課

企
画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
工
事
に
関

す
る
総
合
評
価
方
式
（
簡
易
型
）
の
実
施
に
伴
う
事
務
手
続
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
管
1
第

7
9
号

○

管
理
部

財
務
課

企
画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
工
事
に
関

す
る
総
合
評
価
方
式
（
施
工
体
制
確
認
型
）
の
試
行
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
管
1
第

8
0
号

○

管
理
部

財
務
課

企
画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
契
約
後
Ｖ

Ｅ
方
式
の
入
札
契
約
手
続
等
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
管
1
第

8
2
号

○

管
理
部

財
務
課

企
画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
測
量
・
建

設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等
業
務
に
係
る
一
般
競
争
入
札
方
式
の
実
施
に
つ
い

て
2
0
森
林
整
管
1
第

7
6
号

○

管
理
部

財
務
課

企
画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る

随
意
契
約
に
よ
り
実
施
す
る
場
合
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
管
1
第

8
3
号

○

管
理
部

財
務
課

企
画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
不
落
随
契

の
原
則
廃
止
等
の
厳
正
化
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
管
1
第

8
4
号

○

管
理
部

財
務
課

企
画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
に
係
る
公

共
工
事
の
入
札
及
び
契
約
適
正
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
等
に
基
づ
く

入
札
及
び
契
約
に
関
す
る
情
報
等
の
公
表
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
管
1
第

8
6
号

○

管
理
部

財
務
課

企
画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
公
正
入
札

調
査
委
員
会
及
び
連
絡
担
当
者
の
設
置
等
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
管
1
第

9
0
号

○

管
理
部

財
務
課

企
画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
緊
急
公
共

工
事
品
質
確
保
対
策
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
管
1
第

8
1
号

○

管
理
部

財
務
課

企
画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
低
入
札
価

格
調
査
制
度
対
象
工
事
に
係
る
特
別
重
点
調
査
の
試
行
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
管
1
第

9
4
号

○

管
理
部

財
務
課

企
画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
工
事
等
に

お
け
る
入
札
及
び
契
約
の
過
程
に
係
る
苦
情
処
理
の
手
続
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
管
1
第

9
6
号

○

管
理
部

財
務
課

企
画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
指
名
停
止

等
措
置
に
係
る
苦
情
処
理
手
続
要
領

2
0
森
林
整
管
1
第

9
5
号

○

管
理
部

財
務
課

企
画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
物
品
役
務

等
契
約
に
関
す
る
様
式
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
管
1
第

3
2
8
号

○

管
理
部

財
務
課

企
画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
入
札
保
証

金
の
取
扱
い
に
関
す
る
試
行
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
管
1
第

7
2
2
号

○

管
理
部

財
務
課

企
画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
競
争
入
札

に
お
け
る
入
札
保
証
に
関
す
る
取
扱
い
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
管
1
第

7
2
3
号

○

1
4



所
管

課
所

管
係

(1
)名

称
読

替
の
み

(2
)改

正
(3
)新

規
そ
の
他

備
考

現
行
規
程
の
名
称

文
書
番
号

（
制
定
）

整
備
方
法

管
理

部
財

務
課

企
画

係
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
入
札
保
証

金
の
取

扱
い
に
関

す
る
試

行
に
係

る
手

続
の
運

用
に
つ

い
て

2
0
森
林
整
管
1
第

7
2
4
号

○

管
理

部
財

務
課

企
画

係
木

材
・
木

材
製

品
の
合

法
性

、
持

続
可

能
性

の
証

明
に
つ

い
て

2
0
森

林
整

管
1
第

8
3
4
号

○

管
理

部
財

務
課

企
画

係
素

材
の
販

売
委

託
の
実

施
に
つ

い
て

2
0
森

林
整

管
1
第

7
2
5

号
○

管
理

部
財

務
課

企
画

係
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
指
定
調
査

業
務
森
林
調
査
委
託
要
領

2
0
森
林
整
管
1
第

2
7
3
号

○

管
理

部
財

務
課

企
画

係
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
分
収
造
林

契
約
地
森
林
調
査
委
託
要
領

2
4
森
林
整
管
1
第

2
8
2

号
○

管
理

部
財

務
課

企
画

係
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
指
定
調
査

業
務
間
伐
選
木
委
託
要
領

2
0
森
林
整
管
1
第

2
7
4
号

○

管
理

部
財

務
課

企
画

係
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
入
札
審
査

委
員
会
運
営
要
領

2
2
森
林
整
管
1
第

4
6
9
号

○

森
林

企
画

課
企

画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
分
収
造
林

事
業
実
施
要
領

2
0
森
林
整
森
第

1
7
8
号

○

森
林

企
画

課
企

画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
分
収
造
林

事
業

の
実

施
方

針
に
つ

い
て

2
0
森
林
整
森
第

1
7
9
号

○

森
林

企
画

課
企

画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
分
収
造
林

事
業

の
実

施
方

針
に
関

す
る
細

部
指

示
事

項
に
つ

い
て

2
0
森
林
整
森
第

1
8
0
号

○

森
林

企
画

課
企

画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
水
源
複
層

林
整

備
事

業
の
取

扱
い
に
つ

い
て

2
0
森
林
整
森
第

1
8
1
号

○

森
林

企
画

課
企

画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
水
源
複
層

林
整

備
事

業
の
取

扱
い
に
関

す
る
細

部
指

示
事

項
に
つ

い
て

2
0
森
林
整
森
第

1
8
2
号

○

森
林

企
画

課
企

画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
分
収
造
林

契
約

に
お

け
る
収

益
分

収
の
割

合
に
つ

い
て

2
0
森
林
整
森
第

2
8
0
号

○

森
林

企
画

課
企

画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
整
備
局
技

術
開
発
推
進
委
員
会
運
営
要
領

2
0
森
林
整
森
第

1
8
5
号

○

森
林

企
画

課
企

画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
分
収
造
林

事
業

の
定

期
実

務
指

導
に
つ

い
て

2
0
森
林
整
森
第

1
8
6
号

○

森
林

企
画

課
企

画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
期
間
を
定

め
て
採

用
す

る
指

導
員

に
つ

い
て

2
0
森
林
整
森
第

1
8
8
号

○

森
林

企
画

課
企

画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
水
源
林
造

成
事

業
の
植

付
計

画
面

積
及

び
植

栽
予

定
期

間
に
つ

い
て

2
0
森
林
整
森
第

1
8
9
号

○

森
林

企
画

課
分

収
林
契
約
係

契
約

地
管
理
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
分
収
造
林

契
約

地
に
お

け
る
明

認
方

法
の
実

施
に
つ

い
て

2
2
森
林
整
森
第

5
1
6
号

○

森
林

企
画

課
評

価
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
分
収
造
林

事
業

に
お

け
る
事

業
評

価
（
期

中
の
評

価
）
結

果
に
基

づ
く
対

応
に
つ

い
2
0
森
林
整
森
第

1
9
0
号

○

資
源

利
用

課
施

業
計
画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
分
収
造
林

契
約
地
森
林
調
査
実
施
要
領

2
0
森
林
整
森
第

1
9
1
号

○

資
源

利
用

課
施

業
計
画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
分
収
造
林

事
業
森
林
施
業
計
画
編
成
要
領

2
0
森
林
整
森
第

1
9
3
号

○

1
5



所
管
課

所
管
係

(1
)名

称
読
替

の
み

(2
)改

正
(3
)新

規
そ
の
他

備
考

現
行
規
程
の
名
称

文
書
番
号

（
制
定
）

整
備
方
法

森
林
企
画
課

分
収
林
契
約
係

契
約
地
管
理
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
分
収
造
林

契
約
台
帳
及
び
統
計
書
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
森
第

1
9
5
号

○

森
林
企
画
課

分
収
林
契
約
係

契
約
地
管
理
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
分
収
造
林

事
業
の
標
準
分
収
造
林
契
約
書
及
び
施
業
の
実
行
等
に
関
す
る
協
定
書

に
つ
い
て

（
旧
契
約
書
等
目
次
:0
1
8
-
0
0
旧
契
約
書
:0
1
8
-
0
1
～
1
2
）

2
0
森
林
整
森
第

1
9
6
号

○

森
林
企
画
課

分
収
林
契
約
係

契
約
地
管
理
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
分
収
造
林

契
約
申
込
書
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
森
第

1
9
7
号

○

森
林
企
画
課

分
収
林
契
約
係

契
約
地
管
理
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
分
収
造
林

契
約
予
定
地
実
査
調
書
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
森
第

1
9
8
号

○

森
林
企
画
課

分
収
林
契
約
係

契
約
地
管
理
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
分
収
造
林

契
約
地
に
お
け
る
除
地
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
森
第

1
9
9
号

○

森
林
企
画
課

分
収
林
契
約
係

契
約
地
管
理
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
分
収
造
林

契
約
予
定
地
の
境
界
確
認
並
び
に
境
界
標
埋
設
承
認
書
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
森
第

2
0
0
号

○

森
林
企
画
課

分
収
林
契
約
係

契
約
地
管
理
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
分
収
造
林

契
約
事
務
の
進
め
方
等
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
森
第

2
0
1
号

○

森
林
企
画
課

分
収
林
契
約
係

契
約
地
管
理
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
分
収
造
林

契
約
書
等
の
複
製
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
森
第

2
0
4
号

○

森
林
企
画
課

分
収
林
契
約
係

契
約
地
管
理
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
分
収
造
林

契
約
地
等
の
境
界
図
の
作
成
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
森
第

2
0
5
号

○

森
林
企
画
課

造
林
係

技
術
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
分
収
造
林

契
約
地
の
境
界
標
柱
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
森
第

2
0
6
号

○

森
林
企
画
課

造
林
係

技
術
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
分
収
造
林

契
約
地
の
標
識
板
に

い
て

2
0
森
林
整
森
第

2
0
7
号

○
森
林
企
画
課

技
術
係

契
約
地
の
標
識
板
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
森
第

2
0
7
号

○

森
林
企
画
課

分
収
林
契
約
係

契
約
地
管
理
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
損
失
補
償

事
務
取
扱
要
領

2
0
森
林
整
森
第

2
0
8
号

○

森
林
企
画
課

分
収
林
契
約
係

契
約
地
管
理
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
損
失
補
償

事
務
取
扱
要
領
の
実
施
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
森
第

2
0
9
号

○

森
林
事
業
課

造
林
係

技
術
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
実
行
予
算

の
編
成
手
順
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
森
第

2
1
0
号

○

森
林
事
業
課

造
林
係

技
術
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
分
収
造
林

事
業
施
業
区
分
明
細
表
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
森
第

2
1
1
号

○

森
林
事
業
課

造
林
係

技
術
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
分
収
造
林

事
業
実
施
計
画
作
成
要
領

2
0
森
林
整
森
第

2
1
2
号

○

森
林
事
業
課

造
林
係

技
術
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
実
施
計
画

書
の
様
式
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
森
第

2
1
3
号

○

森
林
事
業
課

造
林
係

技
術
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
実
施
計
画

書
に
お
け
る
数
量
、
金
額
の
表
示
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
森
第

2
1
4
号

○

森
林
事
業
課

造
林
係

技
術
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
分
収
造
林

事
業
実
施
計
画
審
査
要
領

2
0
森
林
整
森
第

2
1
5
号

○

森
林
事
業
課

造
林
係

技
術
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
分
収
造
林

事
業
実
施
計
画
審
査
要
領
の
運
用
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
森
第

2
1
6
号

○

森
林
事
業
課

造
林
係

技
術
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
分
収
造
林

事
業
に
お
け
る
社
会
保
険
料
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
森
第

2
1
7
号

○

森
林
事
業
課

造
林
係

技
術
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
分
収
造
林

事
業
標
準
工
程
表
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
森
第

2
1
8
号

○

1
6



所
管
課

所
管
係

(1
)名

称
読
替

の
み

(2
)改

正
(3
)新

規
そ
の
他

備
考

現
行
規
程
の
名
称

文
書
番
号

（
制
定
）

整
備
方
法

森
林
事
業
課

造
林
係

技
術
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
分
収
造
林

用
苗
木
の
購
入
予
約
に
関
す
る
指
導
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
森
第

2
1
9
号

○

森
林
事
業
課

造
林
係

技
術
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
林
地
除
草

剤
散
布
事
業
実
施
要
領

2
0
森
林
整
森
第

2
2
0
号

○

森
林
事
業
課

造
林
係

技
術
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
除
伐
実
施

要
領

2
0
森
林
整
森
第

2
2
1
号

○

森
林
事
業
課

造
林
係

技
術
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
枝
打
実
施

要
領

2
0
森
林
整
森
第

2
2
2
号

○

森
林
事
業
課

造
林
係

技
術
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
裾
枝
払
実

施
要
領

2
0
森
林
整
森
第

2
7
9
号

○

森
林
事
業
課

造
林
係

技
術
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
分
収
造
林

事
業
検
査
実
施
要
領

2
0
森
林
整
森
第

2
2
3
号

○

森
林
事
業
課

造
林
係

技
術
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
活
着
調
査

要
領

2
0
森
林
整
森
第

2
2
4
号

○

森
林
事
業
課

造
林
係

技
術
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
分
収
造
林

事
業
に
お
け
る
概
算
金
の
支
払
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
森
第

2
2
5
号

○

森
林
事
業
課

造
林
係

技
術
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
造
林
者
に

お
け
る
事
業
費
出
納
簿
等
の
整
理
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
森
第

2
2
6
号

○

森
林
事
業
課

造
林
係

技
術
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
分
収
造
林

地
に
対
す
る
受
益
者
負
担
金
の
取
扱
い
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
森
第

2
2
7
号

○

森
林
事
業
課

造
林
係

技
術
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
分
収
造
林

事
業
実
行
総
括
表
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
森
第

2
2
9
号

○

森
林
事
業
課

基
盤
整
備
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
作
業
道
設

置
要
領

2
0
森
林
整
森
第

2
3
0
号

○

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
作
業
道
の

森
林
事
業
課

基
盤
整
備
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
作
業
道
の

修
理
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
森
第

2
3
1
号

○

森
林
事
業
課

基
盤
整
備
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
作
業
道
（
ト

ラ
ッ
ク
道
及
び
林
業
機
械
道
）
に
係
る
事
業
費
の
積
算
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
森
第

2
3
2
号

○

森
林
事
業
課

基
盤
整
備
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
造
林
用
モ

ノ
レ
ー
ル
設
置
要
領

2
0
森
林
整
森
第

2
3
3
号

○

森
林
事
業
課

基
盤
整
備
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
基
幹
作
業

道
の
規
格
・
構
造
に
つ
い
て

2
1
森
林
整
森
第

1
7
2
号

○

森
林
事
業
課

基
盤
整
備
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
基
幹
作
業

道
の
定
規
図
に
つ
い
て

2
1
森
林
整
森
第

1
7
3
号

○

森
林
事
業
課

基
盤
整
備
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
基
幹
作
業

道
事
業
費
の
積
算
基
準
に
つ
い
て

2
1
森
林
整
森
第

1
7
4
号

○

森
林
事
業
課

基
盤
整
備
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
基
幹
作
業

道
積
算
内
訳
書
の
作
成
に
つ
い
て

2
1
森
林
整
森
第

1
7
5
号

○

森
林
事
業
課

基
盤
整
備
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
基
幹
作
業

道
に
係
る
測
量
設
計
業
務
の
実
施
基
準
に
つ
い
て

2
1
森
林
整
森
第

1
7
6
号

○

森
林
事
業
課

基
盤
整
備
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
基
幹
作
業

道
に
係
る
測
量
設
計
業
務
積
算
内
訳
書
の
作
成
に
つ
い
て

2
1
森
林
整
森
第

1
7
7
号

○

森
林
事
業
課

基
盤
整
備
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
基
幹
作
業

道
設
計
数
量
の
と
り
ま
と
め
に
つ
い
て

2
1
森
林
整
森
第

1
7
8
号

○

森
林
事
業
課

基
盤
整
備
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
基
幹
作
業

道
設
計
歩
掛
表
に
つ
い
て

2
1
森
林
整
森
第

1
7
9
号

○

1
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所
管
課

所
管
係

(1
)名

称
読
替

の
み

(2
)改

正
(3
)新

規
そ
の
他

備
考

現
行
規
程
の
名
称

文
書
番
号

（
制
定
）

整
備
方
法

森
林
事
業
課

基
盤
整
備
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
基
幹
作
業

道
実
施
計
画
変
更
の
取
扱
い
に
つ
い
て

2
1
森
林
整
森
第

1
8
0
号

○

森
林
事
業
課

基
盤
整
備
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
基
幹
作
業

道
工
事
検
査
実
施
基
準
に
つ
い
て

2
1
森
林
整
森
第

1
8
1
号

○

森
林
事
業
課

保
護
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
分
収
造
林

契
約
書
に
基
づ
き
造
林
義
務
者
が
行
う
造
林
地
及
び
造
林
木
の
管
理
並

び
に
施
業
の
実
施
の
実
行
結

果
等
の
報
告
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
森
第

2
3
4
号

○

森
林
事
業
課

保
護
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
分
収
造
林

契
約
地
の
被
害
報
告
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
森
第

2
3
5
号

○

森
林
事
業
課

保
護
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
被
害
造
林

地
の
取
扱
要
領

2
0
森
林
整
森
第

2
3
6
号

○

森
林
事
業
課

保
護
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
分
収
造
林

事
業
に
お
け
る
除
伐
（
保
護
）
の
実
施
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
森
第

2
3
7
号

○

森
林
事
業
課

保
護
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
造
林
地
崩

壊
防
止
施
設
実
施
要
領

2
0
森
林
整
森
第

2
3
8
号

○

森
林
事
業
課

保
護
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
森
林
国
営

保
険
の
取
扱
い
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
森
第

2
3
9
号

○

森
林
事
業
課

保
護
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
森
林
国
営

保
険
の
更
新
に
係
る
実
施
計
画
及
び
検
査
の
取
扱
い
に
つ
い
て

2
1
森
林
整
森
第

1
3
号

○

資
源
利
用
課

収
穫
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
分
収
造
林

事
業
収
穫
業
務
の
予
定
及
び
実
行
取
扱
要
領

2
0
森
林
整
森
第

2
4
0
号

○

資
源
利
用
課

収
穫
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
分
収
造
林

事
業
収
穫
実
施
要
領

2
0
森
林
整
森
第

2
4
1
号

○

資
源
利
用
課

収
穫
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
造
林
木
の

販
売
に
お
け
る
収
穫
調
査
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
森
第

2
4
2
号

○
販
売
に
お
け
る
収
穫
調
査
に

て
2
0
森
林
整
森
第

2
4
2
号

資
源
利
用
課

収
穫
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
造
林
木
立

木
販
売
評
価
額
算
定
要
領

2
0
森
林
整
森
第

2
4
3
号

○

資
源
利
用
課

収
穫
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
樹
幹
標
準

細
り
表
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
森
第

2
4
4
号

○

資
源
利
用
課

収
穫
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
足
場
丸
太

に
適
用
す
る
本
当
た
り
の
評
価
の
取
扱
い
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
森
第

2
4
5
号

○

資
源
利
用
課

収
穫
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
分
収
造
林

事
業
間
伐
実
施
要
領

2
0
森
林
整
森
第

2
4
6
号

○

資
源
利
用
課

収
穫
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
磨
丸
太
原

木
の
立
木
販
売
に
お
け
る
収
穫
調
査
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
森
第

2
5
0
号

○

資
源
利
用
課

収
穫
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
磨
丸
太
の

立
木
販
売
に
お
け
る
評
価
額
の
算
定
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
森
第

2
5
1
号

○

資
源
利
用
課

収
穫
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
長
伐
期
間

伐
の
実
施
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
森
第

6
1
9
号

○

資
源
利
用
課

収
穫
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
防
災
対
策

間
伐
の
実
施
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
森
第

6
2
0
号

○

資
源
利
用
課

収
穫
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
分
収
造
林

事
業
主
伐
実
施
要
領

2
2
森
林
整
森
第

4
3
2
号

○

資
源
利
用
課

収
穫
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
分
収
造
林

事
業
に
係
る
主
伐
の
技
術
的
指
針

2
2
森
林
整
森
第

4
3
3
号

○

資
源
利
用
課

収
穫
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
分
収
造
林

事
業
に
係
る
主
伐
の
技
術
的
指
針
の
運
用
に
つ
い
て

2
2
森
林
整
森
第

4
3
4
号

○

1
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所
管
課

所
管
係

(1
)名

称
読
替

の
み

(2
)改

正
(3
)新

規
そ
の
他

備
考

現
行
規
程
の
名
称

文
書
番
号

（
制
定
）

整
備
方
法

資
源
利
用
課

販
売
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
造
林
木
の

販
売
に
関
す
る
協
議
等
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
森
第

2
5
3
号

○

資
源
利
用
課

販
売
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
保
育
施
業

等
に
よ
る
伐
倒
木
の
販
売
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
森
第

2
5
4
号

○

資
源
利
用
課

販
売
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
磨
丸
太
原

木
の
立
木
販
売
実
施
要
領

2
0
森
林
整
森
第

2
5
5
号

○

資
源
利
用
課

販
売
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
作
業
道
設

置
に
よ
り
生
じ
た
素
材
の
販
売
の
取
扱
い
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
森
第

2
5
6
号

○

資
源
利
用
課

販
売
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
被
害
木
の

販
売
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
森
第

2
5
7
号

○

資
源
利
用
課

販
売
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
解
約
に
伴

う
支
障
木
の
販
売
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
森
第

2
5
8
号

○

資
源
利
用
課

販
売
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
素
材
の
販

売
委
託
の
実
施
に
係
る
取
扱
い
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
森
第

7
2
6
号

○

資
源
利
用
課

販
売
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
保
育
（
搬

出
）
間
伐
の
実
施
に
よ
り
集
積
さ
れ
た
素
材
の
販
売
の
取
扱
い
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
森
第

7
2
9
号

○

資
源
利
用
課

販
売
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
造
林
木
素

材
販
売
評
価
額
算
定
要
領

2
0
森
林
整
森
第

7
3
0
号

○

資
源
利
用
課

施
業
計
画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
指
定
調
査

業
務
委
託
規
程

2
0
森
林
整
森
第

2
5
9
号

○

資
源
利
用
課

施
業
計
画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
指
定
調
査

業
務
委
託
事
務
細
則

2
0
森
林
整
森
第

2
6
0
号

○

資
源
利
用
課

施
業
計
画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
指
定
調
査

業
務
委
託
事
務
細
則
の
運
用
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
森
第

2
6
1
号

○

分
収
林
契
約
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
造
林
木
の

森
林
企
画
課

分
収
林
契
約
係

契
約
地
管
理
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
造
林
木
の

推
定
価
額
の
算
定
方
法
に
つ
い
て

2
4
森
林
整
森
第

1
3
号

○

資
源
利
用
課

施
業
計
画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
分
収
造
林

契
約
地
森
林
調
業
務
の
予
定
及
び
実
行
取
扱
要
領

2
4
森
林
整
森
第

2
7
9
号

○

資
源
利
用
課

施
業
計
画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
分
収
造
林

契
約
地
森
林
調
査
委
託
費
算
定
基
準

2
4
森
林
整
森
第

2
8
0
号

○

資
源
利
用
課

施
業
計
画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
森
林
調
査

委
託
に
係
る
検
査
に
つ
い
て

2
4
森
林
整
森
第

2
8
1
号

○

資
源
利
用
課

収
穫
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
保
育
（
搬

出
）
間
伐
の
実
施
に
係
る
判
断
基
準
に
つ
い
て

2
4
森
林
整
森
第

4
2
7
号

○

森
林
事
業
課

造
林
係

技
術
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
分
収
造
林

事
業
積
算
要
領

2
4
森
林
整
森
第

4
3
9
号

○

森
林
事
業
課

造
林
係

技
術
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
分
収
造
林

事
業
積
算
要
領
の
運
用
に
つ
い
て

2
4
森
林
整
森
第

4
4
0
号

○

森
林
事
業
課

造
林
係

技
術
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
分
収
造
林

契
約
地
の
山
火
事
警
防
用
標
識
板
及
び
横
断
幕
の
取
扱
に
つ
い
て

2
4
森
林
整
森
第

4
5
6
号

○

森
林
事
業
課

基
盤
整
備
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
作
業
道
（
ト

ラ
ッ
ク
道
及
び
林
業
機
械
道
）
の
標
準
仕
様
に
つ
い
て

2
4
森
林
整
森
第

4
6
3
号

○

森
林
企
画
課

分
収
林
契
約
係

契
約
地
管
理
係

契
約
期
間
が
満
了
す
る
契
約
地
の
管
理
と
契
約
変
更
の
促
進
に
つ
い
て

2
2
森
林
整
森
第

5
1
8
号

○

森
林
企
画
課

分
収
林
契
約
係

契
約
地
管
理
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
損
害
賠
償

事
務
取
扱
要
領

2
6
森
林
整
森
第

2
7
2
号

○

1
9



所
管
課

所
管
係

(1
)名

称
読
替

の
み

(2
)改

正
(3
)新

規
そ
の
他

備
考

現
行
規
程
の
名
称

文
書
番
号

（
制
定
）

整
備
方
法

森
林
企
画
課

分
収
林
契
約
係

契
約
地
管
理
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
損
害
賠
償

事
務
取
扱
要
領
の
実
施
に
つ
い
て

2
6
森
林
整
森
第

2
7
3
号

○

森
林
企
画
課

企
画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
分
収
育
林

事
業
実
施
要
領

2
0
森
林
整
森
第

1
8
3
号

○

森
林
企
画
課

企
画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
分
収
育
林

事
業
検
討
委
員
会
運
営
要
領

2
0
森
林
整
森
第

1
8
4
号

○

森
林
企
画
課

企
画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
分
収
育
林

に
お
け
る
育
林
木
の
評
価
要
領

2
0
森
林
整
森
第

2
0
3
号

○

森
林
企
画
課

企
画
係

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
技
術
検
討

委
員
会
の
設
置
に
つ
い
て

2
0
森
林
整
農
第

2
3
7
号

○

森
林
事
業
課

造
林
係

技
術
係

国
立
研
究
開
発
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
整
備
セ
ン
タ
ー
分
収
造
林

契
約
地
境
界
刈
払
実
施
要
領

○

セ
ン
タ
ー
コ
ン
プ

ラ
イ
ア
ン
ス
室

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

係
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
コ
ン
プ
ラ
イ

ア
ン
ス
推
進
委
員
会
運
営
要
領

2
0
森
林
整
コ
第

5
5
4
号

○

2
0



新
旧

対
照

表

改
正

後
現

行

国
立

研
究

開
発

法
人

森
林

総
合

研
究

所
の

理
事

の
職

務
に

関
す

る
規

程
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

の
理

事
の

職
務

に
関

す
る

規
程

平
成

１
９

年
４

月
２

日
平

成
１

９
年

４
月

２
日

１
８

森
林

総
研

第
１

５
３

０
号

１
８

森
林

総
研

第
１

５
３

０
号

最
終

改
正

：
27

.0
.0

0（
２

６
森

林
総

研
第

０
０

０
０

号
）

最
終

改
正

24
.3

.3
0

(
２

４
森

林
総

研
第

１
５

３
４

号
)

第
１

条
こ

の
規

程
は

、
国

立
研

究
開

発
法

人
森

林
総

合
研

究
所

法
（

平
成

１
９

年
法

律
第

８
号

）
第

７
第

１
条

こ
の

規
程

は
、

独
立

行
政

法
人

森
林

総
合

研
究

所
法

（
平

成
１

９
年

法
律

第
８

号
）

第
７

条
第

条
第

１
項

に
基

づ
き

国
立

研
究

開
発

法
人

森
林

総
合

研
究

所
（

以
下

「
研

究
所

」
と

い
う

。
）

に
置

く
１

項
に

基
づ

き
独

立
行

政
法

人
森

林
総

合
研

究
所

（
以

下
「

研
究

所
」

と
い

う
。
）

に
置

く
理

事
及

び

理
事

及
び

そ
の

職
務

に
つ

い
て

定
め

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

そ
の

職
務

に
つ

い
て

定
め

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

（
理

事
の

設
置

）
（

理
事

の
設

置
）

第
２

条
研

究
所

に
次

の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
理

事
を

置
き

、
そ

の
人

数
は

同
表

の
右

欄
に

掲
げ

る
と

お
第

２
条

研
究

所
に

次
の

表
の

左
欄

に
掲

げ
る

理
事

を
置

き
、

そ
の

人
数

は
同

表
の

右
欄

に
掲

げ
る

と
お

り
と

す
る

。
り

と
す

る
。

理
事

の
名

称
人

数
理

事
の

名
称

人
数

理
事

（
企

画
・

総
務

・
森

林
保

険
担

当
）

１
人

理
事

（
企

画
・

総
務

担
当

）
１

人

理
事

（
研

究
担

当
）

１
人

理
事

（
研

究
担

当
）

１
人

理
事

（
育

種
事

業
・

森
林

バ
イ

オ
担

当
）

１
人

理
事

（
育

種
事

業
・

森
林

バ
イ

オ
担

当
）

１
人

理
事

（
森

林
業

務
担

当
）

１
人

理
事

（
森

林
業

務
担

当
）

１
人

理
事

（
法

令
遵

守
担

当
）

１
人

理
事

（
業

務
承

継
円

滑
化

・
適

正
化

担
当

）
１

人

２
理

事
（

育
種

事
業

・
森

林
バ

イ
オ

担
当

）
に

つ
い

て
は

、
日

立
市

に
、

理
事

（
森

林
業

務
担

当
、

法
２

理
事

（
育

種
事

業
・

森
林

バ
イ

オ
担

当
）

に
つ

い
て

は
、

日
立

市
に

、
理

事
（

森
林

業
務

担
当

、
業

令
遵

守
担

当
）

に
つ

い
て

は
、

川
崎

市
に

配
置

す
る

。
務

承
継

円
滑

化
・

適
正

化
担

当
）

に
つ

い
て

は
、

川
崎

市
に

配
置

す
る

。

第
３

条
【

略
】

第
３

条
【

略
】

第
４

条
理

事
の

担
当

職
務

は
、

次
表

に
掲

げ
る

と
お

り
と

す
る

。
第

４
条

理
事

の
担

当
職

務
は

、
次

表
に

掲
げ

る
と

お
り

と
す

る
。

（
理

事
の

担
当

職
務

）
（

理
事

の
担

当
職

務
）

理
事

の
名

称
担

当
職

務
理

事
の

名
称

担
当

職
務

理
事

（
企

画
・

総
務

・
森

林
保

険
担

当
）

１
企

画
及

び
総

務
に

関
す

る
事

項
理

事
（

企
画

・
総

務
担

当
）

１
企

画
及

び
総

務
に

関
す

る
事

項

２
森

林
保

険
に

関
す

る
事

項

理
事

（
研

究
担

当
）

１
研

究
に

関
す

る
事

項
理

事
（

研
究

担
当

）
１

研
究

に
関

す
る

事
項

理
事

（
育

種
事

業
・

森
林

バ
イ

オ
担

当
）

１
林

木
育

種
事

業
に

関
す

る
事

項
理

事
（

育
種

事
業

・
森

林
バ

イ
オ

担
当

）
１

林
木

育
種

事
業

に
関

す
る

事
項

２
森

林
バ

イ
オ

分
野

に
関

す
る

事
項

２
森

林
バ

イ
オ

分
野

に
関

す
る

事
項

理
事

（
森

林
業

務
担

当
）

１
水

源
林

造
成

事
業

等
の

総
括

に
関

す
る

理
事

（
森

林
業

務
担

当
）

１
水

源
林

造
成

事
業

等
の

総
括

に
関

す

に
関

す
る

事
項

る
事

項

２
水

源
林

造
成

事
業

等
の

森
林

分
野

に
関

２
水

源
林

造
成

事
業

等
の

森
林

分
野

に

す
る

事
項

関
す

る
事

項



理
事

（
法

令
遵

守
担

当
）

１
法

令
遵

守
に

関
す

る
事

項
理

事
（

業
務

承
継

円
滑

化
・

適
正

化
担

当
）

２
水

源
林

造
成

事
業

等
の

適
正

化
に

関
す

１
水

源
林

造
成

事
業

等
の

承
継

円
滑

化

る
事

項
及

び
適

正
化

に
関

す
る

事
項

第
５

条
【

略
】

第
５

条
【

略
】

附
則

（
平

成
２

７
年

０
月

０
０

日
２

６
森

林
総

研
第

０
０

０
０

号
）

こ
の

規
程

は
、

平
成

２
７

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。



国立研究開発法人森林総合研究所の理事の職務に関する規程

平成１９年４月２日

１８森林総研第１５３０号

最終改正２７.０.００ (２６森林総研第００００号)

（目的）

第１条 この規程は、国立研究開発法人森林総合研究所法（平成１９年法律第８号）第７条第１項に

基づき国立研究開発法人森林総合研究所（以下「研究所」という。）に置く理事及びその職務につ

いて定めることを目的とする。

（理事の設置）

第２条 研究所に次の表の左欄に掲げる理事を置き、その人数は同表の右欄に掲げるとおりとする。

理事の名称 人 数

理事（企画・総務・森林保険担当） １ 人

理事（研究担当） １ 人

理事（育種事業・森林バイオ担当） １ 人

理事（森林業務担当） １ 人

理事（法令遵守担当） １ 人

２ 理事（育種事業・森林バイオ担当）については、日立市に、理事（森林業務担当、法令遵守担当）

については、川崎市に配置する。

（理事の職務及び権限）

第３条 理事は、理事長を補佐して研究所の業務を掌理する。

２ 理事は、前項の規定によるほか、次条に定めるところにより、担当理事として、研究所の業務の

一部を担当し、その担当職務に関して職員を指揮監督する。

（理事の担当職務）

第４条 理事の担当職務は、次表に掲げるとおりとする。

理事の名称 担 当 職 務

理事（企画・総務・森林保険担当） １ 企画及び総務に関する事項

２ 森林保険に関する事項

理事（研究担当） １ 研究に関する事項



理事（育種事業・森林バイオ担当） １ 林木育種事業に関する事項

２ 森林バイオ分野に関する事項

理事（森林業務担当） １ 水源林造成事業等の総括に関す

る事項

２ 水源林造成事業等の森林分野に

関する事項

理事（法令遵守担当） １ 法令遵守に関する事項

２ 水源林造成事業等の適正化に関

する事項

（理事の職務の例外）

第５条 理事長は、特に必要があると認めるときは、理事に前条のそれぞれに定める職務以外の職務

を担当させることができる。

附 則（平成１９年４月２日 １８森林総研第１５３０号）

この規程は、平成１９年４月１日から施行する。

附 則（平成２０年３月３１日 １９森林総研第１６７７号）

この規程は、平成２０年４月１日から施行する。

附 則（平成２２年３月３１日 ２１森林総研第１７８５号）

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。

附 則（平成２４年３月３０日 ２３森林総研第１５３４号）

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。

附 則（平成２７年３月００日 ２６森林総研第００００号）

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。



国立研究開発法人森林総合研究所業務方法書第１０章に規定する整備すべきとされ

た事項に係る規程の整備期限に関する規程（案）

平成２７年○月○日

○○森林総研第○○号

第１条（整備の期限）

国立研究開発法人森林総合研究所業務方法書第１０章に規定する整備すべきとされた事

項のうち、同業務方法書を施行する平成２７年４月１日をもって必要な事項等が定まって

いないものについては、平成２７年９月末日までにこれを定めるものとする。

附 則

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。



了 解 事 項 (案)

必要な内部規程が定められるまでの間においては、業務方法書に内部統制システム

の整備に関する事項が追加された経緯及び目的を十分に認識し、以下を了解事項とし

て、研究所における内部統制を推進するものとする。

１ 理事会において研究所の運営上の重要事項（内部統制の推進に関する事項を含

む。）を審議決定する。

２ 内部統制の担当役員は企画・総務・森林保険担当理事とする。

３ 本所における内部統制推進部門は企画部及び総務部とし、それぞれの長を推進責

任者とする。

また、林木育種センター、森林保険センター及び森林整備センター並びに支所等、

育種場及び整備局においては、それぞれの長を内部統制推進責任者とする。

４ 研究所は、反社会的勢力と一切関係を持たず、これらからの不当な要求には応じ

ないなど適切に対処する。
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国立研究開発法人森林総合研究所リスク管理規程（案）

平成 27 年 4 月 1 日

○○森林総研第○○号

（目的）

第１条 この規程は、国立研究開発法人森林総合研究所（以下、「研究所」という。）の

業務方法書第 66 条に規定する内部統制システムのうち、リスク管理体制を整備し、リ

スクの発生防止、リスクが発生した場合の損失の最小化を図り、もって研究所の業務の

適正の確保に資することを目的とする。

（定義）

第２条 この規程における「リスク」とは、研究所の使命及び目標の達成を阻害する、次

に掲げる要因を指す。

一 法令等の遵守に関するもの

二 財務に関するもの

三 調査・研究に関するもの

四 事業に関するもの

五 情報セキュリティに関するもの

六 事務手続きに関するもの

七 災害・事故等に関するもの

八 その他研究所の業務に関するもの

２ この規程における「リスク管理」とは、研究所の業務部門（以下「部門」という。）

において業務実施の障害となるリスクの識別、分析及び評価を行い、リスクの発生防止、

リスクが発生した場合に生ずる被害の軽減、並びに、リスクが発生した場合の損失の最

小化を図る行為をいう。

３ その他この規程で使用する用語については、業務方法書で規定するところによる。

（役職員の責務）

第３条 研究所に勤務する全ての役職員は、その職務の遂行に当たり、リスク管理に努め

なければならない。

（リスク管理体制）

第４条 研究所におけるリスク管理については、理事長がこれを指揮するとともに、最終

的な責任を有する。

２ 企画・総務・森林保険担当理事は、理事長を補佐し、リスク管理統括責任者としてリ

スク管理を総括する。

３ 研究担当、育種事業・森林バイオ担当、森林業務担当の各理事、及び森林保険センタ

ー所長（総括審議役）は、リスク管理責任者として、それぞれが所掌する部門における

リスク管理を総括する。
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４ リスク管理責任者は、所掌する各部署の長を、リスク管理を実施するリスク管理実施

責任者として、各業務のリスク管理に当たらせる。

５ リスク管理責任者は、第２条第１項に掲げた要因について、それぞれの業務（防災業

務計画に定める災害等への対応は除く。）に内在するリスクを識別するとともに、分析

及び評価し、リスクへの対応方針（広報方針・体制を含む。）を作成しなければならな

い。

（リスク管理委員会の設置）

第５条 研究所は、研究所内におけるリスク管理に関する審議を行うため、リスク管理委

員会（以下、「委員会」とする。）を設置する。

２ 委員会は、必要に応じて、各部門において、当該部門のリスク管理責任者が指名した

者により構成される部門ごとのリスク管理委員会を開催することができる。この場合に

おいては、当該委員会を設置し運営するための要領を別に定めるものとする。

（委員会の構成）

第６条 委員会は、次の委員をもって構成する。

一 理事長

二 理事

三 監事

四 総括審議役

五 総務部長

六 総合調整室長

２ 委員長は、理事長とする。委員長は委員会を代表し、会務を総括する。

３ 副委員長は、企画・総務・森林保険担当理事とする。副委員長は、委員長が不在ある

いは事故にあるとき、その職務を代理する。

４ 委員長は、必要に応じて委員以外の者に出席を求めることができる。

５ 委員会に関する庶務は、コンプライアンス推進室において行う。

（委員会の任務）

第７条 委員会は、次の各号について審議する。

一 研究所全体で対応すべきリスク因子の把握及びリスク発生原因の分析並びに把握

したリスクに関する評価・対応策及びその推進状況に関すること

二 森林総合研究所において共通するリスクへの対応方針（広報方針・体制を含む。）

の作成及び見直しに関すること

三 第４条第５項に規定する各リスク管理責任者が作成する、リスクへの対応方針の

承認と見直しに関すること

四 研究所全体に関わる重大なリスクが発生した場合の再発防止に関する事項

五 その他委員会が必要と認める事項
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（委員会の運営）

第８条 委員会は、年１回以上開催するほか必要に応じて委員長が招集する。

２ 委員会は原則として非公開とする。ただし議事内容等については公開とする。

（重大なリスク発生時の対応）

第９条 役職員は、リスクが発生した場合、あるいは、リスクが発生すると想定される場

合には、リスク管理責任者、あるいはリスク管理実施責任者に速やかに届け出なければ

ならない。

２ 届け出を受けたリスク管理責任者は、第４条第５項に規定する対応方針に従って、速

やかにリスク管理を行うものとする。

３ 役職員は、研究所全体に関わる重大なリスクを認知したときは、必要な初動対応を行

うとともに、速やかに、リスク管理責任者に通報することとする。

４ 通報を受けたリスク管理責任者は、リスク管理総括責任者を通して理事長に報告する

ものとする。

５ 理事長は、研究所全体に関わる重大なリスクの発生が認められるとき、これに対処す

るため的確な処置を迅速にとらねばならない。

６ 理事長は、研究所全体に関わる重大なリスクに対応した場合、その経過をリスク管理

委員会に報告するものとする。

７ 理事長に事故がある場合には、リスク管理総括責任者、あるいは関係するリスク管理

責任者がその職務を代行する。

８ 重大なリスク発生時の公表については、理事長又はリスク管理統括責任者の指示によ

り行う。

（附則）

第１条 この規程は、平成 27 年 4 月 1 日より施行する。

第２条 業務運営システム運用規程（平成 17 年 1 月 31 日 16 森林総研第 1342 号）は、こ

の規程の施行をもって廃止する。



理 事 会 資 料

平成 27 年 3 月 25 日

運営費交付金債務（繰越金）の使途について(案)

１．繰越金の使用について

繰越金の使途の考え方については、平成 25 年 8 月の理事会にて整理し、当面は一般管

理費及び施設費に該当する義務的な支出であって、予算的制約から計画できなかったもの

に充てることとされた。

平成２６年度末（見込）現在、平成２５年度予算分までの繰越金７，５５２万円を財源

として、以下の支出を行った。

１）施設改修に伴うＰＣＢを含むトランス等の廃棄 ７８１万円（H25）
２）人事給与システムの更新 １，０１５万円（H25）
３）使用予定のない研究用建物の取り壊し ５３７万円（H25）
４）業務用パソコン（WindowsXP 対応）更新 ４１６万円（H25）
５）施設改修に伴うＰＣＢを含むトランス等の廃棄 ７０３万円（H26）

合計 ３，４５２万円

残額 ４，１００万円

２．平成２７年度の繰越金の使途について

繰越金の財源 平成２５年度までの予算残額 ４，１００万円

平成２６年度予算残額 ３，５００万円（見込額）

合計 ７，６００万円

平成２７年度は、この繰越金を財源として、以下の支出を行うこととする。

１）施設改修に伴うＰＣＢを含むトランス等の廃棄

【予定額 ３００万円】

当所の施設改修等に伴い廃棄処理することとなった、ＰＣＢを含むトランス等につ

いては、前年度同様に繰越金を使用することとする。

なお、廃棄については処理施設の受入の順番を待っている状態である。

２）新会計システム導入経費

【予定額 ４，２００万円】

現在のシステムは、導入から９年以上が経過し平成２７年度末でサポートが終了す

ることになったため、平成２８年４月の運用開始に向けて、平成２７年度中に新会計

システムを導入する必要がある。

３）光熱費不足分の補填

【予定額 ３，１００万円】

一般管理費予算が毎年３％削減されており、光熱費については当年度の運営費交付

金のみでは賄えない状況となっている。

平成２７年度は、外部資金の間接経費を加えても不足することが予想される状況の

ため、繰越金を使用することとする。

調整係
テキストボックス
　　　 　　　 Ⅰ－4理　事　会　資　料平成27年 2月10日　



Ⅰ－５－(１)

理 事 会 資 料

平成27年3月25日

国立研究開発法人森林総合研究所 森林整備センター職員募集

（平成２７年８月１日付け採用）のお知らせ(案)

国立研究開発法人森林総合研究所では、下記のとおり一般職員（事務系、技術系）の募集を行います。

今回の採用予定数、応募条件、選考方法等は下記のとおりです。

なお、森林総合研究所では男女共同参画を推進しています。女性の積極的な応募をお待ちしています。

記

１ 採用予定数

６名程度（事務系、技術系）

※採用日は、平成２７年８月１日

２ 職務の内容

(1)森林整備センターが行う水源林造成事業等に関する業務（企画調整、総務、経理、水源林造成事

業の実行指導、契約地の管理、収穫業務等）

(注)研究職ではありません。

(2)当センターの説明会を以下のとおり開催します。事業内容や制度についての説明のほか、先輩職

員に直接質疑応答をしていただける時間も設けております。興味・関心のある方は、応募時に併

せてお申込みください。

・日 時 平成２７年５月３０日(土)

１３：００（集合） １３：１０（開始）～１５：３０（終了）

・会 場 仙台市、川崎市、京都市、福岡市

会場等の詳細については、５月中旬頃に応募者に御案内します。

応募者多数の場合は先着順とさせて頂きます。

３ 応募条件（以下の条件を全て満たす者）

(1) 昭和５５年４月２日以降に生まれた者

(2) 大学を卒業した者

・事務系については原則として法律系（法学・政治学）又は経済系（経済学・商学・経営学等）

を専攻又は履修した者

・技術系については原則として森林・自然環境系の学科(森林科学、生物資源環境学等)又は土木

系を専攻又は履修した者。

(3) 全国転勤可能な者

(4) 次の各号のいずれにも該当しない者

一 成年被後見人又は被保佐人

二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者

三 懲戒免職又はこれに相当する処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者

四 日本の国籍を有しない者のうち、次のいずれかに該当する者

ア 採用後に従事することとなる職務を遂行するために必要な在留資格（出入国管理及び難民

認定法第２条の２の規定による在留資格をいう。）を有しない者

イ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定

める特別永住者でない者（採用後に従事することとなる職務を遂行するために必要な在留資

格を有する者を除く。）

４ 選考方法

(1) １次試験及び適性検査

一般教養 【６０分】（多肢選択式：言語・数理・状況判断・論理・社会的常識等）

適性検査 【３５分】（選 択 式）

論文試験 【５０分】（記 述 式）



・試験日時 平成２７年６月６日(土)

１２：００（集合） １２：４０（試験開始）～１５：３０（試験終了）

・試験会場 仙台市、川崎市、京都市、福岡市

会場等の詳細については、５月中旬頃に応募者に御案内します。

・１次試験合格発表６月中旬 合否にかかわらず１次試験受験者全員に郵送で通知

(注)応募者多数の場合は、書類選考を行う場合があります。

(2) ２次試験 人物試験（個別面接）

・試験日時 平成２７年６月２７日（土）（注）時間等は個別に連絡

・試験会場 神奈川県川崎市（森林整備センタ－本部）

・最終合格発表７月上旬 合否にかかわらず２次試験受験者全員に郵送で通知

５ 勤務地

森林整備センター本部（神奈川県川崎市）のほか、北海道から九州までの全国各地にある整備局、水

源林整備事務所

(注)今後、北海道から九州まで全国各地の事務所等へ転勤があります。

６ 給与

国立研究開発法人森林総合研究所職員給与規程に基づき支給

大学卒初任給 月２０万円程度（ただし、採用前の職歴等により経験年数分加算あり）

（上記のほか、支給要件を満たす場合、扶養、地域、住居、通勤、期末・勤勉手当等あり）

７ 勤務時間・休暇

勤務時間は８時３０分から１７時１５分(本部及び関東整備局は９時から１７時４５分)の１日７時間

４５分、原則として土・日曜日及び祝日等の休日は休みです。

休暇には、年２０日の年次休暇（４月１日採用の場合、採用の年は１５日。残日数は２０日を限度と

して翌年に繰越し）のほか、病気休暇、特別休暇（夏季、結婚、出産、忌引、ボランティア等）、介

護休暇があります。

年金・健康保険については共済組合制度加入

８ 提出書類

(1) 履歴書 当センターホームページ(http://www.green.go.jp/)掲載の指定様式

（注）メールアドレスがあれば必ず記載してください。また、顔写真は必ず添付してください。

(2) 最終学歴の卒業証明書及び成績証明書

９ 応募書類の提出先

封筒に朱書きで事務系希望の方は「８月１日採用事務系一般職員採用応募書類在中」と、技術系希望

の方は「８月１日採用技術系一般職員採用応募書類在中」と、明記の上、下記まで送付してください。

なお、提出された書類は返却しませんのでご了承ください。

＜送付先＞ 〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町６６番地２ 興和川崎西口ビル１１Ｆ

国立研究開発法人森林総合研究所 森林整備センター 森林管理部労務課人事係

10 応募締切

平成２７年５月１５日（金）（17時必着・締切日厳守）

申込みは、郵送又は直接持参の方法によります。

11 その他

受験に際して発生する旅費・宿泊費等は、応募者の自己負担とします。

応募書類は返却しません。なお、記載されている個人情報については、本採用試験以外には使用しま

せん。

12 問い合わせ先

〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町６６番地２ 興和川崎西口ビル１１Ｆ

国立研究開発法人森林総合研究所 森林整備センター 森林管理部労務課人事係

担当：園田、高倉 Tel：044-543-2504 E-Mail：center-jinji@green.go.jp
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平成27年3月25日

国立研究開発法人森林総合研究所 森林整備センター職員募集
（平成２８年４月１日付け採用）のお知らせ(案)

国立研究開発法人森林総合研究所では、下記のとおり一般職員（事務系、技術系）の募集を行います。

今回の採用予定数、応募条件、選考方法等は下記のとおりです。

なお、森林総合研究所では男女共同参画を推進しています。女性の積極的な応募をお待ちしています。

記

１ 採用予定数

６名程度（事務系、技術系）

※採用日は、平成２８年４月１日

２ 職務の内容

(1)森林整備センターが行う水源林造成事業等に関する業務（企画調整、総務、経理、水源林造成事

業の実行指導、契約地の管理、収穫業務等）

(注)研究職ではありません。

(2)当センターの説明会を以下のとおり開催します。事業内容や制度についての説明のほか、先輩職

員に直接質疑応答をしていただける時間も設けております。興味・関心のある方は、応募時に併

せてお申込みください。

・日 時 平成２７年６月１３日(土)

１３：００（集合） １３：１０（開始）～１５：３０（終了）

・会 場 仙台市、川崎市、京都市、福岡市

会場等の詳細については、６月上旬頃に応募者に御案内します。

応募者多数の場合は先着順とさせて頂きます。

３ 応募条件（以下の条件を全て満たす者）

(1) 昭和６０年４月２日以降に生まれた者

(2) 大学、高専、短大、専門学校を卒業した者又は平成２８年３月までに卒業見込みの者。

・事務系については原則として法律系（法学・政治学）又は経済系（経済学・商学・経営学等）

を専攻又は履修した者

・技術系については原則として森林・自然環境系の学科(森林科学、生物資源環境学等)を専攻又

は履修した者

(3) 全国転勤可能な者

(4) 次の各号のいずれにも該当しない者

一 成年被後見人又は被保佐人

二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者

三 懲戒免職又はこれに相当する処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者

四 日本の国籍を有しない者のうち、次のいずれかに該当する者

ア 採用後に従事することとなる職務を遂行するために必要な在留資格（出入国管理及び難民

認定法第２条の２の規定による在留資格をいう。）を有しない者

イ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定

める特別永住者でない者（採用後に従事することとなる職務を遂行するために必要な在留資

格を有する者を除く。）

４ 選考方法

(1) １次試験及び適性検査

一般教養【６０分】（多肢選択式：言語・数理・状況判断・論理・社会的常識等）

適性検査【３５分】（選 択 式）

専門試験【５０分】（多肢選択式）：法律・経済系に関する専門的知識又は森林科学系

に関する専門的知識のいずれかを選択

・試験日時 平成２７年７月４日(土)

１２：００（集合） １２：４０（試験開始）～１５：３０（試験終了）



・試験会場 仙台市、川崎市、京都市、福岡市

会場等の詳細については、６月中旬頃に応募者に御案内します。

・１次試験合格発表７月中旬 合否にかかわらず１次試験受験者全員に郵送で通知

(注)応募者多数の場合は、書類選考を行う場合があります。

(2) ２次試験 論文試験及び人物試験（個別面接）

・試験日時 平成２７年８月２２日（土）（注）時間等は個別に連絡

・試験会場 神奈川県川崎市（森林整備センター本部）

・最終合格発表９月中旬 合否にかかわらず２次試験受験者全員に郵送で通知

５ 勤務地

森林整備センター本部（神奈川県川崎市）のほか、北海道から九州までの全国各地にある整備局、水

源林整備事務所

(注)今後、北海道から九州まで全国各地の事務所等へ転勤があります。

６ 給与

国立研究開発法人森林総合研究所職員給与規程に基づき支給

大学卒初任給 月２０万円程度（ただし、採用前の職歴等により経験年数分加算あり）

（上記のほか、支給要件を満たす場合、扶養、地域、住居、通勤、期末・勤勉手当等あり）

７ 勤務時間・休暇

勤務時間は８時３０分から１７時１５分(本部及び関東整備局は９時から１７時４５分)の１日７時間

４５分、原則として土・日曜日及び祝日等の休日は休みです。

休暇には、年２０日の年次休暇（４月１日採用の場合、採用の年は１５日。残日数は２０日を限度と

して翌年に繰越し）のほか、病気休暇、特別休暇（夏季、結婚、出産、忌引、ボランティア等）、介

護休暇があります。

年金・健康保険については共済組合制度加入

８ 提出書類

(1) 履歴書 当センターホームページ(http://www.green.go.jp/)掲載の指定様式

（注）メールアドレスがあれば必ず記載してください。また、顔写真は必ず添付してください。

(2) １次試験合格者については、下記書類を２次試験前までに提出。なお、大学院修了(見込み)者の

場合は大学の証明書も併せて提出

① 最終学歴の卒業証明書(卒業見込証明書)

② 最終学歴の成績証明書

９ 応募書類の提出先

封筒に朱書きで事務系希望の方は「４月１日採用事務系一般職員採用応募書類在中」と、技術系希望

の方は「４月１日採用技術系一般職員採用応募書類在中」と、明記の上、下記まで送付してください。

なお、提出された書類は返却しませんのでご了承ください。

＜送付先＞ 〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町６６番地２ 興和川崎西口ビル１１Ｆ

国立研究開発法人森林総合研究所 森林整備センター 森林管理部労務課人事係

10 応募締切

平成２７年５月２９日（金）（17時必着・締切日厳守）

申込みは、郵送又は直接持参の方法によります。

11 その他

受験に際して発生する旅費・宿泊費等は、応募者の自己負担とします。

応募書類は返却しません。なお、記載されている個人情報については、本採用試験以外には使用しま

せん。

12 問い合わせ先

〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町６６番地２ 興和川崎西口ビル１１Ｆ

国立研究開発法人森林総合研究所 森林整備センター 森林管理部労務課人事係

担当：園田、高倉

Tel：044-543-2504 E-Mail：center-jinji@green.go.jp
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Ⅰ－７

理 事 会 資 料

平成２ ７年 ３月 ２ ５日

役員給与規程の一部改正について（案）

１．給与規程の改正について
「独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成２６年法律第６６号）」が公布

され、平成２７年４月１日から国立研究開発法人森林総合研究所となること等から、

役員給与規程の一部改正を行うこととする。

なお、国家公務員における給与制度の総合的見直しに準じた給与改定について

は、俸給月額等の引下げのみを行うこととし、地域手当等の支給割合の引上げにつ

いては、賃金改定交渉において引き続き交渉を継続することとしていることから、交

渉の結果を踏まえて行うこととする。

２．改正の主な概要

（１）通則法の一部改正に伴う改正（国立研究開発法人への名称の変更）

題名等の該当箇所の改正を行う。

（２）給与制度の総合的見直しに伴う改正

①俸給月額の改正

号俸 改正前 改正後

１ ７２０，０００円 ７０５，０００円

２ ７７６，０００円 ７６０，０００円

３ ８３４，０００円 ８１７，０００円

４ ９１２，０００円 ８９４，０００円

②非常勤役員手当の改正

勤務１日の手当額 ２９，０００円→２８，４００円

③俸給の月額に関する経過措置

改正前から引き続き常勤役員である者については、平成３０年３月３１日までの

間、差額に相当する額を俸給として支給する。（現給保障）

（３）組織改正に伴う改正

森林農地整備センターを森林整備センターとする。（役員給与規程の一部を改正

する規程（２０森林総研第５号）附則第３項）

（４）期末特別手当の支給割合の改正

６月期 １００分の１３５→１００分の１４２．５

１２月期 １００分の１６５→１００分の１５７．５

（５）改正時期 平成２７年４月１日

（参考）改正見送り

①地域手当の支給割合の改正

つくば市、川崎市 １００分の１２→１００分の１３

日立市 １００分の６ →１００分の７

②広域異動手当の支給割合の改正

３００ｋｍ以上 １００分の６→１００分の８

６０ｋｍ以上３００ｋｍ未満 １００分の３→１００分の４



理 事 会 資 料

平成２ ７年 ３月 ２ ５日

役員退職手当規程の一部改正について（案）

１．退職手当規程の改正について
「独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成２６年法律第６６号）」が公布

され、平成２７年４月１日から国立研究開発法人森林総合研究所となることから、役

員退職手当規程の一部改正を行うこととする。

２．改正の主な概要

（１）通則法の一部改正に伴う改正

①国立研究開発法人への名称の変更

題名及び第１条

②業績勘案率は、農林水産大臣が決定することとなったことによる改正

第３条第１項

③特定独立行政法人を行政執行法人に改正

第５条第３項

（２）俸給月額に関する取扱い（改正規程附則第２項）

退職手当の算定の基礎となる俸給月額に、給与制度の総合的見直しに伴う俸給

の差額に相当する額を含まないことすることを規定。

（３）改正時期 平成２７年４月１日
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平成２ ７年 ３月 ２ ５日

職員給与規程の一部改正について（案）

１．給与規程の改正について
「独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成２６年法律第６６号）」が公布

され、平成２７年４月１日から国立研究開発法人森林総合研究所となること等から、

職員給与規程の一部改正を行うこととする。

なお、国家公務員における給与制度の総合的見直しに準じた給与改定について

は、賃金改定交渉において未だ決着していないところであり、引き続き交渉を継続す

ることとしている。

２．改正の主な概要

（１）通則法の一部改正に伴う改正（国立研究開発法人への名称の変更）

題名、第１条及び第１４条第１項

（２）期末手当の支給割合の改正（第２８条）

任期付研究員及び特定任期付職員に支給する期末手当の支給割合を１００分の

１５５とする。

（３）勤勉手当の支給割合の改正（第３１条及び附則第６項）

特定管理職員以外の職員 １００分の８２．５→１００分の７５

（１００分の３７．５→１００分の３５）

特定管理職員 １００分の１０２．５→１００分の９５

（１００分の４７．５→１００分の４５）

＊（ ）書きは、再雇用職員の支給割合。

（４）期末特別手当の支給割合の改正（第３２条）

６月期 １００分の１３５→１００分の１４２．５

１２月期 １００分の１６５→１００分の１５７．５

（５）改正時期

平成２７年４月１日
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平成２ ７年 ３月 ２ ５日

職員退職手当支給規程の一部改正について（案）

１．退職手当支給規程の改正について
「独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成２６年法律第６６号）」が公布

され、平成２７年４月１日から国立研究開発法人森林総合研究所となること及び「森

林国営保険法等の一部を改正する法律（平成２６年法律第２１号）」により、新たに森

林保険業務を行うこととなったことから、職員退職手当支給規程の一部改正を行うこ

ととする。

なお、国家公務員における給与制度の総合的見直しに伴う退職手当の調整額の

改定については、賃金改定交渉において未だ決着していないところであり、引き続き

交渉を継続することとしている。

２ 改正の主な概要

（１）通則法の一部改正に伴う改正

①国立研究開発法人への名称の変更

題名、第１条、第５条第１項、第１６条第１項及び第２０条第１項第２号

②特定独立行政法人を行政執行法人に改正

制定規程附則第９項

（２）森林保険センターの職員にかかる経過措置

① 森林国営保険法等の一部改正法附則第３条の規定により職員となった者（②に

おいて、「森林保険センターの職員」という。）の勤続期間の経過措置（改正規程附

則第２項）

② 森林保険センターの職員にかかる失業者の退職手当に関する経過措置（改正

規程附則第３項）

（３）施行期日

平成２７年４月１日
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平成２７年３月２５日

業務方法書及び中期計画の変更について

１．業務方法書の変更について

平成２７年３月１２日に申請（２６森林総研第１３５１号）

平成２７年３月２０日に認可（農林水産省指令２６林整研第２６１号）

２．中期計画の変更について

平成２７年３月１２日に申請（２６森林総研第１３５０号）

現在、財務省協議中、年度内に認可予定



26森林総研第 1351号
平成 27年 3月 12日

農林水産大臣 林 芳正 殿

独立行政法人 森林総合研

理事長 鈴 木 和
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独立行政法人森林総合研究所の業務方法書の変更の認可について

独立行政法人通則法 (平成 11年法律第 103号 )第 28条第 1項の規定

により、別添のとお り、独立行政法人森林総合研究所の業務方法書の変更案を

作成 したので、認可申請いた します。

(担 当 :総合調整室 )
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平 成 27年 3月 12日

農林水産大臣 林 芳正 殿

部ii鯰
輛閥F履醒
萎戻凹盤

独立行政法人 森林総合研

理事長 鈴 木 和

独立行政法人法人森林総合研究所の中期 目標を達成するための

計画 (中期計画)の変更について

「独立行政法人通則法」 (平成 11年法律第 103号 )第 30条第 1項の規

定に基づき、別添のとお り独立行政法人法人森林総合研究所の中期 目標を達成

するための計画 (中期計画)の変更案を作成 したので、認可申請いた します。

(担 当 :総合調整室 )



Ⅱ－４
理 事 会 資 料
平 成 2 7 年 3 月 2 5 日

水源林造成事業の実施状況について

１．事業量の推移
（単位：ha、㎞）

年 度 ２３ ２４ ２５ ２６
項 目 （見込み）

新 植 １，２４７ ２，０３１ ３，１９８ ３，１４０

間 伐 ９，２６２ ６，６９２ １０，３４０ ４，４６０

作業道 ７５１ ５４８ ６６４ ４６０

２．事業内容
（１）新植

当初から生育していた広葉樹等を群状もしくは帯状に残しながら、事業実施後
に侵入した広葉樹等も残し、これらを活かしながら植栽木を育成することで針広
混交林を造成している。

（２）間伐
列状間伐等の技術を用いて間伐を実施し、間伐材の利用を促進している。

（３）作業道
切り取る土量が少なく、間伐材等の丸太を有効に利用できる丸太組工法（の

り留工）に取り組んでいる。

（１）新植

→

新植当時 ２０年後

（２）間伐 （３）作業道

調整係
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Ⅱ－５  

理 事 会 資 料  

平成 27 年 3 月 25 日 

 

 

平成２６年度第１回 

水源林造成事業リスク管理委員会 
 

 

日  時 平成 27 年 3 月 16 日（月）15:00～ 

場  所 森林農地整備センター 役員会議室 

 

 

会  議  次  第 

 

１．開 会                                                       

 

２．出席者紹介                                            

 

３．委員長挨拶                                           

 

４．森林農地整備センターのリスク管理の概要について     

 

５．水源林造成事業の概要及び事業費財源について     

 

６．水源林造成事業のリスクについて          

・ 水源林造成事業の契約に関すること 

・ 水源林造成事業の事業費に関すること 

・ 財政融資資金等の償還に関すること 

・ 水源林資産の保全に関すること 

 

７．そ の 他                                           

・ 事務局から連絡事項（平成 27 年度委員会開催日程について） 

 

８．閉 会 挨 拶                                           

 

 

 

調整係
テキストボックス
　　　 　　　 Ⅱ－3理　事　会　資　料平成27年 3月25日　



2 

 

 

 

 

第１回水源林造成事業リスク管理委員会名簿 

 

 氏     名 役     職 

委  員  長 切 石 勤 也 総括審議役 （経理担当） 

委 員 長 代 理 飯 田 道 夫 総括審議役 （人事・労務担当） 

委     員 原 田 隆 行 審議役（組織運営担当） 

〃   下 平  敦 審議役（総合調整）代理、管理部長

〃 金 山  誠 森林業務部長 

委員(外部有識者) 井 上 公 基 日本大学生物資源科学部 教 授 

〃       武 田  仁 丸の内総合法律事務所  弁護士 

〃 楡 井 宏 志 楡井公認会計士事務所 公認会計士
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独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センター 

水源林造成事業リスク管理委員会運営規程     

 

                             平成２７年 １月２９日 

                             ２６森林整管第３５３号 

 

 （目的） 

  第１条 本規程は、独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センター（以下「整備セ

ンター」という。）が実施する水源林造成事業におけるリスク管理を適切に実施す

ることを目的とし、そのために必要な森林農地整備センター水源林造成事業リスク

管理委員会（以下「リスク管理委員会」という。）の設置、構成及び運営に関し必

要な事項を定める。 

   

  （構成） 

  第２条 リスク管理委員会は、委員長、委員長代理及び委員をもって組織する。 

  ２ 委員長は、総括審議役（経理担当）をもって充てる。 

  ３ 委員長代理は、総括審議役（人事・労務担当）をもって充てる。 

  ４ 委員は、審議役（総合調整担当）、審議役（組織運営担当）、管理部長及び森林業

務部長並びに整備センター所長が委嘱する外部有識者をもって充てる。  

   

  （職務及び権限） 

  第３条 委員長は、リスク管理委員会の事務を掌理する。 

  ２ 委員長代理は、委員長を補佐するとともに、委員長に事故があったときは、その職

務を代理する。 

  ３ 委員は、第５条に規定する事項を審議する。 

   

  （招集） 

  第４条 リスク管理委員会は、必要に応じて年１回以上開催するものとし、委員長が招

集する。 

  ２  リスク管理委員会は、非公開とする。 

   

  （審議） 

  第５条 リスク管理委員会は、水源林造成事業におけるリスク管理に係る次号に掲げる

事項について審議する。 

   一  水源林造成事業の契約に関すること 

   二  水源林造成事業の事業費に関すること 

   三  財政融資資金等の償還に関すること 

   四 水源林資産の保全に関すること 
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   五 その他必要な事項に関すること 

   

  （関係役職員等の出席） 

  第６条 委員長は、必要があると認めるときは、リスク管理委員会に整備センターの役

職員及び外部有識者を審議に出席させ、報告、意見又は資料の提出を求めることが

できる。 

   

  （審議結果の報告、意見等の具申） 

  第７条 委員長は、第５条の審議結果を整理し、整備センター所長に報告するとともに

意見等の具申も行うことができるものとする。  

   

  （対策の推進） 

  第８条 整備センター所長は、前条の報告、意見等の具申を踏まえ、必要な措置を講じ

なければならない。  

   

  （報告） 

  第９条 整備センター所長は、第７条の審議結果、意見等の具申及び第８条により必要

な措置を講じた場合の措置状況を理事長に報告するものとする。  

   

  （守秘義務） 

  第 10 条 委員は、委員会の事務を処理する上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

その職を退いた後も、同様とする。 

   

  （事務局） 

  第 11 条  リスク管理委員会に、リスク管理委員会の事務を処理するための事務局を置く。 

  ２ 事務局は、管理部財務課及び森林業務部森林企画課をもって構成する。 

  ３ 事務局長は、財務課長をもって充てる。 

  ４ 事務局次長は、森林企画課長をもって充てる。 

  ５ 事務局員は、財務課及び森林企画課の職員をもって充てる。 

  ６ 事務局長は、事務局の事務を掌理する。 

 

   附 則 

  この規程は、平成２７年１月２９日から施行する。 
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Ⅱ－６ 
                    理 事 会 資 料    

平成２７年３月２５日 
 

森林農地整備センターのコンプライアンス推進への取組について 
 

森林農地整備センター      
コンプライアンス推進委員会 

はじめに 
森林農地整備センター(以下｢整備センター｣という。)は、法令、諸規則、独立行政

法人森林総合研究所（以下「研究所」という。）の諸規定にとどまらず、倫理、社会
規範など整備センターが社会的信頼を得るために必要なルールすべてに基づいて行動
することとし、平成 20 年に「緑の行動規範」を策定した。 

整備センターは、「緑の行動規範」の浸透・定着・実践を推進するために、森林農
地整備センターコンプライアンス推進委員会（以下「委員会」という。）が中心とな
って、毎年度の重点取組を定め、本部・出先機関の全役職員がコンプライアンス推進
活動に取り組んできているところである。 

整備センターとしては、本年 3 月 13 日に委員会を開催して、平成 26 年度の取組状
況を総括するとともに、平成 27 年度重点取組方針を決定した。 

 
Ⅰ．平成 26 年度取組の総括 
１．重点取組 

① コンプライアンスを意識した実践行動 
会議等における「緑の行動規範」の周知徹底、ニュースレター等を活用した不
祥事例等の情報共有、職場内討議、コンプライアンスセミナーへの参加等 

② 「明るく活発な職場づくり」の推進 
コンプライアンスの基礎となる｢風通しが良く、職員が問題や不満を抱え込まな
い自由闊達に意見が言える職場づくり」のため、全職場において、コミュニケ
ーションスキル向上、外部の講習会、発表会等への参加・交流、ハラスメント
防止活動等を実施。苦情相談窓口の周知徹底等。11 月のコンプライアンス推進
月間での重点取組（詳細は３に記述） 

③ 地域社会との良好な関係 
  地域住民・自治体・団体等との信頼関係の醸成を図るため、各職場において、

事業を通じた植樹祭、森林教室等を実施。各地のイベント、ボランティア活動
等に参加 

④ 情報セキュリティ意識の向上 
サイバー攻撃に対する知識を深めるとともに、情報漏洩につながるような重大
事故を起こさないよう、ｅラーニング等の活用による全役職員を対象とした情
報セキュリティ研修、セキュリティ危険情報の発信、ニュースレター等での注
意喚起等 
 

２．コンプライアンスの周知徹底及び強化 
公共事業執行業務を担う法人としての特性を踏まえ、全役職員のコンプライアンス
意識の向上を図るため、コンプライアンスに関する外部専門機関、弁護士等による各種
研修の実施、外部機関の各種セミナー等への参加、コンプライアンス違反事例等の
学習、「緑の行動規範」の周知徹底等 

 
３．コンプライアンス推進月間の取組 

平成 26 年 11 月のコンプライアンス推進月間においては、「明るく活発な職場づ
くり」をテーマにして全職場で取組を行った。 

① 明るく活発な職場づくりのための小冊子「コミュニケーションの実践編｣を作成

調整係
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して各職場で学習 
 ② 「明るく活発な職場づくり」の一環として「ハラスメント防止」をテーマに標

語を募集し、ポスター等を掲示； 
 最優秀作品「叱るより ほめて伸ばそう やる気の芽」 

 
４．コンプライアンス意識の浸透度把握 

整備センターでのコンプライアンス意識の浸透度に関して、緑の行動規範 10 原則
の各項目ごとに自己診断を行ったところ、以下の状況となった。 
・ 全体平均評価値は 7.73 点で前年度の 7.46 点より向上した。また、すべての

項目で、前年度と同等以上の評価値となった。 
・ 基本 3 原則（法令遵守、倫理意識、社会正義）の評価値（浸透度）は 8 点台

で高い。 
・ 平成 26 年度重点取組として「情報セキュリティ意識の向上」に取り組んだ結

果、「情報管理・開示」の評価値も 8 点台となった。 
・ その他の項目はいずれも 7 点台であったが、重点取組として「明るい活発な

職場づくり」に取り組んだ結果、「働きがい」「自己浄化能力」は 0.3 ポイ
ント高くなった。 

・ 自己診断の開始当初は 6 点台であった「地域貢献」「社会貢献」「環境保全」
への取組は前年度より高くなり 7 点台（良くできる）となったが、他の項目
に比べると評価値は低い。これは整備局・事務所など地域活動を積極的に行
っている組織がある一方、地域との交流が少ない職場があるため。 

 
（注）各項目ごとに、「完璧(10 点) 非常にできる(9 点)  良くできる(7 点)  

だいたいできる(5 点) できない(3 点)  全くできない(1 点)」 のいずれ
かに自己診断したものを集計して平均値を算出。 

 
【全体総括】 

各職場における重点取組方針を踏まえた活動、ニュースレター等による注意喚起、
外部専門機関等による法令遵守研修などコンプライアンスの周知徹底・強化に取り組
んできた結果、コンプライアンス意識は着実に向上してきていると評価できる。 

中でも、平成 21 年度以降の重点取組として、コンプライアンスの基礎となる｢風通
しが良く、職員が問題や不満を抱え込まない自由闊達に意見が言える職場づくり」の
ため､取組方法を工夫しながら「明るく活発な職場づくり」に継続的に取り組んできた
ところであり、この効果は確実に現れている。 

今後とも各人が日頃から「明るく活発な職場づくり」を意識した行動に心掛けてい
く必要がある。 

他方、こうした取組が 6 年を経過する中で当初のコンプライアンス推進活動の焦点
にズレが生じる懸念もあること、平成 25 年 12 月 24 日閣議決定「独立行政法人改革等
に関する基本的な方針」（以下｢基本的な方針｣という。）への対応、研究機関におけ
る不正経理処理問題の発生等を踏まえ、整備センターとして、原点に立ち戻って、公
共事業執行機関としてのコンプライアンス推進活動を強化していく必要がある。
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Ⅱ．平成 27 年度重点取組方針 
 
平成 27 年度の整備センターにおけるコンプライアンス推進に当たっては、「基本的

な方針」を踏まえ、公共事業執行業務を担う法人としてのガバナンスを強化するため、
法令遵守担当理事を設置するとともに、理事長、監事及び内部監査担当職員による重
層的な監査体制の構築、契約の適正性を確保するための監視体制の強化及び担当職員
の質の向上等に取り組んでいくこととする。 

さらに、平成 27 年 4 月 1 日から国立研究開発法人森林総合研究所となり、森林保険
センターが設置されること等から、森林総合研究所本所、森林保険センター及び整備
センター間の内部統制とコンプライアンス推進活動の連携に取り組んでいくことが重
要となっている。 

平成 27 年度における整備センターのコンプライアンス推進活動は、新たな法令遵守
体制等の下で、これまでの成果を踏まえた取組を各職場で継続実施していくことに加
え、重点取組として、以下のとおり、不正を未然に防ぐためのリスク認識とコンプラ
イアンス意識の強化に取り組むこととする。 

 
１．コンプライアンス違反を未然に防ぐ組織づくり  ～ 危険予知活動の実施 ～ 
（１）整備センターにおける事務・事業の実施に当たっては、問題を「生まない」「育

てない」「見逃さない」ことを目標に、全役職員が点検活動を行う。 
具体的には、 

① 造林契約地選定から各種施業を経て伐採・収穫に至る全ての行程における諸手
続等(業務関係） 

② 事業実施に直接又は間接的に関わる予算執行、会計経理、諸手続等(経理関係） 
③ 組織に働く者にとっての服務等(総務関係） 
④ 情報セキュリティ、外部との交流等(共通） 
等について、部門・担当を問わず様々な視点から、法令・規程等から逸脱する可能
性のある行動等をリスクとして分析・評価し、責任の所在を明確にしながら適正に
対応していく。 

（２）点検に当たっては、組織の統制活動の形骸化を防ぐため、危機意識を持って、
日常において「見過ごしがちな問題」や「気づかずにいる問題」など、コンプライ
アンスに抵触する可能性のある事項などを洗い出し、共通認識を醸成するとともに、
整備センターのリスクとして整理する。 

（３）整備センターとして整理されたリスクについては、理事長へ報告して、森林総
合研究所全体としてのリスク管理にも反映する。 

（４）コンプライアンス違反の可能性があると思われる行為に対しては、「公益通報
窓口」の活用を推進するなど適正に対処する。 

 
２．コンプライアンス意識の強化 
（１）個々の役職員と職場全体でのコンプライアンス意識を強化するため、毎月、コ

ンプライアンス・ハンドブック、ニュースレター（コンプライアンス便り）等を
基に職場内ディスカッションを行う。毎月の各職場での取組を幹部会に報告する。 

（２）コンプライアンスの強化・徹底のため、各種会議・研修等を利用して継続的な
意識啓発の取組を行う。 

（３）本年 11 月を｢コンプライアンス推進月間」として設定し、この期間に全役職員
を対象とするコンプライアンス研修を実施する。 



月　　日 行　事　内　容 出　席　者

２月１０日（火） 理事会（第10回） 理事長、企画・総務担当理事、研究担当理事、
森林農地整備センター所長、業務承継円滑化・
適正化担当理事、両監事

１０日（火）～
１３日（金）

会計実地検査 森林農地整備センター所長、業務承継円滑化・
適正化担当理事

プラナリア対策・陸産貝類保全検討会 研究担当理事

１２日（木） 外来種被害防止行動計画策定会議 研究担当理事

１３日（金） 独立行政法人評価委員会林野分科会（第55回） 理事長、企画・総務担当理事、森林農地整備セ
ンター所長、業務承継円滑化・適正化担当理事

１７日（火） （一社）日本プロジェクト産業協議会「次世代林業シンポジウム」 理事長、森林農地整備センター所長

森林再生事業化委員会（第26回） 森林農地整備センター所長

監事監査（林木育種センター） 両監事

１８日（水）～
１９日（木）

平成26年度評価・監査中央セミナー 両監事

１９日（木） 沼田正俊元林野庁長官視察 理事長、企画・総務担当理事、研究担当理事

２５日（水） くるみん認定授与式 企画・総務担当理事

世界自然遺産地域の森林生態系における気候変動の影響への適応策検討
等事業委員会

研究担当理事

２６日（木） 育種運営会議（第5回） 理事長、企画・総務担当理事、研究担当理事

水源林造成事業評価技術検討会 森林農地整備センター所長

３月２日（月） 庁議 理事長

３日（火） 小笠原国立公園聟島列島植生回復調査検討委員会 研究担当理事

４日（水） 次世代木造建築実験棟竣工式 理事長、企画・総務担当理事、研究担当理事

環境委員会（第3回） 理事長、企画・総務担当理事、研究担当理事、
業務承継円滑化・適正化担当理事

理事会（第11回） 理事長、企画・総務担当理事、研究担当理事、
森林農地整備センター所長、業務承継円滑化・
適正化担当理事、両監事

研究所会議（第3回） 理事長、企画・総務担当理事、研究担当理事、
森林農地整備センター所長、業務承継円滑化・
適正化担当理事、両監事

５日（木） 研究推進評価会議 理事長、企画・総務担当理事、研究担当理事、
両監事

業績審査委員会（第4回） 理事長、企画・総務担当理事、研究担当理事

６日（金） 野口聡一宇宙飛行士来訪 理事長

９日（月） 牧元幸司林政部長視察 理事長、研究担当理事

１０日（火） 山田太郎参議院議員視察 企画・総務担当理事、研究担当理事

森林共生フォーラム第1回研究会講演「我が国の木材需要の歴史と将来展
望」

企画・総務担当理事

監事による理事長・理事へのヒアリング 理事長、企画・総務担当理事、両監事

１１日（水） 東日本大震災4周年追悼式 理事長

森林保険受入れ拡大プロジェクトチーム 企画・総務担当理事

監事による理事へのヒアリング 研究担当理事、両監事

１２日（木） 樹木医学会理事会 理事長

小笠原諸島ネズミ対策検証委員会 研究担当理事

１３日（金） 樹木医制度審議会（第3回） 理事長

日本木材総合情報センター記念セミナー 理事長

ハラスメント防止研修 企画・総務担当理事、研究担当理事

センターコンプライアンス推進委員会 森林農地整備センター所長、業務承継円滑化・
適正化担当理事

１５日（日） 日本木材学会創立60周年記念式典・講演会 理事長

１６日（月） 神戸大学女性研究者養成システム改革加速事業総括シンポジウム 理事長

小笠原諸島世界自然遺産地域科学委員会（第2回） 研究担当理事

水源林造成事業リスク管理委員会（第1回） 森林農地整備センター所長、業務承継円滑化・
適正化担当理事

１７日（火）～
１９日（木）

日本生態学会大会（第62回） 研究担当理事

１９日（木） 監事による理事長への監査報告説明 理事長・両監事

２１日（土） 国際森林デー森林総合研究所シンポジウム 理事長、研究担当理事、森林農地整備センター
所長

主要行事（平成２７年２月１０日～平成２７年３月２４日）

調整係
テキストボックス
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